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第５ 災害救助法の適用手続 ·························· １８３ 

第６　　災害救助法による救助の程度・方法・期間、及び実費弁償の基準 ······· 　 １８３ 

 

第９節 消防活動範囲 

第１ 主旨 ·································· １８４ 

第２ 基本方針 ································ １８４ 

第３ 初動体制の確立 ····························· １８５ 

第４ 情報の収集 ······························· １８６ 

第５ 火災防御活動 ······························ １８６ 

第６ 救助・救急活動 ····························· １８８ 

第７ 　緊急消防援助隊の受入れ ························· 　　１８８ 

 

第１０節 水防計画 

第１ 主旨 ·································· １９０ 

第２ 実施責任者と義務 ···························· １９０ 

第３ 水防体制 ································ １９０ 

第４ 河川水位基準等 ····························· １９０ 

第５ 水防法に定める水防警報 ························· １９１ 

第６ 避難判断水位情報 ····························　 １９３ 

 

第１１節 救助計画 

第１ 主旨 ·································· １９５ 

第２ 実施責任者 ······························· １９５ 

第３ 救助対象者 ······························· １９５ 

第４ 救助体制の確保 ····························· １９５ 

第５ 救助活動 ································ １９６ 

第６ 災害救助法適用時の措置 ························· １９６ 

 

第１２節 避難計画 

第１ 主旨 ·································· １９７ 

第２ 実施責任者及び基準 ··························· １９８ 

第３ 高齢者等避難の伝達・避難の指示 ····················· １９８ 

第４ 警戒区域の設定 ····························· ２０１ 

第５ 避難誘導について ···························· ２０１ 

第６ 避難所の開設 ······························ ２０２ 

第７ 避難所の選定と収容 ··························· ２０３ 

第８ 避難所の運営 ······························ ２０３ 

第９ 広域避難 ································ ２０７ 

第 10 要配慮者への配慮 ···························· ２０７ 

第 11 避難の周知徹底 ····························· ２０７ 

第 12 県知事に対する報告 ··························· ２０８ 



第 13 災害救助法適用時の対象者数 ······················· ２０８ 

第 14 避難所外避難者の支援対策 ・······················· ２０９ 

 

第１３節 県消防防災ヘリコプター派遣要請計画 

第１ 主旨 ·································· ２１０ 

第２ 要請基準 ································ ２１０ 

第３ 県消防防災ヘリコプターの活動内容 ···················· ２１０ 

第４ 運航体制と出動要請手続 ························· ２１１ 

第５ 飛行場外離着陸場の確保 ························· ２１１ 

第６ 緊急運航の要請及び出動のフロー ····················· ２１１ 

 

第１４節 医療及び助産計画 

第１ 主旨 ·································· ２１２ 

第２ 実施責任者 ······························· ２１２ 

第３ 医療救護体制 ······························ ２１２ 

第４ 応急医療需要の把握 ··························· ２１４ 

第５ 傷病者の搬送 ······························ ２１４ 

第６ 医薬品等の確保 ····························· ２１４ 

第７ 挫滅症候群について ··························· ２１５ 

第８ 災害時コーディネーター(医療・保健衛生・介護福祉・薬務)の調整 ····· ２１５

 

第１５節 行方不明者・遺体の捜索及び収容・埋火葬計画 

第１ 主旨 ·································· ２１６ 

第２ 実施責任者 ······························· ２１６ 

第３ 行方不明者・死者の捜索 ························· ２１６ 

第４ 遺体の調査処理 ····························· ２１６ 

第５ 遺体の埋火葬 ······························ ２１７ 

第６ 海上漂流遺体の捜索 ··························· ２１７ 

 

第１６節 障害物の除去計画 

第１ 主旨 ································· ２１８ 

第２ 実施責任者の区分 ···························· ２１８ 

第３ 機械機器の調達等 ···························· ２１８ 

第４ 災害救助法適用時の費用等 ························ ２１８ 

第５ 災害廃棄物の処分 ···························· ２１９ 

 

第１７節 労務需給計画 

第１ 主旨 ·································· ２２０ 

第２ 実施責任者 ······························· ２２０ 

第３ 支払いの基準 ······························ ２２０ 

第４ 従事命令または協力命令 ························· ２２０ 

第５ 労務者の雇用方法等 ··························· ２２１ 

第６ その他 ································· ２２１ 

 

第１８節 給水計画 

第１ 主旨 ·································· ２２２ 

第２ 実施責任者 ······························· ２２２ 

第３ 確保水量 ································ ２２２ 

第４ 飲料水の供給 ······························ ２２２ 

第５ 水道施設の応急復旧 ··························· ２２３ 

第６ 　県への要請 ······························· 　　２２３  

 

第１９節 食料供給計画 



第１ 主旨 ·································· ２２４ 

第２ 実施責任者 ······························· ２２４ 

第３ 応急食料 ································ ２２４ 

第４ 食料供給需要の把握 ··························· ２２４ 

第５ 食料供給能力の把握 ··························· ２２４ 

第６ 食料供給活動の実施 ··························· ２２４ 

第７ 液化石油ガスの供給等 ·························· ２２６

 

第２０節 被服等生活必需品供給計画 

第１ 主旨 ·································· ２２７ 

第２ 実施責任者 ······························· ２２７ 

第３ 調達計画 ································ ２２７ 

第４ 生活必需品の種類 ···························· ２２７ 

第５ 配給後の措置 ······························ ２２８ 

第６ 物資輸送の交通手段 ··························· ２２８ 

第７ 孤立集落等への対処 ··························· ２２８ 

 

第２１節 感染症予防計画 

第１ 主旨 ·································· ２２９ 

第２ 実施責任者 ······························· ２２９ 

第３ 感染症対策 ······························· ２２９ 

第４ 感染症対策の実施方法 ·························· ２２９ 

第５ 防疫用資材 ······························· ２３０ 

第６ 報告 ·································· ２３０ 

第７ 家畜防疫 ································ ２３０ 

第８ 参考 ·································· ２３１ 

 

第２２節 保健衛生計画 

第１ 主旨 ·································· ２３２ 

第２ 災害時(保健衛生)コーディネーター ··················· ２３２ 

第３ 健康相談等 ······························· ２３２ 

第４ 栄養・衛生指導 ····························· ２３２ 

第５ 派遣要請 ································ ２３３ 

第６ 災害時保健衛生活動の体系 ························ ２３３ 

第７ トイレの確保対策 ···························· ２３３ 

 

第２３節 被災者のこころのケア 

第１ 主旨 ·································· ２３４ 

第２ 被災者が陥りやすい精神症状 ······················· ２３４ 

第３ 心的外傷後ストレス症候群(ＰＴＳＤ) ··················· ２３４ 

第４ こころのケア ······························ ２３４ 

第５ アニマルセラピー ···························· ２３５ 

第６ 災害時こころのケアチーム(ＤＰＡＴ) ··················· ２３５ 

 

第２４節 要配慮者への支援対策の実施 

第１ 主旨 ·································· ２３６ 

第２ 社会福祉施設等の対策 ·························· ２３６ 

第３ 障がい者及び高齢者対策 ························· ２３６ 

第４ 児童に係る対策 ····························· 　２３７

第５ 　 外国人に対する対策 ···························     ２３７ 

第６ 　 災害時(介護福祉)コーディネーターとの連携 ················ 　  ２３７ 

 

 



第２５節 帰宅困難者対策計画 

第１ 主旨 ·································· ２３８ 

第２ 帰宅困難者対策 ····························· ２３８ 

 

第２６節 廃棄物の処理計画 

第１ 主旨 ·································· ２３９ 

第２ 実施責任者 ······························· ２３９ 

第３ ごみ・し尿処理及び災害廃棄物処理 ···················· ２３９ 

 

第２７節 応急仮設住宅の建設及び住宅の応急修理計画 

第１ 主旨 ·································· ２４２ 

第２ 実施責任者 ······························· ２４２ 

第３ 住宅の応急修理 ····························· ２４２ 

第４ 応急仮設住宅の建設 ··························· ２４２ 

第５ 公営住宅等の斡旋 ···························· ２４３ 

 

第２８節 義援金品受付・配分計画 

第１ 主旨 ·································· ２４４ 

第２ 義援物品の取扱いに関する広報 ······················ ２４４ 

第３ 義援金品の受付 ····························· ２４４ 

第４ 義援金品の配分 ····························· ２４４ 

 

第２９節 ボランティア団体等支援計画 

第１ 主旨 ·································· ２４５ 

第２ ボランティア団体等の協力 ························ ２４５ 

 

第３０節 輸送計画 

第１ 主旨 ·································· ２４７ 

第２ 実施責任者 ······························· ２４７ 

第３ 緊急輸送等の対象 ···························· ２４７ 

第４ 緊急輸送手段 ······························ ２４７ 

第５ 輸送力の確保 ······························ ２４８



第３１節 道路確保計画 

第１ 主旨 ·································· ２４９ 

第２ 予想される状況 ····························· ２４９ 

第３ 実施責任者 ······························· ２４９ 

第４ 実施要領 ································ ２５０ 

第５ 道路の応急復旧 ····························· ２５１ 

第６ 交通マネジメント ···························· ２５１ 

 

第３２節 応急教育計画 

第１ 主旨 ·································· ２５２ 

第２ 実施責任者 ······························· ２５２ 

第３ 被害状況の把握 ····························· ２５２ 

第４ 児童・生徒の保護 ···························· ２５２ 

第５ 文教施設の災害応急対策 ························· ２５３ 

第６ 応急教育の実施 ····························· ２５３ 

第７ 教材・学用品の給与 ··························· ２５４ 

第８ 就学援助費の支給 ···························· ２５４ 

第９ 学校給食の実施 ····························· ２５４ 

第 10 特記事項 ································ ２５４ 

 

第３３節 施設の応急対策計画 

第１ 主旨 ·································· ２５５ 

第２ 公共土木施設 ······························ ２５５ 

第３ 鉄道施設 ································ ２５７ 

第４ 電力施設 ································ ２５７ 

第５ ＬＰガス供給施設 ····························· ２５８ 

第６ 水道施設 ································ ２５９ 

第７ 下水道施設 ······························· ２５９ 

第８ 通信設備 ································ ２６０ 

第９ 危険物施設 ······························· ２６２ 

第 10 農業用施設 ······························· ２６５ 

 

第３４節 集落の孤立化対策計画 

第１ 主旨 ·································· ２６６ 

第２ 孤立化した場合の対応 ·························· ２６６ 

 

第３５節 海上災害対策計画 

第１ 主旨 ·································· ２６７ 

第２ 海難救助対策 ······························ ２６７ 

第３ 緊急輸送のための交通確保、緊急輸送活動 ················· ２６７ 

第４ 関係者への情報伝達 ··························· ２６８

第５ 　 流出油対策 ······························· 　 ２６８ 

 

第３６節 石油コンビナート災害応急対策計画 

第１ 主旨 ·································· ２７１ 

第２ 基本方針 ································ ２７１ 

第３ 対象 ·································· ２７１ 

第４ 災害応急対策計画 ···························· ２７１ 

 

第３７節 原子力災害応急対策計画 

第１ 基本方針 ································ ２７２ 

第２ 情報収集・連絡体制の整備等 ······················· ２７２ 

第３ 緊急事態応急体制の確立 ························· ２７３ 



第４ 市民への情報伝達 ···························· ２７４ 

第５ 広域避難対策 ······························ ２７４ 

第６ 中長期対策 ······························· ２７５



第４章 災害復旧・復興計画 
第１節 復旧・復興の基本方針 

第１ 主旨 ·································· 　２７７ 

第２ 復旧・復興計画時の基本フレーム ····················· 　２７７ 

第２節 復旧・復興対策 

第１ 主旨 ·································· ２７８ 

第２ 総合計画と復旧・復興施策(案) ····················· ２７８ 

第３ 計画的復興 ······························· ２８０ 

第３節 公共施設災害復旧事業計画 

第１ 主旨 ·································· ２８４ 

第２　　災害復旧事業計画 ···························· 　 ２８４ 

 

第４節 災害復旧事業に伴う財政援助及び助成 

第１ 主旨 ·································· ２８６ 

第２ 法律により一部負担または補助するもの ·················· ２８６ 

第３　　激甚災害に係る財政援助措置 ·······················　  ２８７ 

 

第５節 被災者の生活確保 

第１ 主旨 ·································· ２８９ 

第２ 被災者生活再建支援金の支給 ······················· ２８９ 

第３ 災害弔慰金等の支給、貸付け ······················· ２９１ 

第４ 雇用機会の確保 ····························· ２９２ 

第５ 市税等の減免等 ····························· ２９２ 

第６ 応急融資計画 ······························ ２９３ 

第７ 生活相談 ································ ２９５ 

第８ 安否情報の提供 ····························· ２９５ 

第９ 罹災証明書の交付 ···························· ２９５ 

第 10 被災者台帳の作成等 ··························· ２９６ 

第 1１ 資金の安定供給体制の構築 ························ ２９６



- 1 - 

第１章 総則 
第１節 計画の基本方針 

【各部各班】 

第１ 計画の目的 

阿南市地域防災計画(一般災害対策編)は、災害対策基本法(昭和３６年、法律第２２３号)第４２条

の規定に基づく本市域内における災害の予防と災害時の対策を、阿南市及び本市行政区域内の防災

関係機関と協働して、総合的な予防、応急対策及び復旧・復興対策を定め、本市市民の生命・身体・

財産を災害から守ることを目的とし、以下の事項を定めた。 

 

対策の大綱 

１.阿南市及び本市行政区域内の公共的団体その他防災上重要な施設管理者の処理すべき事務ある 

いは業務の大綱と住民の責務 

２.阿南市の防災に関する組織・訓練計画 

３.防災施設の新設や改良、防災のための調査研究・教育等による災害予防計画 

４.災害が発生し、または発生するおそれがある場合の災害防御・応急救助・災害拡大防止等を図る

災害応急対策計画 

５.災害復旧に関する計画 

６.その他必要な計画 

 

第２ 計画の性格及び構成 

この計画は、本市市域において過去に発生した風水害や火災の一般災害状況を基礎資料として、

防災対策を記したもので、昨今の想定外ともいえる異常天然現象の対処においては、必要があると認

めるとき、阿南市防災会議に諮り、速やかに修正する。 

 

本編の構成 

 

第３ 他の計画との整合性 

この計画は、本市域内の災害対策に関する総合的・基本的な性格を有しており、徳島県が策定し

た「徳島県地域防災計画.」や「 徳島県水防計画」あるいは、指定行政機関や公共機関が作成した

「防災業務計画」等との整合を図るものとする。 

また、本市は、南海トラフ巨大地震や風水害など大規模地震時のリスク軽減を図るため、「阿南

市国土強靭化地域計画」を作成し、計画に基づきハード・ソフト両面から防災対策を推進するもの

とする。 

なお、災害対策に関する法律は、先の災害対策基本法以外では、概略は次のとおりとなる。 

 構 成 記 述 内 容

 
１.総則

計画の基本方針(目的)のほか、計画の効果的な推進、防災関係機関等の責務と処理
すべき事務・業務、想定される災害と被害、防災対策の推進方向について定める。

 ２.災害予防計画 災害の発生を未然に防止しまたは減災効果をもたらす事前対策等について定める。

 
３.災害応急対策計画

発災時から応急復旧に至るまでの災害対策本部及び防災関係機関が行うべき応急対 
策について定める。

 ４.災害復旧・復興計画 公共施設の災害復旧と本市市民の生活安定の緊急措置等を定める。
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1.基本法関係 

² 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和４５年、法律第１３６号) 

² 石油コンビナート等災害防止法(昭和５０年、法律第８４号) 

 

2.災害予防関係 

² 砂防法(明治３０年、法律第２９号) 

² 建築基準法(昭和２５年、法律第２０１号) 

² 森林法(昭和２６年、法律第２４９号) 

² 気象業務法(昭和２７年、法律第１６５号) 

² 地すべり等防止法(昭和３３年、法律第３０号) 

² 河川法(昭和３９年、法律第１６７号) 

² 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和４４年、法律第５７号) 

² 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成１２年、法律第５

７号) 

² 農業用ため池の管理及び保全に関する法律(特定農業用ため池) 

 

3.災害対応対策 

² 災害救助法(昭和２２年、法律第１１８号) 

² 消防法(昭和２３年、法律第１８６号) 

² 水防法(昭和２４年、法律第１９３号) 

 

4.組織 

² 消防組織法(昭和２２年、法律第２２６号) 

² 海上保安庁法(昭和２３年、法律第２８号) 

² 警察法(昭和２９年、法律第１６２号) 

² 自衛隊法(昭和２９年、法律第１６５号) 

²  

5.第 6 次阿南市総合計画の位置づけ(2021 年度から 2028 年度まで) 
第 6 次阿南市総合計画は、社会の変化に的確に対応し、継続的な発展に向けた総合的かつ計画的

な行政運営の指針であり、地域防災計画は総合計画を補完し具体化するものである。 

基本政策Ⅱ 

安全で安心な暮らしを実感できるまちづくり 

(安全・安心) 

<基本的な方向性> 

全ての市民が安全で安心な暮らしを実感できるまちづくりに向けて、多種多様な災害に対応した

総合防災体制の確立や、減災、火災予防に努めます。また、要配慮者に対する情報の伝達や安否確認、

避難所における支援等を行い、ハード・ソフト両面から市民を守るための対策を図ります。 

都市の長期的な展望の下、立地適正化計画において、防災指針を作成し安全なまちづくりを推進 

します。 

空き家等対策では、市民の民間事業団体、行政が連携して、所有者等の管理意識の向上を図り、管

理不全空き家の発生予防に努めるとともに、倒壊等により、津波からの避難や応急活動の妨げとなる

可能性のある空き家の除却を推進します。 

 

第４ 計画の修正 

前述のとおり、この計画は災害対策基本法第４２条の規定により毎年検討を加え、必要があると

認めるときは、阿南市防災会議に諮り、修正を行う。 
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第５ 計画の習熟等 

本市行政職員は、平素から防災に関する訓練・研究その他の方法により、この計画の習熟と周知徹

底に努めるとともに、各担当部局で実施する個別計画の作成・推進を行うものとする。

【メモ】
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第２節 防災に関する事務と業務の大綱 

【各部各班】 

第１ 防災関係機関と本市市民の活動  

１.阿南市 

本市は、本市地域防災の第一次責務者として、本市市域及び本市市民の生命・身体と財産を保護

するため、徳島県を始めとした防災関係機関や、本市市民の協力を得て、速やかな防災活動を展開す

る。 

 

２.徳島県 

県は、以下のような防災事象においては、必要とする防災関係機関と連携を取り、本市の防災活

動を支援、あるいは調整をする。 

 災害が本市市域を越えて、広範囲に及ぶとき 

 大規模災害で、本市のみでの対応が困難なとき 

 防災活動において、市町村間での連絡調整を必要とするとき 

 

３.指定地方行政機関 

指定地方行政機関は、指定地方行政機関単独、もしくは他の指定地方行政機関と相互に協力した防

災活動を実施するとともに、本市防災活動が円滑に進む勧告・指導・助言等の措置を取る。 

 

４.指定公共機関及び指定地方公共機関 

指定公共機関及び指定地方公共機関は、自らの機関内での防災活動を実施するとともに、本市の防

災活動が円滑に行動できるように、その業務に協力する。 

 

５.公共的団体及び防災上重要な施設の管理者 

公共的団体及び防災上重要な施設の管理者は、平時から災害予防体制の整備を実施するとともに、 

本市及び、その他防災関係機関の防災活動に協力する。 

 

６.市民 

「自らの命は、自らが守る」、自助の精神こそが防災の基本であり、本市市民はこの自覚を持

ち、 平時から災害に備えるための対策を講じておくことが重要である。「私達の地域は、私達で守

る」という共助の心で、防災まちづくりの輪が広がり、『住み良いまち・阿南』になれば、発災時

の各自の 対処法も異なってくる。 

直前にその危険が迫るまで、危機的状況を認めようとしない「正常化の偏見」をなくし、本市・

県・ 国、その他防災関係機関の実施する防災活動にも積極的に参加・協力するという意識のもと、

自主防 災活動を実施することが、本市市民の責務ともいえる。 
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第２ 各機関の事務と業務の大綱 

阿南市、県、自衛隊、指定地方行政機関、指定地方公共機関等は、防災に関し、以下の事務と業

務 を行う。 

 

１.阿南市 

本市は県に準じた以下の対策をたてて災害に対処するが、災害救助法発令後は、知事の補助機関

として災害救助にあたる。 

(１)阿南市防災会議に関する事務 

(２)防災組織の整備 

(３)防災訓練の実施 

(４)防災に関する物資及び資材の備蓄、整備及び点検 

(５)防災に関する施設及び設備の整備及び点検 

(６)本市地域の災害に関する情報の収集、伝達及び被害調査 

(７)住民等に対する災害広報 

(８)警報の伝達及び避難の指示 

(９)消防・水防その他の応急措置 

(10)被災者の救難、救助、その他の保護 

(11)災害を受けた児童、生徒の応急の教育 

(12)食料、医薬品、その他の物資の確保 

(13)施設及び設備の応急復旧 

(14)清掃、防疫その他の保健衛生 

(15)緊急輸送等の確保 

(16)災害復旧の実施 

(17)本市域内における公共的団体及び住民防災組織の育成指導 

(18)地区防災計画に関する事項 

(19)ボランティアに関する事項 

(20)その他災害発生の防御または拡大防止のための措置 

 

２.徳島県 

(１)県防災会議に関する事務 

(２)防災組織の整備 

(３)防災訓練の実施 

(４)防災に関する物資及び資材の備蓄、整備及び点検 

(５)防災に関する施設及び設備の整備及び点検 

(６)県地域の災害に関する情報の収集、伝達及び被害調査 

(７)住民等に対する災害広報 

(８)警報の伝達及び避難の指示 

(９)消防・水防その他の応急措置 

(10)被災者の救難、救助、その他の保護 

(11)災害を受けた児童、生徒の応急教育 



- 6 - 

(12)食料、医薬品、その他の物資確保 

(13)施設及び設備の応急復旧 

(14)清掃、防疫その他の保健衛生に関する事項 

(15)犯罪の予防、交通規制その他災害地における社会秩序の維持 

(16)緊急輸送等の確保 

(17)災害復旧の実施 

(18)市町村等各関係機関との防災に関する連絡事項 

(19)ボランティアに関する事項 

(20)公共的団体及び住民防災組織の育成指導 

(21)その他災害発生の防御または拡大防止のための措置 

 

３.指定地方行政機関 

(１)中国四国管区警察局四国警察支局 

² 管区内各県警察の災害警備活動及び相互援助の指導・調整 

² 他管区警察局及び警察庁との連携 

² 管区内防災関係機関との連携 

² 管区内各県警察及び防災関係機関等からの情報収集及び報告・連絡 

² 警察通信の確保及び統制 

² 警察災害派遣隊等の運用 

² 管区内各県警察への津波警報の伝達 

 

(２)四国総合通信局 

² 災害に備えた電気通信施設(有線通信施設及び無線通信施設)整備のための調整及び電波の

統制監理 

² 災害時における電気通信及び放送の確保のための応急対策並びに非常通信の運用監理 

² 災害地域における電気通信、放送施設等の被害状況の把握 

² 災害時における通信機器、移動電源車等の貸出し 

² 地方公共団体及び関係機関に対する各種非常通信訓練・運用の指導及び協議 

 

(３)四国財務局徳島財務事務所 

² 公共土木施設及び農林水産業施設の災害復旧事業費の検査立会 

² 地方公共団体に対する災害融資 

² 災害応急措置等の用に供する場合の国有財産の貸付 

² 災害時における金融機関の業務運営の確保及び金融上の措置 

 

(４)四国厚生支局 

² 独立行政法人国立病院機構等関係機関との連絡調整 

 

(５)徳島労働局 

² 工場、事業場における労働災害の防止 

² 被災者に対する早期再就職の斡旋等 

² 雇用保険の失業等給付及び労災保険給付等 
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(６)中国四国農政局 

² 海岸保全施設整備事業、農地防災事業及び地すべり対策事業による農地、農業用施設等の

防護 

² 農地保全施設または農業水利施設の維持管理の指導 

² 農作物等に対する被害防止のための営農技術指導 

² 農作物、農地、農業用施設等の被害状況の把握、営農資材の供給及び、病害虫防除所及び　　　

家畜保健衛生所の被害状況の把握 

² 農地農業用施設等に係る災害復旧事業等の支援 

² 被害農林漁業者が必要とする天災融資法に基づく災害資金、日本政策金融公庫の資金等の

融資に関する指導 

² 応急用食料・物資の供給に関する支援 

 

(７)四国森林管理局(徳島森林管理署) 

² 森林治水事業の実施並びに林野の保全に係る地すべり防止に関する事業の実施 

² 国有保安林の整備保全 

² 災害応急対策用木材(国有林)の供給 

² 民有林における災害時の応急対策等 

 

(８)四国経済産業局 

² 防災関係物資についての情報収集、円滑な供給の確保 

² 被災商工業・鉱業等事業者の業務の正常な運営の確保 

² 災害時における電気・ガス事業に関する応急対策等 

 

(９)中国四国産業保安監督部四国支部 

² 電気、ガス事業、高圧ガス、ＬＰガス及び火薬類の保安の確保 

² 石油コンビナート等の災害防止 

² 鉱山における災害の防止 

² 鉱山における災害時の応急対策 

 

(10)四国地方整備局 

ア   河川、道路、港湾、空港などの防災対策及び災害復旧対策の実施 

イ 海上の流出油等に対する防除措置 

ウ 緊急災害対策派遣隊(ＴＥＣ－ＦＯＲＣＥ)等の被災地方公共団体への派遣 

① 徳島河川国道事務所 

²被災道路管理施設の復旧(直轄区域) 

²四国横断自動車道(阿南～徳島沖洲)の整備と維持管理 

²四国横断自動車道(阿南～徳島沖洲)の災害復旧 

²国道 55 号の直轄区間の整備と維持管理 

²国道 55 号の直轄区間の災害復旧 

② 那賀川河川事務所 

²那賀川・桑野川直轄管理区間の河川管理施設の整備と防災管理 

²水防のための洪水予報(那賀川)、氾濫警戒情報(派川那賀川・桑野川)並びに水防警報 



- 8 - 

(那賀川・派川那賀川・桑野川)及び情報の伝達 

²被災河川管理施設の復旧(直轄区域) 

 

(11)四国運輸局徳島運輸支局(本庁舎) 

² 海上輸送機関、その他関係機関との連絡調整 

² 海上における緊急輸送の確保 

² 海上運送事業者の安全輸送の確保等に係る災害応急対策の指導 

 

(12)四国運輸局徳島運輸支局(応神町庁舎) 

² 陸上輸送機関、その他関係機関との連絡調整 

² 陸上における緊急輸送の確保 

² 道路運送事業者の安全輸送の確保等に係る災害応急対策の指導 

 

(13)徳島地方気象台 

² 気象、地象、地動及び水象の観測並びにその成果の収集及び発表 

² 気象業務に必要な観測、予報及び通信施設の整備 

² 気象、地象(地震にあっては、発生した断層運動による地震動に限る)及び水象の予報並び

に警報等の防災気象情報の発表、伝達及び解説 

² 地方公共団体が行う防災対策に関する技術的な支援・助言 

² 防災気象情報の理解促進、防災知識の普及啓発 

 

(14)徳島海上保安部 

² 海上災害の予防 

² 災害情報の収集・連絡 

² 海上災害に関する警報等の伝達・警戒及び事故情報の提供 

² 海上における救助、救急及び消火活動 

² 海上交通の安全確保 

² 人員、物資等の緊急輸送 

² 海上における治安、社会秩序の維持 

² 危険物等の海上流出対策及び危険物積載船舶に対する保安措置 

 

(15)中国四国地方環境事務所 

²環境保全上緊急に対応する必要のある有害物質等の発生等による汚染状況の情報収集及び 

提供 

²廃棄物処理施設及びび災害により生じた廃棄物(以下「災害廃棄物」という。)の情報収集・

伝達 

²家庭動物の保護等に係る支援 

 

４.指定公共機関 

(１)日本郵便株式会社四国支社 

² 被災者に対する郵便葉書等の無償交付 

² 被災者が差し出す郵便物の料金免除 
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² 被災地あて救助用郵便物の料金免除 

² 被災者救助団体に対するお年玉付郵便葉書等に付加される寄附金の配分 

 

(２)日本銀行高松支店・徳島事務所 

² 銀行券の発行及び通貨、並びに金融の調節 

² 資金決済の円滑確保を通じた信用秩序の維持に資するための措置 

² 金融機関の業務運営の確保に係る措置 

² 金融機関による金融上の措置 

² 各種措置に関する広報 

 

(３)日本赤十字社徳島県支部 

² 救護班の編成及び医療、並びに助産等の救護の実施 

² 災害救助の協力奉仕団の連絡調整 

² 義援金品の募集配分 

² ボランティア活動体制の整備 

 

(４)日本放送協会徳島放送局 

² 住民に対する防災知識の普及及び警報等の周知徹底 

² 社会事業団体等による義援金品の募集協力 

 

(５)四国旅客鉄道株式会社 

² 鉄道施設等の保全 

² 救助物資及び避難者の輸送の協力 

² 災害時における旅客の安全確保 

 

(６)西日本電信電話株式会社徳島支店及び株式会社 NTT ドコモ四国支社徳島支店 

² 電気通信施設の整備 

² 警報の伝達及び非常緊急通話の取扱い 

² 被災電気通信施設の応急対策及び災害復旧 

 

(７)日本通運株式会社徳島支店、四国福山通運株式会社徳島支店、佐川急便株式会社、ヤマト運

輸、株式会社徳島主管支店、四国西濃運輸株式会社徳島支店 

² 貨物自動車等による救助物資の輸送の協力 

 

(８)四国電力株式会社、四国電力送配電株式会社 

² 電力施設等の防災管理 

² 電力供給 

² 被害施設の応急対策及び災害復旧 

 

(９)KDDI 株式会社四国総支社、ソフトバンク株式会社 

² 電気通信施設の整備 
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² 警報の伝達及び非常緊急通話の取扱い 

² 被災電気通信施設の応急対策及び災害復旧 

 

５.指定地方公共機関 

(１)四国ガス株式会社徳島支店 

² ガス施設の防災対策及び災害時における供給対策 

 

(２)四国放送株式会社、一般社団法人徳島新聞社及び株式会社エフエム徳島 

² 住民に対する重要な情報の周知と防災知識の普及 

² 社会事業団体等による義援金品の募集協力 

 

(３)一般社団法人徳島県バス協会 

² バスによる避難者の輸送の協力 

² バスによる徳島県災害ボランティアセンターの活動等に従事する者の搬送 

 

(４)一般社団法人徳島県トラック協会及び徳島通運株式会社 

² 貨物自動車等による救助物資の輸送の協力 

 

(５)土地改良区 

² 農業用施設の整備及び管理 

² たん水防排除施設の整備及び活動 

² 地震発生後の農業用ダム・農業用ため池の緊急点検 

 

(６)一般社団法人徳島県医師会 

² 救護班の編成及び医療、並びに助産の救護の実施 

 

(７)一般社団法人徳島県エルピーガス協会 

² LP ガス施設の防災対策及び災害時における供給対策 

 

(８)社会福祉法人徳島県社会福祉協議会 

² ボランティア活動体制の整備 

² 被災生活困窮者に対する生活福祉資金の貸付 

 

(９)公益社団法人徳島県看護協会 

² 災害時における医療救護の実施 

² 避難所における避難者の健康対策 

 

(10)一般社団法人徳島助産師会 

² 災害時における妊産婦・新生児・乳幼児の保健指導と助産の実施 

² 避難所における避難者の健康対策 

(11)一般社団法人徳島県歯科医師会 

² 災害時における歯科医療救護の実施 
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² 避難所等における被災者の災害歯科保健医療 

² 遺体の検視、身元確認及び処理に関する協力 

 

(12)一般社団法人徳島県建設協会 

² 災害時における公共施設への応急対策業務への協力に関すること 

 

６.自衛隊 

(１)陸上自衛隊第１４旅団及び自衛隊徳島地方協力本部 

² 災害派遣に必要な基礎資料の調査及び収集 

² 本市が実施する防災訓練への協力 

² 災害派遣の実施(被害状況の把握、避難の援助、遭難者の捜索救助、水防活動、消防活動、 

道路・水路の啓開、応急医療救護及び防疫、通信支援、人員・物資の緊急輸送、炊飯 

・給水及び入浴支援、宿泊支援、危険物の保安及び除去) 

² 災害救助のため、防衛省の管理に属する物品の無償貸付及び譲与 

 

(２)海上自衛隊徳島教育航空群及び海上自衛隊２４航空隊 

² 情報収集 

² 救援物資の空輸 

² その他災害対策 

 

７.本市域内の公共的団体及び防災上重要な施設の管理者 

(１)農業協同組合 

² 本市が行う被害状況調査及び応急対策の協力 

² 農作物等の災害応急対策の指導 

² 被災農家への融資または斡旋 

² 農業生産資材及び農家生産資材の確保・斡旋 

 

(２)自動車運送事業会社 

² 災害時における生活必需物資・産業用資材の緊急輸送の確保 

² 災害時における輸送用・作業用車両及び荷役機械の確保とこれらの緊急出動 

 

(３)森林組合・漁業協同組合 

² 本市が行う被害状況調査及び応急対策の協力 

² 組合員の被害状況調査及び応急対策の協力 

² 被災組合員に対する融資または斡旋 

 

(４)土地改良区 

² 水路等の施設整備及びその防災管理と災害復旧対策 

² 災害時における農地・農業用施設の被害調査の実施 

² 農地・農業用施設の災害復旧計画の策定と実施 

(５)阿南商工会議所・商工会 
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² 災害時における物価安定についての協力と実施 

² 救助・救援物資、復旧資材の確保についての協力、斡旋 

² 被災商工業者に対する資金の融資または斡旋 

 

(６)一般社団法人徳島県建設業協会阿南支部 

² 災害時における公共施設への応急対策業務への協力に関すること 

² 災害時における道路啓開の実施に関すること 

 

(７)阿南市医師会 

² 医師会救護班の編成と連絡調整 

² 災害時における医療活動 

 

(８)阿南市社会福祉協議会 

² ボランティア活動体制の整備 

² 被災生活困窮者に対する生活福祉資金の貸付 

 

(９)危険物関係施設管理者 

² 災害時における危険物の保安措置 

 

(10)水防管理団体(※注１) 

² 水防施設資材の整備 

² 水防計画の策定及び水防訓練 

² 水防活動 

※注１.　消防組織法(前掲)第１０条第１項の規定に基づく本市の消防本部・消防署の事務分掌は、

資料編の警防本部事務分掌　No.４２に参照した。 
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第３節 阿南市の概況 

【各部各班】 

第１ 地勢 

１.概要 

本市は、本県中部をほぼ東西方向に連ねた四国山地の東端にあたり、臨海部は紀伊水道と太平洋

に面している。 

平成１８年３月２０日、那賀川・羽ノ浦２町と合併し、北部は小松島市から勝浦町に、西部は那賀 

町に、また南部は美波町に隣接した、かつての「徳島東部都市計画区域指定地(※注１)」でもある。 

総面積は、２７９.２５km2(令和 2 年 10 月現在)で、本県全体の６.７％を占め、山林が３６.６％

(１０２.１８km2)、田地が１４.３％(４０.０６km2)と山地のみならず、平地や低地も存在した多様な

地形状況を取っている。 

人口(令和２年３月現在)は、７２,１９３人(男性３５,０１８人、女性３７,１７５人)で、 人口密度

(２５８.５２人／km2)は、過疎化の進む本県の１７４.０４人／km2(令和２年９月)よりは、高い密度

人口比率となっている。 

本市内をＪＲ牟岐線(※注２)と、国道５５号阿南道路や一部併用の５５号日和佐道路等によって、 

徳島市や県南地域と結ばれ、また神戸淡路鳴門自動車道で、京阪神地方へのアクセスも図られ、県南 

の中核都市となっている。 

また、四国横断自動車道や地域高規格道路(※注３)阿南安芸自動車道の整備促進も軌道に乗りつ 

つあり、今後は今以上の中核都市活動体制への基幹軸が強化されつつある。 

なお、古くは昭和３９年１月３０日に、「徳島東部新産業都市区域」の承認があり、辰己・見能林・  

幸野・ 鵠 ・土井崎地区合計で、約２.２km2 の埋立造成施工で臨海工業地区が形成され、現在に至っ 
くぐい

ている。 

蒲生田岬の南東には、岩礁が断続的に存在するが、その東方(約６.０km)に伊島がある。 

伊島は、本島、前島、棚子島の三島からなり、本島の南西部に全島民１７０人余りが生活する住居 

が密集している。 

アクセスは、橘湾内の答島港から連絡船での交通が主体である。 

※注１ 徳島東部都市計画区域 

徳島市を含む５市３町の行政区域で、「ゆとりあるネットワーク型の都市形成」を目指した 

徳島県指定の区域。本市は約１／３の 101.38km2 が指定されている。 

※注２ JR 牟岐線 

本市の停車駅は、羽ノ浦・西原・阿波中島・阿南・見能林・阿波橘・桑野・新野・阿波福井 

の９駅があり、通勤・通学の乗降客が主体となって利用されている。 

※注３ 地域高規格道路 

２車線以上を確保し、自動車専用道路と同等の規格を有し、６０km／時以上の速度規定の 

ある地域構造強化を計った高速交通網。  
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阿 南 市 位 置 図 

 
 

 

２.地形 

２－１.那賀川・桑野川 

本市は、那賀川・桑野川中下流域に広がる北方・東方の沖積平野・臨海埋立地と、四国山地(中 

部山渓を含む)東端に位置する西方・南方の山地からなる。 

那賀川は、四国山地の次郎笈を源とし、本市では大田井川・加茂谷川・熊谷川等の支流を持

つ、 流路延長 125km、流域面積 874km2 の本県第 2 となる一級河川であるが、河床勾配は大

きく、 急流のまま紀伊水道に注ぐため、豪雨時の下流域高水流量が多くなっている。 

桑野川は、中部山渓の矢筈山を源とし、南川・廿枝川・岡川等の支流を合わせ紀伊水道に注ぐ流 
はたえだ

路延長 27km の河川(一部大臣管理の一級河川)であるが、那賀川とは異なり、緩やかな蛇行流 路

を取っている。 

 

２－２.沖積平野部・埋立造成地 

(１) 那賀川下流域北岸 

江野島・色ヶ島・出島・中島等の地名で称されるように、島状の平坦地で形成された微地形が

あり、浜堤やその背後の潟湖(ラグーン)・湿地帯等の存在を考慮すれば、度重なる那賀川氾濫 堆

積の三角州地形と判断される。 
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(２) 那賀川下流域南岸 

海成作用が主体の堆積地形で、砂州と砂丘発達が顕著な地形となる。砂州地形は、黒津地・向

原・福村・畭・見能方・林崎・大潟等で、砂丘地形は、中林・北ノ脇・南林等で観察される。 
はり

 
 

(３) 福井川流域 

福井町辺川付近を水源とし、流域に盆地を形成し、橘湾に注いでいる。侵食が激しく、河岸段 

丘地形を取り、例えば茶畦付近の動々原礫層がよく知られている。 
ちゃぐる

 

(４) その他 

椿泊湾に注ぐ椿川も、中下流部で平地を形成するが、河床勾配は緩い。 

 

２－３.山地 

本市中央部を通過する仏像構造線(本編 P2０参照)を境にして、山体は北部側が急峻で標高 
ぶつぞう

も高く、また全山体とも東方側(紀伊水道側)ほど、緩やかとなっている。 

 

山 体 比 較 表 (例) 

 

・北部山体(西) 太龍寺山………熊谷川源流……………鍛冶ヶ峰(東) 

 618m　　　　　481m 　　　　　　228m 

～～～～～仏像構造線～～～～～ 

 

・南部山体(西) 矢筈山…………明神山(※注１)……蒲生田山頂(東) 

570m 442m 109m 

 

※注１ 明神山は、本県内８箇所で設けられた一等三角点位置である。 

 

上記のとおり、山地の連なる走向は東西方向ゆえ、形成された谷地形が東西方向ならば、地形性 

状に沿った適従谷となり、南北方向ならば地形性状に逆らった逆従谷となる。 

一般的に、逆従谷は河岸を洗掘しやすい。 

 

適 従 谷 と 逆 従 谷(例) 
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３.地質 

３－１.概要 

本県の地質構造は、中央構造線(※注１)・御荷鉾構造線(※注２)・仏像構造線(※注３)の大断層
み か ぶ

によって、北方より和泉層群(※注４)・三波川帯(※注５)・秩父帯(※注６)・四万十帯(※注７)の地
さんぱがわたい

層に区分される。 

本市は、上記仏像構造線以北の秩父帯と、以南の四万十帯の地質区にあたる。 

なお、同構造線は、阿瀬比町から津峯山麓を通過し、中林町の海岸線を横断している。 

 

※注１ 中央構造線 

西南日本を内帯と外帯に区分する我が国第一級の大断層。本県では阿讃山麓沿いに連なり、池 

田町・三野町・美馬町・阿波町等で露頭している。第４紀更新世(２００万年前)以降も活動し た

とされる活断層である。 

※注２ 御荷鉾構造線 

三波川帯南縁から秩父帯北縁にかけて、緑色の塩基性片岩が分布している。原岩は、塩基性溶 

岩や火成砕屑岩類で、海底堆積作用で枕状溶岩も観察される。 
さいせつ

※注３ 仏像構造線 

高知県土佐市の地名「仏像」を模式地とした大断層。秩父帯中の三宝山帯南帯と四万十帯北帯 

との境界をなす逆断層で、三宝山帯が四万十帯の上に乗り上げるような構造となっている。断層 

面の上を上盤、下の方を下盤というが、上盤が下方に移動しているのを正断層、上盤が上方に移 

動しているのを逆断層という。なお逆断層のうち断層面の傾斜角が４５°以下のものを衝上断層 

と呼ぶが、北山・川西地区を通過している仏像構造線は、典型的な衝上断層である。 

※注４ 和泉層群 

中央構造線以北に分布する西南日本内帯の礫岩・砂岩・泥岩等の堆積岩で構成された地層群。 

※注５ 三波川帯 

低温高圧型の広域変成岩分布域をいい、三波川結晶片岩層を主体としている。結晶片岩は、緑 

色片岩・黒色片岩・石英片岩等であるが、緑色片岩(～緑泥片岩)は、阿波の青石としての石材 利

用がある。 

※注６ 秩父帯 

本節 ３－２.秩父帯参照 

※注７ 四万十帯 

本節 ３－３.四万十帯参照
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３－２. 秩父帯 

北方より、狭義の秩父帯・黒瀬川帯(※注１)・三宝山帯(※注２)と細分されるが、これらはプ レ

ートテクトニクス(※注３)に基づいて堆積した付加帯(※注４)主体の地層で、石灰岩・チャー ト・

礫岩・砂岩・泥岩の堆積岩のみならず、黒瀬川帯では火成岩類や変成岩類も存在している。 

国会議事堂には、本県産の大理石が多量に使われており、本市内では阿瀬比町・加茂町・桑野

町・ 津乃峰町・宝田町産出の石材が利用されている。 

 

※注１ 黒瀬川帯 

秩父帯中にあって、高度に変成された岩石類や、石灰岩・圧砕花崗岩類などが、蛇紋岩ととも 

にレンズ状に分布する地帯。本市では、楠根町や城山等に分布する寺野変成岩類や三滝火成岩類 

などをいう。 

 

※注２ 三宝山帯 

秩父帯の南縁に分布する地層。チャート・礫岩・砂岩・泥岩等からなる。なお最近では、秩父 

帯を北方から、雲早山帯・正木帯・吉ヶ平帯・坂州帯・那賀川帯の５区分とした考え方が有力と な

っている。 

 

※注３ プレートテクトニクス 

大陸移動説や海洋底拡大説から発展してきた、プレート(板)とテクトニクス(構造)の造語。 

プレートは、対流するマントルに乗って動いていると考えられ、プレート同士が相互に影響しあ 

って、地震を起こしたり、火山噴火を起こすなどの地学現象が生じているとされる。海洋プレー 

トがマントルに沈み込む場所を海溝というが、四国沖のこの海溝は南海トラフと呼んでいる。 

 

※注４ 付加帯 

四国は、ユーラシアプレート(大陸プレート)に乗った形で存在する。上述のプレートテクトニ ク

スにより、フィリピン海プレート(海洋プレート)が南海トラフに沈み込む時、フィリピン海プレ ー

ト上部に乗っていた堆積物は、ユーラシアプレートに付加されるが、この堆積物が付加帯である。 

 

３－３. 四万十帯 

砂岩・泥岩等のタービダイト層(※注１)を主体に、緑色岩類・チャートなどの岩塊を覆ったメ ラ

ンジェ層(※注２)を特徴とした堆積岩が主体となる。四万十帯地層も付加帯と考えられている。 

 

※注１ タービダイト層 

海底に沈積した砂や泥が、海底地震等で移動する時は、非常に密度の大きい流れとなる。この時

の乱泥流堆積過程をタービダイトという。この流れが停止すると、粒子は大→小の順に堆積・固化

し、礫岩→砂岩→泥岩のような級化層理面が形成される。 

 

※注２ メランジェ層 

フランス語の混合を意味し、時には径数 km にも達する岩塊が泥質基質(マトリックス)中に包含 

されている岩層をいう。なお発音の違いで、メランジュを日本名とする学者もいる。
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４.那賀川・桑野川・福井川の浸水想定区域 

水防法第１４条第１項及び２項に基づき、那賀川水系那賀川・派川那賀川・桑野川(国管理区間) で

は平成２８年５月に、浸水想定区域(想定最大規模)の指定と浸水深が県国より公表され、平成３ ０

年５月には那賀川水系那賀川・桑野川(県管理区間)、平成３１年１月には福井川の浸水想定区域 (想

定最大規模)の指定と浸水深が県より公表された。 

本市北部は、那賀川下流域にあたり、河口周辺の低平地を中心に富岡・宝田・中野島・大野・加茂 

谷・那賀川・羽ノ浦等、多くの地区で０.５m 未満から５m 以上の浸水想定区域が存在する。 

また、椿地川・椿川についても重要水防区域が設定されており、洪水防御対策が求められる。 

なお、国管理区間の那賀川及び桑野川の浸水想定区域の計画雨量は、那賀川は２日間の総雨量が

１, １９８mm、派川那賀川・桑野川は２４時間の総雨量が１,１４４ｍｍで設定されている。国土交

通省 管理の河川は、次のとおりである。 

１)那賀川 (18.04km～紀伊水道) 

２)桑野川 ( 7.0km～派川那賀川) 

３)派川那賀川(3.63km～紀伊水道) 

 

５.土砂災害警戒区域等 

本市における土砂災害警戒区域等の種別は、土砂災害警戒区域（急傾斜地の崩壊・土石流・地滑

り）・土砂災害特別警戒区域である。 

主な土砂災害警戒区域等は、長生・大野・加茂谷・桑野・見能林・新野・福井・椿・橘・羽ノ浦地

区 となっている。 

ここに土砂災害警戒区域（急傾斜地の崩壊・土石流・地滑り）・土砂災害特別警戒区域の定義は以

下のとお りである。 

 

・土砂災害警戒区域（イエローゾーン）（土砂災害防止法施行令 第二条） 

土砂災害防止法に基づき指定された「土砂災害のおそれがある区域」で、土砂災害が発生し

た場合「住民の生命または身体に危害が生ずるおそれがある区域」で「警戒避難体制を特に整

備すべき土地の区域」のことです。 

 

■急傾斜地の崩壊 

イ 傾斜度が３０度以上で高さが５ｍ以上の区域 

ロ 急傾斜地の上端から水平距離が１０ｍ以内の区域 

ハ 急傾斜地の下端から急傾斜地高さの２倍（５０ｍを超える場合は５０ｍ）以内の区域 

■土石流 

土石流の発生のおそれのある渓流において、扇頂部から下流で勾配が２度以上の区域 

■地滑り 

イ 地滑り区域（地滑りしている区域または地滑りするおそれのある区域） 

ロ 地滑り区域下端から、地滑り地塊の長さに相当する距離（２５０ｍを超える場合は、 

２５０ｍ）の範囲内の区域 
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・「土砂災害特別警戒区域（通称：レッドゾーン）」（土砂災害防止法施行令 第三条） 

「土砂災害警戒区域（イエローゾーン）」のうち、土砂災害が発生した場合、建築物に損壊が

生じ住民の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれがあると認められる土地の区域です。 一

定の開発行為の制限及び居室を有する建築物の構造が規制されます。 

急傾斜の崩壊に伴う土石等の移動等により建築物に作用する力の大きさが、通常の建築物が

土石等の移動に対して住民の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれのある崩壊を生ずるこ

となく耐えることのできる力を上回る区域。 

 

※ただし、地滑りについては、地滑り地塊の滑りに伴って生じた土石等により力が建築物に作

用した時から３０分間が経過した時において建築物に作用する力の大きさとし、地滑り区域

の下端から最大で６０ｍ範囲内の区域。 
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阿南市地形分類図 
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那賀川１ 浸水想定区域マップ(想定最大規模)   

 
派川那賀川・桑野川１ 浸水想定区域マップ(想定最大規模)  
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那賀川２ 浸水想定区域マップ(想定最大規模)   

 
派川那賀川・桑野川２ 浸水想定区域マップ(想定最大規模)  
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那賀川３ 浸水想定区域マップ(想定最大規模)   

 
派川那賀川・桑野川、福井川 浸水継続時間マップ
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福井川 浸水想定区域マップ(想定最大規模)  

 
那賀川 浸水継続時間マップ  
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阿南市土砂災害警戒区域等位置図 
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福井川 浸水想定最大規模 
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第２ 社会条件 

１.人口の推移 

阿南市統計書(令和５年版)による、世帯数・人口の推移は、以下のとおりである。 

なお、平成２２年度は、第１９回（平成２２年）国勢調査（１０月１日現在）によるもので、地

震･津波災害対策編・第１章総則・第７節被害想定が公表された際の基準となる人口である。 

 

世帯人口の推移 

  
住民基本台帳（各年度末３月３１日現在） 

 

徳島の人口（徳島県推計人口）による、人口動態は、以下のとおりである。 

 

人口動態 

             　　  （毎年度５月１日～４月１日現在の累計） 

 

世帯数は増加しているが、人口減少が進んでおり、核家族化の傾向が考えられる。また出生率の

増加はなく、死亡者が年々増加の傾向にある。転入・転出も、減少傾向にある。 

以上を考えると、老々世帯が増加しており、災害時の避難行動要支援者が増え、支援者が減少傾 

向にあるといえる。 

なお、本市の避難行動要支援者名簿(「第２章 第１７節 避難行動要支援者対策計画」参照)には、

819 人(R6 年 4 月 1 日現在)が登録されている。 

 

また産業別就業人口等は、以下のとおりである。 

 

産業別就業人口 

資料「阿南市統計書(令和５年版)令和２年国勢調査」

 
年度

世帯数 人 口
人口増減数  世帯 増減数 総数 男 女

 平成２２年度 26,910 76,063 36,630 39,433

 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
 令和元年度 30,935 4,025 73,133 35,436 37,697 △2,930

 令和 2 年度 31,051 116 72,193 35,018 37,175 △940

 令和３年度 31,206 155 71,336 34,620 36,716 △857

 令和４年度 31,187 △19 70,327 34,245 36,082 △1,009

 令和５年度 31,318 131 69,430 33,779 35,651 △897

 
年度

自然動態 社会動態
増減人口  出生 死亡 増減 転入 転出 増減

 令和元年度 439 944 △505 1,716 2,151 △435 △940

 令和 2 年度 402 926 △524 1,623 1,956 △333 △857

 令和３年度 395 1,021 △626 1,628 2,011 △383 △1,009

 令和４年度 362 1,032 △670 1,771 1,998 △227 △897

 令和５年度 369 1,100 △731 1,629 1,809 △180 △911

 
産
業
区 

分

総 

数

第 

一 

次 

産
業

農 

業

林 

業

漁 

業

第 

二 

次 

産
業

鉱 

業

建
設
業

製
造
業

第 

三 
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産
業

電 

水
気 

道
・ 

等
ガ
ス

運 

輸 

・
通 

信

卸 

飲
売 

食
・ 

店
小
売

金 

融 

・
保 

険

不 

動 

産 

業

サ 

ー 

ビ 

ス 

業

公 

務

分 

類 

不 

能 

の 

産 

業

 人口 
(人)

31,581 2,765 2,297 41 427 9,351 13 2,445 6,893 19,126 433 1,435 5,117 619 247 9,826 1,449 339

 構成比 
(%) 100 8.8 7.3 0.1 1.4 29.6 0.04 7.7 21.8 60.6 1.4 4.6 16.2 2.0 0.8 31.1 4.6 1.1
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土地利用状況(ｈａ) 

令和 5 年版 阿南市統計書 令和５年地目別面積より 

地形的には、山岳地～平地と変化に富んでいるが、産業別就業人口を見ると、第１次産業の占める

割合は少なく、今後は、人口や産業の集積度合を考慮し、自然環境との調和を図りながら、第１ 次

産業振興を促進し、水源涵養配慮の防災計画も必要となる。 

 

２.地区別にみた人口・世帯分布 

下表に記すように、令和５年版の阿南市統計書では、富岡・見能林・那賀川・羽ノ浦地区に人口・

世帯が集中傾向にあり、人口密度もこの４地区に加え、中野島・宝田地区の６地区が５００人/Km2 

以上となっている。 

このような人口集中地区では、住居が密集するため、防災対策として、市街地の耐震・耐火建築推

進を図るとともに、大規模災害時の医療救護所配分計画には十分な対処が必要となる。 

また、これらの地区は那賀川下流域の低地部でもあり、見能林地区を除き、那賀川・桑野川の浸 水

想定区域でもある。洪水時の避難対策が特に重要な区域である。 

 

地区別人口・世帯数・人口密度等 
令和 5 年３月３１日現在 

出典：阿南市ホームページ 令和 5 年版 阿南市統計書より参照

 合計 田 畑 宅地 池沼 山林 牧場・原野 雑種地 その他

 19.956 3,956 1,146 1,679 24 10,213 57 600 2,281

 
地区 人口 (人) 世帯数 (世帯) 面積 (ｋｍ2)

人口密度  

(人/ｋｍ2)

 富岡 10,046 4,817 12.75 787.9

 見能林 9,947 4,506 13.90 715.6

 橘 2,092 1,097 7.34 285.0

 中野島・宝田 7,434 3,377 10.28 723.2

 大野・長生 5,035 2,255 29.33 171.7

 那賀川 10,230 4,626 18.65 548.5

 羽ノ浦 13,216 5,538 8.52 1,551.2

 加茂谷 1,773 771 49.26 36.0

 桑野 3,551 1,519 23.18 153.2

 新野 3,025 1,349 38.32 78.9

 福井 1,857 873 33.90 54.8

 椿 1,108 530 34.13 32.5

 伊島 116 60
1.58 

(椿地区に含まれる)

73.4

 合計 69,430 31,318 279.56 248.4

 ※注 上記の地区区分は、平成 23 年３月発行の『阿南市都市計画マスタープラン』によって、都市計画区域と 
して決定された富岡、見能林、橘、中野島～宝田、大野～長生、那賀川、羽ノ浦の７地区に加え、地形・ 
字毎に区分した加茂谷、桑野、新野、福井、椿、伊島の６地区によって、本市を地区割りした集計表であ 
る。
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第３ 阿南市の気候・気象 

１.気候 

徳島県は、剣山に代表される広義の四国山地によって、北部は瀬戸内気候、南部は太平洋型気候と

なる。本市は、後者の太平洋型気候に分類され、紀伊水道から南風で運ばれた水蒸気が四国山地にぶ

つかるために、降水量が極端に多く、異常豪雨が特に発生しやすい地形となっている。 

周知のとおり、昨今は地球規模での温暖化の影響もあって、異常気象は増加の一途をたどり、本市

でも上記に記す地形要因と相まって、想定外の猛烈な雨が降る可能性もあり、防災対策上このこ と

も考慮した計画が必要となる。 

 

２.気象 

下表は、徳島地方気象台の蒲生田地域気象観測所における観測資料である。本市の気温は温暖で、

令和６(２０２４)年の平均気温は１７.８℃、総降水量は 1,889ｍｍと、農林業にとっては 恵まれた

気象状況となっている。 

なお、風向・風速はまちまちであるが、風浪の高さは吹送距離によって決定されるので、当距離が

長くなる南風の場合にはうねりが高くなるので、海上作業・交通には注意が必要である。 

 

蒲生田地域気象観測所資料  

 

 

第４ 過去の災害 

１.風水害 

平成２１年以降、本市に被害をもたらした風水害は、次表のとおりである。 

風水害被害(平成２１年～令和６年) 

 

 年 月 日 原因 被害内容

 
平成 21 年 8 月 8 日～

8 月 11 日
低気圧・台風第９号

県内全域で局地的に、１時間雨量８０㎜を超える猛烈な雨となり、県内で行方不明２ 
名、負傷者２名、本市内でも住宅被害が多数発生し、JR 牟岐線は運休。那賀川氾濫危 

険情報は８月１０日に発表。

 
平成 22 年７月 10 日～

7 月 16 日
梅雨前線による大雨 日和佐で１時間雨量１０８.５㎜の猛烈な雨を観測。農作物に多大な被害。

 
平成 23 年 7 月 19 日

～7 月 20 日
台風第６号

徳島県南部に上陸した台風第６号は、蒲生田で 21.0m/s の最大風速を記録。那賀川

氾 
濫危険情報も発表され、床上・床下浸水発生、葉たばこ・チンゲン菜(0.5ha)被害。

 令和６年
月 別

気温(℃) 降水量(㎜) 風向・風速(m/s) 日照時間(h)
 平均 最高 最低 総量 最大日雨量

平均 
風速

最大風速 総時間  風速 風向

 1月 7.8 11.5 4.6 13.5 7.5 2.7 11.6 東南東 191.2
 2月 8.8 12.1 6.1 129.5 28.5 2.9 14.8 東南東 133.3
 3月 9.8 13.7 6.6 171.5 66.5 2.8 13 東南東 187.9
 4月 16.4 19.9 13.4 190.5 65.5 2.5 10.6 東南東 140.9
 5月 18.4 22.1 15 234 89.5 3.1 13.8 東 208.5
 6月 22.1 25.5 19.6 277.5 99.5 2.7 10.5 東 162.7
 7月 27.1 30.6 24.6 91 34.5 2.4 9.4 南西 238.8
 8月 28.8 33.3 25.9 157.5 45.5 2.6 14.8 東南東 290
 9月 27.3 30.8 24.7 79.5 29.5 2.7 12 南西 226.8
 10月 22 25 19.2 351 115.5 2.6 9.2 西南西 156.2
 11月 15.8 18.8 13 189 91.5 2.9 14 東南東 147.5
 12月 9.3 13 6.1 4.5 2 2.6 8.2 西 196.9

(単位:℃,mm,m/s,h) 

2021年 3月 2日より、アメダスの日照時間は「推計気象分布(日照時間)」から得る推計値となりましたので、 日
照計による観測値と単純比較できません。 

(引用：気象庁ホームページより)
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(徳島気象台資料・気象速報を参照した)   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 年 月 日 原因 被害内容

 
平成 23 年 8 月 30 日

～9 月 6 日
台風第１２号

高知県東部に上陸。蒲生田では最大瞬間風速 31.8m/s を記録。阿南・三好・佐那河

内で死者 3 名の犠牲を出し、本市内での床上・床下浸水被害多発。

 平成 23 年 9 月 15 日

～9 月 22 日
台風第１５号 阿南市に土砂災害・浸水被害発生。徳島市では負傷者 1 名。

 平成 24 年 7 月 11 日

～7 月 14 日
低気圧(前線) 美波町で 1 時間雨量 81.0mm の猛烈な雨を記録。本市内でも農作物被害。

 平成 24 年 9 月 15 日

～9 月 19 日
台風第１６号 那賀町木頭で 502.5mm の総雨量。那賀川氾濫危険情報発表。

 平成 25 年 9 月 15 日

～9 月 16 日
台風１８号 阿南市蒲生田で 437.5mm の総雨量。本市内でも床上・床下浸水被害が 10 棟以上。

 
平成 26 年 8 月 1 日～

8 月 6 日
台風１２号

蒲生田では降り始めの 8 月 1 日から 6 日までの総雨量が 662.0mm を記録。本市内

では住宅の床上浸水 115 棟、床下浸水 566 棟の被害。がけ崩れも多発し、椿泊では

道路の寸断で住民や、YMCA 阿南に宿泊していた児童が一時孤立状態になった。

 
平成 26 年 8 月 7 日～

8 月 10 日
台風１１号

高知県東部に上陸。蒲生田では降り始めの 8 月 7 日から 10 日までの総雨量が 
662.0mm、最大瞬間風速が東南東の風 44.0m を記録。加茂谷地域の無堤地区では
河川が氾濫するなど、本市内では住宅の半壊 3 棟、床上浸水 162 棟、床下浸水 329
棟の被 害があった。

 
平成 26 年 10 月 13 日 台風１９号

高知県西部に上陸。蒲生田では最大瞬間風速 34.1m/s を記録。本市内では負傷者が
2 名 発生した。

 平成 27 年 7 月 15 日

～7 月 17 日
台風１１号 幼稚園の屋根の一部損壊、加茂町でがけ崩れが１箇所。

 平成３０年９月３日～ 
９月４日

台風２１号 那賀川大橋などでトラック３台が横転。

 令和 2 年９月５日～ 
９月８日

台風１０号
蒲生田で東南東の風 29.4m/s の最大瞬間風速を記録。本市内では軽傷者が３名発生
した。

 令和５年６月１日～ 
６月３日

低気圧(前線)
蒲生田で１時間降水量 72.0mm、日降水量 334.5mm を観測し、それぞれ６月の観
測史上１位を更新。本市内では土砂災害１件、水没車両１台の被害が発生した。
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２.那賀川の洪水概要 

那賀川水系での既往出水状況等は以下のとおりである。 

那賀川概要と著名出水 

(引用：四国地方整備局那賀川河川事務所資料より) 

３.林野火災 

大規模災害となる林野火災は以下のとおりとなっている。 

林野火災状況 

(阿南市地域防災計画・一般災害対策編、平成 21 年 3 月、阿南市)

 源流 剣山山系次郎笈

 流域面積 874km２(山地 803km２・平地 39km２・川 32km２)

 基準地点  

上流流域面積

古庄上流 765km２・大原上流 69km２ 

長安口ダム上流 538.9km２(直接 494.3km２.間接 44.6km２)

 流路延長 那賀川 125ｋｍ・派川那賀川 3.6ｋｍ・桑野川 27ｋｍ

 
計画高水流量 那賀川(古庄地点)基本高水のピーク流量 11,200m3/s、計画高水流量 9,300m3/s 

桑野川(大原地点) 〃 　　　1,300m3/s、　　〃 　1,300m3/s

 氾濫防御区域 国管理区間内 73km2

 国管理区間 那賀川 52.41km 那賀川本川 31.57km(下流 18.04km.上流 13.53km) 
派川那賀川 3.63km 
桑野川 7.00km・菖蒲谷川 1.49km  
坂洲木頭川 8.57km・拝宮谷川 0.15km

 既往著名出水
那賀川 昭和 25 年 9 月 3 日(ジェーン台風)古毛地点約 9,000m3/s 

昭和 46 年 8 月 30 日(台風 23 号) 古庄地点約 7,300m3/s 

昭和 50 年 8 月 23 日(台風 6 号) 〃約 7,600m3/s 

平成 2 年 9 月 19 日(台風 19 号) 〃約 7,100m3/s 

平成 16 年 10 月 20 日(台風 23 号) 〃約 8,100m3/s 

平成２３年９月３日(台風１２号) 〃約 7,700m３/s 

平成 26 年 8 月 10 日(台風 11 号) 〃約 9,500m3/s 

平成 27 年 7 月 17 日(台風 11 号) 〃約 8,100m3/s

 桑野川 昭和 40 年 9 月 14 日(前線) 大原地点約 740m3/s 

平成 10 年 5 月 16 日( 〃 ) 〃約 670m3/s 

平成 11 年 6 月 29 日(梅雨前線) 〃約 770m3/s 

平成 26 年 8 月 2 日(台風 12 号) 〃約 780m3/s

 年 月 日 焼失面積(ha) 被害額(千円)

 昭和 45 年 3 月 7 日 11.0 3,810

 平成 7 年 4 月 8 日～9 日 11.18 2,216
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第４節 防災対策の推進方向 
【各部各班】 

第１ 計画づくりの視点 

１.阿南市の地域特性 

本市の地域特性を見ると、西部の四国山地に連なる山間地、剣山系から流れ出る急流那賀川沿いの

沖積平野、紀伊水道、太平洋に面する海岸地帯より構成され、本市域内には急流那賀川及びその支川

が流れ、台風、豪雨等の影響を受けやすい自然条件を有している。 

また、中心市街地においては、家屋の密集や老朽化といった課題を抱え、都市化の進展や臨海部に

おける工業地の形成など、防災的観点からも配慮を要する都市構造を有している。本市のこうした防

災的特性にかんがみ、本市域内の災害の危険性を的確に把握し、地域特性に応じた適切な防災対策の

推進と市民の安全を守ることは本市の基本的な責務であり、防災関係機関の協力を得て、あらゆる手

段、方法を用いて万全を期さなければならない。 

したがって、阿南市地域防災計画策定においては、特に以下の点に留意して計画づくりを進める 

ものとする。 

 

２.地域特性に配慮した計画づくり 

本市の北部は、那賀川下流域の沖積平野に発達した米作地帯や都市化の進む市街地部で、南部は橘

湾沿岸に良港を有するとともに、その隣接部は工業開発の拠点ともなっている。また、西部は四国山

系の東端に連なる山地であり、紀伊水道、太平洋に臨む海岸地域は、海岸美を有し、海洋性レクリエ

ーションの拠点となっている。 

このように、本市は「市街地部」､「臨海部」､「中山間地部」のように、地形条件や土地利用、機

能、人口集積など、その特性が異なる地域が集まって構成されている。 

このため、災害特性も下表に示すように地域によって異なり、地域防災計画の推進に当たっては、

このような地域の特性を考慮して進める必要がある。 

 

地域特性による災害区分 

 
 

３.要配慮者と避難行動要支援者 

本市は高齢者(特に独居老人)比率が年々増加の一途をたどり、その他障がい者も含む要配慮者が 

増加している。 

したがって、防災教育・防災訓練のソフト対策や防災施設施工のハード対策両面から、要配慮者に 

配慮した施策を、他の福祉施設との連携で実施する必要がある。 

特に『避難行動要支援者(※注)』対策にあっては、名簿作成を速やかに実施し、発災時に的確な 支

援が実施できるように、整備する必要がある。 

 区分 予想される被害 該当区域
 

山間地防災型
土砂災害 

洪水災害
桑野地区・新野地区

 
河川流域防災型 土砂災害 浸水・洪水災害 長生地区・大野地区・加茂谷地区

 
市街地防災型

浸水・洪水災害 都市災害 

危険物施設等災害

富岡地区・宝田～中野島地区 

那賀川地区・羽ノ浦地区

 
臨海部防災型

土砂災害 高潮・台風災害 

危険物施設等災害

見能林地区・福井地区・橘地区 椿地

区・伊島地区
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※注 避難行動要支援者 

『災害が発生し、または発生するおそれのある場合に、自ら避難することが著しく困難で、 

避難確保に特に支援を要する者』をいう。災害対策基本法の一部改正(平成２５年法律第５ 

４号、平成２５年６月１日公布)によって、規定された。 

 

４.防災情報提供体制の整備と情報の共有化 

防災情報の迅速な収集・伝達は、的確な災害応急対策に繋がることから、収集・伝達体制の強化 推

進と防災関係機関・住民との防災情報共有体制の確立を図る必要がある。 

 

５.集落の孤立化対策 

山間地防災型や河川流域防災型に分類される区域の集落は、山間部や谷あいに沿った交通アク セ

スのため、大規模災害が発生すれば、孤立化を余儀なくされる。 

したがって、主要交通路の防災対策の推進や情報伝達手段の確保を図るとともに、避難所施設と食

料品等の備蓄対策を整備しておく必要がある。 

また、伊島集落も同様で、集落周辺の防災対策、情報伝達手段確保、避難所施設と食料品等備蓄 対

策の整備が必要である。 

 

６.総合的・効果的な施策の展開 

災害に強いまちづくりに当たっては、防災空間の整備や市街地の面的整備、建築物などの耐震対策

等のハード面からの対応に加えて、地域住民の自主防災活動等のソフト面からの取組みも求められ、

それらを相互に補完し支えるしくみづくりが必要である。 

このため、施策を展開するに当たっては、多様な行政領域の取組を適切に組み合わせながら、効 

果的に実施する必要がある。 

 

第２ 防災ビジョン 

１.概要 

防災ビジョンは、本市の災害に対する危険性の見直しと対策において、防災行政上の基本姿勢、 

住民の防災意識、防災施策の大綱を定めるものである。 

本計画では、以下のような基本理念・基本目標を目指し、本市の防災まちづくりを推進する。 

 

２.基本理念 

(１)各地域(１４地域)の災害特性に応じた一般災害に強いまちづくりを推進するとともに、「自

らの命は自らが守る」という自助の精神と「助け合い」という共助の精神に基づく自主防災 

組織体制の確立を目指し、各組織間でのネットワークづくりと育成強化を図る。 

また公助となる市民と行政上の防災関係機関相互の連携・協力体制の構築を図る。 

 

(２)避難行動要支援者を含む要配慮者対策を推し進め、ユニバーサル社会としてのまちづくりを推

進する。 

 

(３)各地域の災害特性に応じたハード面での防災対策整備を検討・実施する。 

 

３.基本目標 

(１)基本フレーム 

災害から市民の生命・財産を守るまちづくりにあたっては、防災都市としての機能向上と、
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本市市民一人ひとりが、災害や防災対策に関する正しい知識を持ち、知り得た知識での行動を

発揮する ことが重要となる。 

したがって、『災害に強いまちづくり』『災害に強い人づくり』『災害に強いシステムづく

り』を３本柱とした基本フレームとする。 

 

(２)災害に強いまちづくり 

治水事業や砂防事業、地すべり事業等の災害の未然防止対策や災害危険区域の対策、公共施設

等の耐震化等のハード面での防災対策を推進するとともに、災害時の避難路・輸送路や避難場所 

の体系化など、ソフト面での災害に強いまちづくりを進める。 

² 山間地防災型 

砂防事業や地すべり対策事業、急傾斜地崩壊対策事業等の土砂対策事業を推進するとともに、

災害時に地域住民が安全かつ迅速に避難できるよう、避難所や避難路確保の充実を図る。 

また、集落の孤立化も想定されることから、支援体制を整備する。 

 

² 河川流域防災型 

河川改修や砂防事業等の総合的な治水対策の実施により、より一層の災害予防対策を講じると

ともに、洪水ハザードマップ等による浸水想定区域の周知徹底と、安全かつ迅速に避難できる

避難所や避難路の整備充実を推進する。 

 

² 市街地防災型 

災害に強い都市づくりを推進するため、木造建築物密集市街地の都市区画整備、ライフライン

施設の防災性向上と長寿命化対策、空家対策の整備を図る。 

加えて、建築物の不燃化・耐震化整備を推進する。 

 

² 臨海部防災型 

津波高潮対策として、海岸保全施設の整備や、作成した津波防災マップの周知等による安全対

策を進める。 

また、臨海部に立地する工場施設等の耐震性の強化・不燃化や、工業団地全体の防災性の向上

を推進する。 

 

(３)災害に強い人づくり 

防災担当従事者となる本市職員はもとより、本市市民の一人ひとりが、自らの安全性に配慮し

ながら、家族・隣人を助け、率先して防災活動を行う必要がある。 

このことを踏まえ、本市職員及び本市市民の防災活動向上に向けた、防災訓練や防災知識普及

の啓発、自主防災組織連合のネットワークづくりのバックアップ体制を整備する。 

 

² 山間地防災型 

山間集落地では、少子高齢化と相まって防災力の低下が予想されることから、地縁(知縁)によ

る防災コミュニティづくりを推進し、災害時にはお互いに助け合い、地域で一丸となっ て防

災活動が行える体制づくりを推進する。 

 

² 河川流域防災型 

浸水想定区域等の危険区域では、事前に自主避難するなど、地区住民側の対応が特に重要とな
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る。このため、地域で自発的に避難・誘導や防災活動を行う自主防災組織の結成促進や、 要配

慮者の支援対策の充実に努める。 

 

² 市街地防災型 

市街地部の防災力の向上や住民主体の防災まちづくり活動を効果的に行うためにも、その活動

の調整や誘導を的確に行える防災まちづくりリーダーの育成に努める。 

 

² 臨海部防災型 

津波・高潮からの安全確保のため、地域住民に対し、津波・高潮に対する防災知識の普及啓発

を行うとともに、地域住民による自主防災組織の育成、強化に努める。 

また、組織の活性化を図るためにも、青年層や女性層の組織への参加を促進する。 

 

(４)災害に強いシステムづくり 

災害が発生、あるいは発生が予測されるとき、的確な災害対策活動を行うには、移動系防災行政

無線や防災無線、衛星通信システム、災害時情報共有システム等の多様な情報収集・伝達体制構築

が必要となる。 

また、本市職員と本市市民との間で、災害時の迅速かつ適切な対応が可能な体制整備も重要であ

る。 

 

² 山間地防災型 

土砂災害に対しては、地域住民に平時から災害危険箇所の周知と危険性予知等の防災知識啓発

を行い、適切な避難体制の構築に努める。 

また上述のとおり、山間地集落は災害時に孤立しやすい地形要因を備えており、情報連絡シス

テムと支援体制整備構築が必要である。 

 

² 河川流域防災型 

河川浸水想定区域等の注意を要する箇所について河川整備事業を進める一方で、洪水ハザード

マップ等による危険区域の周知システムや、早期の警戒避難システムの整備を図る。 

 

² 市街地防災型 

安全で安心な地域社会をつくるためにも、「自助」「共助」「公助」のあらゆるシステムをこ

れまで以上に適切に組み合わせながら市街地の防災力の向上に努める。 

また、自主防災組織の育成、活動の活性化とともに、組織のネットワーク化を推進し、災害時に

おける効果的な助け合いネットワークの構築を図る。 

 

² 臨海部防災型 

津波高潮等の注意を要する箇所について、津波防波堤や岸壁の耐震化等の整備を進める一方で、

津波防災マップ等による災害予想区域の周知システムや、台風災害等の早期の警戒避難システ

ムの整備を図る。  
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(５)関係諸法令との調整 

危害のおそれのある土地等に関する諸法令(条例)は、以下のとおりであり、これらを遵守した

防災計画が必要である。 

 

建築・開発等での土地等に係する諸法令等 

 

 法 律 等 指 定 等 の 区 域

 

防
止
に
関 

す 

る 

事 

項 

土
砂
災
害
の

砂防法 

地すべり等防止法 

急傾斜地の崩壊の防止に関する法律 

森林法 

建築基準法 

宅地造成等規制法

砂防指定地 

地すべり防止区域 

急傾斜地崩壊危険区域 

保安林、保安施設地区 

災害危険区域 

宅地造成工事規制区域 

農業用ため池の管理及び保全に関する法律 

(特定農業用ため池)

 

関
す
る
事
項 

土
地
の
現
状
に

統計法 人口集中地区

 

動
向
に
関
す
る
事
項 

建
築
や
開
発
の

都市計画法 

離島振興法 過疎地域振興特別措置法 

総合保養地域整備法 自然公園法 都市

緑地保全法 自然環境保全法

市街化区域・市街化調整区域・準都市計画 区
域 

離島振興対策実施地域 

過疎地域 

特定地域 

国立公園・国定公園・都道府県立自然公園 

緑地保全地区 

原生自然環境保全地域・自然環境保全地域 
特別地区

 

条
例 

阿
南
市

土砂等の埋立て等に関する徳島県生
活 環境保全条例

土壌環境基準・水質基準 

特定事業の埋立て・盛土(土砂の移動)
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第２章 災害予防計画 
第１節 防災知識の普及計画 

【総務部、情報部、対策部】 

第１ 主旨 

災害による被害を最小限にとどめ、被害の拡大防止と本市市民の生命・身体・財産を守るために

は、防災関係機関が実施する防災対策のみならず、本市市民一人ひとりが「自らの安全は自らが守る」

という自助の精神と災害に対する適切な認識をもって、平時から発災時に沈着冷静な行動力・活動 

力を身につけることが重要である。 

こうしたことから、本市及び防災関係機関は、より一層の防災教育の推進に努めるとともに、効 

果的な時期設定により、防災・減災思想の普及・啓発活動を行い、本市職員も含めた本市市民の防災・

減災意識の向上を図るとともに、各地域ごとの自主防災組織と各事業所の防災体制の充実を図ると

ともに、これらの組織が発災時に円滑にかつ速やかに活動できるように、実践的な総合あるいは個別

の防災訓練を実施する。 

なお、防災知識の普及にあっては、避難行動要支援者を含む要配慮者への広報にも配慮し、また 

男女共同参画の視点から防災体制の確立を図る。 

また、災害発生後に指定避難所や仮設住宅、ボランティアの活動場所において、被災者や支援者 

が性暴力・ＤＶの被害者にも加害者にもならないよう、「暴力は許されない」意識の普及、徹底を 図

るものとする。 

 

第２ 市民及び職員に対する防災教育 

１.防災教育の必要性 

本市市民の防災に対する意識の高揚を図り、発災時には職員と本市市民一人ひとりが正しい知識

と判断 をもって、防災週間等に防災教育を実施し、防災知識の普及徹底を図る。 

なお、防災教育は、幼少期から実施することが有効で、児童・生徒等が災害や防災の基礎的・ 基

本的事項を理解し、発災時には状況を適格に判断し、落ち着いて適切な避難行動ができるよう な教

育体制作りが必要である。 

 

２.防災教育 

(１)防災講習会 

本市市民と本市職員を対象として、適宜防災に関する講習会を実施する。 

本市市民向けの講習会では、地域での活動を円滑にする観点から、自主防災組織の協力により

実施する。 

 

(２)研修会 

災害対策に関する防災関係法令の概要説明・研究等を行い、また土木・建築・水防・砂防の知

識と応急対策技術の習得を図る。 

 

(３)課題検討会 

防災訓練後に課題検討会を開催し、実施した訓練内容の反省点と今後の課題を抽出し、より密

度の高い災害対応に向けた知識の普及啓発を図る。 
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３.普及・啓発の内容 

² 簡単な気象知識(昨今の異常気象等) 

² ５段階の警戒レベルに対応した避難情報、防災気象情報等と住民がとるべき行動 

² 災害危険箇所 

² 過去の主な被害事例 

² 災害対策の現状 

² 災害時における応急措置と措置後の心得 

² 指定緊急避難場所(一次避難場所)・安全な親戚、知人宅、ホテル、旅館等を含めた適切な

避難場所の選択・指定避難所(二次避難所)・避難経路、広域避難の実効性を確保するため 

の、通常の避難との相違点を含めた広域避難の考え方、その他避難対策に関する知識 

² 住民が実施しうる応急手当、３日分の食料、飲料水、携帯トイレ・簡易トイレ、トイレッ

ト ペーパー等の備蓄、非常持出品(救急箱、懐中電灯、ラジオ、乾電池、マスク、消毒液

等) の準備 

² 自動車へのこまめな満タン給油、フル充電 

² 自主防災組織への参加 

² 風水害に関する一般的知識 

² 保険・共済等の生活再建に向けた事前の備え 

² 「平時の延長が災害時にも役に立つ」考え方 

² 飼い主責任による避難所へのペットの同行避難を推進するため、飼い主に対して、災害に

備えたペットの適正飼育や避難用品の準備等 

４.実施時期 

普及内容により各種の防災週間・月間などの効果的な時期を選んで啓発等を行うものとする。 

² 防災の日 ９月１日 

² 防災週間 ８月３０日から９月５日まで 

² 水防月間 ５月１日から５月３１日まで 

² 山地災害防止キャンペーン 毎年５月２０日から６月３０日まで 

² 土砂災害防止月間 ６月１日から６月３０日まで 

² 防災とボランティアの日 １月１７日 

² 防災とボランティア週間 １月１５日から 1 月２１日まで 

² 津波防災の日 毎年１１月５日 

 

５.普及の方法 

各報道機関に協力を求めるほか、各種広報媒体を活用するとともに、地域・職場等での各種講座・

集会等の場を利用する。 

² テレビ・ラジオ及び新聞の利用 

² 広報紙・広報車の利用 

² 映画・ビデオ等の上映普及 

² パンフレットの利用 

² 防災マップの配布及び解説 

² 講習会・講演会等の開催及び訓練の実施 

² インターネットや携帯電話の利用 
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第３ 学校における防災教育 

１.避難行動の啓発 

災害時における危険を認識し、日常的な備えを行うとともに、自然災害時の危険に際して、自らの

命を守り抜くため主体的に行動ができるようにする。生きること、命を守ることの大切さを教える。 

 

２.災害時の予備知識 

自然災害発生の原因や、発災時の防災関係機関が果たす役割、応急手当の方法等、児童・生徒の発

達段階に応じて、正しい知識を習得させる。 

 

３.社会貢献 

発災時・発災後に支援者となる役割が果たせ、今後の未来が担える情操教育を心がける。 

 

４.消防団員の参画 

消防団員等が参画した体験的・実践的な防災教育の推進に努める。 

 

５.避難訓練の実施 

防災教育実施後に、大規模災害を想定した避難訓練を実施する。実施にあたっては、校区内の自

主防災組織、防災関係機関とＰＴＡ関係者(保護者含む)の協力を得て実施する。 

 

 

第４ 職員に対する防災教育 

１.職員研修 

本市は、県の協力を得て、関西広域連合が実施する専門的な研修を活用し、防災担当職員の災害

対応能力の向上を図る。 

 

２.教育の内容 

² 防災計画及び各機関の防災体制と職員が果たすべき役割 

² 災害発生の原因、対策等の科学的・専門的知識 

² 過去の主な災害事例 

² 防災関係法令の運用 

² 土木・建築その他災害対策に必要な技術 

 

３.教育の方法 

² 講習会・研修会 

² 防災活動の手引等、印刷物の配布 

² 見学、現地調査 
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第５ 防災上重要な施設管理者に対する防災教育 

病院、スーパーマーケットなどの不特定多数の者が出入りする施設や危険物を取扱う施設等防災 

上重要な施設の管理者は、防災関係機関と協力し、防災訓練や安全講習会等により、職員の防災意 

識の高揚を図り、避難・出火防止・初期消火等災害時における的確な行動力を養う。 

また、職場内での自衛消防隊組織整備にあたる。 

 

第６ 災害教訓の伝承 

本市は、過去に発生した大規模災害の教訓等を後世に語り継ぐため、大規模災害に関する調査分 

析結果や映像を含めた各種資料を収集整理し、一般公開するとともに、適切な保管管理に努める。 

 

伝承の素材 

 

(ａ)文献資料・史実 

既往災害履歴のデータや、伝説あるいはことわざ 

(ｂ)災害実績の痕跡 

災害があったことの崩壊跡や霞堤などの土木遺構の痕跡 

(ｃ)人々の心理・行動 

災害を受けた者、あるいは災害対策従事者からの聞き込み 
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第２節 防災訓練計画 

【各部各班】 

第１ 主旨 

防災の基本は、平時からの備えと心構えである。 

本市は、風水害に対しても防災体制を構築することが急務であり、とりわけ防災訓練は被害低減 

を図るうえで特に重要である。 

 

阪神・淡路大震災の被災者に神戸市消防局が実施した調査概要では、震災前の 

「地震を想定した訓練への参加」は約８％と極端に低かったが、震災後データで 

「今後は地域への防災訓練に積極的に参加する」は、約６８％と向上した。 

 

このことから、本市における災害対策本部運営機能の向上、及び防災関係機関や自主防災組織等 

との協力体制の更なる構築強化を目的として、先端技術を活用した各種防災訓練を定期的に実施

し、 効果を検証するものとする。 

なお、本市市民はこれらの訓練に積極的に参加し、的確な災害対応を体得する必要がある。 

また、訓練終了後にその検証(反省会)を行い、実施した防災対策の課題抽出とともに、次回の 訓

練では改善措置を実践する。 

 

第２ 総合防災訓練 

１.阿南市市総合防災訓練 

本市市民の防災意識の高揚、地域防災力向上と防災関係機関相互の連携強化、及び災害対応能力

を高めるため、本市市民と防災関係機関その他自主防災組織等団体の協力を得て、本市域内小学校

校区の区分で総合防災訓練を実施する。 

訓練内容は、各地域ごとに特有の災害種別とし、１回／１年を基準とした実践訓練とする。 

訓練項目は、以下のとおりである。 

 

² 動員及び災害対策本部設置・運営 

² 交通規制及び交通整理 

² 避難準備及び避難誘導、避難所開設と運営、炊き出し訓練 

² 要配慮者、避難行動要支援者、傷病者の救出・救助、救護・応急医療 

² 火災消火 

² 道路復旧、障害物除去 

² 緊急物資輸送 

² 災害情報の収集と伝達 

² ライフライン復旧 

² 特別警報対応訓練 

² その他、災害時に起こり得る被害を想定し、幅広い内容の訓練とする 

 

２.図上訓練(ロールプレイング) 

速やかな職員初動体制の確立を目指して、災害対策本部及び支部を運営する職員の熟度の向上(組

織体制、災害対応力の向上)、及び円滑な運営の検証と運営上の課題を明らかにする。 

課題抽出後は、その反省点を踏まえ、改善策を講じた再訓練を実施する。 

なお、この訓練においては、複合災害も考慮した図上訓練とする。 
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第３ 県との連携訓練 

災害発生時、県と本市災害対策本部は密に連携して災害応急対策にあたる必要がある。このた

め、県及び本市は、確実な初動体制の更なる強化を図るため、関係機関と連携した初動対応訓練を

ＤＸの活用などにより積極的に実施し、災害対応力の強化に努める。 

 

第４ 個別防災訓練 

１.水防訓練 

水防活動の円滑な遂行を図るため、異常気象による水害を想定し、水防管理団体と防災関係機関 

が協力し、以下の項目にしたがった水防訓練を行う。 

 

² 観測(水位・潮位・雨量・風速) 

² 通報(水防団動員・居住者の応援) 

² 輸送(資材・器材・人員) 

² 工法(各水防工法)※注１ 

² 樋門・角落しの操作 

² 避難・立退き(危険区域居住者の避難) 

※注１ 水防工法の種類は「阿南市水防計画 第 6 章水防活動 第 5 節水防作業 水防工法一 

覧表」参照 

 

２.消防訓練 

本市は、災害時における災害規模・災害事象に応じた消防計画の習熟を図り、突発的な災害に対処

できるようにするため、非常参集・通信連絡・火災防御技術・救助等の訓練を実施する。 

 

３.避難・救助救護訓練 

本市その他の関係機関は避難及び、救助救護活動の円滑な遂行を図るため、水防・消防等の災害防

護活動との併用も考慮し、医療関係機関との連携のもとで、応急救護訓練・応急手当・救命処置訓練

を行う。 

さらに、避難行動要支援者を含む要配慮者を対象とし、トリアージも考慮した避難訓練シミュレー

ションや移送訓練によって、速やかな避難誘導体制の確立を図る。 

なお、学校・病院・社会福祉施設等の管理者に対しては、児童・生徒・利用者等の人命を保護する

ための避難訓練を随時実施するように指導する。 

 

４.非常通信訓練 

発災時には、優先通信系の途絶や混線が予想され、無線設備にも被害を被ることが考えられる。 

このような事態に対処し、通信の円滑な運用を確保するため、徳島県非常通信協議会に属する各無

線局と連携し、定期的に非常時の通信訓練を実施する。 

 

５.災害情報連絡訓練 

災害時において本市(災害対策本部)と本市の出先機関との災害情報連絡の迅速かつ的確な実施 を

図るため、災害情報連絡訓練を実施する。 
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特に、有線通信系の途絶または利用が困難となることを想定し、県総合情報通信ネットワークシ 

ステムの利用や本市域内のアマチュア無線局の協力を募るなど、実践的な訓練を行う。 

 

６.職員参集訓練 

災害時において、迅速な応急対策を実施するために必要な職員については、動員配備計画に基づ 

き、勤務時間内と勤務時間外の２区分で参集訓練を行う。 

以上の訓練計画を次表に取りまとめた。 

 

防災訓練プラン 

 区 分 実施主体 実施期間 実施場所 実施方法・内容等

 
総 
合 
防 
災 
訓 
練

阿南市総合防災

訓練

市・関係機関 適切な時期 災害の恐れのある 
場所あるいは訓練 
効果のある場所

地域防災力向上と防災関係機関相互の市民参

加型訓練、災害時の総合的応急対策活動

 図上訓練 市・関係機関 台風時期あるいは 最も

効果のある時期

災害対策本部設置場

所

職員の初動体制確立と組織体制・災害対応へ

の円滑な運営と改善措置の課題抽出

 

個 
別 
防 
災 
訓 
練

水防訓練 水防管理団

体 
・関係機関

水害が予想される時期 水害が予想される場

所

各種観測：通報：輸送：工法：樋門・角落し 
の操作：避難実施訓練

 消防訓練 消防本部 
・関係機関

冬季の乾燥時期 住宅密集地 非常参集、通信連絡、火災防御技術、救助訓練

 避難、救助 
救護訓練

市・関係機関 適切な時期 適切な場所 学校、病院、育児施設、集会所等の建造物内の 
人命保護の避難誘導体制確立の訓練

 非常通信訓練 市・関係機関 適切な時期 災害対策本部設置場

所

徳島地区非常通信協議会に所属する各無線局

が参加する非常通信に関する訓練

 災害情報 
連絡訓練

市・関係機関 適切な時期 災害対策本部設置場

所
有線通信系の途絶等に対処するための衛星携

帯電話の利用や本市域内アマチュア無線局の

協力による実践的訓練

 職員参集訓練 市・関係機関 適切な時期 
(勤務時間内・時間外)

災害対策本部設置場

所 
避難施設設置場所

動員配備計画に基づく職員の参集訓練
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第３節 自主防災組織の育成に関する計画 

【各部各班】 

第１ 主旨 

災害時の被害防止や低減は、自治体や防災関係機関の活動とともに、本市市民の自主的な防災活 

動が重要で、特に出火防止や初期消火、あるいは要配慮者への共助の取組みは欠かすことができな 

い。 

本市は、地域住民、事業者(要配慮者利用施設の施設管理者を含む。)が平時からコミュニケーショ

ンを図り、災害に備えて避難方法の検討や訓練を行うとともに、災害時に速やかに避難行動をとり、

避難後の避難所の運営の手助けを行うことなど、「自助、共助」に基づく自発的な地区内の防災活動

を推進し、住民の防災意識の向上のための取組に努めるものとする。 

以上を考慮し、本市は地域ごとに組織される自主防災組織の促進を図り、組織内での地区防災計 

画の策定、各種訓練の実施・検証が行える育成強化に努める。 

また、男女双方の視点に配慮した組織が望ましいことから、組織づくりの当初から女性の参画を 

拡大させ、男女共同参画の視点に立った体制づくりに努める。 

 

第２ 災害対策の役割分担 

１.本市市民の役割(自助) 

『自らの身の安全は自らが守る』といった考え方に基づき、本市市民一人ひとりが自分の命や生活

を守る活動をいう。 

２.地域の役割(共助) 

地域連携の防災活動をいい、本市市民一人ひとりが隣人等と協力して地域を守る活動をいう。 

３.行政の役割(公助) 

行政が実施主体となる防災対策で、自然災害に強いまちづくりを実現する活動をいう。 

 

第３ 自主防災組織の結成促進 

１.組織の結成単位・規模 

本市は、地域ごとの各組織の上位に公民館単位(１４地区)の協議会を、さらに１４協議会による連

合会組織を構成し、発災時には自主的・積極的な防災活動の輪が広がる自主防災組織づくりに努めて

いる。 

 

自主防災組織の現状 

 
令和６年 4 月現在 

 

 

 

 

 区 分 管内所帯数： a 自主防災組織数 組織内所帯数： b 組織率 b / a

 阿南市 31,494 世帯 237 団体 31,125 世帯 98.83%

 ※注 組織内所帯数は b は、それぞれの自主防災組織がその活動範囲としている地域の全世帯数である。 
各自主防災組織の名称等は、資料編 No.２１参照とする。
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２.防災講座等の開催と補助制度 

既設組織では、県の防災出前講座や防災に関する講演会等の参加で、防災対策の知識習得に努め

ながら、定期的に防災訓練も実施している。 

今後も自主防災組織の組織率１００％を目標に、本市市民への防災啓発を図る。 

なお、本市では、自主防災組織を新規設立した場合や、すでに結成している自主防災会に防災備

品の支給や補助金を交付し、防災資機材の充実と防災活動の活性化を図っている。 

・ヘルメット等防災備品の支給 

・補助金の交付 

 

３.自主防災づくり 

防災計画上の機能性・利便性を考慮し、細分化した自主防災組織づくりを推進する。  

まだ結成されていない地域住民にも、自主防災組織の結成や防災活動活性化の必要性を啓発す

る。  

なお、細分化された本市の組織編成(案)と活動内容は、以下のとおりである。 

 

² 編成 

各防災組織の上部に公民館単位の連合会を設け、さらに、これら１４連合会上位に連絡協

議会を設立する。 

 

² 活動内容 

ａ.災害時にあっては、地区内の警戒、被害状況の把握・伝達、出火防止と初期消火、救

出・ 救護、避難命令の伝達・誘導、給食・給水、避難所での衛生管理等を行う。 

 

ｂ.平時においては、防災知識の普及、防災資機材の備蓄・点検、危険箇所の把握を行う。 

また、二次災害で大規模災害の原因となりやすい火気使用器具や火災警報器等の点検 

整備を定期的に実施する(トラッキング現象も火災の要因である)。 

なお、本市地域防災計画を参考に地域ごとの危険因子を考慮した地区防災計画を作成す

ることも必要かと考えられることから、本市地域防災計画に地区防災計画を位置付ける

よう、本市域内の一定の地区内の住民及び当該地区に事業所を有する事業者から提案を

受け、必要があると認めるときは、本市地域防災計画に地区防災計画を定めるものとす

る。 

 

ｃ.自主防災活動は、長期に渡り、その時々の反省を踏まえながら、継続的に行われること 

が必要であり、活動のマンネリ化、参加者の減少化や固定化を打破するための、工夫

をこらした自主防災活動を推進しなければならない。 

 

次頁に自主防災組織と同組織本部編成図(案)を表した。 
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自主防災組織と同組織本部編成(案) 

 

 

  
※注 阿南市自主防災組織連合会 

羽ノ浦・那賀川・桑野・椿・福井・新野・橘・見能林・加茂谷・大野・長生・宝田・ 中野

島・富岡の計１４地区が連合会の組織となる。 

(伊島地区の自主防災組織は、椿地区連合会に属している。) 

 

※注 支部組織の災害活動内容は以下のとおり。 

１.自主防災組織リーダーは、避難施設内での組織リーダーを務めるとともに、避難 

誘導班長を兼務する。したがって、高齢者、障がい者、乳幼児等の要配慮者の所 在有無

を常時把握しておく必要がある。 

２.情報収集伝達では、避難施設内での正確な情報の収集を行い、速やかに避難者へ の伝達

を行う。 

３.救出救護では、負傷者の救助救護の他、自主防災組織リーダー指示による要配慮 者の救

助救護を行う。 

４.消火は、避難時の住居の出火防止初期消火を行うとともに、火災発生時の消火活 動を行

う。 

５.給食給水では、避難施設内での炊き出しの実施や給食給水を行うとともに、生活 必需品

の物資支給を行う。 

６.衛生面では、避難施設内での衛生管理を行う。 
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４.事業所あるいは施設等の自衛消防隊 

(ａ)組織 

多数の人が出入りする事業所あるいは施設等においては、届け出の防火管理者が主体となり、 

自衛消防隊の育成、指導によって、職員の防災対策を図る。 

 

(ｂ)来所者の安全確保と帰宅困難者への支援 

事業者は、災害時の初動対応として、防火管理者の指揮の下、来所者や事業所職員、及び地域

住民の安全確保を優先させるため、地域内の自主防災組織と連携し、災害情報の収集・伝達、初

期消火、避難誘導、救出・救護等に積極的な支援を図るものとする。 

また、事業所を含め地域周辺で帰宅困難者(※注１)等が発生している時は、当該帰宅困難者等 に

災害情報、連絡手段、一次避難場所等の提供や支援を行う。 

 

※注１ 帰宅困難者について 

詳細は、「本章 第１８節 帰宅困難者対策計画」参照。 

 

５.危険物施設あるいは高圧ガス取扱い施設等の自衛消防隊 

危険物施設を持つ施設管理者は、予防規程及び自衛消防隊組織の具体化に加え、自主的な防災

組織の充実を図らなければならない。 

また高圧ガスは、爆発性・可燃性・毒性等の特性があり、一般的な消防活動で困難な事態も想定 

される。 

したがって、専門的知識を有する関係業界との協調の下、地域的な自衛消防隊を組織し、防災体 

制の確立を図る必要がある。 

 

 

【メモ】
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６.各防災組織相互の協調 

自主防災組織内で、事業所の自衛消防隊が存在する場合、住民組織と事業所組織の連携を促進 

させる調整協議会開催によって、相互協調を図るものとする。 
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第４節 都市防災化計画 

【総務部、対策部、警防部】 

第１ 主旨 

地球環境の変化や都市化の進展とともに、今日では複雑化・多種多様化した災害の発生が懸念さ 

れる。 

本計画ではこのような状況を考慮し、防災空間の確保や建築物の不燃化促進、あるいは市街地再 

開発化事業の実施によって、低頻度大規模災害に備えた都市の防災化計画を推進させる。 

 

第２ 防災空間の確保 

災害危険区域内における居住建築物の建築禁止やその他建築物の建設に関する制限を行い、被害 

の未然防止に努める。 

 

１.緑の基本計画 

緑の基本計画は、自然と人間の共生する緑豊かな都市を形成し、本市市民が豊かさを実感できる 

生活環境を形成することにある。 

したがって、本市は緑地の保全及び緑化の推進を総合的・計画的に整備していくものとする。 

 

２.都市公園の整備 

本市の東部沿岸域の多くは軟弱地盤で、木造住宅が中心となっており、昨今の異常気象等に対し、 

不完全な都市構造であることから、環境保全・スポーツ・レクリエーション機能の充実とともに、 都

市防災機能を有した都市公園を設置する。 

 

第３ 公的住宅の不燃化促進 

公的住宅等については、不燃化を促進し、住宅団地そのものの防災強化を図り、周辺地域の防災 

拠点としても利用できるように、オープンスペースなどの適切な配置を考慮した団地整備を推進す 

る。 

 

第４ 民間住宅の不燃化促進 

民間住宅は、現在も木造家屋が中心で、大規模災害時には避難に困難をきたすことも想定され

る。 

特に市街地周辺では密集家屋も多いことから、建物の不燃化構造に対する指導を進め、民間住宅の 

不燃化を推進する。 

 

第５ 市街地再開発事業の推進 

市街地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図るとともに、一層の防災機能の充実を 

目的とし、以下の地域で市街地再開発事業の推進を計画する。 

・ＪＲ阿南駅周辺整備 

・周辺部市街地の整備 

なお、この市街地再開発事業には、第１種(権利変換方式)事業と第２種(用地買取方式)事業 

があるが、公共性・緊急性が高い区域は、第２種事業となり、以下の条件をクリアする必要があ

る。 
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(ａ)地区内建物の全面的除去(面積０.５ｈａ以上) 

(ｂ)敷地の総合・不燃化共同建物の建築 

(ｃ)公園・緑地・街路等の整備 

(ｄ)その他 

→都市再開発法(昭和４４年法律第３８号) 

 

第６ 宅地開発の防災対策 

開発行為の指導にあたっては、関係法令(危害のおそれのある土地等に関係する諸法令)の適切 

な運用により、無秩序な開発の防止に努め、地域環境の保全他、道路・排水・緑地・消防施設等の 

整備や防災に配慮した開発行為を推進する。 

 

第７ 道の駅防災拠点化 

道路管理者と連携し、「道の駅」の持つ基本機能の継続に加え、災害時に対応した防災機能の充

実 に努める。
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第５節 建築物災害予防計画 

【総務部、対策部、警防部】 

第１ 主旨 

建築基準法(昭和２５年５月、法律第２０１号)第３９条・第４０条の規定に基づく災害危険区 域

内の建築物については、以下の計画により、建築物の被害防止・軽減を図る。 

 

第２ 災害危険区域整備計画 

津波・高潮・出水等による危険性があるか、あるいは気候・風土の特殊な状況によって、安全

性・防火性等に問題のある場所での建築物にあっては、建築の禁止、または建築制限を実施し、被

害の未然防止を図る。 

また上記災害危険区域内にある建築物については、所有者(あるいは管理者)に適切な行政指導を行

い、安全確保に万全を図る。 

 

第３ 建築物等に対する防災上の指導等 

１.建築物 

(１)建築基準法に基づく特定建築物の安全確保について 

建築基準法第 12 条に基づき、学校、体育館、旅館、百貨店、マーケット、病院、集会場等の特

定建築物及びその設備について、構造上及び防火上での欠陥の有無を確認するとともに、必 要に

応じ指導を行う。 

(２)消防法に基づく建築物等の安全確保について 

消防法第４条に基づき、あらゆる仕事場、工場若しくは公衆の出入する場所その他の関係のあ

る場所及び同法第 16 条の５に基づき、危険物を貯蔵する施設に対し、構造上及び防火上欠陥の

あるものについて、その有無を確認するとともに、必要に応じ指導を行う。 

(３)著しく劣化している建築物の安全確保について 

防災パトロール等の機会を利用し、防災点検の必要性を啓発するものとする。 

(４)落下物等による災害防止について 

建物から外れやすい窓・戸及び看板類等の落下物、並びに断線などによる災害を防止する めの

安全確保の指導、啓発を行う。 

(５)水害常襲地の建築物における耐水化について 

床上浸水等の災害を回避するため、予想される浸水深以上の盛土、基礎高の確保、または浸水を

防止する防止板等の設置指導を行うものとする。 

(６)市街化区域における屋根ふき材に対する強風対策の推進 

令和４年１月１日より、建築基準法にて、新築時の全ての建築物の瓦屋根施工について「ガイド

ライン工法」が義務付けられる。都市計画法(昭和４３年法律１００号)第７条第２項に規定する市

街化区域おいては、世帯数が多く、強風時の屋根飛散による甚大な被害が想定される。市街化区域

においては、住宅・建築物安全ストック形成事業等を推進し、屋根診断及び屋 根改修によって、

強風時の減災を図る。 

２.特記事項 

上記建築物で、特に通学路沿いや避難場所周辺については、定期的な点検や補強を指導する。 
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第６節 気象業務整備計画 

【各部各班】 

第１ 主旨 

本市は、平成２６年の台風第１１号及び第１２号の襲来により甚大な被害を受ける等、時期が接 

近して襲来する複数の台風や近年異常気象による被害を受けてきた過去がある。そのため災害応急 

対策時の基礎となる、特別警報、警報、注意報及び気象情報等の受領あるいは伝達計画を速やかに 

行うため、県及び防災関係機関との連絡を密にし、防災対策の適切な実施を図る。  

第２ 内容 

１.警戒レベル、居住者がとるべき行動、行動を居住者等に促す情報を用いた防災気象情報の提供 

(１)５段階の警戒レベル 

警戒レベルとは、災害発生のおそれの高まりに応じて「居住者等がとるべき行動」を 5 段階に 

分け、「居住者等がとるべき行動」と「当該行動を居住者等に促す情報(避難情報等)」とを関連 付

けるものである。 
※警戒レベルは、災害発生の高まりに応じて居住者等がとるべき行動と当該行動を居住者等に 
促す情報を関連付けている。各警戒レベルに対応する行動と情報は以下のとおり。 

 警戒レベル 居住者等がとるべき行動 行動を居住者等に促す情報

 警戒レベル１ 
(今後気象状況 
悪化のおそれ)

・防災気象情報等の最新情報に注意 
するなど、災害への心構えを高め る

・早期注意情報(警報級の可能性) 

(気象庁が発表)

 
警戒レベル２ 

(気象状況の悪 

化)

・ハザードマップ等により災害リス 

ク、避難場所や避難経路、避難の 

タイミング等の再確認、避難情報 

の把握手段の再確認・注視など避 

難に備え自ら避難行動を確認する

・注意報(大雨・洪水・高潮が対象) 

(気象庁が発表) 

・キキクル(危険度分布)「注意(黄)」 

(気象庁が発表) 

・氾濫注意情報 

(河川管理者と気象庁が発表)

 

警戒レベル３ 

(災害の恐れあ 

り)

・※高齢者等は、危険な場所から避 

難(立退き避難又は屋内安全確保 

する。) 

※避難を完了させるのに時間を要 

する在宅又は施設利用者の高齢者 

及び障害のある人等、及びその人 

の避難を支援する者 

・高齢者等以外の人も必要に応じ、 

出勤等の外出を控えるなど普段の 

行動を見合わせ始めたり、避難の 

準備をしたり、自主的に避難する 

タイミングである。地域の状況に 

応じ、早めの避難が望ましい場所 

の居住者等は、このタイミングで 

自主的に避難することが望ましい

・高齢者等避難(本市が発令) 

・注意報(高潮警報に切り替える可能性 

が高い)(気象庁が発表) 

・警報(大雨・警報が対象) 

(気象庁が発表) 

・キキクル(危険度分布)「警戒(赤)」 

(気象庁が発表) 

・氾濫警戒情報 

(河川管理者と気象庁が発表)

 

警戒レベル４ 

(災害のおそれ 

高い)

・危険な場所から全員避難(立退き 

避難又は屋内安全確保)する

・避難指示(本市が発令) 

・警報・特別警報(高潮が対象) 

(気象庁が発表) 

・土砂災害警戒情報(気象庁が発表) 

・キキクル(危険度分布)「危険(紫)」 

(気象庁が発表) 

・氾濫危険情報 

(河川管理者と気象庁が発表)
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「居住者等がとるべき行動」、「行動を居住者等に促す情報(避難情報等)」及び「行動をとる際 

の判断に参考となる情報(警戒レベル相当情報)」をそれぞれ警戒レベルに対応させることで、出 さ

れた情報からとるべき行動を直感的に理解できるよう、災害の切迫度に応じて、５段階の警戒レ 

ベルにより提供する。 

なお、居住者等には「自らの命は自らが守る」という意識を持ち、避難指示等が発令された場合 

はもちろんのこと、発令される前であっても行政等が出す防災情報に十分留意し、災害が発生す

る 前に自らの判断で自発的に避難することが望まれる。 

 

(２)警戒レベル相当情報 

四国地方整備局、徳島地方気象台、県は、避難指示等の発令基準に活用する防災情報を、警戒 

レベルとの関係が明確になるよう、５段階の警戒レベル相当情報として区分し、その提供に当た 

り、参考となる警戒レベルも併せて提供することで、住民の自発的な避難判断等を促すものとす 

る。 

 

２.特別警報・警報・注意報・気象情報等 

(１)特別警報・警報・注意報の概要及び気象情報の区域等 

大雨や強風等の気象現象によって、災害が起こるおそれのあるときには「注意報」が、重大な災

害が起こるおそれのあるときには「警報」が、重大な災害が起こるおそれが著しく大きい場合には

「特別警報」が、現象の危険度と雨量、風速、潮位等の予想値を時間帯ごとに明示して、基本的に

市町村単位である二次細分区域毎(美馬市は「美馬市脇・美馬・穴吹」と「美馬市木屋平」に、つ

るぎ町は「つるぎ町半田・貞光」と「つるぎ町一宇」に分割)に発表される。 

また、土砂災害や低地の浸水、中小河川の増水・氾濫、竜巻等による激しい突風、落雷等につい

ては、実際に危険度が高まっている場所が「キキクル」等で発表される。なお、大雨や洪水等の警

報等の注意警戒文と気象情報が発表された場合のテレビやラジオによる放送等では、重要な内容

を簡潔かつ効果的に伝えられるよう、これまでどおり市町村等をまとめた地域の名称や一次 細分

区域を用いる場合がある。 

本市は、下図のとおり、一次細分は「南部」、市町村等をまとめた地域は「阿南」、二次細分は

「阿南市」となる。なお、細分区域の詳細は資料編 No.２７を参照。 

 

特別警報・警報・注意報の概要 

 

 警戒レベル 居住者等がとるべき行動 行動を居住者等に促す情報

 

警戒レベル５ 
(災害発生又は切 

迫)

・指定緊急避難場所等への立退き避 

難することが、かえって危険であ 

る場合、緊急安全確保する 

ただし、災害発生・切迫の状況で、 

本行動をとることができるとは限 

らず、また本行動をとったとして 

も身の安全を確保できるとはかぎ らな

い

・緊急安全確保(本市が発令) 

(必ず発令される情報ではない) 

・氾濫発生情報 

(河川管理者と気象庁が発表)

 種 類 概 要

 
特別警報

大雨、大雪、暴風、暴風雪、波浪、高潮が特に異常であるため重大な災害の起

こるおそれが著しく大きい場合、その旨を警告して行う予報。
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徳島県の気象警報・注意報や天気予報の発表区域の図 

 
警報

大雨、洪水、大雪、暴風、暴風雪、波浪、高潮によって重大な災害の起こるおそ 

れがある場合、その旨を警告して行う予報。

 
注意報

大雨、洪水、大雪、強風、風雪、波浪、高潮等によって災害が起こるおそれがあ 

る場合に、その旨を注意して行う予報。
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徳島県の気象警報・注意報や天気予報の発表区域の表 

 

(２)徳島地方気象台等が発表する特別警報・警報・注意報・気象情報の種類と概要及び発表基準 

(数値は、予想される気象要素値である) 

☆ 特別警報 

気象に関する特別警報の種類と概要 

 府県 

予報区

一次細

分区域 市町村等を まとめた地域 市町村等(二次細分区域)

 

徳島県

北部

徳島・鳴門
徳島市、鳴門市、小松島市、板野町、藍住町、 北

島町、松茂町

 
美馬北部・阿北

吉野川市、阿波市、美馬市脇・美馬・穴吹、 

石井町、上板町、つるぎ町半田・貞光

 
美馬南部・神山

美馬市木屋平、佐那河内村、神山町、 つるぎ町一

宇

 三好 三好市 、東みよし町

 
南部

阿南 阿南市

 那賀・勝浦 那賀町、上勝町、勝浦町

 海部 海陽町、美波町、牟岐町

 
種 類 概 要

 

大雨特別警報

大雨が特に異常であるため重大な災害が発生するおそれが著しく大きいとき

に発表される。大雨特別警報には、大雨特別警報(土砂災害)、大雨特別警報(浸水 

害)、大雨特別警報(土砂災害、浸水害)のように、特に警戒すべき事項が明記さ 

れる。災害が発生又は切迫している状況であり、命の危険が迫っているため直

ちに身の安全を確保する必要があることを示す警戒レベル５に相当。

 
大雪特別警報

大雪が特に異常であるため重大な災害が発生するおそれが著しく大きいとき

に発表される。

 

暴風特別警報

暴風が特に異常であるため重大な災害が発生するおそれが著しく大きいとき

に発表される。 

一部の建物の倒壊のおそれもあり、避難指示の発令の検討も必要。

 

暴風雪特別警報

雪を伴う暴風が特に異常であるため重大な災害が発生する恐れが著しく大き

いときに発表される。「暴風による重大な災害」に加えて「雪を伴うことによる

視程障害等による重大な災害」のおそれについても警戒が呼びかけられる。

 
波浪特別警報

高い波が特に異常であるため重大な災害が発生するおそれが著しく大きいと

き に発表される。

 

高潮特別警報

台風や低気圧等による海面の上昇が特に異常であるため重大な災害が発生す

る 

おそれが著しく大きいときに発表される。避難が必要とされる警戒レベル４に相 

当。
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ア 雨を要因とする特別警報の指標(発表条件) 

大雨特別警報(浸水害)の場合 

以下①又は②のいずれかを満たすと予想され、かつ、さらに雨が降り続くと予想される地域の

中で、大雨警報(浸水害)の危険度分布又は洪水警報の危険度分布で５段階のうち最大の危険度が出

現している市町村等に発表する。 

①　４８時間降水量及び土壌雨量指数(※１)において、５０年に一度の値以上となった５ｋｍ格子

が、５０格子以上まとまって出現。 

②　３時間降水量及び土壌雨量指数(※１)において、５０年に一度の値以上となった５ｋｍ格子

が、共に１０格子以上まとまって出現(ただし、３時間降水量が１５０ｍｍ(※２)以上とな った

格子のみをカウント対象とする)。 

大雨特別警報(土砂災害)の場合 

過去の多大な被害をもたらした現象に相当する土壌雨量指数の基準値を地域ごとに設定し、こ

の基準値以上となる１ｋｍ格子がおおむね１０格子以上まとまって出現すると予想され、かつ、

激し い雨(※３)がさらに降り続くと予想される場合、その格子が出現している市町村等に発表す

る。 

※１土壌雨量指数：降った雨が地下の土壌中にたまっている状態を表す値。 

※２３時間降水量１５０ｍｍ：１時間５０ｍｍの雨(滝のようにゴーゴー降る、非常に激しい雨)が

３時間続くことに相当。 

※３ 激しい雨：１時間に概ね３０ｍｍ以上の雨  
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雨に関する阿南市の 50 年に一度の値(令和３年３月 2５日現在) 

注 1)略語の意味は右のとおり。R48：48 時間降水量(mm)、R03：3 時間降水量(mm)、

SWI： 土　　　  　　　　　　　　　　　　　　壌雨量指数(Soil Water Index)。 

注 2)「50 年に一度の値」の欄の値は、阿南市にかかる 5km 格子の 50 年に一度の値の平均値

をとったものである。 

注 3)50 年に一度の値は、気象庁において随時見直しを行っている。最新の雨に関する阿南市の

50 年に一度の値については、気象庁ホームページに掲載されている。 

(https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/tokubetsu-keiho/sanko/1-50ame.pdf) 

注 4)R48、R03、SWI いずれについても、50 年に一度の値は統計値であり、一の位の大小ま

で厳密に評価する意味は無い。 

注 5)個々の市町村で 50 年に一度の値となることのみで特別警報となるわけではないことに留

意。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 地域 50 年に一度の値

 都道 

府県

府県 予

報区

一次細分 

区域

市町村等を ま

とめた区域

二次細分 

区域
R48 R03 SWI

 
徳島県 徳島県 南部 阿南 阿南市 696 222 338

https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/tokubetsu-keiho/sanko/1-50ame.pdf
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イ 台風等を要因とする特別警報の指標(発表条件) 

「伊勢湾台風」級(中心気圧 930hPa 以下又は最大風速 50m/s 以上)の台風や同程度の温

帯低気圧が来襲する場合に、特別警報を発表する。ただし、沖縄地方、奄美地方及び小笠原諸

島については、中心気圧 910hPa 以下又は最大風速 60m/s 以上とする。 

台風については、指標(発表条件)となる中心気圧又は最大風速を保ったまま、中心が接近・  

通過すると予想される地域(予報円がかかる地域)に発表されている、暴風・高潮・波浪の警報 

が、特別警報として発表されることに留意。 

温帯低気圧については、指標(発表条件)となる最大風速と同程度の風速が予想される地域に  

おける、暴風(雪を伴う場合は暴風雪)・高潮・波浪の警報が、特別警報として発表されること 

に留意。 

 

ウ 雪を要因とする特別警報の指標(発表条件) 

府県程度の広がりをもって 50 年に一度の積雪深となり、かつ、その後も警報級の降雪が丸  

一日以上続くと予想される場合に大雪特別警報を発表する。 

 

徳島県の 50 年に一度の積雪深と既往最深積雪深の値(令和元(2019)年 10 月 30 日現在) 

注 1)「50 年に一度の積雪深」の値が小さな地域については、既往最深積雪深の値なども用いて 

指標(発表条件)を設定している。 

注 2)「50 年に一度の積雪深」の値の“＊”は、積雪深ゼロの年もあり、50 年に一度の値の信 

頼性が低いため、参考値として扱う。 

注 3)50 年に一度の積は過去の観測データから推定した値である。 

注 4)50 年に一度の値は、気象庁において随時見直しを行っている。最新の徳島県の 50 年に一 

度の積雪深と既往最深積雪深については、気象庁ホームページに掲載されている。 

(https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/tokubetsu-keiho/sanko/1-50yuki.pdf) 

注 5)50 年に一度の値は統計値であり、一の位の大小まで厳密に評価する意味は無い。 

注 6)個々の地点で 50 年に一度の値となることのみで特別警報となるわけではないことに留意。

 
都道 

府県

府県 

予報区
地点名

50 年に一度の積雪深 

(ｃｍ)

既往最深積雪深 

(ｃｍ)

警報基準 

(12 時間降雪の深さ) 

(ｃｍ)

 
徳島県 徳島県 徳島 11＊ 42 10

https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/tokubetsu-keiho/sanko/1-50yuki.pdf%ef%bc%89
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<参考> 

特別警報に位置づける現象の種類と発表基準 

 
 

☆ 警報 

気象に関する警報の種類と発表基準 

 

 現象の種類 発 表 基 準

 
津波

高いところで 3 メートルを超える津波が予想される場合 

(大津波警報を特別警報に位置づける)

 
火山噴火

住居地域に重大な被害を及ぼす噴火が予想される場合 

(噴火警報(噴火警戒レベル 4 以上)及び噴火警報(居住地域)を特別警報に位 

置づける)

 
地震 (地震動)

震度 6 弱以上の大きさの地震動が予想される場合 

(緊急地震速報(震度 6 弱以上)を特別警報に位置づける)

 種 類 発 表 基 準

 

大雨警報

大雨により重大な災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表され 

る。大雨警報には、大雨警報(土砂災害)、大雨警報(浸水害)、大雨警報(土 

砂災害、浸水害)のように、特に警戒すべき事項が明記される。大雨警報(土砂 

災害)は、高齢者等は危険な場所からの避難が必要とされる警戒レベル３に相当。 

具体的には、以下の基準に到達することが予想されたとき。 

表面雨量指数が 22 

土壌雨量指数が 149 

※ 土壌雨量指数は、地域メッシュ(1ｋｍ格子)毎に基準が異なる。

 
大雪警報

大雪により重大な災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表され 

る。 

具体的には、「12 時間降雪の深さ」が 10 ㎝に到達することが予想されたと

 

暴風警報

暴風により重大な災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表され 

る。具体的には、平均風速が陸上で 20m/s、海上で 25 m/s に到達することが

予 想されたとき。 

台風の勢力によっては、一部の建物の倒壊のおそれもあり、避難指示の発令の 

検討も必要。

 

暴風雪警報

雪を伴う暴風により重大な災害が発生するおそれがあると予想されたときに発 

表される。「暴風による重大な災害」に加えて「雪を伴うことによる視程障害等 

による重大な災害」のおそれについても警戒を呼びかける。 

具体的には、降雪を伴い平均風速が陸上で 20m/s、海上で 25 m/s に到達す 

ることが予想されたとき。

 
波浪警報

高い波により重大な災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表され 

る。 

具体的には、有義波高が 6.0m に到達することが予想されたとき。

 
高潮警報

台風や低気圧等による海面の異常な上昇により重大な災害が発生するおそれが 

あると予想されたときに発表される。避難が必要とされる警戒レベル４に相当。 

具体的には、潮位が標高 2.0ｍに到達することが予想されたとき。
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洪水警報

河川の上流域での降雨や融雪等により河川が増水し、重大な災害が発生するお 

それがあると予想されたときに発表される。河川の増水や氾濫、堤防の損傷や決 

壊による重大な災害があげられる。高齢者等は危険な場所からの避難が必要とさ 

れる警戒レベル３に相当。 

具体的には、以下の基準に到達することが予想されたとき。※流域雨量指数基 

準と※複合基準による。なお、両基準は気象庁のホームページによる。 

【流域雨量指数基準】 

桑野川流域=25.5 

打樋川流域=12.4 

南川流域=13.3 

福井川流域=17.7 

椿川流域=10.8 

岡川流域=12.8 

【複合基準】 

桑野川流域=(18、21.7) 

打樋川流域=(12、11.1) 

福井川流域=(18、10.6) 

椿川流域=(12、9.7) 

岡川流域=(12、11) 

※ 流域雨量指数基準は、各流域のすべての地点に設定しているが、ここには主要 

な河川における代表地点の基準値を示している。 

※ 複合基準は、主要な河川における代表地点の(表面雨量指数、流域雨量指数) の

組み合わせによる基準値を示している。

 
那賀川 

氾濫発生情報 

(洪水警報)

氾濫が発生したとき、氾濫が継続しているときに四国地方整備局那賀川河川事 

務所と徳島地方気象台が共同して発表される。災害がすでに発生している状況で 

あり、命を守るための最善の行動をとる必要があることを示す警戒レベル５に相 

当。

 

那賀川 

氾濫危険情報 

(洪水警報)

氾濫危険水位に到達したとき、氾濫危険水位以上の状態が継続しているときに

発表される。いつ氾濫が発生してもおかしくない状況、避難等の氾濫発生に対する

対応を求める段階であり、避難指示等の発令の判断の参考とする。避難が必要とさ

れる警戒レベル４に相当。 

具体的には、以下の基準を満たしているときに四国地方整備局那賀川河川事務

所 と徳島地方気象台が共同して発表する。 

・古庄(上流)・古庄(下流)のいずれかの基準点の水位が、氾濫危険情報の発表基準

を満たしているとき。

 

那賀川 

氾濫警戒情報 

(洪水警報)

氾濫危険水位に達すると見込まれるとき、避難判断水位に達し更に水位の上昇 

が見込まれるときに発表される。高齢者等避難の発令の判断の参考とする。高齢 

者等の避難が必要とされる警戒レベル３に相当。 

具体的には、以下の基準を満たしているときに四国地方整備局那賀川河川事務 

所と徳島地方気象台が共同して発表する。
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☆ 注意報 

気象に関する注意報の種類と発表基準 

 

 
・古庄(上流)・古庄(下流)いずれかの基準点の水位が、氾濫警戒情報の発表基準

を満たしているとき。

 種 類 発 表 基 準

 

大雨注意報

大雨により災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表される。ハザ

ードマップ等による災害リスクの再確認等、避難に備え自らの避難行動の確認が

必要とされる警戒レベル２である。 

具体的には、以下の基準に到達することが予想されたとき。 

表面雨量指数が 15 

土壌雨量指数が 119 

※ 土壌雨量指数は、地域メッシュ(1ｋｍ格子)毎に基準が異なる。

 
大雪注意報

大雪により災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表される。 

具体的には、「12 時間降雪の深さ」が 5 ㎝に到達することが予想されたとき。

 

強風注意報

強風により災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表される。 

暴風警報に切り替える可能性が高い旨を言及されている場合は、一部の建物の 

倒壊のおそれもあり、避難指示の発令の検討も必要。 

具体的には、平均風速が陸上で 12m/s、海上で 15m/s に到達することが予

想されたとき。

 

風雪注意報

雪を伴う強風により災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表され 

る。「強風による災害」に加えて「雪を伴うことによる視程障害等による災害」 の

おそれについても注意を呼びかける。 

具体的には、降雪を伴い平均風速が陸上で 12m/s、海上で 15m/s に到達に到 

達することが予想されたとき。

 
波浪注意報

高い波により災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表される。 

具体的には、有義波高が 3.0m に到達することが予想されたとき。

 

高潮注意報

台風や低気圧等による海面の異常な上昇により災害が発生するおそれがあると 

予想されたときに発表される。高潮警報に切り替える可能性に言及されていない 

場合は、避難に備えハザードマップ等により災害リスク等を再確認するなど、自 

らの避難行動の確認が必要とされる警戒レベル２である。高潮警報に切り替える 

可能性が高い旨に言及されている場合は高齢者等の避難が必要とされる警戒レベ 

ル３に相当。 

具体的には、潮位が標高 1.4ｍに到達することが予想されたとき。

 

雷注意報

落雷により災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表される。ま

た、発達した雷雲の下で発生することの多い竜巻等の「突風」や「ひょう」によ

る災害への注意喚起が付加されることもある。急な強い雨への注意も雷注意報で

呼びかけられる。

 
融雪注意報

融雪により災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表される。 

具体的には、融雪により浸水害、土砂災害等の災害が発生するおそれがあると
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 きに発表される。

 
濃霧注意報

濃い霧により災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表される。 

具体的には、視程が陸上で 100m 以下、海上で 500ｍ以下と予想されたとき。

 

乾燥注意報

空気の乾燥により災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表され 

る。具体的には、火災の危険が大きい気象条件が予想あれた場合に発表される。 

　発表基準としては、気象台において最小湿度が 40％以下で、実効湿度が 60％ 

以下が予想されたとき。

 

なだれ注意報

「なだれ」により災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表される。 

具体的には、「積雪の深さ」が 50 ㎝以上あり、次のいずれかが予想されたと 

き。 

１ 降雪の深さが 20 ㎝以上 

２ 気象台における最高気温が 7℃以上 

３ 降水量が 10 ㎜以上

 

低温注意報

低温により災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表される。具体 

的には、低温による農作物等に著しい被害や、冬季の水道管凍結や破裂による著 

しい被害が発生するおそれがあるときに発表される。 

阿南市では、気象台における最低気温が-3℃以下が予想されたとき。

 
霜注意報

霜により災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表される。具体的 

には、早霜や晩霜により農作物への被害が起こるおそれのあるときに発表され

る。 

阿南市では、晩霜期を対象とし最低気温が 4℃以下が予想されたとき。
 

着氷注意報

著しい着氷により災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表され 

る。 

具体的には、通信線や送電線、船体等への被害が発生するおそれのあるときに 

発表される。

 

着雪注意報

著しい着雪により災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表され 

る。 

具体的には、通信線や送電線、船体等への被害が起こるおそれのあるときに発 

表される。 

阿南市では、気温-2℃～2℃の条件下で、「24 時間降雪の深さ」が 20 ㎝に 到

達することが予想されたとき。

 

洪水注意報

河川の上流域での降雨や融雪等により河川が増水し、災害が発生するおそれが

あると予想されたときに発表される。避難に備えハザードマップ等により災害リ

スク等を再確認するなど、自らの避難行動の確認が必要とされる警戒レベル２で 

ある。 

具体的には、以下の基準に到達することが予想されたとき。※流域雨量指数基

準と※複合基準による。なお、両基準は気象庁のホームページによる。 

【流域雨量指数基準】 

桑野川流域=20.4 打樋川流域=8 

南川流域=10.6 福井川流域=10.9
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注 1)地面現象及び浸水警報・注意報は、その警報及び注意報事項を気象警報及び気象注意報に含 

めて行う。また、地面現象の特別警報は、大雨特別警報に含めて「大雨特別警報(土砂災害)」 と

して発表する。 

注 2)発表基準欄に記載した数値は、阿南市における過去の災害と気象条件との関係を調査して決 

めたものであり、社会環境により変更することがある。 

注 3)警報及び注意報はその種類にかかわらず、新たな警報又は注意報が発表されたときに切替え 

られるものとし、解除されるまで継続される。 

注 4)水防活動の利用に適合する予報及び警報のうち水防活動用気象警報・注意報は大雨特別警 

報・警報・注意報、水防活動用高潮警報・注意報は高潮特別警報・警報・注意報、水防活動用 

洪水警報・注意報は洪水警報・注意報をもって代えるものとする。 

注 5)大雨、洪水、高潮警報及び大雨、洪水、高潮注意報は、市町村毎に定めた基準により発表す 

る。 

注 6)地震など不測の事態により気象災害にかかわる諸条件が変化し、通常の基準を適用すること 

が適切でない状態となる場合、必要に応じて警報・注意報の基準を暫定的に下げて運用する。 

注 7)警報・注意報の発表基準値は、気象庁において随時見直しを行っている。最新の徳島県及び 

阿南市の基準値については、気象庁ホームページに掲載されている。 

(https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/kijun/tokushima.html) 

 

 

 

 

 

 椿川流域=8.6 岡川流域=10.2 

【複合基準】 

那賀川流域=(8、49.4) 桑野川流域=(8、19.5) 

打樋川流域=(12、7.4) 南川流域=(8、10.6) 

福井川流域=(12、8.9) 椿川流域=(12、6.9) 

岡川流域=(8、9.9) 

※ 流域雨量指数基準は、各流域のすべての地点に設定しているが、ここには主要 

な河川における代表地点の基準値を示している。 

※ 複合基準は、主要な河川における代表地点の(表面雨量指数、流域雨量指数) の

組み合わせによる基準値を示している。

 

那賀川 

氾濫注意情報 

(洪水注意報)

氾濫注意水位に到達し更に水位の上昇が見込まれるとき、氾濫注意水位以上で

かつ避難判断水位未満の状態が継続しているとき、避難判断水位に達したが水位

の上昇が見込まれないときに発表される。避難に備えハザードマップ等により災

害リスク等を再確認するなど、自らの避難行動の確認が必要とされる警戒レベル

２に相当。 

具体的には、以下の基準を満たしているときに四国地方整備局那賀川河川事務

所と徳島地方気象台が共同して発表する。［吉野川洪水予報実施要領(令和元年 5

月 29 日)による］ 

・古庄(上流)・古庄(下流)いずれかの基準点の水位が、氾濫注意情報の発表 基準

を満たしているとき。

https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/kijun/tokushima.html%ef%bc%89
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(３)大雨警報・洪水警報の危険度分布等 

警報の危険度分布等の種類と概要 

※「極めて危険」(濃い紫)：警戒レベル５緊急安全確保の発令対象区域の絞り込みに活用 

 

 種 類 概 要

 土砂キキクル 

(大雨警報(土砂災害)の危 

険度分布)※

大雨による土砂災害発生の危険度の高まりの予測を、地図上で 1km 

四方の領域ごとに 5 段階に色分けして示す情報。2 時間先ま での雨量

分布及び土壌雨量指数の予測を用いて常時 10 分ごとに更 新しており、

大雨警報(土砂災害)や土砂災害警戒情報等が発表さ れたときに、危険度

が高まっている場所を面的に確認することがで きる。 

・「非常に危険」(うす紫)、「極めて危険」(濃い紫)：避難が必要と さ

れる警戒レベル４に相当。 

・「警戒」(赤)：高齢者等の避難が必要とされる警戒レベル３に相当。 

・「注意」(黄)：ハザードマップによる災害リスクの再確認等、避難 

に備え自らの避難行動の確認が必要とされる警戒レベル２相当であ 

る。

 浸水キキクル 

(大雨警報(浸水害)の危険 

度分布)

短時間強雨による浸水害発生の危険度の高まりの予測を、地図上で

1km 四方の領域ごとに 5 段階に色分けして示す情報。１時間先までの

表面雨量指数の予測を用いて常時 10 分ごとに更新しており、大雨警報

(浸水害)等が発表されたときに、危険度が高まっている場所を面的に確

認することができる。 

・「警戒」(赤)、「非常に危険」(うす紫)、「極めて危険」(濃 い紫)：避

難情報の発令の検討も必要。

 洪水警報の危険度分布 

洪水キキクル 

(洪水警報の危険度分布)

指定河川洪水予報の発表対象ではない中小河川(水位周知河川及びそ

の他河川)の洪水害発生の危険度の高まりの予測を、地図上で 河川流路

を概ね 1km ごとに 5 段階に色分けして示す情報。3 時間 先までの流

域雨量指数の予測を用いて常時 10 分ごとに更新しており、洪水警報等

が発表されたときに、危険度が高まっている場所を面的に確認すること

ができる。 

・「非常に危険」(うす紫)：避難が必要とされる警戒レベル４に相当。  

・「警戒」(赤)：高齢者等の避難が必要とされる警戒レベル３に相当。 

・「注意」(黄)：避難に備えハザードマップ等により災害リスク等を 

再確認するなど、自らの避難行動の確認が必要とされる警戒レベル ２

相当である。

 流域雨量指数の予測値 指定河川洪水予報の発表対象ではない中小河川(水位周知河川及びそ

の他河川)の上流域での降雨による、下流の対象地点の洪水危険度の高

まりの予測を、洪水警報等の基準への到達状況に応じて危険度を色分け

した時系列で示す情報。 

6 時間先までの雨量分布の予測(降水短時間予報等)を取り込んで、流

域に降った雨が河川に集まり流れ下る量を計算して指数化した「流域雨

量指数」について、洪水警報等の基準への到達状況に応じて危険度を色

分けし時系列で表示したものを、常時 10 分ごとに更新している。
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その他 

以下の基準値は、地域メッシュコード(1km 四方)毎に値を設けている。 

・大雨警報・注意報の土壌雨量指数基準値 

・洪水警報・注意報の基準値 

・浸水キキクル(大雨警報(浸水害)の危険度分布)の基準値 

・洪水キキクル(洪水警報の危険度分布)の基準値 

この基準値は、気象庁において随時見直しを行っている。最新の値については、気象庁ホームペ 

ージに掲載されている。(https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/kijun/tokushima.html) 

 

<参考> 

土壌雨量指数：降った雨による土砂災害危険度の高まりを把握するための指標。大雨に伴って発 

生する土砂災害(がけ崩れ・土石流)には、現在降っている雨だけでなく、これまでに降った雨に よる

土壌中の水分量が深く関係しており、土壌雨量指数は、降った雨が土壌中に水分量としてどれ だけ

溜まっているかを、タンクモデルを用いて数値化したものである。土壌雨量指数は、各地の気 象台

が発表する大雨警報(土砂災害)や土砂災害警戒情報等の判断基準に用いている。土砂災害発 生の危

険度を判定した結果は「土砂キキクル(大雨警報(土砂災害)の危険度分布)」で確認でき る。 

 

表面雨量指数：短時間強雨による浸水危険度の高まりを把握するための指標。表面雨量指数は、 

地面の被覆状況や地質、地形勾配などを考慮して、降った雨が地表面にどれだけ溜まっているかを、 

タンクモデルを用いて数値化したものである。表面雨量指数は、気象台が発表する大雨警報(浸水 

害)・大雨注意報の判断基準に用いている。浸水害発生の危険度を判定した結果は「浸水キキクル(浸 

水害)の危険度分布」で確認できる。 

 

流域雨量指数：河川の上流域に降った雨により、どれだけ下流の対象地点の洪水危険度が高まる 

かを把握するための指標。地表面や地中を通って時間をかけて河川に流れ出し、さらに河川に沿っ 

て流れ下る量を、タンクモデルや運動方程式を用いて数値化したものである。流域雨量指数は、各 

地の気象台が発表する洪水警報・注意報の判断基準に用いている。洪水害発生の危険度を判定した 

結果は「洪水キキクル(洪水警報の危険度分布)」で確認できる。 

 

(4)早期注意情報(警報級の可能性) 

5 日先までの警報級の現象の可能性が［高］、［中］の 2 段階で発表される。当日から翌日にか

けては時間帯を区切って、天気予報の対象地域と同じ発表単位(徳島県：北部・南部)で、2 日先 から

5 日先にかけては日単位で、週間天気予報の対象地域と同じ発表単位(徳島県)で発表され る。大雨

に関して、明日までの期間に［高］又は［中］が予想されている場合は、災害への心構えを高 める

必要があることを示す警戒レベル１である。 

 

(5)全般気象情報、四国地方気象情報、徳島県気象情報 

気象の予報等について、特別警報・警報・注意報に先立って注意を喚起する場合や、特別警報・ 

警報・注意報が発表された後の経過や予想、防災上の留意点が解説される場合等に発表される。 

雨を要因とする特別警報が発表されたときには、その後速やかに、その内容を補足するため「記

https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/kijun/tokushima.html%ef%bc%89
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録的な大雨に関する徳島県気象情報」、「記録的な大雨に関する四国地方気象情報」、「記録的な

大雨に 関する全般気象情報」という表題の気象情報が発表される。大雨による災害発生の危険度が

急激に高 まっている中で、線状の降水帯により非常に激しい雨が同じ場所で降り続いているときに

は、「線 状降水帯」というキーワードを使って解説する「顕著な大雨に関する○○気象情報」とい

う表題の 気象情報が徳島県気象情報、四国地方気象情報、全般気象情報として同時に発表される。 

大雪による大規模な交通障害の発生するおそれが高まり、一層の警戒が必要となるような短時間 

の大雪となることが見込まれる場合「大雪に関する○○気象情報」という表題の気象情報が発表さ 

れる。 

 

(6)土砂災害警戒情報 

大雨警報(土砂災害)の発表後、命に危険を及ぼす土砂災害がいつ発生してもおかしくない状況 

となったときに、市町村長の避難指示の発令判断や住民の自主避難の判断を支援するため、対象

となる地域を特定して警戒が呼びかけられる情報で、徳島県と徳島地方気象台から共同で発表さ

れる。 

市町村内で危険度が高まっている詳細な領域は土砂キキクル(大雨警報(土砂災害)の危険度分

布) で確認することができる。危険な場所からの避難が必要とされる警戒レベル４に相当。 

ア 土砂災害警戒情報の発表 

土砂災害警戒情報は、大雨による土砂災害発生の危険度を気象庁の降雨予測に基づいて判断

し、 土砂災害に対する警戒及び警戒解除について分かりやすい文章と図を組み合わせた情報(図

１)と して作成・発表される。 

イ 土砂災害警戒情報の発表・解除基準 

(発表基準) 

大雨警報(土砂災害)発表中において、実況雨量及び気象庁が作成する降雨予測に基づいて算出 

した土壌雨量指数が警戒基準に達すると予想される(集中的な土砂災害発生の危険度が高まった) 

とき、発表対象地域(図２)に発表される。 

なお、地震など不測の事態により気象災害にかかわる諸条件が変化し、通常の基準を適用する

ことが適切でない状態となる場合、必要に応じて土砂災害警戒情報の発表基準の引き下げを実施

する ものとする。 

(解除基準) 

土壌雨量指数が警戒基準を下回り、かつ数時間で再び警戒基準を超過しないと予想されるとき、 

発表対象地域(図２)ごとに解除する。 

ウ 土砂災害警戒情報の伝達 

土砂災害警戒情報は、大雨警報を補足する防災情報のひとつであり、徳島地方気象台は気象業

務法第１１条に基づき関係機関及び徳島県に伝達する。県は「災害対策基本法第５５条」及び「土

砂災害防止法(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律)第２７条」に基 

づき市町村長に伝達する。 

エ 土砂災害警戒情報利用上の留意点 

土砂災害警戒情報は、降雨から予測可能な土砂災害のうち、避難指示等の災害応急対応が必要

な土石流や集中的に発生する急傾斜地崩壊を対象としている。しかし、土砂災害は、それぞれの斜

面における植生・地質・風化の程度、地下水の状況等に大きく影響されるため、個別の災害発生箇
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所・時間・規模等を詳細に特定することはできない。また、技術的に予測が困難である斜面の深層

崩壊、山体の崩壊、地すべり等は、土砂災害警戒情報の対象とはしていない。そのため、土砂災害

警戒情報の発表がない場合であっても、土砂災害が発生する可能性があることに留意が必要であ

る。 

 

土砂災害警戒情報発表例(図 1) 
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発表対象地域(図 2) 

発表対象地域名(松茂町、北島町、藍住町、阿波市吉野町を除く発表対象地域数 44)  

(7)記録的短時間大雨情報 

徳島県内(北部・南部)で大雨警報発表中に、キキクルの「非常に危険」(うす紫)が出現し、かつ

数年に一度程度しか発生しないような猛烈な１時間降水量が観測(地上の雨量計による観測)又は解

析(気象レーダーと地上の雨量計を組み合わせた分析)されたときに、気象庁から発表される。 

この情報が発表されたときは、土砂災害及び、低地の浸水や、中小河川の増水・氾濫による災害

発生につながるような猛烈な雨が降っている状況であり、実際に災害発生の危険度が高まっている

場所を確認する必要がある。 

 

記録的短時間大雨情報発表の基準雨量 

  
 

(8)竜巻注意情報 

積乱雲の下で発生する竜巻、ダウンバースト等による激しい突風に対して注意を呼びかける情報

で、雷注意報が発表されている状況において竜巻等の激しい突風の発生しやすい気象状況になって

いるときに、天気予報の対象地域と同じ発表単位(徳島県：北部・南部)で気象庁から発表される。 

なお、実際に危険度が高まっている場所について、竜巻発生確度ナウキャストで確認することが

できる。 

また、竜巻の目撃情報が得られた場合には、目撃情報があった地域を示し、その周辺で更なる竜

巻等の激しい突風が発生するおそれが非常に高まっている旨を付加した情報が天気予報の対象地域

 徳島県北部 １時間降水量 110 ミリ以上 を観測又は解析したとき

 徳島県南部 １時間降水量 120 ミリ以上 を観測又は解析したとき

発表対象地域
鳴門市

板野町

美馬市脇町

徳島市

佐那河内村 小松島市
神山町

勝浦町つるぎ町一宇

美馬市木屋平 上勝町
阿南市三好市東祖谷

那賀町木沢地域

那賀町上那賀地域那賀町木頭地域

牟岐町
海陽町海南地域

那賀町鷲 
敷地域

美波町  由
岐地域

美波町 日和
佐地域

那賀町  相
生地域

美馬市 
美馬町

東みよし町 三好市 
三好地域 三野町

つるぎ 
町貞光 

つるぎ町 美馬市 
半田 穴吹町

三好市 
山城町 

三好市 
西祖谷山村

海陽町 海海部陽町地

域 

阿波市 
市場町 阿波市 板 

土成町 上板町

三好市池田町 
三好市 東みよし町 
三好市 三加茂地域

阿波市 
阿波町 石井町 

吉野川市 吉野川市 吉野川市 川島町 鴨

島町 山川町 
吉野川市 
美郷
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と同じ発表単位(徳島県：北部・南部)で発表される。この情報の有効期間は、発表から概ね 1 時間

である。 

 

竜巻注意情報の発表例(目撃情報を含まない場合) 

 

徳島県竜巻注意情報 第○号 

令和××年×月×日○○時○○分 気象庁発表 

徳島県×部は、竜巻などの激しい突風が発生しやすい気象状況になっています。 

空の様子に注意してください。雷や急な風の変化など積乱雲が近づく兆しがある 

場合には、頑丈な建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。 

落雷、ひょう、急な強い雨にも注意してください。 

この情報は、×日○○時○○分まで有効です。 

 

竜巻注意情報の発表例(目撃情報を含む場合) 

　　　　 

徳島県竜巻注意情報 第○号 

令和××年×月×日○○時○○分 気象庁発表 

【目撃情報あり】徳島県×部で竜巻などの激しい突風が発生したとみられます。 

徳島県×部は、竜巻などの激しい突風が発生するおそれが非常に高まっています。 

空の様子に注意してください。雷や急な風の変化など積乱雲が近づく兆しがある 

場合には、頑丈な建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。 

落雷、ひょう、急な強い雨にも注意してください。 

この情報は、×日○○時○○分まで有効です。 

 

(9)那賀川洪水予報等の種類及び発表基準 

河川の増水や氾濫等に対する水防活動の判断や住民の避難行動の参考となるように、あらかじめ

指定した河川について、区間を決めて水位又は流量を示して発表される警報及び注意報である。 

那賀川については、四国地方整備局 那賀川河川事務所と徳島地方気象台が共同で下表の標題によ

り発表する。警戒レベル２～５に相当する。 

 

 

 

指定河川洪水予報の種類、標題と概要 

 

 

 種 類 標 題 概 要

 

洪水警報 氾濫発生情報

氾濫が発生したとき、氾濫が継続しているときに発表される。 

新たに氾濫が及ぶ区域の住民の避難誘導や救援活動等が必要とな 

る。災害がすでに発生している状況であり、命を守るための最善の

行動をとる必要があることを示す警戒レベル５に相当。
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² 洪水予報区間 

左岸は、阿南市十八女町から河口まで、右岸は阿南市加茂町から河口まで。 

² 水位又は流量の予報に関する基準点 

古庄(上流)・古庄(下流) 

² 担当官署名 

那賀川河川事務所、徳島地方気象台 

² 発表基準 

ａ 古庄(上流)・古庄(下流)のいずれかの基準点の水位が、氾濫注意水位(警戒水位)に達 し、さら

に水位の上昇が見込まれるときに、那賀川河川事務所と徳島地方気象台が共同して (以下同

じ)那賀川氾濫注意情報(洪水注意報)を発表する。 

ｂ 古庄(上流)・古庄(下流)のいずれかの基準点の水位が、水位予測に基づき氾濫危険水位 に達

することが見込まれるとき、あるいは避難判断水位に達し、さらに水位の上昇が見込ま れ

るときに、(同)那賀川氾濫警戒情報(洪水警報)を発表する。 

ｃ 古庄(上流)・古庄(下流)のいずれかの基準点の水位が氾濫危険水位に達したときに、(同) 那賀

川氾濫危険情報(洪水警報)を発表する。 

ｄ 洪水予報区間内で氾濫が発生したときに、(同)那賀川氾濫発生情報(洪水警報)を発表す る。 

 

 

² 那賀川洪水予報の基準水位 

 

氾濫危険情報

氾濫危険水位に到達したとき、氾濫危険水位以上の状態が継続し

て いるときに発表される。 

いつ氾濫が発生してもおかしくない状況、避難等の氾濫発生に対

す る対応を求める段階であり、避難指示等の発令の判断の参考とす

る。 避難が必要とされる警戒レベル４に相当。

 

氾濫警戒情報

氾濫危険水位に達すると見込まれるとき、避難判断水位に達し更

に水位の上昇が見込まれるときに発表される。 

高齢者等避難の発令の判断の参考とする。高齢者等の避難が必要

とされる警戒レベル３に相当。

 

洪水注意報 氾濫注意情報

氾濫注意水位に到達し更に水位の上昇が見込まれるとき、氾濫注

意水位以上でかつ避難判断水位未満の状態が継続しているとき、避難

判断水位に達したが水位の上昇が見込まれないときに発表される。 

避難に備えハザードマップ等により災害リスク等を再確認するな 

ど、自らの避難行動の確認が必要とされる警戒レベル２に相当。

 
観測所名 位 置(緯度経度) 所 在 地

平常
水位 
(ｍ)

水防団 

待機水

位

氾濫注

意水位 

(ｍ)

避難判

断水位 

(ｍ)

氾濫危

険水位 

(ｍ)

計画高 

水位 

(ｍ)

 古庄(上流) 北緯 33° 56′ 15"
阿南市羽ノ浦町古庄 0.0 3.5 5.0

5.８ ６.６
8.823  古庄(下流) 東経 134° 37′ 15" 7.9 8.8
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(１０)台風予報、台風情報 

² 台風に関する予報・情報 

気象庁では、台風の実況を 3 時間ごとに発表している。台風の 1 日(24 時間)先までの 12

時間刻みの予報を 3 時間ごとに発表し、さらに 5 日(120 時間)先までの 24 時間刻みの予報

を 6 時間ごとに発表する。 

令和 2 年 9 月 9 日からは、台風及び 24 時間以内に台風に発達すると予想される熱帯低気 

圧(以下、「発達する熱帯低気圧」)について、台風接近時の防災行動計画(タイムライン)に沿

った対応を効果的に支援するため、5 日先までの予想進路や強度を台風情報として発表して 

いる。 

 

² 台風の大きさ・強さ 

台風接近時に的確な防災対策を行うためには、台風の勢力や進路等に関する情報が必要で

あ る。そのために、台風を「大型で強い台風」のように、大きさ(強風域：平均風速 15m／

s 以上の強い風が吹いているか、吹く可能性がある範囲)を３段階、強さ(最大風速：10 分間 

平均風速の最大値)を４段階で表現する。 

 

台風の大きさの分類 

 
 

台風の強さの分類 

 
 

３.火災気象通報 

(1)火災気象通報 

消防法(昭和２３年 7 月 24 日法律第１８６号)第２２条の規定により、気象の状況が火災の 

予防上危険であると認められるときに徳島地方気象台が徳島県知事に対して通報し、徳島県を通 

じて本市や消防本部に伝達される。 

火災気象通報の基準は次のとおりである。 

発表基準 

「乾燥注意報」基準(実効湿度が６０％以下、最小湿度が４０％以下)と「強風注意報」基準 

(平均風速１２ｍ／ｓ以上)と同一。 

ただし、降雨・降雪中は通報しないこともある。

 平均風速 15m/s 以上の 

強風域の半径 分類

 500km 未満

 500km 以上 800km 未満 大型(大きい)

 800km 以上 超大型(非常に大きい)

 最大風速 分類

 17m/s 以上 33m/s 未満

 33m/s 以上 44m/s 未満 強い

 44m/s 以上 54m/s 未満 非常に強い

 54m/s 以上 猛烈な
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(2)火災警報 

市長は、前(1)の火災気象通報を受けたとき、又は気象の状況が火災の予防上危険であると認 め

るときは、火災に関する警報を発令することができる。 

 

４ 火山に関する警報・予報等 

気象庁は、噴火災害軽減のため、全国 111 の活火山を対象として、観測・監視・評価の結果に 

基づき、火山ごとに警戒等を必要とする市区町村を明示して、噴火警報・噴火予報を発表する。 

(1) 噴火警報(居住地域)・噴火警報(火口周辺)・噴火警報(周辺海域) 

気象庁及び大阪管区気象台が、噴火に伴って発生し生命に危険を及ぼす火山現象(大きな噴石、 

火砕流、融雪型火山泥流等、発生から短時間で火口周辺や居住地域に到達し、避難までの時間的猶 

予がほとんどない火山現象)の発生が予想される場合やその危険が及び範囲の拡大が予想される場 

合に火山名「警戒が必要な範囲(生命に危険を及ぼす範囲)」等を明示して発表する。「警戒が必要 

な範囲」が居住地域まで及ぶ場合は「噴火警報(居住地域)」、火口周辺に限られる場合は「噴火警 

報(火口周辺)」、影響の及ぶ範囲が海域に限られる場合は「噴火警報(周辺海域)」として発表す る。 

噴火警報(居住地域)は、警戒が必要な居住地域を含む市町村に対する火山現象特別警報に位置 

付けられる。 

 

(2) 噴火予報 

気象庁及び大阪管区気象台が、火山活動の状況が静穏である場合、あるいは火山活動の状況が噴 

火警報には及ばない程度と予想される場合に発表する。 

 

(3) 噴火警戒レベル 

気象庁及び大阪管区気象台が、火山活動の状況に応じて「警戒が必要な範囲」と防災関係機関や 

住民等の「とるべき防災対応」を 5 段階に区分し、噴火予報・警報に付して発表する。 

詳細については、「気象庁ホームページ」を参照のこと。 

https://www.data.jma.go.jp/svd/vois/data/tokyo/STOCK/kaisetsu/level_toha/level_ 

toha.htm 

 

(4) 噴火速報 

気象庁及び大阪管区気象台が、登山者や周辺の住民に対して、火山が噴火したことを端的にいち 

早く伝え、身を守る行動を取っていただくために発表する。 

噴火速報は、以下のような場合に発表する。 

・噴火警報が発表されていない常時観測火山において、噴火が発生した場合。 

・噴火警報が発表されている常時観測火山において、噴火警戒レベルの引き上げや警戒が必要 

な範囲の拡大を検討する規模の噴火が発生した場合(※)。 

・このほか、社会的な影響が大きく、噴火の発生を速やかに伝える必要があると判断した場合 

※ 噴火の規模が確認できない場合は発表する。 

なお、噴火の発生を確認するにあたっては、気象庁が監視に活用しているデータだけでなく、 

関係機関からの通報等も活用する。 

 

https://www.data.jma.go.jp/svd/vois/data/tokyo/STOCK/kaisetsu/level
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(5) 火山の状況に関する解説情報 

気象庁及び大阪管区気象台が、現時点で、噴火警戒レベルの引き上げ基準に達していない、又は、 

噴火警報を発表し「警戒が必要な範囲」の拡大を行うような状況ではないが、今後の活動の推移に 

よっては噴火警報を発表し、噴火警戒レベルの引上げや、「警戒が必要な範囲」の拡大を行う可能 

性があると判断した場合等に、火山活動の状況や防災上警戒・注意すべき事項を伝えるため、「火 

山の状況に関する解説情報(臨時)」を発表する。 

また、現時点では、噴火警戒レベルを引き上げる可能性は低い、又は、噴火警報を発表し「警戒 

が必要な範囲」の拡大を行う可能性は低いが、火山活動に変化がみられるなど、火山活動の状況を 

伝える必要があると判断した場合に、「火山の状況に関する解説情報」を適時発表する。 

 

(6) 降灰予報 

気象庁は、以下の 3 種類の降灰予報を提供する。 

 

ア 降灰予報(定時) 

・噴火警報発表中の火山で、噴火により人々の生活等に影響を及ぼす降灰が予想される場合に、 

定期的(3 時間ごと)に発表。 

・18 時間先(3 時間区切り)までに噴火した場合に予想される降灰範囲や小さな噴石の落下範 囲

を提供。 

 

イ 降灰予報(速報) 

・噴火が発生した火山(注 1)に対して、事前計算した降灰予報結果の中から最適なものを抽 

出して、噴火発生後１５分程度で発表。 

・噴火発生から 1 時間以内に予想される、降灰量分布や小さな噴石の落下範囲を提供。 

注 1 降灰予報(定時)を発表中の火山では、降灰への防災対応が必要となる「やや多量」以 

上の降灰が予想された場合に発表。 

降灰予報(定時)が未発表の火山では、噴火に伴う降灰域を速やかに伝えるため、予測さ れ

た降灰が「少量」のみであっても必要に応じて発表。 

 

ウ 降灰予報(詳細) 

・噴火が発生した火山(注 2)に対して、降灰予測計算(数値シミュレーション計算)を行い、 

噴火発生後４0 分程度で発表。 

・噴火発生から 6 時間先まで(1 時間ごと)に予想される降灰量分布や降灰開始時刻を提供。 

注 2 降灰予報(定時)を発表中の火山では、降灰への防災対応が必要となる「やや多量」以上 

の降灰が予測された場合に発表。 

降灰予報(定時)が未発表の火山では、噴火に伴う降灰域を速やかに伝えるため、予測さ 

れた降灰が「少量」のみであっても必要に応じて発表。 

降灰予報(速報)を発表した場合には、予想降灰量によらず、降灰予報(詳細)も発表。 

詳細については、「気象庁ホームページ」を参照のこと。 

https://www.data.jma.go.jp/svd/vois/data/tokyo/STOCK/kaisetsu/qvaf/qvaf_g 

uide.html 

 

https://www.data.jma.go.jp/svd/vois/data/tokyo/STOCK/kaisetsu/qvaf/qvaf
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(7) 火山ガス予報 

気象庁及び管区気象台が、居住地域に長期間影響するような多量の火山ガスの放出がある場合 

に、火山ガスの濃度が高まる可能性のある地域を発表する。 

 

(8) 火山現象に関する情報等 

気象庁及び管区気象台が、噴火警報・予報、噴火速報、火山の状況に関する解説情報、降灰予報 

及び火山ガス予報以外に、火山活動の状況等をお知らせするために発表する。 

 

ア 火山活動解説資料 

写真や図表等を用いて、火山活動の状況や防災上警戒・注意すべき事項等について解説する 

ため、臨時及び定期的に発表する。 

イ 月間火山概況 

前月一ヶ月間の火山活動の状況や警戒事項を取りまとめ、毎月上旬に発表する。 

ウ 噴火に関する火山観測報 

噴火が発生したことや、噴火に関する情報(噴火の発生時刻・噴煙高度・噴煙の流れる方向・ 

噴火に伴って観測された火山現象等)を噴火後直ちにお知らせするために発表する。



- 79 - 

第７節 水害予防計画 

【各部各班】 

第１ 主旨 

水害予防計画は、各水系ごとに一貫したものとし、治山・砂防・河川改良(改修)及び地すべり 防

止事業等を総合的・計画的に推進し、災害の防除化と軽減を図る。 

 

第２ 本市の主要河川 

本市の主要河川は下表のとおりで、県が行う河川改修事業は以下のとおりとなっている。 

(１)広域河川改修事業 (２)総合流域防災事業 (３)特定構造物改築事業 

(４)流域貯留浸透事業 (５)床上浸水対策特別緊急事業 (６)地震・高潮対策河川事業 

(徳島県の河川と海岸、平成３０年３月、徳島県参照) 

 

 

本市の主要河川一覧 

 水 系 河川名 水 系 河川名 水 系 河川名

 那賀川 那賀川 福井川 福井川 那賀川 畑田川

 〃 桑野川 その他河川 椿川 〃 蛭地川

 〃 岡川 〃 苅屋川 〃 北谷川

 〃 南川 〃 幾島川 福井川 椿地川

 〃 出島川 〃 太田川 その他河川 落合川他

 
注１ 国管理の国管理区間の河川は、以下のとおりである。 

那賀川 (紀伊水道 ～ 18.04ｋｍ上流) 
桑野川 (派川那賀川 ～ 7.0ｋｍ上流) 
派川那賀川 (紀伊水道 ～ 3.63ｋｍ上流) 

注２ 本市の準用河川は３７河川である。
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第３ 河川防災対策 

１.河川警戒体制の整備 

国直轄河川及び県管理河川等においては、水害対策を軽減させるため、各河川の水位と雨量情 

報を収集し、的確な警報の伝達や避難措置を図るための警戒体制整備が進められている。 

水防警報河川及び水位情報周知河川では、設定水位に達した段階で水防警報が発令され水防団

の準備・出動となるが、本市はこれらの情報提供を受け、迅速な警戒体制の確立を図る。 

なお、河川警戒に関する用語(令和３年度 徳島県水防計画)は、以下のとおりである。 

 

河川警戒用語(定義) 

 

 

洪水予報河川

水防法第１０条第２項または第１１条第１項の規定により、国土交通大臣または 

都道府県知事が洪水により国民経済上重大または相当な損害が生ずるおそれがあ 

るとして指定した河川で、気象庁長官と共同して洪水予報を行う河川をいう。

 

水位周知河川 (水位
情報周知河川)

水防法第１３条第１項または第２項の規定により、国土交通大臣または都道府県 
知事が洪水により国民経済上重大または相当な損害が生ずるおそれがあるとして 
指定した河川で、氾濫危険水位(洪水特別警戒水位)を定めて、当該河川の水位がこれ
に達したときにその旨を通知及び周知する河川をいう。

 

水防警報河川
水防法第１６条第１項の規定により、国土交通大臣または都道府県知事が洪水に 
より国民経済上重大または相当な損害が生ずるおそれがあるとして指定のうえ公示
した河川で、水防警報を行う河川をいう。

 

洪水予報

洪水予報河川において洪水のおそれがあると認められるときに、国土交通大臣ま 
たは都道府県知事が気象庁長官と共同して、水位または流量(国の機関が行う洪 
水予報については、これに加えて氾濫した後における水位若しくは流量または氾 
濫により浸水する区域及び水深)を示して、当該河川の状況を通知及び周知させ 
るために行う発表(氾濫注意情報・氾濫警戒情報・氾濫危険情報・洪水発生情 報)をい
う。

 

水防警報

国土交通大臣または都道府県知事が水防警報河川において洪水・津波または高潮 
により重大または相当な損害を生ずるおそれがあると認められるとき、関係水防 
管理者その他水防に関係のある機関に対し、水防活動を行う必要がある旨を警告 し
て行う発表(待機・準備・出動・解除)をいう。

 

洪水浸水想定区域

洪水時の円滑かつ迅速な避難を確保し、水災による被害の軽減を図るため、国土交通
大臣または都道府県知事が洪水予報河川及び水位周知河川について指定する。当該
河川の洪水防御に関する計画の基本となる降雨により、氾濫した場合に 浸水が想定
される区域をいう。
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２.維持管理の強化 

本市では、平時から各河川を巡視して河川堤体・堤内等の状況を見極め、異常を発見したとき

は、直ちに県や施設管理者に異常箇所の補修・補強を要請する。 

 

３.避難体制の整備 

(１)河川水位の定義と氾濫の危険レベル 

洪水等に関する防災情報(水位情報)での河川水位の定義は、以下のとおりである。 

 

 

河川水位情報 

 区 分 説 明

 

水防団待機水位 (通報
水位)

洪水又は高潮のおそれがある場合において、当該水位を超えるときに水防 

管理者又は量水標管理者がその水位の状況を関係者に通報する水位であ
り、水防警報河川において水防警報(水防団の準備)を発表する基準となる
水位をいう。

 
氾濫注意水位 

(警戒水位)

水防団待機水位を超える水位であって洪水又は高潮による災害の発生を警 

戒すべき水位で、当該水位を超えるときに量水標管理者がその水位の状況 

を公表する水位であり、洪水予報河川において氾濫注意情報を発表し、水 

防警報河川において水防警報(水防団の出動)を発表する基準となる水位 
をいう。

 

氾濫注意水位 

(警戒水位)

氾濫注意水位を超える水位であって市町村長の「高齢者等避難」発表の目 

安となる水位であり、住民の氾濫に関する情報への注意喚起となる水位を 

いう。洪水予報河川及び水位周知河川において氾濫警戒情報を発表する基 
準となる。

 
氾濫危険水位 (洪水特

別警戒水位)

洪水により相当の家屋浸水等の被害を生ずる氾濫の起こる恐れがある水位 

をいう。洪水予報河川及び水位周知河川において氾濫危険情報を発表する 

基準となる水位をいう。なお、水位周知河川においては、法第１３条第１ 

項及び第２項に規定される洪水特別警戒水位に相当する。
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また、氾濫の危険レベルと水位及び発表情報の関係は、以下のとおりである。 

 

なお、水防団の活動における水防体制は、以下の 4 段階となる。 

² 待機……水防団の足留めを行う体制 

² 準備……水防資機材の点検、水門等の開閉の準備、水防団幹部等の出動を行いうる体制 

² 出動……水防団が出動する体制 

² 解除……水防活動の終了 

 

※注 災害復旧事業の解釈 

災害復旧事業は、異常な天然現象により被害を受けた施設の復旧に適用される。河川災害の 

場合は、警戒水位以上の出水または、警戒水位の設定がない河川においては、河岸高の５割程 

度以上による被害が対象となる。また、河川以外の施設災害は、最大２４時間雨量８０ｍｍ以 

上の降雨、最大風速１５ｍ(１０分間平均)以上の暴風、もしくはその影響による異常な高潮・ 

波浪または津波などの影響により被害を受けた施設が対象となる。 

 

 

(２)市内主要河川の水位情報 

本市内主要河川の水位情報は、以下のとおりである。 

 

流域面積の大きい河川で、水位や流量の予報が行われる河川(那賀川)
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本市河川の水位情報一覧(単位 ｍ) 

 
※タイムラインに準じる 

備考 古庄(上流)：北岸堰から上流 古庄(下流)：北岸堰から下流 

大原(無堤)：津乃峰橋から新宝橋間の南岸流域 

大原(有堤)：長生橋より下流(無堤地区を除く) 

 

☆ 那賀川、桑野川下流の無提地区では、溢水により、県道が浸水し始める水位を氾濫発生水位 

とし、この段階で緊急安全確保を発令する。 

加茂地区のみ緊急安全確保を発令する目安の水位を設定水位(6.1m)とする。 

※ 桑野川(大原：無堤)はこの水位の名称を避難準備水位とする。 

① 古庄(上流)7.6m は持井地区において浸水が始まる水位を古庄地点に換算した水位 

② 古庄(上流)9.8m は右岸１５k６における堤防天端高を古庄地点に換算した水位 

③ 古庄(下流)8.8m は左右岸７k2(川の終点から 7.2 ㎞上流)における HWL を古庄地点に 換算

した水位 

④ 古庄(下流)9.8m は左岸 7k4 における堤防天端高を古庄地点に換算した水位 

⑤ 大原(無堤)5.3m はおわた地区の避難路が浸水する概ねの水位を大原地点に換算した水位 

⑥ 大原(有堤)6.1m は左右岸 8k8 における HWL を大原地点に換算した水位 

⑦ 大原(有堤)7.9m は左右岸 8k8 における堤防天端高を大原地点に換算した水位 

⑧ 内田橋 4.7m は左岸 11k16 における HWL を内田橋地点に換算した水位 

⑨ 内田橋 5.44m は左岸 15k2 における堤防天端高を内田橋地点に換算した水位 

⑩ 新野 3.1m は右岸 20k4 における堤防天端高に達する１時間前の水位を新野(秋山)地点に 換

算した水位 

⑪ 新野 3.61m は右岸 20k4 における堤防天端高を新野(秋山)地点に換算した水位 

⑫ 大西 3.3m は右岸 3k9 における堤防天端高に達する１時間前の水位を大西(山下)地点に換 

算した水位 

⑬ 大西 4.11m は右岸 3k9 における堤防天端高を大西(山下)地点に換算した水位  

 

(３)避難指示等の判断基準 

避難指示等の判断基準は、『避難情報の取組みに関するマニュアル、令和３年５月、阿南市』の 

(P３２～P５７)の基準を運用する。 

 

 
河川名 観測所名

水防団 

待機水位

氾濫 

注意 

水位

避難 

判断 

水位

氾濫 

危険 

水位

氾濫 

発生 

水位

管理地

 
那賀川 古庄

上

流

無堤

3.5 5.0
5.８ ６.６

①7.6

国
 有堤 ②9.8
 下流 7.9 ③8.8 ④9.8
 

桑野川
大原

無堤
3.4 4.15

※4.0 4.7 ☆⑤5.3
 有堤 5.3 ⑥6.1 ⑦7.9
 内田橋 2.8 3.7 4.0 ⑧4.7 ⑨5.44

県  新野(秋山) 1.3 2.0 2.0 ⑩3.1 ⑪3.61
 福井川 大西(山下) 2.1 2.7 2.7 ⑫3.3 ⑬4.11
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(４)河川浸水想定区域図等の周知と避難指示対象地 

那賀川、桑野川、福井川、各河川の浸水想定区域図(洪水ハザードマップ)の作成・配布に 

よって、周辺住民に周知するとともに、水位情報等に基づき浸水想定区域内の住民に避難指示等 

を発表する。(なお那賀川、派川那賀川及び桑野川の浸水想定区域図と、桑野川及び福井川の 

ハザードマップは、「第１章 第３節 第１ 地勢、P25～P29」に参照した。) 

 

公表される情報と対象地域 

※注 公表される情報は、各河川によって異なるが、その詳細は、『避難情報の取組みに関するマニュアル.令和３年 5 月 阿南

市』参照 
 

なお、印刷物において、河川近傍や浸水深の大きい区域については「早期の立退き避難が必要な 区

域」として明示する。 

 

(５)避難指示等の伝達 

上述の高齢者等避難、避難指示の伝達は、防災行政無線、本市及び本市消防本部等の広報車、 

サイレン、インターネット等による他、NHK 等の報道機関による放送(※注１)を活用し、当該 区

域住民の安全確保を図る。 

※注１.避難情報の放送に係る申し合わせ.平成１８年７月　→　資料編 No.５７参照 

 

(６)要配慮者が利用する施設への伝達 

本市は、要配慮者利用施設(社会福祉施設、学校、医療施設、その他の主として防災上の配慮を

要する方々が利用する施設)で、その利用者の洪水時の円滑かつ迅速な避難確保が図れるよう、 洪

水予報・河川水位情報・避難情報等の伝達を以下のとおりとする。 

² 伝達方法 

洪水時に円滑かつ迅速な避難を確保する必要がある施設には、FAX、電話、メール等で 洪

水予報等を伝達する。 

² 伝達内容 

伝達内容は、気象庁、国土交通省、県からの防災情報及び避難情報(準備・指示・災害発生) 

² 伝達係 

伝達内容を確認した防災担当部門は、生活福祉課・地域共生推進課・介護保険課・こども支

援課・こども保育課・学校教育課・ 生涯学習課にその内容を連絡し、担当課が対象となる

施設に正確な情報を伝達する。 

 

避難確保の必要性が有るとされた施設の所有者または管理者は、水防法の規定により当該施設 

 
河川名 公表される情報 対象となる地域

 

那賀川

上流 (北岸堰から上流)

高齢者等避難 
避難指示 

緊急安全確保 
災害発生情報

那賀川右岸地域特に、吉井地区、加茂地区、水井地区 
那賀川左岸地域特に、持井地区、楠根地区、深瀬地区、 
十八女地区、大井地区

 
下流 (北岸堰から下流) 大野地区、羽ノ浦地区、長生地区、中野島地区、那賀川地区

 

桑野川

上流 
(県管理：安行橋～重友橋)

安行橋～重友橋間の桑野川流域新野地区

 中流 
(県管理：重友橋～長生橋)

重友橋～長生橋間の桑野川流域桑野地区及び長生地区

 
下流 (国管理：無堤地区) 長生大原地区内の次の地区(津乃峰橋～新宝橋間の南岸流域)

 
福井川 実用、内歩、高田、山下、大宮、大西、湊 各地区
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の利用者の洪水時の円滑かつ迅速な避難の確保を図るため、避難確保計画を作成し、１年に 1 回 

以上避難訓練を実施しなければならない。なお、詳細は資料編 No.1３を参照とする。 

 

(７)防災行動計画(タイムライン)の策定 

大規模な水災害による被害を最小化するために、那賀川水系河川整備計画及び福井川水系河川 

整備計画に基づく河川整備に加えて、整備途上段階における防災・減災対策として洪水を対象と 

した防災行動計画(タイムライン)(案)を関係機関とともに作成した。 

※洪水時における情報提供の充実に向けて適宜見直すため、本防災行動計画(タイムライン)に は、

(案)を付している。 

なお、詳細は資料編 No.２９-1、 No.２９-2 を参照とする。 

 

 

第４ 内水排除対策 

本市内各地での浸水被害対策は、以下のとおりとする。 

 

１.排水路等の整備 

排水路・水門等の整備により、雨水排水事業を展開する。 

 

２.総合的排水計画 

(１)根幹的整備 

都市化の進行した排水対策は、汚水排除施設の整備とともに浸水防除を図る必要があり、公共 

下水道(分流式)と都市下水路事業を促進させる。 

 

(２)局部的整備 

排水路の新設改良や都市浸水対策事業で、排水能力を高め、内水排除対策を検討する。 

また、現況の施設整備の維持管理を徹底し、排水機能の維持に努める。 

 

(３)阿南市防災会議内水被害対策専門委員会 

「阿南市防災会議内水被害対策専門委員会」の意見や助言を参考に庁内関係部署で構成する「内 

水被害対策庁内検討会」で今後のソフト・ハード対策について検討する。 

 

３.河川の整備改修等 

現在、『那賀川水系河川整備計画(国土交通省四国地方整備局・徳島県)』による、浸水対策防除

の築堤工事(無堤地区)や流水断面確保の河道掘削、あるいは堤防強化策が実行中で、本市は福井川等

も含めた河川の整備改修を支援する。 
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第５ 地下空間の浸水対策 

本市は、ビルの地下室や地下駐車場、道路等のアンダーパス等、集中豪雨や洪水による浸水災害 

の発生を防ぐための対策を推進する。 

 

１.危険性の周知徹底 

ビルや地下駐車場の管理者に対しての地下空間における浸水災害の危険性について周知し、 意

識啓発を図る。道路等のアンダーパスについては、防災訓練・パンフレット・広報誌等のあら ゆ

る伝達手段で本市市民に対する意識啓発を実施する。 

 

２.地下空間の実態把握 

ビルの地下室、地下駐車場、道路等のアンダーパスといった地下空間の浸水災害が発生しそう

な 施設等について、関係機関と連携し実態調査に努め、危険箇所についての位置情報を明確にす

る。 

 

３.地下空間への浸水災害の予防 

地下空間での浸水災害が発生しそうな地域においては、雨水対策や内水排除対策等の事業を推

進 し、浸水災害の発生予防に努める。 

 

４.避難体制の確立及び整備 

地下空間の管理者及び関係機関と連携し、円滑な避難誘導に向けた避難計画等の整備に努め、 

浸水災害を想定した訓練の実施等を推進する。 

 

第６ 豪雨災害対策 

本市は、豪雨災害時における避難指示等の発令の判断や防災情報の強化に関し、「避難情報等の取 

組みに関するマニュアル.令和３年５月改訂」及び「徳島県豪雨災害時避難行動促進指針」に基づき、 

県、他市町村、防災関係機関、マスメディアなどが連携し、住民の安全な避難行動に結びつけてい 

く。 

 

第７ 局地的集中豪雨対策 

気象庁のアメダス観測データによると、全国における 1 時間降水量８０ｍｍ以上の年間発生回数 

の最近 10 年間(２０１１年から２０２０年)の平均回数(約２６回)は、アメダス観測による統 計期

間の最初の 10 年間(１９７６年から１９８５年)の平均回数(約１4 回)と比べて約１.９ 倍に増加し

ている。 

このため、全国各地で局地的集中豪雨により多くの災害が発生しており、その対策が重要な防災 

上の課題となっている。 

 

１.気象情報の収集と活用 

局地的集中豪雨は、降る時間や場所を事前に予測することが難しい。そこで、大雨・洪水警報の 

発表時はもちろん、大雨・洪水の注意報が発表された段階から、雨域や時間雨量、河川の水位やダ 

ムの放流量など、周辺エリアの気象情報等の収集を図り活用することが重要となる。 
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２.市民への周知 

「大雨警報」、「洪水警報」、「土砂災害警戒情報」及び「特別警報」などの気象警報等や、「避

難 指示」などの避難情報の発表については、防災行政無線等の告知端末装置などにより、本市市

民に対し迅速・適切に周知を図る。 

 

３.消防等による警戒 

阿南市消防本部や消防団等においては、局地的集中豪雨による事故の未然防止や事故発生時の 

救助体制確認のため、以下の事項について警戒し、必要な対応を行う。 

² 各地域の雨量の動きや降水量の把握 

² 局的豪雨が発生した場合における「浸水または水位上昇」などにより事故発生が予想される 

地域の警戒 

² がけ地などの危険箇所等の警戒 

² ダム放流が通知された場合における、急激な水位上昇により、事故発生が予想される地域 

の警戒 

 

４.河川や下水道工事現場での安全対策 

河川や下水道工事などの実施時において、工事発注機関は、短時間に局地的な集中豪雨によって 

危険が予想される箇所の安全対策について、次の観点から請負業者を指導する。 

² 雨天時の工事中止等の検討 

² 気象情報等の取得体制の強化とその活用 

² 避難行動の事前確認の徹底 

² 作業現場及び周辺の点検 

 

５.施設管理者の安全対策 

本市の各施設管理者は、以下の項目に配慮して、局地的集中豪雨に対する安全対策を講じる。 

² 気象情報の迅速な収集と活用 

² 土石流、地すべり、がけ崩れ、道路法面などの危険箇所の警戒や対応 

² 早期の道路の通行規制 

 

 

第８ 水害に強いまちづくり 

本市は、治水・防災・まちづくり・建築を担当する各部局の連携の下、有識者の意見を踏まえ、 豪

雨、洪水、高潮、土砂災害等に対するリスクの評価について検討するものとする。また、地方公 共

団体は、前述の評価を踏まえ、防災・減災を目標設定し、下記の事項を重点として総合的な水害 対

策を推進することにより、水害に強いまちを形成するものとする。 

 

１ 本市は、溢水、湛水等による災害の発生のおそれのある土地の区域について都市的土地利用を誘

導しないものとするなど、風水害に強い土地利用の推進に努めるものとする。 

 

２ 本市は、住民が自らの地域の水害リスクに向き合い、被害を軽減する取組を行う契機となるよう、

分かりやすい水害リスクの提供に努めるものとする。 
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３ 本市は、河川、下水道、ため池について築堤、河道掘削、遊水地、放水路、雨水渠、内水排除施

設等の整備等を推進するとともに、出水時の堤防等施設の監視体制や内水排除施設の 耐水機能の

確保に努めるものとする。また、河川、下水道等の管理者は連携し、出水時における 排水ポンプ

場の運転調整の実施等により、洪水被害の軽減に努めるものとする。 

 

４　県は、洪水予報を実施する河川又は特別警戒水位に到達した旨の情報を提供する河川として指 

定した河川(以下「洪水予報河川等」という。)等について、想定し得る最大規模の降雨により河川

が氾濫した場合に浸水が想定される区域を洪水浸水想定区域として指定し、指定の区域及び浸水

した場合に想定される水深、浸水範囲等を公表するとともに、関係市町村の長に通知するものと

する。また、県は、その他の河川についても、役場等の所在地に係る河川については、過去の浸水

実績を活用する等、河川の状況に応じた簡易な方法も用いて、市町村等へ浸水想定の情報を提供

するよう努めるものとする。 

本市は、その情報を予め定めた伝達経路で本市市民へ周知する。 

 

５　本市は、洪水浸水想定区域が指定されていない中小河川について、河川管理者から必要な情報提

供、助言等を受けつつ、過去の浸水実績等を把握したときは、これを水害リスク情報として住民、

滞在者その他の者へ周知するものとする。 

 

６　水防管理者は、洪水浸水想定区域内にある輪中堤防等盛土構造物が浸水の拡大を抑制する効用 

があると認めたときには、河川管理者から必要な情報提供、助言等を受けつつ、浸水被害軽減地 

区に指定することができるものとする。 

 

７ 　県及び本市は、土砂災害の恐れのある箇所における砂防設備、地すべり防止施設、急傾斜地崩 

壊防止施設の整備等に加え、土砂災害に対する警戒避難に必要な雨量計、ワイヤーセンサー等の 

設置、ドローンによる観測及び流木・風倒木流出防止対策を含め、総合的な土砂災害対策を推進 

するものとする。特に、土砂・流木による被害の危険性が高い中小河川において、土砂・流木捕捉

効果の高い透過型砂防堰堤等の整備を実施するとともに、土砂・洪水氾濫による被害の危険性が

高い河川において、砂防堰堤、遊砂地等の整備を実施する。 

 

８　県及び本市は、山地災害危険地、地すべり防止区域等における治山施設や保安林の整備、地す 

べり防止施設の整備を行うとともに、山地災害危険地の周知等の総合的な山地災害対策を推進す 

るものとする。特に、流木災害が発生するおそれのある森林について、流木捕捉式治山ダムの設 

置や間伐等の森林整備などの対策を推進するものとする。また、脆弱な地質地帯における山腹崩 

壊等対策や巨石・流木対策などを複合的に組み合わせた治山対策を推進するとともに、住民等と 

連携した山地災害危険地のパトロールや治山施設等の定期点検等を実施するものとする。 

 

９　県は、擁壁、法面等で土砂災害等により崩壊する恐れのある工作物等について、建築基準法等 

の関係法令に定める技術基準に適合するよう指導を徹底する。 
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10　水災については、国及び都道府県知事が組織する洪水氾濫による被害を軽減するためのハー

ド ・ソフト対策を総合的かつ一体的に推進することを目的として「大規模氾濫減災協議会」等を

活 用し、国、地方公共団体、河川管理者、水防管理者等の多様な関係者で、密接な連携体制を構

築 するものとする。 

1　国は、気候変動による水災害リスクの増大に備えるため、これまでの河川管理者だけの取組では 

なく、国・県・市町・ダム管理者などの関係者により那賀川水系の流域で進める治水対策として 

「那賀川流域治水プロジェクト」を行う。 

 

第９ 防災知識の普及 

１　 県及び本市は、国と連携しながら、「自らの命は自らが守る」という意識を持ち自らの判断で 

避難行動をとること及び早期避難の重要性を住民に周知し、住民の理解と協力を得るとともに、 

住民主体の取組を支援・強化することにより、地域の防災意識の向上を図るものとする。 

 

２　四国地方整備局、徳島地方気象台、県及び本市は、地域の防災力を高めていくため、気候変動の

影響を踏まえつつ、一般住民向けの専門的・体系的な防災教育訓練の提供、学校における防災教育

の充実、防災に関する教材(副読本)の充実を図るものとする。特に、水害・土砂災害のリスクがあ

る学校においては、避難訓練と合わせた防災教育の実施に努めるものとする。 

 

３　四国地方整備局、徳島地方気象台、県及び本市は、各地域において、防災リーダーの育成等、自

助・共助の取組が適切かつ継続的に実施されるよう、気象防災アドバイザー等の水害・土砂災害・

防災気象情報に関する専門家の活用を図るものとする。 

 

４　四国地方整備局、徳島地方気象台、県及び本市は、防災(防災・減災への取組実施機関)と福祉(地

域包括支援センター・ケアマネージャー)の連携により、高齢者の避難行動に対する理解の促進を

図るものとする。 

 

５　四国地方整備局、徳島地方気象台、県及び本市は、防災気象情報や避難に関する情報等の防災 

情報を災害の切迫度に応じて、5 段階の警戒レベルにより提供すること等を通して、受け手側が 

情報の意味を直感的に理解できるような取組みを推進する。 

 

６　県及び本市は、ハザードマップ等の配布又は回覧に際しては、居住する地域の災害リスクや住 

宅の条件等を考慮したうえでとるべき行動や適切な避難先を判断できるよう周知に努めるととも 

に、安全な場所にいる人まで避難場所に行く必要がないこと、避難先として安全な親戚・知人宅 

等も選択肢としてあること、警戒レベル４で「危険な場所から全員避難」すべきこと等の避難に 

関する情報の意味の理解の促進に努めるものとする。 
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第 10　大規模工場等の所有者又は管理者における措置  

本計画に名称及び所在地を定められた大規模工場等（大規模な工場その他の施設であって本市が

条例で定める用途及び規模に該当するもので、その所有者又は管理者から申出があった施設をい

う。）の所有者又は管理者は、当該大規模工場等の洪水時等の浸水の防止を図るために必要な訓練

その他の措置に関する計画を作成するとともに、当該計画で定めるところにより当該大規模工場等

の洪水時等の浸水の防止のための訓練を実施するほか、当該大規模工場等の洪水時等の浸水の防止

を行う自衛水防組織を置くよう努めなければならない。  
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第８節 風害予防計画 

【各部各班】 

第１ 主旨 

本市は、強風・竜巻等による風害予防を図るため、強風防護施設の整備推進や、耐風性の高い農作

物品種の導入推進、通信施設・電気施設の防災対策強化を図る。 

 

第２ スーパーセル(巨大積乱雲)と竜巻 

１.スーパーセル 

幅が数１０ｋｍから１００ｋｍに及ぶ巨大で寿命の長い積乱雲をいう。雲内部に上昇気流域 

(メソサイクロン)を持ち、平均数時間の荒天が続き、大量の雹(ひょう)霰(あられ)や強風・ 突風・

竜巻・落雷あるいは集中豪雨・ゲリラ豪雨を発生させる。 

 

２.突風・竜巻・雷 

気象庁では、上述の積乱雲にともなう突風は雷注意報として発表し、竜巻による激しい突風が 

予想される時には、雷注意報を発表する。また、竜巻注意情報は、積乱雲の下で発生する竜巻、ダ 

ウンバーストなどの激しい突風(以下「竜巻等」)に対して注意を呼びかける情報で、雷注意報を補

足する情報として発表する。 

我が国で発生する突風は７月～１０月に多く、時刻は１４時～１７時がピークとなっている。 

また竜巻は沿岸部に集中するが、台風シーズンの９月に特に顕著となっている。もし、竜巻注意 

報が発表されれば、約１時間程度は以下の対処が必要である。 

² 頑丈な建物内に避難し、１階の窓の無い部屋に移動する。 

² 窓のある所では、カーテンを閉め、窓から離れて身を小さくする。 

² 屋外では、物置・車庫・仮設構造物・電柱・樹木の傍から離れ、身を小さくする。 

 

３.ダウンバースト 

スーパーセル内で、上昇気流(メソサイクロン)と分離した下降気流のうち、極端に強く、地面に

ぶつかって広がっていく気流あるいはその現象をダウンバーストと称し、４ｋｍ以上の広がりを

持つ気流をマクロバースト、４ｋｍ未満の局地的な気流をマイクロバーストと区分している。風

速が速く、被害規模が大きいのは、マイクロバーストである。 

なお、ダウンバーストの規模は、最大瞬間風速にも用いられている藤田(F)スケールを使用する

こともある。 

 

４.日本版改良藤田スケール(ＪＥＦスケール) 

気象庁は、竜巻などの突風の強さを評定する際に用いてきた現在の「藤田スケール」を改良し

た、日本の建築物等の被害状況から、より精度良く突風の風速を評定することができる「日本版 

改良(Ｆ)藤田スケール(ＪＥＦスケール)」を平成２７年１２月に策定し、平成２８年４月より突風

調査に使用されている。新たな階級、風速の範囲、主な被害の状況は次頁のとおりである。



- 92 - 

日本版改良藤田スケールにおける階級と風速の関係 

(参照：気象庁「日本版改良藤田スケールにおける階級と風速の関係」) 

 

 
階 級 風速の範囲 主な被害の状況(参考)

 

JEF

０
25～38m/s

・木造の住宅において、目視でわかる程度の被害、飛散物による窓ガラスの損壊が 
発生する。比較的狭い範囲の屋根ふき材が浮き上がったり、はく離する。 

・園芸施設において、被覆材(ビニルなど)がはく離する。パイプハウスの鋼管が 
変形したり、倒壊する。 

・物置が移動したり、横転する。 
・自動販売機が横転する。 
・コンクリートブロック塀(鉄筋なし)の一部が損壊したり、大部分が倒壊する。 
・樹木の枝(直径 2cm～8cm)が折れたり、広葉樹(腐朽有り)の幹が折損する。

 

JEF

１
39～52m/s

・木造の住宅において、比較的広い範囲の屋根ふき材が浮き上がったり、はく離す
る。屋根の軒先又は野地板が破損したり、飛散する。 

・園芸施設において、多くの地域でプラスチックハウスの構造部材が変形したり、 
倒壊する。 

・軽自動車や普通自動車(コンパクトカー)が横転する。 
・通常走行中の鉄道車両が転覆する。 
・地上広告板の柱が傾斜したり、変形する。 
・道路交通標識の支柱が傾倒したり、倒壊する。 
・コンクリートブロック塀(鉄筋あり)が損壊したり、倒壊する。 
・樹木が根返りしたり、針葉樹の幹が折損する。

 

JEF

２
53～66m/s

・木造の住宅において、上部構造の変形に伴い壁が損傷(ゆがみ、ひび割れ等) 
する。また、小屋組の構成部材が損壊したり、飛散する。 

・鉄骨造倉庫において、屋根ふき材が浮き上がったり、飛散する。 
・普通自動車(ワンボックス)や大型自動車が横転する。 
・鉄筋コンクリート製の電柱が折損する。 
・カーポートの骨組が傾斜したり、倒壊する。 
・コンクリートブロック塀(控壁のあるもの)の大部分が倒壊する。 
・広葉樹の幹が折損する。 
・墓石の棹石が転倒したり、ずれたりする。

 

JEF

３
67～80m/s

・木造の住宅において、上部構造が著しく変形したり、倒壊する。 
・鉄骨系プレハブ住宅において、屋根の軒先又は野地板が破損したり飛散する、も

しくは外壁材が変形したり、浮き上がる。 
・鉄筋コンクリート造の集合住宅において、風圧によってベランダ等の手すりが比

較的広い範囲で変形する。 
・工場や倉庫の大規模な庇において、比較的狭い範囲で屋根ふき材がはく離した

り、 脱落する。 
・鉄骨造倉庫において、外壁材が浮き上がったり、飛散する。 
・アスファルトがはく離・飛散する。

 JEF

４
81～94m/s

・工場や倉庫の大規模な庇において、比較的広い範囲で屋根ふき材がはく離した
り、 脱落する。

 
JEF

５
95m/s～

・鉄骨系プレハブ住宅や鉄骨造の倉庫において、上部構造が著しく変形したり、 倒
壊する。 

・鉄筋コンクリート造の集合住宅において、風圧によってベランダ等の手すりが 著
しく変形したり、脱落する。
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第 3 保安林整備計画 

本市は、風害・飛砂・潮害等防止のため、保安林の適正な管理によって、背後地の耕地や住宅の災

害予防及び被害の軽減を図る。 

 

第 4 農作物の被害予防対策 

気象情報に留意して、常に予防措置及び対処等を講じるとともに、海岸部においては潮風害にも 

留意した対策を図る。 

また、風害を予防するため、適地適作及び、防風林・防風生垣、防風ネット等の設置を検討する。 

さらに、耐倒伏性品種の導入、肥培管理や水管理の適正化、枝幹部の誘引等により農作物の倒伏 

及び風による擦傷の防止を図る。 

 

第 5 通信施設の防災対策 

電気通信施設は、弱体施設の早期発見と設備補強・更改を図る。 

 

第 6 電力設備の防災対策 

電力設備は、弱体設備の補強とともに、強風時の予防巡視を強化する。
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第９節 高潮・浸水等予防計画 

【各部各班】 

第１ 主旨 

昭和３１年の海岸法制定後、本市臨海部はチリ津波(昭和３５年)及び第２室戸台風(昭和３６年)で

津波・高潮被害を受け、以降は海岸高潮対策・侵食対策で堤防・護岸を整備してきた。 

しかし、昭和４０年代を過ぎて、汀線の後退が進み、堤体補強や緩傾斜堤あるいは人工リーフなど

の前浜回復が主体となっている。 

本市はこのことを考慮に入れ、高潮対策として、以下の漁港の護岸・防潮堤の整備を海岸保全事業

と位置付け、予防計画の実施に努める。 

 

高潮対策が必要な漁港等 

  
 

第２ 高潮・浸水予防施設の整備 

１.海岸保全施設の管理 

高潮による災害等を防ぐため設置された海岸堤防の維持管理は、その設置者が行うが、非常時

に おける水門・樋門・陸閘等の操作は緊急を要することから、事態に即応した適切な措置となる

よ うな体制整備を講じる。 

 

２.漁港管理施設 

漁港における水門・樋門・陸閘等の操作は緊急を要することから、事態に即応し、適切な措置が 

講じられるように、あらかじめその体制を整えておく。 

 

 区分 名 称

 重要湾港 橘港

 地方湾港 富岡港、中島港

 
漁 

港

第１種 大潟、小杭、後戸、曲

 第２種 今津、中林、椿泊

 第４種 伊島
 ※注 

重要湾港：国の利害に重大な関係を有する港湾 

地方湾港：重要湾港以外の主要湾港 

第１種漁港：利用範囲が地元の漁業主体の漁港 

第２種漁港：その利用範囲が第１種漁港より広く、第３種漁港に属さない漁港 

第４種漁港：離島あるいはその近辺にあって、漁場の開発または漁船避難上必要な漁港
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第３ 高潮・浸水時の被害予防対策 

１.本市及び防災機関は、高潮の危険や避難方法等を市民等に対して広く啓発する。 また、最大クラ

スの高潮に係るハザードマップを作成・公表し避難確保等を図ることとする。 

 

２.港湾管理者は、港湾における高潮リスクを低減するため、タイムラインの考え方を取り入れた防

災対策を推進するものとする。 

３.本市は、高潮によって浸水が予想される地域について事前に把握し、高潮浸水想定区域図等の整

備を行い、避難指示等の基準を検討し、住民等に対し周知を図るよう努めるものとする。 

 

４.避難指示等の判断基準 

避難指示等の発令情報は、海岸の状況や気象状況等も考慮した総合的な判断でなければならな

いが、参考となる情報は、以下のとおりである。 

避難指示等の判断基準は「避難情報の取組みマニュアル」(令和３年５月)阿南市の高潮災害等の

基準を運用する。 

 

５.情報伝達の強化 

(1) 県は、高潮被害を軽減するため、沿岸の水位情報を収集するとともに、避難等の措置が行え

るよう警戒体制を整備し、これらの情報を市町等に提供する。 

(2) 水位周知海岸(讃岐阿波沿岸、紀伊水道西沿岸、海部灘沿岸)においては、切迫する高潮から 

住民等が緊急的に屋内の上階や近隣の建物などへ避難する目安となる高潮特別警戒水位に達し 

た場合、高潮氾濫発生情報として市町等に通知する。 

 

６.警戒避難体制の整備 

(1) 本市は、高潮浸水想定区域の指定があったときは、少なくとも当該浸水想定区域ごとに、水

位 情報の伝達方法、避難場所その他浸水時の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な事

項を 定めるものとする。 

また、浸水想定区域内の主として高齢者等の要配慮者が利用する施設において、当該施設の 

利用者の円滑かつ迅速な避難を確保する必要があると認められるものについては当該施設の名 

称及び所在地、並びに水位情報の伝達方法を定めるものとする。 

(2) 本市は、浸水想定区域内の主として高齢者等の要配慮者が利用する施設の利用者に周知させ

る ため、これらの事項を記載した印刷物の配布その他の必要な措置を講じるものとする。 

なお、印刷物において、海岸近傍や浸水深の大きい区域については「早期の避難が必要な区 

域」として明示することに努めるものとする。 

(3) 本市は、「徳島県及び市町村の災害時相互応援協定」に基づき、必要な情報の共有を図り、

応 援に必要な条件整備に努めるものとする。また、あらかじめ県内外の市町村と広域相互応援

協定を締結するよう努めるとともに、「徳島県広域避難ガイドライン」に沿って、必要な措置を

検討しておくものとする。
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避難指示等の判断基準 

危険潮位：その潮位を超えると、海岸堤防等を超えて浸水のおそれがあるものとして、各海岸によ　　　　　　　　　　　　　　　

る堤防等の高さ、過去の高潮災害時の潮位等に留意して、避難勧告等の対象区域毎に設定

されるものであり、阿南市においては、福井町袴傍示地区の護岸高さを基準にＴＰ＋２.

０ｍが設定されている  
 

７.避難勧告等の伝達 

上述の高齢者等避難、避難指示の伝達は、防災行政無線、本市及び本市消防本部等の広報車、サ

イレン、インターネット等による他、NHK 等の報道機関による放送(※注１)を活用し、当該区域

住民の安全確保を図る。 

※注１.避難情報の放送に係る申し合わせ.平成１８年７月　 

 

８.要配慮者が利用する施設への伝達 

本市は、要配慮者利用施設(社会福祉施設、学校、医療施設、その他の主として防災上の配慮を

要する方々が利用する施設)で、その利用者の洪水時の円滑かつ迅速な避難確保が図れるよう、高

潮警報・高潮氾濫危険情報・避難情報等の伝達を以下のとおりとする。

 避難対象地区 徳島県高潮浸水想定区域図に示された浸水地域

 

高齢者等避難 
発令時期

１ 高潮注意報の発表において警報に切り替える可能性が言及された場合
(概ね１時間先に高潮警報が発表される状況のときに発表) 

２ 高潮注意報が発表されている状況において、台風の暴風域本市が市にか
かると予想されている、又は台風が本市に接近することが見込まれ る場合 

３ 強い降雨を伴う台風等が、夜間から明け方に接近・通過することが予想
される場合(夕刻時点で発令) 

４ 「伊勢湾台風」級の台風が接近し、上陸 24 時間前に気象台から特別警
報発表の可能性がある旨、発表された場合

 

避難指示発令時期

次のいずれかに該当するとき 
１ 高潮警報(警戒レベル４相当［高潮］)あるいは高潮特別警報(警戒レベル４

相当［高潮］)が発表されたとき 
２ 高潮注意報が発表されており、当該注意報が警報に切り替わる可能性が

言及され、かつ暴風警報又は暴風特別警報が発表された場合 
３ 高潮注意報が発表され、当該注意報が夜間から翌早朝までに警報に切り

替える可能性が高い旨言及された場合(夕刻時点で発令)

 

緊急安全確保  
発令時期

(災害が切迫) 

１ 高潮氾濫発生情報(警戒レベル５相当)が発表された場合 

２ 潮位が※危険潮位を超え、浸水が発生したと推測される場合 

３ 水門、陸閘等の異常が確認された場合 

(災害発生を確認) 

１ 海岸堤防の倒壊や決壊が発生した場合 

２ 異常な越波・越流の発生した場合 

３ 高潮氾濫が発生した場合

 
主な避難場所

指定緊急避難場所(高潮災害が想定されている地区に所在) 

対象地区：那賀川地区、羽ノ浦地区、富岡地区、中野島地区、橘地区、椿地

区、見能林地区、福井地区

 

避難解除時期

・高潮警報が解除され、災害対策本部がその危険性がなくなったと判 断した
とき 
・浸水被害が発生した場合の解除については、住宅地等での浸水が解 消した
段階を基本として、解除する
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² 伝達方法 

高潮災害時に円滑かつ迅速な避難を確保する必要がある施設には、FAX、電話、メール等 

で洪水予報等を伝達する。 

² 伝達内容 

伝達内容は、気象庁、国土交通省、県からの防災情報及び避難情報(準備・指示・災害発生) 

² 伝達係 

伝達内容を確認した防災担当部門は、生活福祉課・地域共生推進課・こども支援課・こども

保育課・学校教育課・生涯学習課にその内容を連絡し、担当課が対象となる施設に正確な情

報を伝達する。 

避難確保の必要性が有るとされた施設の所有者または管理者は、水防法の規定により当該施設 

の利用者の高潮災害時の円滑かつ迅速な避難の確保を図るため、避難確保計画を作成し、１年に

1 回以上避難訓練を実施しなければならない。なお、詳細は資料編 No.1３を参照とする。 

 

第４ 河川河口部の高潮被害予防対策 

河川河口部における高潮被害の発生を考慮し、１級河川那賀川・桑野川・派川那賀川・２級河川 

幾島川・打樋川・出島川・鵠川・福井川・椿川等、本市域内河川河口部における高潮災害への警戒体

制確立に努める。 

 

第５ 地盤沈下の防止 

１.概要 

地下水採取の適正化により、地盤沈下状況はほぼ安定した状況となっているものの、本市の那

賀川下流域は、徳島県生活環境保全条例の徳島東部地域(昭和５８年８月指定)に指定されて いる。 

２.地下水採取の削減 

地下水を保全し、あわせて地下水水位の異常な低下や地盤沈下防止を図るため、本市那賀川下

流域では、地下水を採取する揚水設備が一定規模を超える時は、県の承認を得る必要がある。
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第１０節 土砂災害予防計画 

【各部各班】 

第１ 主旨 

本市及び防災関係機関は、地すべり・がけ崩れ等の土砂災害を事前に防止するため、土砂災害警戒

区域等（地すべり・急傾斜･土石流）の警戒巡視体制の強化や、必要な災害防止対策を推進する。 

 

第２ 地すべり予防対策 

１.概要 

斜面の一部あるいは斜面全体が、地下水等に起因してすべる現象またはこれにともなって移動 

する現象をいい、活動状況は継続性や再発性をともなっている。 

この前兆現象は、以下のとおりである。 

 

地すべりの前兆現象 

 

² 斜面に段差ができたり、き裂が生じる。 

² 凹地ができたり、湿地が生じる。 

² 斜面から水が湧き出したり、湧水が濁ったり、湧き方が急変する。 

² 石積が押し出されてきたり、擁壁にひび割れが生じる。 

² 舗装道路や人家周辺にひび割れ等の変化が生じる。 

² 地鳴りがする。 

² 樹木、電柱、墓石等が傾く。 

² 浮石、落石が発生する。 

² 家屋内の戸やふすまの開閉が悪くなる。 

集中豪雨、長雨、地震時に発生しやすいが、常に注意しておく必要がある。 

 

 

２.予防対策 

本市には、地すべり防止区域が１０か所（令和７年１月１日現在）、土砂災害警戒区域等（地

すべり５箇所うち特別０箇所）（令和６年３月３１日）が指定されており、各指定地域の実態を

把握し、情報収集・伝達及び避難方法の整備を図るものとする。 

地すべり災害の発生に備え、本市は警戒避難体制を確立するとともに、長生地区、加茂谷地

区、桑野地区、見能林地区、新野地区、椿地区、伊島地区、羽ノ浦地区を対象として、自主防災

組織と連携しながら、危険箇所のパトロール等を実施する。また、必要に応じて県等の支援を要

請する。 

さらに、地すべり災害を未然に防止するよう、対策工事等の事業の推進を県に要請する。 

 

なお上記の地すべり防止区域の詳細は、資料編 No.４に参照した。 

また、上記の「地すべり防止区域及び土砂災害警戒区域等（地すべり）」は、徳島県のホーム

ページに公表されている。 
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第３ 急傾斜地崩壊(がけ崩れ)予防対策 

１.概要 

傾斜度が３０°以上ある土地(通常でのがけ)が、集中豪雨や台風あるいは地震等で地山がゆる

み、斜面が崩れ落ちる現象をいう。 

このような危険度の高いがけは、以下のとおりとなる。 

 

危険度の高いがけ 

 

² ひび割れ(クラック)の入ったがけ 

² 表土の厚いがけ 

² オーバーハング(ひさしのように突き出た岩壁)しているがけ 

² 浮石、落石の多いがけ 

² 割れ目の多い基岩からなるがけ 

² 湧水のあるがけ 

² 表流水の集中するがけ 

² 傾斜度が３０°以上、高さ５ｍ以上のがけ 

集中豪雨、台風、地震時には特に注意する必要がある。 

 

 

２.予防対策 

本市は、がけ崩れによる災害を防止するため、人的被害の軽減を最優先に考え、単独での避難 

が困難な高齢者等を守るための要配慮者利用施設等の保全、安全な避難を確保するための避難地 

の保全、災害時の救援活動を確保するための緊急輸送路の保全及び防災拠点の保全とともに、近 

年にがけ崩れ等が発生した緊急度の高い箇所における被害拡大防止を重点的に実施する。 

また、警戒雨量基準による警戒避難体制を確立させ、本市住区の公民館単位で組織された自主 

防災組織連合会等１４団体(羽ノ浦・那賀川・桑野・椿・福井・新野・中野島・橘・見能林・加 

茂谷・大野・長生・宝田・富岡)との連携により、危険箇所のパトロール等を実施する。 
 

３.土砂災害警戒区域等（急傾斜）の周知 

昨今の土地改変にともなう社会条件の変化と、地球温暖化による異常気象の増加等で、急傾斜 

地被害も顕著となっている。 

本市では、令和６年３月３１日時点で、土砂災害警戒区域等（急傾斜９６６箇所うち９５０箇

所）存在しており、本市職員ならびに関係者住民も、気象情報には常に注意を払い、危険箇所の日

頃の自主点検も必要となる。 

 

 

【メモ】
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第４ 土石流予防対策 

１.概要 

土石流とは、山腹や川底の土石あるいは土砂が長雨や集中豪雨によって、一挙に谷や斜面を流

下する現象をいい、一般に河床勾配が 15°以上の渓流で発生し、速度は異常に速いことが特徴 

である。 

この前兆現象は、以下のとおりである。 

 

土石流発生の前兆現象 

 
 

２.予防対策 

上述のように、土石流は台風や集中豪雨で発生しやすいが、長雨時は地山がゆるみ、以降少雨 

の時でも発生することがある。 

また発生直前で記した渓流水位が激減した時に危険であるのは、上流側の山腹崩壊で『天然 

ダム』が形成された可能性が想定される故である。 

本市には、土砂災害警戒区域等（土石流３１８箇所うち特別２７８箇所）あり、土石流発生危　

険予想地域への簡易雨量計の設置に努めるとともに、警戒避難体制を確立させ、急傾斜地崩壊予

防体制と同様の自主防災組織連絡協議会との連携により、危険箇所のパトロール等を実施する。

加えて、土石流 発生危険予想渓流には、土石流流下を未然に防止する堤防等の砂防工事施工を県

に要請する。 

また、上記の「土砂災害警戒区域等（土石流）」は、徳島県のホームページに公表されてい

る。 

 

第５ 山地災害危険地区予防対策 

近年、開発が逐次山地に向かって進んでいるため、山地荒廃に起因する人家、公共施設等につい 

ての自然気象による災害が多発する傾向にある。この災害は、台風や集中豪雨に伴って発生するこ 

とが多い。 

本市では、山地に起因する災害危険箇所(山腹崩壊危険地区及び崩壊土砂流出危険地区)が６０ か

所あり、これらの災害を未然に防止するため、特に加茂谷地区、新野地区については、警戒避難 体

制の強化を図り減災に努める。 

なお、当危険地区の詳細は、資料編 No.６に参照した。 

 

 

 

 

 

 

 経緯 ２～３時間前 １～２時間前 発生直前

 

現象 流水が異常に濁る
渓流内で土石が動く音がす

る流木が観察される

土臭い匂いがする 

地鳴りがする  

流水が急激に濁る 

渓流水位が激減する
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第６ 深層崩壊 

１.概要 

集中豪雨や地震・融雪等で山地及び丘陵地斜面が、表土層あるいは風化岩層のみならず、硬質

な基盤岩まで崩壊に至る現象で、移動土塊・岩塊の動きが突発的ゆえ、移動(崩壊)速度が大き

く、また移動土量が 10、000ｍ３以上と、ひとたび発生すると大災害になる。 

平成２３年９月の紀伊半島大水害は記憶に新しい所であるが、本県内でも深層崩壊事例があり、 

平成１６年８月の台風第１０号による那賀町(旧木沢村)で、大規模崩落があった。 

 

２.予防対策 

崩壊を助長させるような、砂防指定地・地すべり防止区域での切土・盛土等の行為制限を行う

とともに、施設整備として砂防工事・急傾斜地崩壊防止工事の整備促進を県に要請する。なお避

難にあっては、急傾斜地崩壊予防対策での警戒雨量基準に基づき、行動する。 

深層崩壊は総雨量が６００ｍｍ～１、０００ｍｍを越えるような大雨の後に発生することが多

いとされており、早めの避難がなにより重要である。また、深層崩壊により天然ダムが形成され

る河道閉塞が起き、被害が広範囲に及ぶことがある。そのため、避難にあたっては、早期の避難

と 広域的な避難を検討する必要がある。 
 

 

【メモ】
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第７ 土砂災害警戒区域等における予防対策 

１.概要 

国民の生命及び身体を土砂災害から守るために、『土砂災害警戒区域等における土砂災害防止

対策の推進に関する法律』が平成１３年４月に施行された。 

この法律に基づき、土砂災害発生のおそれがある箇所について、現地形・地質状況・土地利用状

況・警戒避難体制等に関する基礎調査が、おおむね５年ごとに各都道府県で実施されているとこ

ろであり、調査結果から土砂災害警戒区域等に相当する範囲を示した図面を公表し、住民に周知

される。 

警戒区域は以下のとおり区分されている。 

 

警戒区域の区分 

　土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設等管理者は、地域防災計画、ハザードマップ等の情報　

を活用して、要配慮者が迅速に避難行動をとれるよう、あらかじめ避難確保計画を作成し、１年に

1 回以上避難訓練を実施しなければならない。 

 

２.土砂災害の警戒避難体制整備 

法に基づく警戒避難体制整備の項目は、以下のとおりとなっている。 

 

避難体制整備の項目 

 

² 設定された警戒区域・特別警戒区域の地域防災計画への記載(２回目以降の調査)※注 1 

² 自主防災組織等の有無 

² 伸縮計等の計測機器の設置状況 

² 設置済みの雨量計の位置・管理者 

² 基準雨量の設定状況 

² 雨量情報、災害発生の予報(警報・注意報)や被災情報を伝達するシステム整備状況 

² 避難路の設定、避難場所(危害のおそれのある土地等の区域外)、避難施設の建築構造 

² 防災マップ配布等、住民への防災知識・情報の周知状況 

² 防災訓練の実施状況 

² その他 
※注１ 資料編 No.３、４を参照。 

 

 

※注１ 今後は、県告示によるイエローゾーン・レッドゾーンのゾーン指定によって、詳細区分を 

実施する。 

また、上記の「指定の詳細区分」は、徳島県のホームページで公表されている。  

 土砂災害警戒区域(イエローゾーン) 土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)

 土砂災害のおそれがある区域で、発生すると、 
住民の生命または身体に危害が生ずるおそれが 
あると認められる土地の区域

土砂災害が発生した場合に、住民の生命または 
身体に著しい危害が生ずる区域で、崩壊・流出 
した土砂が建築物を直撃する可能性が高い区域
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３.避難指示等の判断基準 

避難指示等の判断基準は、『避難情報の取組みに関するマニュアル、令和３年５月、阿南市』の 

土砂災害(P５８)の基準を運用する。 

 

避難指示等の判断基準 

※土砂災害警戒(特別警戒)区域内の警戒避難体制整備については、県告示する毎、その地区単位に　　

土砂災害警戒避難計画及びハザードマップを作成・配布している。 

※地滑りは危険箇所を確認した場合、国又は県が調査を行い、その結果土砂災害防止法に基づく緊

急調査結果として発表される土砂災害緊急情報を踏まえ本市が避難情報を発令 

 

４.避難勧告の伝達方法 

高齢者等避難開始、避難指示は、防災行政無線、本市及び本市消防本部・消防団の広報車、サイ

レン、 インターネット等多様な情報伝達手段を使用するとともに、ＮＨＫ等報道機関による 放送

(「避難情報の放送に係る申し合わせ」平成１８年７月１日施行)を活用するなど地域住民に確実に

伝達し、当該区域住民の安全確保を図る。

 
避難対象区域

各地区の土砂災害警戒区域、土砂災害特別警戒区域及び土砂災害が発

生又はその兆候を確認した区域避難情報の発令は原則、阿南市の各地区単

位で行う。

 

高齢者等避難発令時期

次の何れかに該当するとき 

１ 大雨警報(土砂災害)が発表され、かつ、土砂災害の危険度分布が「警戒
(赤)」(警戒レベル３相当情報［土砂災害］となった場合(できるだけ発
令対象を地区以下のエリアに絞り込む) 

２ 大雨注意報が発表され、当該注意報の中で、夜間～翌日早朝に大雨警
報(土砂災害)に切り替える可能性が言及された場合(夕刻時点で発
令)(この際、注意報に記されている注意警戒期間、降水短時間予報も勘
案する。) 

３ 強い降雨を伴う台風が夜間から明け方に接近・通過することが予想さ
れる場合

 

避難指示発令時期

次の何れかに該当するとき 

１ 土砂災害警戒情報(警戒レベル４相当情報)が発表された場合 

(土砂災害の危険度分布を参照し、できるだけ発令対象を地区以下のエ
リアに絞り込む) 

２ 土砂災害の危険度分布で「非常に危険(うす紫)」(警戒レベル４相当情
報［土砂災害］となった場合 

３ 本市域内で避難指示の発令が必要となるような強い降雨を伴う台風
等の、接近・通過が予想され、夜間から明け方に接近・通過→夕刻時点
で発令、また同様の台風の接近・通過が予想され、立退き避難が困難な
暴風が予測→暴風警報の発表後、速やかに発令 

４ 土砂災害の前兆現象(61 頁参照)が発見された場合
 

緊急安全確保発令時期

(災害が切迫) 
１ 大雨特別警報(土砂災害)(警戒レベル５相当情報［土砂災害］) が発表さ

れた場合 

(土砂災害の危険度分布の「極めて危険(濃い紫)」を発令対象 地区の絞
り込みに活用する。 

(災害発生を確認) 
２ 土砂災害の発生が確認された場合

 
主な避難場所

土砂災害警戒区域及び危険区域外の指定避難施設 

(ﾊｻﾞｰﾄﾞﾏｯﾌﾟによる)

 
避難解除時期

土砂災害警戒情報及び大雨警報(土砂災害)が解除された段階を 

基本とし、災害対策本部がその危険性がなくなったと判断したとき
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このとき、高齢者・障がい者等要配慮者が利用する福祉施設等に対しては、特に緊急時の避難 

情報の伝達・周知体制を確立し、迅速かつ安全な避難誘導を図る。 

 

５.避難指示等の伝達 

上述の高齢者等避難、避難指示の伝達は、防災行政無線、本市及び本市消防本部等の広報車、サ

イレン、インターネット等による他、NHK 等の報道機関による放送(※注１)を活用し、当該 区域

住民の安全確保を図る。 

※注１.避難情報の放送に係る申し合わせ.平成１８年７月　→　資料編 No.５７参照 

 

６.要配慮者が利用する施設への伝達 

本市は、要配慮者利用施設(社会福祉施設、学校、医療施設、その他の主として防災上の配慮を

要する方々が利用する施設)で、その利用者の洪水時の円滑かつ迅速な避難確保が図れるよう、 土

砂災害警戒情報・避難情報等の伝達を以下のとおりとする。 

² 伝達方法 

土砂災害時に円滑かつ迅速な避難を確保する必要がある施設には、FAX、電話、メール等 

で洪水予報等を伝達する。 

² 伝達内容 

伝達内容は、気象庁、国土交通省、県からの防災情報及び避難情報(準備・指示・災害発生) 

² 伝達係 

伝達内容を確認した防災担当部門は、生活福祉課・地域共生推進課・こども支援課・こども

保育課・学校教育課・ 生涯学習課にその内容を連絡し、担当課が対象となる施設に正確な

情報を伝達する。 

 

避難確保の必要性が有るとされた施設の所有者または管理者は、水防法の規定により当該施設 

の利用者の土砂災害時の円滑かつ迅速な避難の確保を図るため、避難確保計画を作成し、１年に

1 回以上避難訓練を実施しなければならない。なお、詳細は資料編 No.1３を参照とする。 

 

第８ 農業用ため池対策 

１.農業用ため池の現況 

本市には７７箇所の農業用ため池(以下「ため池」という。)があるが、農業従事者の減少や都市

化にともなう農地の減少、用水施設整備等により、ため池の利用頻度は低下し、維持管理、点検補

修が十分に行われていないものが増えている。 

また、ため池は土堤構造がほとんどであり、築造年代も相当古いもの(江戸時代以前)が多く、 地

震を考慮して築造されたものはない。 

 

２.現在の管理形態 

ため池は、農業用施設として土地改良区、水利組合等の地元受益者が独自に運営管理している。 

大規模な改修については、国、県、本市の補助を受けている場合が多いが、基本的には受益者で維 

持管理されている。 

 

３.被害の想定 

平成７年の阪神・淡路大震災(マグニチュード 7.3)では、ため池の集中している箇所での大地震
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であったため、震源地から半径３０km を超える範囲で総数１、３６２箇所のため池が被災した。 

そのうち１、１１１箇所が二次災害防止のための応急工事が必要であった。 

また平成２３年の東日本大震災(マグニチュード 9.0)では、多数のため池が被災し、ため池決壊

により大量の水が流出することにより、下流域の集落が被災した事例も見られた。 

本計画における想定地震規模(マグニチュード 9.0)を考慮すると、大地震が発生した場合は、た

め池が被災し、最悪の場合には決壊することも考えられ、その場合、貯留水による二次災害が想定

される。 

 

４.一斉点検、耐震調査及び耐震化対策整備計画の策定 

平成２５年度より、県において「震災対策農業水利施設整備事業」を実施しており、本市にお け

るため池のうち、一定規模以上の箇所について一斉点検(現状での漏水、クラック等の確認) 及び

耐震調査(ボーリング等による土質調査)を行い、「警戒すべきため池」を選定するとともに、耐震

化対策整備計画を策定することとしている(現在、事業実施中)。 

また、上記調査の結果を受けて、４２箇所(令和２年１１月時点)の「ため池ハザードマップ」 を

作成している。 

 

５.緊急点検 

前項による「警戒すべきため池」のうち「警戒ため池」(※注)について、以下により地震後の緊

急点検を行う。 

(１)対象地震 

本市のため池は全て堤高１５ｍ未満であり、その場合、過去の地震による被災例からみて震度 

４での被害はほとんど発生していないこと等を考慮し、気象庁震度階級の震度５弱以上の場合に 

緊急点検を実施する(「地震後の農業用ため池緊急点検要領(案)」(平成１８年３月３１日、一部 改

正農林水産省農村振興局)より。)(以下「緊急点検要領(案)」という。) 

(２)実施主体 

地震後の緊急点検は、ため池管理者または市町村が行うこととされており(緊急点検要領(案))、

「警戒ため池」の選定後、各ため池管理者と協議して決定する。 

(３)実施方法 

緊急点検要領(案)に基づいて行うものとする。 

 

６.ハザードマップ等の作成及び耐震化・統廃合の推進 

県及び市町村は、地震による破損等で決壊した場合の浸水区域に家屋や公共施設等が存在し、

人的被害を与えるおそれのあるため池について、ハザードマップの作製・周知、緊急連絡体制等を

整備するとともに、決壊した場合の影響度が大きいため池から、耐震化や統廃合等を推進するも

のとする。 

※注 震災対策農業水利施設整備事業において「警戒すべきため池」とは、警戒ため池、老朽た

め池、重点整備ため池、監視ため池の総称である。 
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第１１節 緊急輸送路の確保整備計画 

【対策部】 

第１ 主旨 

人命の救助や生活物資・資機材等の広域的な緊急輸送を行うため、緊急輸送路を指定する。指定 

された緊急輸送路の管理者は、最新の国の基準や国の点検要領に基づき、災害に対する強度の調査 

を行い、必要な整備を順次実施するとともに、被災箇所の優先復旧を図るため、必要な資機材の確 

保等早期復旧のために必要な対策をあらかじめ検討しておくものとする。 

また、事業中の緊急輸送路については、最新の基準に基づき、事業の促進に努める。また、緊急 輸

送路を保全対象に含む斜面対策事業の整備促進を図る。 

なお、輸送路の多ルート化を図るため、陸・海・空にわたる総合輸送ネットワークを整備するも の

とする。 

主な実施機関は、徳島県(県土整備部関係課)、徳島県警察、徳島空港事務所、四国地方整備局、 西

日本高速道路(株)、本州四国連絡高速道路(株)、自衛隊、徳島海上保安部 

 

第２ 緊急輸送路の指定等 

(１)第１次緊急輸送道路 

広域的な輸送に必要な主要幹線道路及び重要港湾・空港を接続する幹線道路 

 

 (２)第２次緊急輸送道路 

県内の防災活動の重要拠点施設である、県庁、総合県民局、東部県土整備局、県警察、市町村 

役場及び地域の医療拠点、広域避難場所等の主要な施設と第１次緊急輸送道路とを接続する幹線

道 路 

 

(３)第３次緊急輸送道路 

１次、２次路線を補完し、ネットワークを構築する路線 

 

 

 

 第１次緊急輸送道路

 国道５５号 → 徳島市～海部郡海陽町 高知県境 国管轄

 国道５５号 阿南道路 → 国道５５号(小松島市)～国道５５号(阿南市)<事業中> 〃

 四国横断自動車道 → 徳島津田 IC～ 阿南 IC(仮称)<事業中>

 国道５５号 桑野道路 → 阿南 IC(仮称)～ 桑野 IC(仮称)<事業中> 〃

 国道５５号 福井道路 → 桑野 IC(仮称)～ 小野 IC(仮称)<事業中> 〃

 国道５５号 日和佐道路 → 国道５５号(阿南市)～ 国道５５号(美波町) 〃

 県道 130 号 大林津乃峰線 → 全線(小松島市～阿南市) 県管理

 県道 285 号 戎山中林富岡

港線
→

大林津乃峰線(阿南市)～ 市道新浜南線(阿南市) 〃

 県道 288 号 小勝島公園線 → 全線(阿南市) 〃

 （港）小勝ふ頭線 → 臨港道路全線(阿南市) 〃

 市道 大潟団地海岸線 → 市道新浜南線(阿南市)～ 橘港(大潟地区) 市管理

 市道 新浜南線 → 全線(阿南市) 〃
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緊急輸送道路の橋梁の老朽化対策については、定期的な点検に基づき、計画的な維持管理・更新 

を実施する。 

さらに、複数の輸送ルートの確保を図るため、関係機関と協議し、緊急輸送道路を補完する農林 

道等の整備を計画的に推進する。 

 

３.港湾 

拠点港において、救助活動を行うための施設となる耐震強化岸壁及び緑地等の整備を推進する。 

 

拠点港(救助活動を行うため、拠点となる港湾) 

 
 

第３ 緊急輸送ネットワークの整備 

第１次・第２次緊急輸送道路については、橋梁・法面等の最新の基準や国の点検要領に基づく点

検を行い、その結果により、緊急を要する箇所から順次整備を行う。また、第１次・第２次緊急輸 

送道路を補完する主要な幹線道路については、その整備促進に努めるものとする。 

 

 第２次緊急輸送道路

 国道１９５号 → 国道５５号(阿南市)～ 那賀町木頭 高知県境 県管理

 県道 23 号 富岡港線 → 大林津乃峰線(阿南市)～国道５５号 阿南道路(阿南市) 〃

 県道 25 号 日和佐小野線 → 美波町由岐支所 ～ 国道５５号(阿南市) 〃

 県道 273 号 大京原今津

浦和田津線
→ 国道５５号(阿南市)～ 陸上自衛隊徳島駐屯地 〃

 県道 22 号 阿南勝浦線 → 大林津乃峰線（阿南市）～羽ノ浦福井線（阿南市） 〃

 
県道 24 号 羽ノ浦福井線 →

大林津乃峰線（阿南市上中町）～阿南市消防本部消防署西出

張所
〃

 県道 27 号 阿南那賀川線 → 阿南市那賀川支所～ 国道 55 号（阿南市） 〃

 県道 172 号 羽ノ浦停車

場線
→ 坂野羽ノ浦線（阿南市） ～ 大林津乃峰線（阿南市） 〃

 県道 191 号 富岡港南島

線）
→ 国道５５号（阿南市） ～ 市道辰己幹線（阿南市） 〃

 県道 274 号 坂野羽ノ浦

線）
→ 市道ながれ線（阿南市） ～ 羽ノ浦停車場線（ 阿南市） 〃

 市道 富岡橋宝橋線 → 阿南那賀川線（阿南市） ～ 桑野川防災ステーション 市管理

 市道 ながれ線 → 阿南市羽ノ浦支所～ 坂野羽ノ浦線（阿南市） 〃

 市道 辰己幹線 → 富岡港南島線（阿南市） ～ 阿南市辰己町 1 番 26 〃

 市道 荒井幹線 → 大林津乃峰線（阿南市） ～ 市道荒井川原線（ 阿南市） 〃

 市道 荒井川原線 → 市道荒井幹線（阿南市） ～ 阿南医療センター 〃

 市道 阿南中学校線 → 阿南中学校～ 大林津乃峰線（阿南市） 〃

 市道 佃町滝ノ下線 → 徳島県立富岡東高等学校～ 富岡港線 〃

 第３次緊急輸送道路

 
県道 22 号 阿南勝浦線 →

羽ノ浦福井線（ 阿南市）～四国横断自動車道（ 阿南 IC

（仮称））～徳島上那賀線（勝浦町）
県管理

 
県道 24 号 羽ノ浦福井線 →

阿南市消防本部消防署西出張所～国道 55 号（阿南市福井

町）
〃

 
港 湾 名 種 別 管理者 備 考

 橘 港 重要港湾 徳島県 大潟地区
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第４ 民間事業者との連携 

(1) 県及び本市は、緊急輸送が円滑に実施されるよう、あらかじめ運送事業者等と協定を締結して

おく、輸送拠点として利用可能な民間事業者の管理する施設を把握しておくなど協力体制を構築

し、民間事業者のノウハウや能力等を活用するものとする。 
 
(2) 県及び本市は、必要に応じ、緊急輸送に係る調整業務等への運送事業者等の参加、物資の輸送

拠点における運送事業者等を主体とした業務の実施、物資の輸送拠点として運送事業者等の施設を

活用するための体制整備を図る。 

 

第５ 緊急輸送活動 

県及び本市は、多重化や代替性・利便性等を考慮しつつ、災害時の緊急輸送活動のために確保す

べき道路、港湾、漁港、飛行場等の輸送施設及びトラックターミナル、卸売市場、展示場、体育館

等の輸送拠点について把握・点検するものとする。 

また、県及び本市は、国と連携の上これらを調整し、災害に対する安全性を考慮しつつ、関係機

関と協議の上、県が開設する広域物資輸送拠点、本市が開設する地域内輸送拠点を経て、各避難所

等に支援物資を届ける緊急輸送ネットワークの形成を図るとともに、指定公共機関その他の関係機

関等に対する周知徹底に努めるものとする。 
県は、これらを周知するため、「徳島県広域防災活動計画」の充実を図るものとする。 

 

第６ 緊急通行車両等の確認手続き 

県及び本市は、災害時における確認事務の省力化、効率化を図り、緊急通行車両等の円滑な通行

を確保するため、緊急通行車両等の確認制度を民間事業者等に対して周知を行うとともに、自らも

当該制度を積極的に利用するなど、その普及を図る。 
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第１２節 危険物等災害予防計画 

【総務部、情報部、警防部】 

第１ 主旨 

本市は、危険物等による災害を防止するため、関係各機関と連携し、法令の定めるところによる 

保安体制の強化を実施し、適正な保安意識の向上、訓練の徹底、自衛消防隊の育成、及び防災思想 の

啓蒙普及推進を図る。 

 

第２ 危険物災害予防対策 

１.保安教育 

本市及び関係各機関は県とともに、危険物取扱業者及び、危険物取扱者(有資格者)に対し、 講

習会・研修会等の実施で、危険物の保安管理に関する知識向上を図り、事業所施設の保安体制 強

化に努める。 

 

２.規制の強化 

本市及び関係各機関は県とともに、危険物施設所有の事業所に対し、下記事項を重点とした立 

入り検査を実施し、災害の発生と拡大防止を図る。 

 

　立入り検査の重点項目 

² 危険物施設の位置・構造及び設備の維持管理の検査と指導強化 

² 危険物の貯蔵・取扱・運搬・積載等の対応の検査及び安全管理指導強化 

² 危険物施設の管理者、危険物保安監督者の非常時の対応措置と指導強化 

² 発災時の危険物施設に対する安全措置と指導強化 

 

なお、本市域内の危険物大量貯蔵取扱事業所は、以下のとおりである。 

 

危険物大量貯蔵取扱事業所(第４類危険物 1、000kl 以上) 
令和７年２月現在  

 

３.屋外タンク貯蔵所等の流出油事故対策 

液体危険物を貯蔵する大規模な屋外貯蔵タンク施設管理者には、不等沈下・漏洩事故等の防止 

対策指導を行い、また流出事故発生を想定した、二次災害予防対策措置計画の指導を図る。 

 

４.自衛消防組織の強化促進 

事業者は、自衛消防隊組織整備の強化を図り、自主的な災害予防体制を確立させる必要がある。 

また隣接する事業所との相互応援に関する協定の締結、あるいは地区内の自主防災組織との協

力構築を図り、効率的な自衛消防力を組織化することが望まれる。 

 事 業 所 名 所 在 地

 四国電力(株)阿南発電所 阿南市橘町幸野 106 番地

 新日本電工(株)徳島工場 阿南市橘町幸野 62 番地 1

 王子製紙(株)富岡工場 阿南市豊益町吉田 1 番地 3

 電源開発(株)橘火力発電所 阿南市橘町小勝 3 番地

 四国電力(株)橘湾発電所 阿南市橘町小勝 1 番地
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５.災害リスクの確認 

事業者は、危険物等関係施設が所在する地域の浸水想定区域及び土砂災害警戒区域等の該当性

並びに被害想定の確認を行うとともに、確認の結果、風水害により危険物等災害の拡大が想定さ

れる 

場合は、防災のため必要な措置の検討や、応急対策にかかる計画の作成等の実施に努めるもの

とする。 

 

６.化学的な消防資機材の整備 

本市は、阿南市消防本部との連携により、多様化する危険物の災害対応のため化学消防車等の 

整備推進を図り、化学消防力の強化に努めている。 

各事業所においても、危険物災害の防止を図るため、必要とされる応急資機材の整備・備蓄 確

保の推進を指導する。 

なお、阿南市消防本部が所有する化学的消防資機材等は以下のとおりである。 

 

阿南市消防本部所有の化学的消防資機材等 
令和７年２月現在 

 化学消防車 製 品 等

 大型化学車 2,000L 

原液搬送車 4,200L 

３号車 500L

たんぱく泡消火薬剤 6,200L 

たんぱく泡消火薬剤 6,200L 

水成膜泡消火薬剤 500L
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第３ 高圧ガス及び火薬類災害予防対策 

高圧ガス及び火薬類製造・販売事業所の施設管理者には、災害防止を図るため、県との協力のも 

と、保安教育の徹底、規制強化、輸送等の保安体制の整備・促進を指導する。 

 

高圧ガス大量保有事業所 
令和７年２月現在 

 
 

 

液化石油ガス保有事業所 
令和７年２月現在 

 
 

 

火薬類製造・販売事業所 
令和７年２月現在 

 
 

 

 

 事 業 所 名 所 在 地 電 話 番 号 ガ ス の 種 類

 
新日本電工(株)徳島工場 

日亜化学工業(株)新野工場 

日亜化学工業(株)辰己工場 

新栄鉄工(株) 

日 亜 化 学 工 業 ( 株 ) 

(株)山本鉄工所阿南工場 

王子製紙(株)富岡工場 

四国ガスエネクス(株)

阿南市橘町幸野６２－１ 

阿南市新野町入田３ 

阿南市辰己町１－１９ 

阿南市橘町鍋浦３２ 

阿南市上中町岡４９１－１００ 

阿南市辰己町１－８ 

阿南市豊益町吉田１ 

阿南市辰己町１－１５

(０８８４)２７－２１１１ 

(０８８４)３６－３１２１ 

(０８８４)２２－４４７７ 

(０８８４)３４－３１１１ 

(０８８４)２２－２３１１ 

(０８８４)２１－００３７ 

(０８８４)２２－２２１１ 

０９０－５２７０－８４０７

酸素、窒素 

炭酸ガス 

炭酸ガス、窒素、酸素、アルゴン 

酸素、炭酸ガス 

窒素、アンモニア、天然ガス、炭酸ガス、空気 

炭酸ガス 

酸素、炭酸ガス、天然ガス 

天然ガス

 事 業 所 名 所 在 地 電 話 番 号 ガ ス の 種 類

 
(株)スタン阿南事業所 阿南市橘町幸野１０７－１３ (０８８４)２７－０６４４

３０ｔ×１基 

２０ｔ×１基　充填所 

０.５ｔ×１基

 事 業 所 名 所 在 地 内 容

 (有)岸火工品製造所(岸重幸) 阿南市新野町林１４８番地１ 打揚げ用(販売含む)

【メモ】
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第４ 毒物・劇物災害予防対策 

毒物・劇物の取扱い事業所施設管理者には、災害防止を図るため、県との協力のもと施設管理の 

適正化、応急措置体制確立等の整備・促進を指導する。 

 

毒物・劇物製造事業 
令和７年２月現在 

 
 

 

第５ 放射線等災害予防対策 

１.放射性物質取扱事業所 

放射性物質取扱事業所の施設管理者は、施設の防災機能の充実を図り、職員への定期的な教

育・訓練を実施するとともに、自衛消防隊の組織充実と自主保安体制の確立を図る必要がある。 

 

放射性同位元素保有事業所 
令和７年２月現在 　 

 
 

 

 

２.放射性物質の基礎知識 

<放射線と放射能> 

不安定な原子(放射性同位元素)は、粒子や電磁波を放出して安定な原子となるが、この時放出

される粒子や電磁波が“放射線”で、放射線を出す物質は“放射性物質”、放射線を出す性質 

(または強度)を“放射能”と称している。 

放射線の種類は、α線・β線・γ線・中性子線等がある。

 
事 業 所 名 所 在 地 保 有 主 要 品 目 名

 

日亜化学工業(株) 辰己工
場

阿南市辰己町１－１９

硝酸バリウム、硫化亜鉛、フッ化バリウム、臭化バリウム 
ユウロピウム付活フッ化臭化バリウム、フッ化臭化バリウム 
ユウロピウム付活フッ化塩化バリウム 
ユウロピウム付活フッ化臭化沃化バリウム、 
ユウロピウム付活フッ化沃化バリウム、フッ化沃化バリウム

 
バイオ科学(株)第２工場

阿南市那賀川町工地５６２－

１
サリノマイシンナトリウム、ラサロシドナトリウム

 事 業 所 名 所 在 地

 阿波製紙(株)阿南工場 

王子製紙(株)富岡工場 

O＆C アイボリーボード(株)徳島工場 

新日本電工(株)徳島工場 

(株)大一建設　那賀川右岸高潮堤防工事作業所 

陸上自衛隊 第１４旅団 第１４施設隊 

中幸建設(有)　南島漏水対策工事作業所 

(株)藤本建設　加茂地区築堤護岸外工事現場事務所 

(株)湯浅土建　加茂地区低水護岸外工事作業所

阿南市津乃峰町新浜７２－３ 

阿南市豊益町吉田１ 

阿南市豊益町吉田１ 

阿南市橘町幸野６２－１ 

阿南市住吉町問屋前 

阿南市那賀川町小延４１３－１ 

阿南市下大野町渡り上り４４６－１ 

阿南市加茂町野上 

阿南市吉井町皇神３９－１
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² 単位 

放射能の強さや放射線の影響を表す単位は、以下のとおりとなる。 

・ ベクレル(Bq) 

放射線を出す性質(強度)の単位で、１秒間に壊れる原子の数(強さ)を表している。 

実用的に用いられている単位キュリー(Ci)は、１Ci=３.７×1010Bq=３７GBq 

 

・ シーベルト(Sv) 

放射線が人体に与える影響の度合いで、Ｘ線による胸部検診は、１mSv 程度となる。 

 

・ シーピーエム、カウントパーミニッツ(cpm) 

放射線測定器で計測される放射能の強さで、１分間に計測された放射線の数。 

 

・ グレイ(Gy) 

物体や人体の組織が受けた放射線の強さ 

 

² 外部被ばくと内部被ばく 

放射性物質が体の外にあり、体外から放射線を受けることを外部被ばくといい、外部被ばく線 

量は、地域の空間線量率と被ばく時間によって決定される。 

放射性物質は、地域毎に分布する土壌の母岩によっても異なり、花崗岩地帯での土壌分布域で 

は、比較的高いことが知られている。 

 

放射性物質が体内に入り、体内から放射線を受けた場合を内部被ばくという。内部被ばく線量 

は、呼気あるいは摂取した飲料水や食品中の放射性物質の種類・量などに支配される。我々は 

年間約２mSv の放射線を体内・体外から受けているが、放射線被ばくの大きさは、人と放射 

性物質との距離が遠いほど、またその場所での滞在時間が短いほど小さくなる。 

 

² 放射能汚染格付け図 

セシウム(１３４＋１３７)の放射能汚染格付け図(※注 8)は、本市では１Bq/m2 以下の 

「危険生が生じるリスクは極めて低い」ランクとなっている。 

なお、この放射線量を測定する装置は、ガイガーミュラー計数管、比例計数管、電離箱など 

があり、後者の二つは、エネルギーも計測することができる。 

 

※注 8 食品と暮らしの安全 No15web レポート、NPO 法人食品と暮らしの安全基金 参照 
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第６ 複合災害予防対策 

１.複合災害の被害軽減化 

同種または異種での自然災害が、同時にあるいはタイムラグを経て発生する複合災害の場合、 

被害は想像を超え、復旧・復興対策での広域化・長期化が懸念される。 

したがって、本論の一般災害に加えて、地域防災計画での地震・津波災害対策編に記す災害と 

の複合災害の可能性も抽出し、本市市民の生命・身体・財産が保護できる予防対策も考慮しなけれ

ば ならない。 

 

２.本市で想定される複合災害 

本市で想定される複合災害の種類を以下のとおりとする。 

(ａ)地震災害(プレート境界型・内陸直下型) 

(ｂ)津波災害 

(ｃ)風水害(風害、水害、雪害、火災) 

(ｄ)大規模事故災害(大規模火災、林野火災、危険物等災害、鉄道事故、道路災害、放射性 物質

事故、海上事故災害) 

 

第７ 海上特殊災害予防対策 

危険物積載船舶にあっては、海上災害防止の観点から、関係者間での保安教育訓練の徹底と防災 

関係機関との連携強化によって、保安体制の確立を図る。 
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第１３節 林野火災予防計画 

【各部各班】 

第１ 主旨 

林野火災の発生または拡大の危険性が高い地域においては、県との協議により、林野火災特別地 

域を決定するとともに、林野火災特別地域対策事業計画の樹立等、総合的な林野火災対策の推進に 

努める。 

 

第２ 林野火災に強い地域づくり 

本市は、阿南市消防本部、四国森林管理局(徳島森林管理署)及び県とともに、林野火災予防の 

ため、保護樹帯の設置、標識等の整備、林野火災多発期における注意警報の適切な伝達、防火宣伝 

の強化等必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 

林野火災の出火原因の大半が、たき火やタバコ等の不用意な火の取扱いによるものであり、本市 

は、広報活動や消火訓練等を通じて、林野周辺住民、入山者等の防災意識の向上を図るものとする。 

また、防火管理施設、防火森林の整備等に努めるとともに、警報発令中の火の使用制限の徹底を 

図り、多発時期等における監視パトロール等の強化、火入れを行う者に対する適切な対応等に努め 

るものとする。 

 

第３ 火災気象通報 

消防法(昭和 23 年 7 月 24 日法律第 186 号)第 22 条の規定により、気象の状況が火災の予防 

上危険と認められるときに徳島地方気象台が徳島県知事に対して通報し、徳島県を通じて阿南市や 

消防本部に伝達される。 

したがって、市長は知事から火災気象通報の連絡を受けたとき、あるいは気象状況が火災の 予防

上危険であると想定されるときは、火災に対する警報を発し、消防団員等の動員体制配備と住 民へ

の周知を図る。 

なお、火災気象通報の基準は、本県の場合以下のとおりとなる。 

 

火災気象通報基準 

発表基準 

 

「乾燥注意報」基準(実効湿度が６０％以下、最小湿度が４０％以下)と「強風注意報」基準(平 

均風速１２ｍ／ｓ以上)と同一。 

※注 降雨・降雪中は通報しないこともある。
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第４ 林野所有(管理)者等への周知 

本市は、林野所有(管理)者等に対し、下記事項に対する周知を行い、林野火災発生の防止に努 め

る。 

指導の内容 

 

² 枯れ草等の刈り取り 

² 火気の始末徹底 

² 消火用水利の確保 

² 森林法(昭和２６年法律第２４９号)に基づく適正な火入れの実施 

² 火災多発期の見回り強化 

² 火災警報等の情報を得るための携帯ラジオ等の携行 

 

 

第５ 迅速かつ円滑な災害応急対策への備え 

本市は、防火水槽の常備、林野火災用資機材の常備に努めるものとする。 

また、林野火災は、隣接市町に及ぶ場合があるため、隣接市町と協議をして林野火災発生時の広 

域応援体制の整備等に努める。 

 

第６ 被災者等への的確な情報伝達活動関係 

本市は、発災後の経過(推移)に応じて被災者等に提供すべき情報整理と、本市市民等からの問い合 

わせに対応した情報伝達体制づくりに努める。 

 

第７ 防災知識の普及等 

林野火災の出火原因の大半が、たき火やタバコ等の不用意な火の取扱によるものであり、本市は 

広報活動や消火訓練等を通じて、林野周辺住民、入山者等の防災知識の普及、予防啓発等防火思想 

の徹底を図るものとする。
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第１４節 防災施設等整備計画 

【総務部、情報部、対策部】 

第１ 主旨 

本市各防災機関は、災害時において、迅速かつ的確な応急対策が実施できるよう、防災施設他必 

要資機材及び応急物資等を整備し、応急活動体制の整備を推進する。 

 

第２ 情報通信体制の運用管理 

災害時での情報通信の重要性を考慮し、情報通信施設の耐震性強化及び停電対策、情報通信施設 

の危険分散、通信路の多ルート化、無線活用のバックアップ対策、デジタル化促進等の整備に努め 

る。 

本市は、さまざまな環境下にある住民等に対して警報等が確実に伝わるよう、関係事業者の協力 

を得つつ、防災行政無線、全国瞬時警報システム(Ｊ－ＡＬＥＲＴ)、Ｌアラート(災害情報共有シ ス

テム)、テレビ、ラジオ、携帯電話(緊急速報メール機能を含む。)、インターネット、ワンセグ等 を

用いた伝達手段の多重化、多様化を図るものとする。 

また、本市は、障がいの種類及び程度に応じて障がい者が防災及び防犯に関する情報を迅速かつ

確実に取得することができるようにするため、体制の整備充実、設備又は機器の設置の推進その他

の必要な施策を講ずるものとする。 

さらに、本市は、障がいの種類及び程度に応じて障がい者が緊急の通報を円滑な意思疎通により

迅速かつ確実に行うことができるようにするため、多様な手段による緊急の通報の仕組みの整備の

推進その他の必要な施策を講ずるものとする。 

また、県、本市、防災関係機関は、情報通信技術の発達を踏まえ、ＡＩ、ＩｏＴ、クラウドコン ピ

ューティング技術、ＳＮＳなど、ＩＣＴの災害時における情報収集・伝達等への積極的な活用に 努

める。 

県、本市、防災関係機関等が、災害時の情報提供等について、あらかじめ講じる対策について定 め

る。 

 

１.総合情報通信ネットワークシステムの活用 

本県では、平成９年度に県防災行政無線地上系システムと衛星通信システムが導入され、これ 

により県内市町村と全国の地方公共団体間で、防災情報と行政情報の伝達機能を有するネット ワ

ーク整備が図られた。 

今後は、当システムの適正な運用・管理を行うとともに、災害時にはフル活用させる。 

 

２.各無線施設等の整備充実 

本市は、自局の無線施設及び設備の定期的な点検整備を行うとともに、要員の確保あるいは応 

急用資機材の確保充実を図り、発災時での通信手段の確保に備える。 

また防災行政無線局で、同報系についてはデジタル対応を実施し、情報伝達方式多様化への対 

応を図るとともに、移動系については衛星携帯電話による通信を確保する。 

なお、アマチュア無線局の協力体制の整備を推進し、災害時における多重通信体制の確保に努 

める。 
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衛星携帯電話備付部局一覧 

 

３.全国瞬時警報システム(Ｊ－ＡＬＥＲＴ)の整備 

気象庁から伝達される緊急地震速報(平成１９年１０月１日運用開始)等の気象関係情報や、 

国から送信される有事関係情報は、人工衛星(スーパーバードＢ３)より対象地域の地方公共団 

体に送信され、市町村の防災行政無線を自動起動するシステムとなっている。 

本市は、当システムの適正な運用・管理を行い、災害時に利用する。 

 

Ｊ－ＡＬＥＲＴについて 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 危機管理課 他 消防本部

 5 3
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気象等に関する情報通報(例) 

 

4.Ｌアラート(災害情報共有システム)による情報伝達体制等の整備・充実 

本市は、Ｌアラート(災害情報共有システム)を活用した警報等の情報伝達体制等の整備に努め る。 

また、県、本市及びライフライン事業者は、Ｌアラート(災害情報共有システム)で発信する災 害

関連情報等の多様化に努めるとともに、情報の地図化等による伝達手段の高度化に努める。 

 

５.ＧＩＳ(地理情報システム)を利用した被害情報等の情報提供 

 

６.防災情報システムの充実 

県は、災害時に被害の状況を把握し、的確な応急対策を実施するため、気象情報や災害情報 等、

総合的な防災情報等が共有できる「災害時情報共有システム」を円滑に運用するとともに、 防災関

連情報のデータベース化等を図っているが、本市も、県や防災関係機関との防災情報の 共有化を

進めることにより、災害対応の初動時における情報収集・伝達機能を強化し、機能の充実 に努め

る。 

また、さまざまな環境下にある住民等に対して警報等が確実に伝わるよう、関係事業者の協力を 

得つつ、防災行政無線、全国瞬時警報システム(Ｊ－ＡＬＥＲＴ)、Ｌアラート(災害情報共有シ ス

テム)、テレビ、ラジオ、携帯電話(緊急速報メール機能を含む。)、インターネット、ワンセグ 等を

用いた伝達手段の多重化、多様化を図るものとする。 

 

 使用場面 警 報 音 音 声 放 送

 
緊急地震速報

緊急地震速報チャイム音 キュンキュン、

サイレン、ピンポン

緊急地震速報。大地震です。大地 

震です。

 キャンセル報 先ほどの地震は誤報です。

 

津 

波 

予 

報

大津波警報
消防サイレン１  

３秒吹鳴、２秒休止×３回

大津波警報が発表されました。海 

岸付近の方は高台に避難してくだ 

さい。

 

津波警報
消防サイレン２  

５秒吹鳴、６秒休止×２回

津波警報が発表されました。海岸 

付近の方は高台に避難してくださ 

い。

 

津波注意報
消防サイレン３  

１０秒吹鳴、２秒休止×２回

津波注意報が発表されました。海 

岸付近の方は注意してください。

 
震度速報 

(震度４以上の地震を観 

測した場合、自動放送)

消防サイレン２  

５秒吹鳴、６秒休止×２回

震度○の地震が発生しました。火 

の始末をしてください。テレビ・ 

ラジオをつけ、落ち着いて行動し 

てください。
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災害時情報共有システムのイメージ 

  
 

７.通信施設の防災対策 

発災時での電気通信設備の安全稼動体制整備を目指し、施設の防火・耐震化、あるいは補助電

源装置の設置を行うとともに、計画的な施設改修を図り、設備の防災対策に努める。 

 

８.各種データの整備保存 

本市では、復興の円滑化のため、あらかじめ各種データの総合的な整備保全(戸籍、住民基本台 

帳、地籍、建築物、権利関係、施設、地下埋設物等情報及び測量図面、情報図面等データの整備保 

存並びにバックアップ体制の整備)をしておく必要がある。 

 

９.AI、SNS を活用した災害情報の収集・発信 

本市は、「気象警報」や本市が発令する「避難情報」など、住民が必要とする最新の「防災情報」

を迅速・確実に入手できるよう、ＳＮＳ等防災情報発信マニュアルを整備し、本市公式ＳＮＳ等によ

る情報発信を進めるとともに、あらゆる機会を通じて本市公式ＳＮＳ等の利用者登録に努めるもの

とする。また、AI を活用し、SNS に投稿された被害情報等を収集できる体制整備を進める。 

 

10．インターネットポータルサイトへの災害情報の提供 
本市は、災害協定に基づき、災害時にポータルサイト事業者に対し、本市から提供する避難指示

等の避難情報、安否情報及びライフライン情報等の災害情報をサイトに掲載するなど情報提供の協

力を要請する。 
 
11．エリアメール・緊急速報メールの活用 

本市は、住民に災害情報を伝達するため、携帯電話のエリアメール・緊急速報メールの活用を進

める。 
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第３ 防災拠点施設等の整備 

防災拠点とは広義には避難場所や防災倉庫・救援物資集積所、応急復旧活動の拠点、防災活動の 

本部施設をいい、その役割と規模に応じて、以下のような分類がなされる。 

ａ.コミュニティ防災拠点 

地域住民の自主防災活動や緊急避難地に活用する自治会単位での拠点 

ｂ.地域防災拠点 

市町村が実施する活動拠点で、短中期の避難地及びコミュニティ防災拠点の補完を行う公民 

館単位での拠点→本市の場合は１４区域 

ｃ.広域防災拠点 

広域応援のベースキャンプや緊急物資の配給基地を持つ都道府県の管轄区域に数箇所設置 

される拠点→面積は 50ｈａ以上 

ⅾ .防災機能を有する道の駅の整備 

本市は、防災機能を有する道の駅を地域の防災拠点として位置づけ、その機能強化に努め 

るものとする。 

 

また防災公園は、火災等の二次災害時に住民の生命・財産を守り、避難地としての役割も有して 

いる。 

したがって、一次避難場所及び避難路の機能を有する都市公園・近隣公園・緑道等の役割は大

で、 上記防災拠点とともに、既設公園を有効利用するものとする。 

 

 

第４ 応急物資等の備蓄 

１.本市市民の対応と防災関係機関 

大規模災害時は、多くの被災者が生じるため、防災機関の対応にも限界がある。 

したがって、本市市民は家庭や近隣住民、自主防災組織間で、平時から防災意識の高揚に努め、 

災害時には、『自らの命は自らが守る』ことを基本理念とし、救援体制稼動までは、自らの生

活維持のための食料・飲料水他非常用生活物資の確保に努めることが重要である。このため本市

は、自ら備蓄することの必要性を本市市民に周知徹底するものとする。 

なお、南海トラフ巨大地震対策の最終報告(内閣府、平成２５年５月２８日発表)では、各家 

庭に１週間以上の備蓄を求めている。 

 

約１週間分の備蓄例 

アルファ米１１食、発熱剤付き食品４食、パンの缶詰め３食、袋入り保存パン２食、 
レトルト食品３食、飲料水２１リットル、乾電池４本、携帯電話充電器１台、 
カセットコンロ１台、カセットボンベ３本、簡易トイレの袋(２０枚入り)２箱 

また、徳島県が策定した「南海トラフ地震等に対応した備蓄方針」では、県と市町村の役割分担 

を定め、国等からの支援物資が届くまでの「１日２食３日分」の備蓄を、住民、本市、県がそれぞ

れ１日分ずつを確保することとしている。 

一方、家屋倒壊等で備蓄物資が使用できなかった被災者には、食料や飲料水、あるいは生活必需 

品などの供給を実施する必要があり、このような被害想定を考慮し、本市では必要となる応急物

資の備蓄確保に努める。 
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なお、発災直後に必要となる最低限の物資(投光器、テント、医薬品、防水シート、毛布等)の備

蓄・調達体制を確保するとともに避難所等における燃料や車両、ヘリコプター燃料の確保ルート

も確立させておくものとする。 

 

２.給水体制の整備 

本市は、災害時において飲料水供給が確保できるよう、浄水器の配備・給水タンク・ポリタンク

の確保、応急配管・応急復旧用資機材の備蓄増強を図る。下表のとおり、飲料水兼用耐震性貯水槽

も３基設置済である。 

 

耐震性貯水槽仕様(既設) 

 
 

３.救命・救助に必要な資機材等の整備 

災害救命・救助資機材は消防本部・警察・県が中心となるが、当機関での保有が困難なものは、

本市が整備・備蓄を行う。 

また初動対応で必要となる輸送関係車両や大規模重機等は、民間からの応援調達を考慮した協

定書締結整備を進める。 

 

４.医薬品等の備蓄 

大規模災害時に必要な医薬品・衛生材料を迅速に供給するため、本市は阿南医療センターと協

力し、医薬品等の備蓄に努めているが、今後は倉庫備蓄・ランニング備蓄も考慮し、医療救護整 備

を図るものとする。 

また、医薬品等が届くまでの緊急用に、携帯型救急セット等を医療救護所の開設予定場所に配

置する。 

 

² 医療救護所を予定している学校等に備蓄する携帯型救急セット 

診断識別連絡用具(聴診器・血圧計・記録用紙他)・蘇生吸引用具(手動式蘇生機・吸引器 

他)・外科用具(外科剪刀・ピンセット他)・注射用具(注射器・注射針他)・衛生材料用具 

(包帯・三角巾他)・医薬品(ボスミン注・ブドウ糖他)・発電機・処置用ライト 

 

² ランニング備蓄医薬品(災害拠点・支援医療機関に備蓄) 

鎮痛剤、シップ剤、外皮用軟膏、感冒剤、止しゃ剤、整腸剤、糖尿病薬、輸液、脱脂綿、 

ガーゼ、包帯、絆創膏、その他協定による

 
設 置 場 所 完 成 年 度 貯 水 能 力

 
阿南駅前児童公園 (１) 平成１９年１１月

６０ｔ 

(6,700 人分を３日間確保)

 
ゆたか野地区防災公園(２) 平成２３年 ６月

２０ｔ 

(2,200 人分を３日間確保)

 
津乃峰地区防災公園 (３) 平成２５年１０月

４０ｔ 

(4,000 人分を３日間確保)

 ※注 上記(１)(２)は地下埋設型であり、給水口での津波堆積物からの防護措置を検討すると とも
に、給水車が走行可能となる搬入経路対策が必要である。
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第１５節 ボランティア受入れ体制の整備及び運用に関する計画 

【情報部、対策部】 

第１ 主旨 

阪神・淡路大震災や東日本大震災等の近年の大規模災害においては、行政や防災機関のみでの災 

害対応では限界が指摘されると同時に、災害ボランティアの多彩な活躍が注目された。 

このため、被災者に対する救援活動が広範囲で長期にわたる場合等に、重要な役割を担う災害ボ 

ランティアについて、本市は社会福祉協議会を主体に、日本赤十字社の協力を得て、その受入れ体 

制と活動環境整備を以下のとおりとする。 

 

第２ NPO・ボランティア等の連携と受入れ体制支援 

ＮＰＯや組織化された専門ボランティアグループのみならず、未組織の一般ボランティアや地域 

外のボランティアが本市域内で自主防災組織等と円滑な支援活動を展開するには受入れ窓口の設置

等の整備が必要である。 

このため、県及び本市は、徳島県災害ボランティア連絡会（日本赤十字社徳島県支部、社会福祉協

議会やボランティア団体等）と連携を図るとともに、災害中間支援組織「徳島県被災者支援プラット

ホーム（令和６年７月１７日設立」（ＮＰＯ、ボランティア等の活動支援や活動調整を行う組織）を

含めた連携体制の構築を推進する。 

また、ボランティアコーディネーターやボランティアリーダーの育成、情報ネットワーク体制の

整備、研修会開催、受入れ訓練の実施、関連組織間とボランティア間での情報交換対応、地元住民と

の理解周知、災害時の具体的活動マニュアルを記した『ボランティア災害活動マニュアル』作成と受

入れ体制整備を行う。 

さらに、本市は、市地域防災計画等において、災害ボランティアセンターを運営する者（市社会福

祉協議会等）との役割分担等を定めるよう努めるものとする。特に、災害ボランティアセンターの設

置予定場所については、市地域防災計画に明記する、相互に協定を締結する等により、あらかじめ明

確化しておくよう努める。 

なお、円滑な災害ボランティア活動に必要となる資機材備蓄・確保方法も検討する必要がある。 

 

第３ ボランティア活動の支援拠点の整備 

県及び本市は、社会福祉協議会、日本赤十字社その他ＮＰＯ・ボランティア等と連携を図りなが

ら、県域、本市域単位で、ボランティア活動の支援拠点の整備に努める。 

 

第４ 情報共有会議の整備・強化 

県及び本市は、災害ボランティアの活動環境として、社会福祉協議会、ＮＰＯ・ボランティア等 

と連携し、平常時の登録、研修や訓練の制度、災害時における災害ボランティア活動の受入れや調 

整を行う体制、災害ボランティア活動の拠点の確保、活動上の安全確保、被災者ニーズ等の情報提 

供方策等について整備を推進するとともに、そのための意見交換を行う情報共有会議の整備・強化 

を、研修や訓練を通じて推進する。 
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第５ 災害廃棄物等に係る連絡体制の構築 

県及び本市は、社会福祉協議会、ＮＰＯ等関係団体との間で、被災家屋からの災害廃棄物、がれ 

き、土砂の撤去等に係る連絡体制を構築する。 

また、県及び本市は、地域住民やＮＰＯ・ボランティア等への一次仮置き場の状況及び災害廃棄 

物の分別・排出方法等に係る広報・周知を進めることで、災害ボランティア活動の環境整備に努め 

るものとする。 

 

第６ 専門ボランティアの活動への支援等 

本市は、医療や救護・救助あるいは被災後の各種対応等の専門知識や特殊な技術を有するボラン 

ティア活動支援の整備に努めるが、特に被災宅地危険度判定士、被災建築物応急危険度判定士等の 

確保のため、有資格者を把握し、登録制度を取り入れる等の効果的な基盤づくりに努める。 

・被災宅地危険度判定士 

宅地災害が発生した場合、宅地の被害状況や危険度判定を行い、二次災害を軽減・防止するエキ 

スパート。 

・被災建築物応急危険度判定士 

被災建築物の危険度を求め、居住可能か否かの判定を行うエキスパート。 

（当判定により、帰宅困難者と帰宅可能者とのトリアージがなされる。） 

なお、被害認定調査を行う専門職員の育成を図り、上記専門ボランティアとの協働を図ることも 

考慮しなければならない。 

 

第７ ボランティア災害活動マニュアル作成上の留意点 

１.マニュアル作成の前提 

災害時のボランティアニーズや活動には、以下のような特徴がある。 

・ 緊急性と公益性が高い。 

・ ニーズが多くかつ膨大となることがあるが、時間経過とともにニーズは変化する。 

・ 被災地が混乱し、的確な情報収集が困難なことが多い。 

・ 一般ボランティアの場合、特定地域に集中しやすい。 

したがって、このようなことを踏まえ、受入れ体制整備と環境整備の構築を図る必要がある。 

 

２.応急対策時のボランティア活動 

発災直後は危険性も高く、医療関係者以外では専門ボランティアに限定することが必要である。 

要配慮者のうち、避難行動要支援者への対処は、福祉ボランティアの活動分野といえる。 

なお生活支援期においては、避難所関連と在宅関連に区分した整備体制が望ましい。 

 

３.体制の確立 

大規模災害では、現地本部と救援本部を設置し、救援の機能分担を図ることも必要となる。 

 

４.復興期のボランティア活動 

被災地での復旧活動が進み、住民生活が落ち着く頃には、救援主体を地元に移行させる必要があ

る。したがって、円滑な引継ぎが行われるように、記録整備を進めていかなければならない。  
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第１６節 広域応援計画 

【総務部、情報部、警防部】 

第１ 主旨 

大規模災害が発生した場合の、災害応急対策を円滑に実施するための広域応援対策を以下のとお 

りとする。 

 

第２ 市町村間の相互協定 

本市では、現在、徳島市・鳴門市・小松島市との間で「徳島県４市の災害時相互応援に関する協 

定、平成８年１０月１日」、鳥取県米子市との間で、「災害時相互応援協定、平成１７年６月２２日」

の防災相互応援協定他、最近では、「徳島県市長会を構成する各市の災害時相互応援に関する協定書、

平 成２４年１０月５日」、「徳島県及び市町村の災害時相互応援協定、平成２５年４月５日」、「鳥

取県市長会と徳島県市長会との危機事象発生時相互応援協定、平成２５年１２月２５日」、「阿南市・

御坊市パートナーシティ協定、平成２６年１１月１７日」、「災害時における相互応援協定書(島原

市)、 平成２８年７月２２日」及び「阿南市・合志市パートナーシティ協定、令和元年 10 月１日」

等も結ばれている。 

今後も迅速かつ的確な応急対策が行われるよう、相互応援協定の追加整備に努めるものとする。 

 

第３ 消防機関の相互応援 

本市では、現在、「徳島県広域消防相互応援協定書、平成１４年４月３０日」「徳島県市町村消防 

相互応援協定、平成１０年４月１日」の大規模災害に備えた消防機関協力が結ばれているが、今後 

も消防広域応援基本計画の策定により、派遣要請システム整備、代表消防機関設置、応援情報リス 

ト構築により、消防広域応援体制の強化を図る。 

 

第４ 民間団体等との応援・協力 

大規模災害時には、民間企業や各団体等との各分野に渡る応援協力が必要となる。 

現在、本市が締結している企業・団体は、資料編№３５の一覧表のとおりであるが、速やかな災害

応急対策・災害復旧対策実施を図るため、企業・団体とのさらなる応援協力の構築・強化に努める。 

 

第５ 広域応援・受援計画の整備 

大規模災害により、本市が被災した場合に、相互応援協定等の広域支援に基づく応援物資や職員 

などの受入れが効果的に行えるよう、国が策定した「地方公共団体のための災害時受援体制に関す 

るガイドライン」等に沿って、体制の見直し等を行うとともに、情報連絡体制に関すること、集結 場

所及び活動拠点に関すること、活動内容等の調整に関すること、宿泊施設及び応援職員への対応 に

関することなどについて広域応援・受援計画の策定に取り組み、円滑な応急対策等が行えるよう、 

広域的な応援・受援体制を確立しておくものとする。 

 

(１)応援体制の整備 

ア 応援要請があった場合に速やかな応援を実施できるよう、県が策定した「徳島県災害マネジ 

メント総括支援員制度」に基づき、自らの災害対応のマネジメントや被災市町村の災害対応マ 

ネジメント支援を行える体制を整備するものとし、被災市町村への派遣職員の編成、携行資機 

材、使用車両、応援の手順等について事前に準備する。 
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イ 県及び本市は、訓練等を通じて、「応急対策職員派遣制」、「徳島県災害マネジメント総括 

支援員制度」等を活用した応援職員の受入れについて、活用方法の習熟、発災時における円滑 

な活用の促進に努めるものとする。 

ウ 県及び本市は、土木・建築職などの技術職員が不足している被災市町村への中長期派遣等に

よる 支援を行うため、技術職員の確保及び災害時の派遣体制の整備に努めるものとする。 

 

(２)受援体制の整備 

円滑に他の市町村、国、県、防災関係機関等から応援を受けることができるよう、受援のため

の体制や役割分担、具体的な活動拠点、連絡・要請手順、対象業務等について取り決めておくと

ともに、連絡先の共有を徹底しておくなど、必要な準備を整え、実効性の確保に努めるものと 

する。特に、庁内全体及び各業務担当部署における受援担当者の選定や応援職員等の執務スペー 

スの確保を行うものとする。 

 

(３)広域避難体制の整備 

ア 県及び本市は、大規模広域災害時に円滑な広域避難及び広域一時滞在が可能となるよう、大 

規模氾濫減災協議会など既存の枠組みを活用することにより国や他の地方公共団体との協力 

体制の構築に努めるとともに、他の地方公共団体との応援協定を締結するなど、災害時の具体 

的な避難・受入方法を含めた手順等を定めるよう定めるものとする。 

イ 県は、鳥取県との「鳥取県と徳島県との危機事象発生時相互応援協定」に基づき、相互の広 

域避難を実施する際の避難者支援策について、「広域避難支援パッケージ」として事前に検討 

を進めておく。 
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第１７節 避難行動要支援者対策計画 

【総務部、情報部、対策部、警防部】 

第１ 主旨 

大規模な災害時には、災害対応能力の低い避難行動要支援者(※注１)を含む要配慮者の犠牲が 多

くなることが懸念される。 

要配慮者は、自力による避難が困難であったり、災害情報の伝達に配慮すべき点があること等か 

ら、土砂災害の情報伝達や避難誘導が必要となる。 

特に、避難が必要と想定される区域においては、要配慮者の的確な対策を実施する必要があり、 

これらの避難行動要支援者に対する安全確保計画を以下のとおりとする。 

※注１ 避難行動要支援者 

災害対策基本法(昭和３６年法律第２２３号)が一部改正(平成２５年法律第５４号、平成２５ 

年６月２１日公布)され、要配慮者のうち、災害が発生し、または災害が発生するおそれがある場 合

に、自ら避難することが困難な者で、その円滑かつ迅速な避難確保のために特に支援を要する者 を

いう。 

 

第２ 社会福祉施設等対策 

１.社会福祉施設の安全確保等 

社会福祉施設等利用者の大半は、上記の避難行動要支援者であり、施設管理は、ＢＣＰ(事業継 

続計画本章 第２０節 ＢＣＰ(事業継続計画) 参照)の具体的な取組みとともに、施設構造物の 耐震

性確保に配慮し、土砂災害での危険性の有無、対策を講じる必要がある。 

さらに、スプリンクラー設置や消防機関等への早期通報の可能な設備促進が図られるべきであ

る。 

本市は、土砂災害警戒区域等に存在する社会福祉施設等の保全のため、治山・砂防・地すべり・急 

傾斜地あるいは深層崩壊危険箇所の各対策事業を強力に実施するとともに、施設管理者への周知、 

講習会の実施等に配慮する。 

また、福祉避難所の指定を受けた社会福祉施設にあっては、避難者個別の支援方法を周知して 

おく必要がある。 

 

２．避難計画の整備 

本市地域防災計画に名称及び所在地を定められた、主として要配慮者が利用する社会福祉施設等

の管理者は、施設利用者の円滑かつ迅速な避難を確保するため、防災体制に関する事項、避難訓練及

び防災教育に関する事項を定めた避難計画を作成・公表するとともに、本市に報告を行うものとす

る。 

 

３.防災組織の整備 

社会福祉施設等の管理者は、発災時における迅速かつ的確な対応を行うため、あらかじめ自衛 

消防隊を組織し、施設職員の任務分担・動員計画・緊急連絡体制を整備しておくものとし、必要 に

応じ、関係機関との連携のもと、施設相互間並びに地域住民や自主防災組織等との平時からの 連

携を図る。 
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４.防災教育・防災訓練の充実 

社会福祉施設等の管理者は、施設職員等が防災への基礎的知識や災害時の応急活動等への理 

解・関心を高めるための防災教育を実施するとともに、適確な避難活動が行えるよう、防災訓練 

を実施するものとする。 

特に、避難行動要支援者が利用している施設にあっては、職員が手薄となる夜間時(冬場)の 防災訓

練や地域特性を考慮した計画での実施とする。 

 

５.防災備品の整備 

社会福祉施設等の管理者は、大規模災害時に備え、食料・飲料水、生活必需品、防災資機材等 の

備蓄に努めるものとする。 

 

６.個別避難計画の作成 

ア 本市は、防災担当部局や福祉担当部局など関係部局の連携のもと、福祉専門職、社会福祉 協

議会、民生委員、地域住民等の避難支援等に携わる関係者と連携して、名簿情報に係る避難 

行動要支援者ごとに、作成の同意を得て、個別避難計画を作成するよう努めるものとする。ま 

た、個別避難計画については、避難行動要支援者の状況の変化、ハザードマップの見直しや更 

新、災害時の避難方法等の変更等を適切に反映したものとなるよう、必要に応じて更新すると 

ともに、庁舎の被災等の事態が生じた場合においても、計画の活用に支障が生じないよう、個 

別避難計画情報の適切な管理に努めるものとする。 

本市は、被災者支援業務の迅速化・効率化のため、避難行動要支援者名簿及び個別避難計画

の作成等にデジタル技術を活用するよう努めるものとする。 

イ 本市は、消防機関、県警察、民生委員・児童委員、社会福祉協議会、自主防災組織など避難

支援等に携わる関係者に対し、避難行動要支援者本人の同意、または、本市条例の定めがある

場合には、あらかじめ避難行動要支援者名簿を提供するとともに、多様な主体の協力を得なが

ら、避難行動要支援者に対する情報伝達体制の整備、避難支援・安否確認体制の整備、避難訓

練の実施等を一層図るものとする。その際、名簿情報の漏えいの防止等必要な措置を講じるも

のとする。 

ウ 本市は、消防機関、県警察、民生委員・児童委員、社会福祉協議会、自主防災組織など避難

支援等に携わる関係者に対し、避難行動要支援者本人及び避難支援等実施者の同意、または、 

本市条例の定めがある場合には、あらかじめ個別避難計画を提供するものとする。また、多様

な主体の協力を得ながら、避難行動要支援者に対する情報伝達体制の整備、避難支援・ 安否

確認体制の整備、避難訓練の実施等を一層図るものとする。その際、個別避難計画情報の漏え

いの防止等必要な措置を講じるものとする。 

 

７.福祉避難所 

ア 福祉避難所の対象となる者の概数の把握 

本市は、福祉避難所の指定・整備数を検討するための基礎資料として、避難行動要支援者名 

簿等から福祉避難所の対象となる者の概数を把握するよう努めるものとする。 
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イ 福祉避難所の指定 

本市は、社会福祉施設等の管理者との協議により、避難行動要支援者が相談や介助・医療的 

ケアなどの必要な生活支援が受けられるなど、安心して生活ができる体制を整備され、主とし 

て要配慮者を滞在させるために必要な居室が可能な限り確保された福祉避難所(二次的な避難 

施設)の事前の指定に努めるものとする。 

特に、要配慮者に対して円滑な情報伝達ができるよう、多様な情報伝達手段の確保に努める

ものとする。また、医療的ケアを必要とする者に対しては、人工呼吸器や吸引器等の医療機器

の電源確保等の必要な配慮をするよう努めるものとする。 

なお、指定にあたっては、民間の福祉施設のほか、本市施設、宿泊施設等の活用を図り、福

祉避難所の確保に努めるとともに、受け入れを想定していない避難者が避難してくることがな

いよう、必要に応じて、あらかじめ福祉避難所として指定避難所を指定する際に、受入れ対象

者を特定して公示するものとする。また、事前の受入れ対象者を特定して公示する制度を活用

しつつ、福祉避難所で受け入れるべき要配慮者を事前に調整の上、個別避難計画等を作成し、 

要配慮者が、避難が必要となった際に福祉避難所へ直接避難することができるよう努めるもの 

とする。 

ウ 福祉避難所のマンパワー設備・器具等の確保 

本市は、関係機関等の協力を得て福祉避難所の運営人員等の確保に努めるとともに、設備・ 

器具等についても不足に備えた調達・確保に努めるものとする。 

エ 福祉避難所の周知 

本市は、福祉避難所に関する指定状況や役割について、広く本市市民に周知するよう努める。 

特に、要配慮者及びその家族、自主防災組織、支援団体等に対する周知に努めるものとする。 

オ 福祉避難所の運営 

本市は、［徳島県福祉避難所運営マニュアル作成指針］等を参考にマニュアルを作成のうえ、 

訓練等を通じて社会福祉施設等の関係者に対して必要な知識等の普及啓発を行い、円滑な運営 

管理体制の構築に努める。 

カ 福祉避難所における感染症対策 

本市は、「徳島県福祉避難所運営マニュアル作成指針(新型コロナウイルス感染症対策編)」 

等を参考に、福祉避難所における感染症対策のマニュアルを作成し、感染症対策を踏まえた円 

滑な福祉避難所の開設及び運営体制の構築に努める。 

 

第 3 在宅者対策 

１.防災知識の普及・啓発 

本市は、避難行動要支援者を含む要配慮者とその関係者に対し、災害時に速やかな対応が図ら

れ、 救える命を救うという共助・公助体制を推進させるため、地域の防災訓練への積極的参加

を呼び かけるなど、防災知識の普及・啓発に努める。 

 

２.要配慮者への対策 

要配慮者の本市における解釈は、以下のとおりとし、要配慮者に対する支援が適切に行われる 

よう、事前に支援体制を確立し、情報の伝達や安否確認、避難所における支援などが実施できる 

ようにしておく。 
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«要配慮者» 

² 高齢者(ひとりぐらし高齢者・ねたきり等高齢者・認知症高齢者) 

² 身体障がい者(児)(視覚・聴覚平衡・音声言語・肢体不自由・内部障がい者) 

² 知的障がい者 

² 精神障がい者 

² 発達障がい者 

² 難病患者 

² 妊産婦 

² 乳幼児、児童 

² 外国人 

 

３.避難行動要支援者への対策 

本市は、「阿南市避難行動要支援者避難支援プラン.平成２８年１月(平成２９年２月改正)」を 

基に、要支援者への支援を迅速かつ適確に行うため、平常時から要支援者に関する情報を把握す

る とともに、情報伝達体制や避難誘導等支援体制の整備を図る。 

«避難行動要支援者の範囲» 

² 要介護状態区分が要介護３から５の認定を受けている者 

² 身体障害者手帳１級又は２級の視覚障がい、聴覚・言語障がい、肢体不自由の者 

² 療育手帳Ａ１またはＡ２を所持する者 

² 精神障害者保健福祉手帳１級を所持する者 

² 難病患者(次のいずれかの要件を満たす方) 

・小児慢性特定疾病 

・「重症患者」及び「高額かつ長期」該当者 

・障害者総合福祉支援法上の障害福祉サービスを受けている難病患者 

² 上記以外で市長が支援をする必要があると認めた者 

«避難行動要支援者名簿の記載事項» 

改正災対法(法第４９条の１０の第２項)規定の内容に基づき、以下のとおりとする。 

ａ)氏名、b)生年月日、c)性別、d)住所または居所、e)電話番号その他の連絡先 

f)避難支援等を必要とする事由、g)その他、避難支援等の実施に必要な事項 

«名簿のバックアップと情報管理» 

本市は、以下のバックアップ機能等を図る必要がある。 

² データ管理のバックアップ機能実施 

² クラウドでのデータ管理 

² 県との連携を図る 

² 紙媒体でも保存 

² 情報セキュリティポリシーの遵守徹底 

«名簿の更新と情報の共有» 

転入・転居・死亡時には、速やかに名簿登録・削除等の更新を行い、これらの名簿情報は、支

援者も共有する。また上記以外には、一定期間ごとに更新するものとする。 

«名簿の共有者と情報管理» 

本市においては、以下のとおりの共有者と情報管理手段を取る。 

・名簿共有者 
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ａ)消防機関、b)県警察、c)民生委員、ｄ)社会福祉協議会、ｅ)自主防災組織、ｆ)地域包括支

援センター、ｇ）その他、支援実施に携わる関係者 

・情報管理手段 

ａ)施錠可能な場所での保管、ｂ)必要以上の複製・コピーは不可 

ｃ)情報共有者との定期的な取扱い状況の確認、ｄ)個人情報に関する取扱い研修の実施 

«名簿の活用» 

本名簿は、以下の目的以外には使用しない。 

² 防災訓練への参加呼び掛けなど防災に関する情報提供 

² 避難のための情報伝達

² 避難行動要支援者の避難支援、安否確認、救助等 

² 避難時以降の避難行動要支援者に対する対応 

² 医療及び助産、福祉への支援 

² 保健衛生、防疫、遺体の埋火葬等に係る対応 

² 被災後の避難所・在宅での安全・安心な生活の確保 

«避難行動支援で取り組むべき事項» 

要支援者には、同意書を得た後に一人ひとりの個別計画を作成する必要がある。 

この個別計画には、避難支援者情報・避難場所等情報も記入し、要支援者と支援者のマッチン 

グプランで、避難訓練実施によって、より高度な避難対策を図る。 

«避難行動支援者と共助力向上» 

避難行動支援者は、各地域自治会・各自主防災組織等からのボランティア応募が主体となるが、 

要支援者一人に対し、２人程度の支援者が望ましい。 

また、本市住民は要支援者・健常者の区分がなく『地域住民全てが助かる』ことをスローガン 

に、避難支援関係者共々、保健・福祉に関する研修等に参加する必要がある。 

※注 避難行動要支援者名簿様式、同意を得るための様式、個別計画の様式は、資料編 No.５８ に参

照した。 

 

第４ 外国人等に対する防災対策 

発災時の被害を可能な限り少なくするためには、言語・生活習慣・防災意識の異なる外国人も、 防

災に関する予備知識を得ていることが必要で、また迅速に正確な情報も得られるように配慮する こ

とが必要である。 

情報弱者となりがちな外国人を、要配慮者と位置付け、本市では以下のような支援システムと救 

助体制の整備に努める。 

１.防災知識の普及啓発 

・外国人向けの外国語による防災に関するパンフレットを作成・配布するとともに、各種機関で 

入手できるようにするなど、防災に関する知識の普及啓発を図る。 

・在住外国人に対して、防災教育及び防災訓練への参加を推進する。 

２.避難施設案内板等の外国語併記の推進 

本市は、避難場所や避難経路等の案内板は、外国人にも理解しやすいシンボル化や外国語の 

併記整備を考慮する。 

 
３．的確な情報伝達の環境整備等 

被災地に生活基盤を持ち、避難生活や生活再建に関する情報を必要とする在日外国人と、早期
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帰国等に向けた交通情報を必要とする訪日外国人は、行動特性や情報ニーズが異なることを踏ま

え、県及び本市は、それぞれに応じた迅速かつ的確な情報伝達の環境整備や、円滑な避難誘導体

制の構築に努めるものとする。 

 

第 5 男女共同参画の視点を取り入れた防災対策 

本市は、避難行動要支援者の避難誘導や避難所の運営等において、男女のニーズの違いなど男女 

双方の視点に配慮した防災対策に努めるものとする。 

このため、県及び本市は、男女共同参画の視点から、阿南市防災会議の委員に占める女性の割合を

高めるよう取り組むとともに、男女共同参画担当部局が災害対応について庁内及び避難所等におけ

る調整連絡を行い、また、男女共同参画センターが地域における防災活動の拠点となるよう、平常時

及び災害時における男女共同参画担当部局及び男女共同参画センターの役割について、防災担当部

局と男女共同参画担当部局が連携し、明確化しておくよう努めるものとする。 

 



- 133 - 

第１８節 帰宅困難者対策計画 

【総務部、情報部】 

第 1 主旨 

被災時に様々な理由で帰宅できず、避難せざるを得ない帰宅困難者の対応を以下のとおりとする。 

 

第 2 帰宅困難者に対する防災対策 

１.定義 

帰宅困難者とは、以下のとおりで定義される。 

 

(１)従来の定義 

発災時に、帰宅先までの距離が１０㎞以内ならば帰宅可能者となり、１０㎞～２０㎞では、１㎞

遠くなるたびに帰宅可能者は１０％ずつ減少し、２０ｋｍ以上では全員が帰宅困難者 となる。 

(例) 

１００人の事業所職員のうち、１０㎞以内は５０人、１１㎞は２０人、１５㎞が２０人、２０㎞

以上が１０人とすると、 

２０×１／１０＋２０×５／１０＋１０=２２人が帰宅困難者となる。 

 

(２)係数からの算定 

帰宅困難率(％)=(０.０２１８×外出距離)×１００ 

上述の例からすると、 

０.０２１８(１０×５０＋１１×２０＋１５×２０＋２０×１０)≒２７％ 

０.２７×１００=２７人が帰宅困難者となる。 

 

２.検討事項 

検討事項は、首都直下型地震帰宅困難者等対策協議会（平成２３年９月.内閣府及び東京都） の

基本方針を準用する。 

² 一斉帰宅の抑制 

² 一時滞在施設等の確保(旅館・ホテル・公共住宅空家の調達) 

² 帰宅困難者への適切な情報提供手段 

² 駅周辺等、混雑が予想される箇所での混乱防止 

² 徒歩帰宅者の支援(コンビニエンスストア・ファミリーレストラン等との帰宅支援ステーシ

ョンの締結等) 

² 要支援者への配慮 

 

３.帰宅困難者の発生を想定した訓練等 

本市各事業所あるいは、不特定多数の入場者が出入りする施設管理者には、以下に記す訓練等 

の実施を勧める。 

訓練内容 

² 職員あるいは顧客の混乱防止・誘導訓練 

² 被災情報の収集・伝達訓練 

² 安否確認及び情報発信訓練 

² 徒歩帰宅訓練 
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第１９節 集落の孤立化対策計画 

【各部各班】 

第１ 主旨 

大規模災害での交通や通信等の遮断で、孤立状態となることが想定される集落については、連絡

手段の確保・情報連絡員の配置等により、孤立化の未然防止を図るとともに、孤立化した地域にあっ

ては、被災状況の早期把握・住民の救出・救助等の応急対策等を速やかに実施する体制確立が必要で

ある。 

このため、本市は県及び防災関係機関等との協力を得て、孤立化した地域住民の安全確保を図る 

ものとする。 

 

第２ 孤立化集落対策 

１.孤立化のおそれのある集落の把握 

(１)交通アクセスに障害が予想される集落 

² 集落につながる道路で迂回路がない。 

² 集落につながる道路で、冠水・落石・崩壊等の発生が予想される土砂災害警戒区域等があり、

交通途絶の可能性がある。 

² 集落につながる道路で、トンネル・橋梁等の長寿命化対策がなされておらず、交通途絶の可

能性がある。 

 

(２)通信手段の途絶による集落の把握 

² 空中線の断絶等で、通信手段が途絶する。 

² 多様な通信手段が確保されておらず、通信手段が途絶する。 

 

２.離島対策 

本市は、蒲生田岬の海上約６kｍに伊島地区があり、発災時には常に孤立化の危険性がある。 

 

第３ 孤立化の未然防止対策 

上記より想定される孤立化集落の未然防止対策は、以下のとおりとなる。 

(１)本市の対応 

² 孤立化のおそれが想定される集落は、自治会長等の代表者を災害情報連絡員として任命す

る 等、防災情報提供体制の整備を図るとともに、自主防災組織の育成・強化により、集落

内の 共助体制の高揚に努める。 

² 集落内に、学校施設・駐在所等の公共機関他防災関係機関がある時は、当機関の連絡手段活 

用の事前調整を実施する。 

² 集落内のアマチュア無線使用者を調査し、使用者同意のもとでの連携が図られるように努め 

る。 

² 集落内で、救出・救助に要する緊急ヘリポート用地確保を検討する。 

² 水、食料等の生活物資、医薬品、医療用資機材、簡易トイレ、非常用電源のための燃料等

公共施設の備蓄倉庫、家庭、自主防災組織等への備蓄を促進する。 
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(２)電気通信事業者及び道路管理者への対応 

² 集落内の基地には、一般加入電話を災害時優先電話として指定するとともに、衛星固定電 

話・衛星携帯電話の地区内配置を検討する。 

伊島漁協には、災害時の情報連絡及び特設公衆電話の機能を持つ孤立防止用超小型通信衛

星 電話が設置された。 

² 孤立化のおそれのある集落では、危険箇所の補強等防災対策事業が重要で、護岸・岸壁の

補 強対策や緊急輸送道路等の道路整備状況等については、県との定期的な情報交換を実施

する ものとする。 

 

(３)想定孤立集落 

本市内で予想される孤立集落は、県の南海トラフ巨大地震の被害想定(第二次報告)により、農

村、漁村で以下の計７つの集落が想定されている。 

また、地震、風水害等にともなう土砂崩れで想定される被害想定等から、新たに孤立化の危険

性 がある集落が予想され、以下の表にその集落がある地区を特定した。 

 

本市内での予想される孤立集落 

※農村、漁村の７集落が県指定  
 

 

 農村(県発表) 漁村(県発表) その他危険性のある集落が存在する地区

 

熊谷町熊谷 
山口町南谷 
福井町土佐谷 
福井町辺川

椿泊町 
椿町蒲生田 
伊島町瀬戸

太田井町宮平、太田井町松ノ岡、大井町中筋、大井町東平、加茂町大谷、 
加茂町吉元、加茂町宗田、加茂町惣道、熊谷町ヨノエ、熊谷町大谷、 
熊谷町丸山ノ下、吉井町帽子谷、吉井町野尻、吉井町日ノ浦、吉井町日塚口、 
長生町明谷中沢、長生町堂谷、長生町南川、長生町角ノ谷、見能林町白かい谷、 
見能林町いもじ原、見能林町猫谷、見能林町三谷、大潟町、津乃峰町新浜、 
新野町安行、新野町元信、新野町本田、椿町須屋西側、 
椿町須屋東側、椿町平松西側、椿町平松東側

【メモ】
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第２０節 ＢＣＰ(事業継続計画) 
【総務部、情報部】 

第１ 主旨 

事業継続計画(BCP-Business Continuity Plan)は、発災時に可能な限り重要な業務を継続さ

せ、事業の早期操業を回復させるとともに、中断にともなう顧客取引の喪失やマーケットシェアの

低下や企業評価低下等のリスクから企業を守る計画である。 

本市は、各企業における防災力向上の役割をはたす当事業継続計画の推進を図る。 

 

第２ BCP の策定支援 

本市は、本市域内企業を対象として、BCP 策定の重要性・必要性の情報提供を行い、実施企業

増加の推進を図る。 

 

第３ BCP 策定の指針(案) 

BCP 作成作業は、企業内での事務・業務の流れ、業務実施等の一連の行程における見直しと問

題点の抽出・課題の洗い出し等が基礎であり、自社企業の現状そのものを診断・分析することにも

なり、強い企業へと変身できるチャンスとなる。 

以下、策定の指針となる項目例を挙げた。 

 

【メモ】
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１.総則 

(ａ)適用の範囲(Ｐlan) 

この計画で扱う業務の内容 

(ｂ)目的(Ｄo) 

主な業務での生産時間軸との関連と生産目標 

(ｃ)リスクの洗い出し(Check) 

想定されるリスク分析 

(ｄ)行動(Ａction) 

事業を復旧(再開)させるための復旧計画 

２.緊急時対応計画 

(ａ)避難方法 

(ｂ)連絡方法 

３.事業継続計画 

(ａ)役割と職務 

(ｂ)計画の実施 

(ｃ)事業継続上での人員と物資確保 

(ｄ)機能復旧(再開)のフロー 

４.復旧計画 

(ａ)役割と職務 

(ｂ)計画のさらなる実施 

(ｃ)復旧上での人員と物資確保 

(ｄ)安定企業としての復活・変身 

５.維持管理計画 

(ａ)事業実施上の品質維持 

(ｂ)PDCA 体制 

(ｃ)図上訓練の実施 

Plan Do Check Action Plan
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第４ 防災力向上の推進 

企業は、事業活動実施において、事業所のある地域コミュティを構成する重要なメンバーであり、

地域住民とともに、自助・共助の精神に基づき、主体的かつ積極的に防災活動に取組む必要がある。　　　

本市は、企業が NPO ボランティア団体他地域の自主防災組織等とのネットワーク形成が図られるよ

う支援し、またスパイラルアップの事業運営となるような整備構築を推進する。 

防災力向上は『美しい自然と活力ある産業が調和し、心豊かに暮らせる定住交流都市 阿南』の推

進ともなるのである。　→　阿南市都市計画マスタープラン、平成２３年３月 阿南市 

 

第５ 中小企業等の防災・減災対策の促進 

本市及び商工会・商工会議所は、中小企業等による事業継続力強化計画に基づく取組等の防災・ 

減災対策の普及を促進するため、連携して、事業継続力強化支援計画の策定に努めるものとする。 

 

 

第 6 外出を控えさせるための措置 

本市域内事業者は、豪雨や暴風などで屋外移動が危険な状況であるときに従業員等が屋外を移動

することのないよう、また、避難を実施する場合における混雑・混乱を防ぐため、テレワークの実施、

時差出勤、計画的休業など不要不急の外出を控えさせるための適切な措置を講ずるよう努めるもの

とする。
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第２１節 石油コンビナート災害予防計画 

【総務部、情報部、警防部】 

第１ 主旨 

石油コンビナート区域の複合災害を防止あるいは軽減させるための予防計画は、徳島県石油コン 

ビナート等防災計画の規定等により実施する。 

 

第 2 対象地区 

本市は、政令で指定された石油コンビナート等特別防災区域で、区域内は工業地帯である。 

区域総面積 ７９９、８９７.８７m2 

区域内企業 第一種事業所 四国電力(株)阿南発電所 

第二種事業所 新日本電工(株)徳島工場 

 

第３ 現地防災本部 

１.設置 

防災本部長(知事)は、特別防災区域に係る災害が発生し、または発生するおそれがある場合 

であって、緊急かつ統一的な防災活動を実施する必要があると認めるときは市長、消防本部消防

長または徳島海上保安部長の意見を聞いて設置する。 

 

２.設置場所 

阿南市役所とする。ただし、災害の状況に応じて、防災本部長が指定する場所を現地防災本部 

とすることができる。 

 

３.廃止 

防災本部長(知事)は、災害の拡大するおそれがなくなり、災害応急対策が概ね完了したと 認め

るときは、現地防災本部長(阿南市長)の意見を聞いて廃止する。 

 

４.組織 

現地防災本部長 現地防災本部員 

 
 

５.所掌事務 

(１)災害状況の把握 

(２)関係機関の活動状況の把握 

(３)関係機関が実施する災害応急対策に係る連絡調整 

(４)災害状況等の防災本部への報告 

(５)その他防災本部の指示事項 
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第４ 本市及び本市消防本部の業務 

本市と本市消防本部は、以下の業務を担当する。 

² 災害情報の収集伝達に関する事項 

² 地域住民の避難措置に関する事項 

² 危険物・高圧ガス火災の防御に関する事項 

² 防災資機材の整備に関する事項 

² 危険物の規制及び指導監督に関する事項 

² 係留船舶の火災防御と漏油の拡散防止に関する事項 

² 関係企業の自衛防災組織の育成指導に関する事項 

 

 

第５ 災害予防計画 

災害予防計画の概要は、以下のとおりである。 

(１)特別防災区域での災害を未然に防止するための危険物等災害予防計画の策定 

(２)海上災害予防計画の策定 

(３)防災関係機関及び関係企業の災害防止に必要な資機材の整備強化 

(４)特別防災区域の災害防止に必要な訓練及び教育のための防災教育訓練計画の策定 

なお詳細は、「第３章 第３６節 石油コンビナート災害応急対策計画」を参照した。
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第２２節 雪害予防対策 

【各部各班】 

第１ 主旨 

本市は、豪雪時に被害を防止、あるいは軽減させるため、徳島地方気象台から発表される長期 及

び短期の気象情報等に注意し、雪害予防対策を以下のとおりとする。 

 

第２ 雪害対策 

本市では、豪雪時には、特に交通の確保を図るべき上記道路区間の除雪及び大雪による倒木を 防

ぐために事前伐採するなど、南部総合県民局阿南庁舎と連携を保持しつつ、要員の配備計画を 定め、

雪害対策を図る。 

 

１.除雪対象区間等 

県が徳島県雪害防止対策要綱に基づき実施の対象とする、本市の除雪区間は次表のとおりであ

る。 

 

除雪対象区間等 

 

 

 
路 線 名

除 雪 区 間

 区 間 延長(km)

 国 195 号 阿南市阿瀬比町～阿南市橘 10.1

 主 阿南鷲敷日和佐線 阿南市楠根町～阿南市界 12.4

 主 日和佐小野線 阿南市界～福井町小野 2.

3  主 由岐大西線 阿南市界～福井町大西 8.0

 主 阿南那賀川線 阿南市長生町～那賀川町色ヶ島 8.

3  主 阿南小松島線 阿南市阿瀬比町～加茂町 12.8

 主 阿南相生線 阿南市橘町～阿南市界 17.5

 主 羽ノ浦福井線 阿南市上中町～福井 14.1

 主 富岡港線 阿南市福村町～富岡町 4.4

 主 阿南勝浦線 阿南市宝田町清水～上大野町持井 6.

1  一 阿南羽ノ浦線 阿南市那賀川町大京原～阿南市羽ノ浦町宮倉 5.8

 一 宮倉徳島線 阿南市羽ノ浦町宮倉～羽ノ浦町界 0.

3  一 大林那賀川阿南線 阿南市那賀川町敷地～中島 8.

7  一 羽ノ浦(Ｔ)線 阿南市羽ノ浦町宮倉～宮倉 0.

6  一 阿南(Ｔ)線 阿南市富岡町今福寺町～今福寺 0.

4  一 見能林(Ｔ)線 阿南市見能林町清水～大作半 0.1

 一 阿波橘(Ｔ)線 阿南市津乃峰町東分～東分 0.

1  一 新野(Ｔ)線 阿南市新野町信里～花坂 0.1

 一 富岡港南島線 阿南市辰己町～上中町 5.

5  一 中林港線 阿南市見能林町清水～大作半 1.

4  一 蒲生田福井線 阿南市椿町平松～福井町日の地 14.6
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資料引用：徳島県雪害防止対策要綱より  
 

２.凍結防止剤の配置 

本市が配置している凍結防止剤の配置箇所及び数量は次のとおり。 

 

凍結防止剤の配置箇所及び数量(阿南市) 

 
路 線 名

除 雪 区 間

 区 間 延長(km)

 一 大京原今津浦和田津線 阿南市那賀川町大京原～小松島市界 4.

8  一 坂野羽ノ浦線 阿南市羽ノ浦町界～羽ノ浦町中庄 1.

8  一 敷地羽ノ浦線 阿南市那賀川町黒地～阿南市羽ノ浦町中庄 1.

2  一 勝浦羽ノ浦線 阿南市羽ノ浦町中庄～阿南市羽ノ浦町宮倉 4.

9  一 中島古庄線 阿南市那賀川町中島～阿南市羽ノ浦町古庄 3.

6  一 蛭子原西の久保線 阿南市那賀川町中島蛭子原～西の久保 1.

1  一 大井南島線 阿南市大井町大井～中大野町西条 10.5

 一 山口釘打線 阿南市山口町久延～福井町釘打 8.

1  一 戎山中林富岡港線 阿南市大潟町～向町 10.4

 一 津乃峰筒先線 阿南市津乃峰町東分～内原町筒崎 3.

1  一 福井椿泊加茂前線 阿南市福井町大宮～椿町庄田 13.

8  一 中島港線 阿南市那賀川町上福井～同中島 1.

3  一 小勝島公園線 阿南市橘町鍋浦～阿南市福井町大原 2.

7

 
設置箇所 配布数 

(袋)
設置箇所 配布数 

(袋)

 新町橋 4 桑野住民センター 8

 横見橋 4 新野住民センター 10
 住吉橋 4 福井住民センター 10
 領家橋 2 椿住民センター 10
 交流橋 2 加茂谷住民センター 15
 豊稔橋 2 大野住民センター 5
 戸留橋 2 長生住民センター 5
 稲穂橋 2 見能林公民館 5
 鎧石橋 2 橘住民センター 3
 文化橋 2 羽ノ浦支所 5
 新西方橋 2 那賀川支所 5
 長生橋 4 中野島総合センター 3

 津乃峰橋 4 小 計 84

 宝橋 2 防災倉庫(桑野川防災ステーション) 86

 会下橋 4 合 計 240

 井関堤防取合 2
 明谷橋 2
 谷橋 2
 藁野橋 2
 平等寺橋(阿波銀行) 2
 羽ノ浦駐在前団地 3
 あすみが丘東 5
 あすみが丘西 4
 春日野入口の丘 6

 小 計 70
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県が本市域内で確保しておく凍結防止剤の配置は、以下のとおりであり、交通状況または道路　

の凍結状況により計画的に散布し、交通の確保に努めるものとする。 

 

凍結防止剤の配置(県) 

　　　　　　　　　　　　　　　　　資料引用：徳島県雪害防止対策要綱より  
 

３.除雪機械 

県のブルドーザ・グレーターその他除雪に使用する建設機械の投入計画は、次のとおりである。 

 

防除機械投入計画 

　　　　　　　　　　資料引用：徳島県雪害防止対策要綱より  
 

４.各機関の対策 

指定地方行政機関、指定公共機関は、各機関の定める防災業務計画に基づき、必要な対策を実施 

するものとする。特に次の機関はそれぞれの緊急措置を講ずるものとする。 

 

(１)四国運輸局徳島運輸支局(応神町庁舎) 

定期バスの運行確保を図るため、チェーン、スノータイヤの備付を指導するとともに、運行停止 

を行う場合は各バス会社は、事前にラジオ、テレビ、新聞等の報道機関を通じ、その状況を利用者 

に広報する措置を講ずるものとする。 

 

(２)四国旅客鉄道株式会社 

旅客の安全と輸送秩序の維持に万全を期するため、各駅長が四国旅客鉄道株式会社運輸関係指

令 手続の定めるところにより、必要に応じ給食、医療等の手配をするが、非常時においては、市

町村、 住民等の協力をもとめて応急体制をとり輸送の確保に努める。 

 

(３)四国電力株式会社 

雪害時における配電線路等電力設備に重大な障害を生ずることが予想される場合又は重大な障 

害が発生した場合は、防災業務計画の定めるところにより防災体制を発令し、電力の確保に努め

る。

 
配置箇所 配 置 先

凍結防止剤 

数量(袋)

 阿南市富岡町 阿南庁舎他阿南市３箇所 300

 阿南庁舎管内 橋梁箇所 50

 機械種別 台 数 運転日

数
備 考

 グレーター 1 2 借上

 作業車 2 2 県直営

 小計 3
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第２３節 原子力災害事前対策計画 

【各部各班】 

第１ 計画について 

１.計画の目的 

徳島県内には、「原子力災害対策指針」(以下「指針」という。)に規定された原子力施設は立地 

せず、比較的離れた場所に立地している。 

県外に立地する原子力施設のうち、本市と高浜発電所までの直線距離は約１９０ｋｍ、 伊方発 

電所までも約 200ｋｍと、予防的防護措置を準備する区域(ＰＡＺ：Precautionary Action 

Zone・原子力施設から概ね半径５ｋｍ)及び緊急時防護措置を準備する区域(ＵＰＺ:Urgent 

Protective ActionPlanning Zone・原子力施設から概ね半径３０ｋｍ)の範囲にも本市は含まれ

ないが、東日本大震災における原子力災害では放射性物質が原子力災害対策を重点的に実施すべ 

き区域より広範囲に拡散し、日常生活や産業に甚大な被害をもたらしている。 

また、放射性物質及び放射線による影響は、いわゆる人間の「五感」には感じることができない 

など、他の災害とは異なる特殊性を持つことを考慮すると、原子力発電所において事故が発生し

た場合、本市市民の心理的動揺、精神的負担などにより日常生活に混乱をきたす事態も想定され

る。 

こうした経過を踏まえ、本節と「第３章 第３７節 原子力災害応急対策計画」は、災害対策基本 

法(昭和３６年法律第２２３号)及び原子力災害対策特別措置法(平成１１年、法律第１５６号、 以

下「原災法」という)に基づき、総合的かつ計画的な原子力防災事務または業務の遂行によって 本

市が取るべき原子力災害対策を定めたものである。 

 

２.計画の性格 

本節と「第３章 第３７節 原子力災害応急対策計画」は、本市地域に係る原子力災害対策の基本 

となるもので、国の防災基本計画・原子力災害対策編(平成２４年１２月、一部改訂、内閣府)及 び

県の地域防災計画・原子力災害対策編(平成２７年１２月、徳島県)に基づいて作成したもので、 指

定行政機関、指定地方行政機関、指定公共機関及び指定地方公共機関が作成する防災業務計画と 

抵触することがないように連携を図る。 

なお関係機関は、想定される事態に対応できる対策を講じるとともに、不測の事態にも対処し 

得る柔軟な体制整備が必要となる。 

 

３.本市における他の災害対策との関係 

この計画は、『阿南市地域防災計画 平成３１年３月.阿南市防災会議』の「一般災害対策編 第３

章 第２３節 原子力災害事前対策計画」及び「同編 第３章 第３７節 原子力災害応急対策計画」と

して定めるものである。この計画に定めのない事項は、一般災害対策編及び地震・津波災害対策編

に記載のある対策を参考に対処するものとする。 

 

４.計画の修正 

この計画は、災害対策基本法第４０条の規定に基づき、防災基本計画または本市の体制、組織等 

の見直し等により、修正の必要があると認める場合は速やかに変更する。
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第２ 災害の想定 

１.放射性物質または放射線の放出形態 

原子力災害対策指針(平成２４年１０月、原子力規制委員会)による原子炉施設での放射線物質 

または放射線の放出形態は、以下のように想定されている(核燃料施設は除く)。 

 

放射性物質または放射線の放出形態 

原子炉施設においては、多重の物理的防護が設けられているが、これらの防護壁が機能しない 

場合は、放射性物質が周辺環境に放出される。その際、大気への放出の可能性がある放射性物質 と

しては、気体状のクリプトンやキセノン等の放射性希ガス、揮発性の 放射性ヨウ素、気体中に 浮

遊する微粒子(以下「エアロゾル」という。)等がある。 

これらは、気体状又は粒子状の物質を含んだ空気の一団(以下「プルーム」という。)となり、 移

動距離が長くなる場合は拡散により濃度は低くなる傾向があるものの、風下方向の広範囲に影 響

が及ぶ可能性がある。また、特に降雨雪がある場合には、地表に沈着し長期間とどまる可能性 が

高い。さらに土壌やがれき等に付着する場合や冷却水に溶ける場合があり、それらの飛散や流 出

には特別な留意が必要である。 

実際、平成２３年３月に発生した東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故においては、格 

納容器の一部の封じ込め機能の喪失、溶融炉心から発生した水素の爆発による原子炉建屋の損傷 

等の結果、放射性セシウム等の放射性物質が大量に大気環境に放出された。また、炉心冷却に用 い

た冷却水に多量の放射性物質が含まれて海に流出した。したがって、事故による放出形態は必 ず

しも単一的なものではなく、複合的であることを十分考慮する必要がある。 

原子力災害対策指針 原子炉施設で想定される放射性物質の放出形態より抜粋 

 

２.対象とする原子力災害 

この計画は、上記の放射性物質または放射線の放出形態及び大規模な放射性物質の放出で、広範 

囲に災害を及ぼした福島第一原子力発電所事故を考慮し、特定の原子力発電所における原子力災

害 は想定せず、全国の原子力発電所事故を想定する。 

 

第３ 体制の整備 

本市は、原子力災害に対して、国・県・原子力事業者・関西広域連合、その他防災関係機関との 間

で、確実な情報の収集・連絡体制を図る。 

 

１.警戒体制を取るための体制整備 

本市は、警戒事態及び(立地道府県において震度５強以下の地震が発生した場合を除く)施設敷 

地緊急事態発生の通報を受けたとき、速やかに職員の非常参集、情報の収集・連絡体制の整備促進 

に努める。 

 

２.モニタリング体制の整備 

県は、平時または緊急時における周辺環境への放射性物質または放射線による影響を把握する 

環境放射線モニタリングを実施する。 

本市は、このモニタリング結果を本市市民に的確に通報する。 
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３.飲食物の出荷制限、摂取制限 

県は、国の示す基準(運用上の介入レベル(以下「ＯＩＬ(※注)」という。))に基づき、あらかじ

め飲食物の出荷制限、摂取制限に関する体制を定めておくものとする。 

なお原子力災害対策指針での飲食物摂取制限は、次項のとおりとなっている。 

 

※注 ＯＩＬ(Operation Intervention Level ： 運用上の介入レベル) 

環境への放射性物質の放出後、主に確率的影響の発生を低減するための防護措置を実施す

る際の判断基準。放射線線量率や環境試料中の放射性物質濃度等の環境において計測可能 

な値で評価するもの。 

 

ＯＩＬと防護措置(抜粋) 

  

  

 

 

 

 

 

４．緊急時の保健医療体制の整備  

本市は、県が行う緊急時での本市市民等の健康管理、汚染検査、除染等緊急被ばく医療について

協力する。 

 

 
飲 

食 

物 

摂 

取 

制 

限

基準の種類 基準の概要 初期設定値 防護措置
 

飲食物に係る ス
クリーニング 基
準 (ＯＩＬ３)

飲食物中の 
放射性核種 

濃度測定を 実施
すべき地域を 特
定する際の基準

地表面から１ｍ：0.5μSv/h 
(空間線量率)

数日内を目途に 飲食物中の 
放射性核濃度の 測定すべき区

域を特定

 

ＯＩＬ６
飲食物の 摂取を
制限する 際の基

準

核 種 飲料水 牛乳 
乳製品

野菜類・穀類 
肉・卵・魚 そ

の他

１週間以内を目途に 飲食物中
の放射性核濃度の 測定と分析
を行い 基準値を越えるものに

つき 摂取制限を実施

 放射性ヨウ素 300Bq/kg 2,000Bq/kg
 放射性セシウム 200Bq/kg 500Bq/kg

 
プルトニウム及び 
超ウラン元素の ア
ルファ核種

1Bq/kg 10Bq/kg

 ウラン 20Bq/kg 100Bq/kg

※注１ μSv/h(マイクロシーベルト／時) 
１時間あたりの放射線被ばく量で、１シーベルト(Sv)=1,000ミリシーベルト(ｍSv)=100万マイクロシーベルト(μSv) 

※注２ Bq/kg(ベクレル／kg) 
主に食料品や水・土壌中に含まれる放射能の総量で、１ベクレルとは、１秒間に１つの原子核が崩壊して放射線を放つ放射能の量。 

放射能とは、放射線を発する能力のことをいうが、その能力を表すのがベクレル、人体が受ける放射線量を表す尺度がシーベルトで あ
る。



- 147 - 

第４ 情報伝達体制の整備 

１.市民等への伝達体制 

本市は、特定事態または警戒事態発生後の経過に応じて本市市民等に提供すべき情報や防御手

段について、情報を受取る媒体や受取り方に留意し、災害対応のレベルや場所等に応じた情報伝

達体制の整備に努める。 

 

２.複合災害時の伝達体制 

本市は、複合災害における情報伝達体制確保に努めるとともに、常に的確な情報が伝達される 

体制と通信の整備を推進する。 

 

３.相談窓口の設置 

本市は、本市市民等からの問合わせに対応する相談窓口設置の方法・体制整備を検討する。 

 

４.要配慮者等への伝達体制 

本市は、要配慮者及び一時滞在者に対し、災害情報が迅速かつ的確に伝達されるよう、自主防災 

組織やボランティア組織等の協力を得るための情報伝達整備に努める。 

 

第５ 原子力防災に関する知識の普及と啓発 

本市は、国、県、及び原子力事業者等と協力し、本市市民等に対し、原子力防災に関する知識の普

及と啓発のため、以下の広報活動実施を検討する。 

² 放射性物質及び放射線の特性に関すること 

² 放射線による健康への影響、モニタリング結果の解釈及び放射線防護に関すること 

² 緊急時に、本市、国、県等が講じる対策の内容に関すること 

² 災害時要配慮者等への支援に関すること 

² 緊急時に取るべき行動 

² その他原子力防災に関する知識 

 
 

 

【メモ】
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第２４節 徳島県戦略的災害医療プロジェクトの推進 

【各部各班】 

第１ 主旨 

県及び医療関係機関、防災関係機関は、大規模災害時において、病院の機能停止をはじめ、長期 の

避難生活における身体・精神的疲労などが被災者の健康面に影響し、災害関連死が発生している こ

とに鑑み、「震災時の死者ゼロ」の実現に向けた事前の防災・減災対策の強化はもとより、災害関 連

死をはじめとする「防ぎ得た死」をなくすため、「戦略的災害医療プロジェクト『基本戦略』」に 基

づき、平時から災害時への、また災害時から平時へのつなぎ目のないシームレスな医療提供体制 の

構築を図る。 

 

第２ 災害医療力の強化 

１.災害医療体制の構築 

県は、本市、災害拠点病院、医師会、保健所等と連携し、医療圏域ごとの体制強化や応援・受援 

体制の構築を進める。 

また、国や本市、保健所、災害拠点病院のほか、製薬会社や医薬品卸売業者等と連携し、発災後

の急性期における医療救護活動に必要な医薬品の確保、また、その迅速な供給に係るシステムの

構築を進める。 

 

２.災害医療を担う人材育成 

県は、災害時に的確な医療が提供できるよう、研修会や訓練を通じ、災害派遣医療チーム(ＤＭ 

ＡＴ)の体制強化と、災害派遣精神医療チーム(ＤＰＡＴ)、災害医療コーディネーターなどの育 

成・強化を行う。 

 

３.災害対応力・機動力の強化 

県は、災害医療体制の更なる強化に向け、医療支援組織との連携強化に取り組むとともに、自衛 

隊、警察、消防などの防災機関や関係団体との訓練、会議等での連携強化を行う。 

また、医療や防災関係機関の連携による災害医療活動が円滑に展開できるよう、災害医療のサ

ポ ート機能や、活動に必要な物資の供給体制を強化するため、関係機関の調整会議を行い、資機

材整 備や燃料の流通備蓄等を行う。 

さらに、医療活動、応急活動、復旧・復興対策などが迅速かつ的確に展開できるよう、行政コマ 

ンダー機能・後方支援機能の強化のため、行政職員の研修や災害専門ロジスティックスチーム等

の 養成・訓練を行う。 

 

第３ 要配慮者支援の強化 

１.災害時要配慮者への支援 

高齢者、障がい者、乳幼児など災害時要配慮者について、発災時の円滑な避難や被災後の健康維

持が得られるよう、多彩なサポート体制を整備する。 

 

２.医学的管理を必要とする要配慮者への支援 

医学的管理を必要とする在宅患者などが災害時も同一水準の医療サービスを受けられるよう、

支援体制の構築を進める。 
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第４ 避難環境の向上 

１.生活の質を重視した避難所の運営 

避難所を中心に被災者に対し、県・本市の災害対策本部やそのロジスティックス部門、災害医療 

や保健衛生等の各災害時コーディネーター、感染症や栄養等各専門チームが連携し、効果的な支

援 ができるよう体制整備を進める。 

避難時の生活環境は、避難者の健康面にとって重要な要素となるため、スフィア・スタンダード 

(人道支援における国際基準)の理念に基づき、様々な住民の視点を取り入れた避難所運営に地域 

ぐるみで取り組む。 

 

２.多様な避難環境の創出 

避難生活を快適な環境で過ごせるよう、多様な避難環境の創出や、避難者が必要とする物資の 

円滑な供給体制づくりに取り組む。 

 

第５ 情報共有機能の強化 

１.住民への情報提供、住民からの情報把握 

いかなる災害時においても、住民が気象情報や避難情報を入手でき、ライフラインの途絶や地

域 が孤立した場合でも被災者の情報が把握できるよう、テレビ、ラジオ、無線、電話、インター 

ネットなど、多様・多種化した通信・情報手段の確保に取り組む。 

２.医療や防災関係機関との情報共有 

災害時の医療提供を迅速かつ的確に行えるよう、医療や防災関係機関の間の情報共有機能の向

上 と被災者の医療情報を把握できるよう、「災害時情報共有システム」の拡充・強化を進める。 
 

 

【メモ】
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第２５節 大規模停電・通信障害への備え 

【各部各班】 

第１ 方針 

大規模災害の発生による、大規模停電や通信障害に備え、対策を事前に検討しておく必要がある。 

このため、次により各種対策を実施し、大規模停電・通信障害発生の被害の軽減に努めるものと 

する。 

 

第２ 内容 

１.知識の普及・啓発 

本市及び防災関係機関等は、あらゆる機会を通じて、本市市民等に対し大規模停電・通信障害に

備 えた知識の普及・啓発に努めるものとする。例示としては次のとおりとする。 

(１) 大規模停電・通信障害発生の状況や注意点等の基本的な知識 

(２) 必要に応じ、非常用発電機や充電器等の非常用電源の確保 

(３) ATM やクレジットカード等が使用できないことを想定した現金等の準備 

 

２.事前予防のための取組 

本市、電気事業者及び電気通信事業者は、倒木等により電力供給網、通信網に支障が生じるこ 

とへの対策として、地域性を踏まえつつ、事前伐採等による予防保全や災害時の復旧作業の迅速 

化に向けた、相互の連携の拡大に努めるものとする。 

 

３.業務の継続に向けた取組 

本市、防災関係機関及び企業等は、大規模停電時にも業務が継続できるよう、保有する施設・ 設

備について、代替エネルギーシステムの活用を含め自家発電設備、ＬＰガス災害用バルク、燃 料

貯蔵設備等の整備を図り、十分な期間の発電が可能となるような燃料の備蓄等、平常時からの 点

検、訓練等に努めるものとする。 

また、病院、要配慮者に関わる社会福祉施設等の人命に関わる重要施設の管理者は、発災後 72 

時間の事業継続が可能となる非常用電源を確保するよう努めるものとする。 

 

４.訓練の実施 

本市及び防災機関等は、大規模停電を想定した訓練を行うよう努めるものとする。 
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第３章 災害応急対策計画 
第１節 活動体制計画 

【各部各班】 

第１ 主旨 

災害が発生し、または発生するおそれがあるときは、応急対策を迅速かつ的確に推進するため、必 

要とされる職員を配備し、災害対応を行う必要がある。 

この災害対策活動においては、災害対策本部を初め、発生した各種の内容に応じ、特別の組織を編 

成するが、各職員は役割分担を十分に理解するとともに、対策活動全体の流れも熟知していなければ 

ならない。 

 

 

災害対策本部立ち上げの認識 

 
² 災害対策本部設置(廃止)基準について全職員が認識する。 
² 意思決定者不在時の対応を明確にし、速やかに災害対策本部立上げを実施する。 
² 災害対策本部が庁舎内に設置できない場合の代替設置を的確に行う。 

 

 

１.関係法律との関係 

本市は、災害対策基本法第１０条の他、『本編 第１章 総則 第１節 計画の目的及び基本方 針』

に記す各種法律に基づき、災害応急対策を総合的に計画し、速やかな運用を図る。 

 

２.相互協力 

法第５条(市町村の責務)、第６条(指定公共機関及び指定地方公共機関の責務)、第７条(住民 

等の責務)及び第 54 条(発見者の通報義務等)の規定を通じて相互に協力する責務がある。 

この計画の運用に当たっても、関係機関は下より公共的団体及び住民個人を含め相互協力のも 

とに処理するものとし、関係機関及び関係者は確実に各々に課せられた責務を果たすこととする。 

 

 

第２ 災害対策連絡本部 

１.災害対策連絡本部の設置基準 

災害対策連絡本部設置基準は、災害種別の区分によって、以下のとおりとする。 

 

(１)大雨・洪水・暴風・高潮 

大雨注意報及び他の注意報が併せて発表され、災害の発生が予想されるとき、または台風が本

市に接近するおそれがあるときで、災害対策連絡本部長が設置の必要を認めたとき。 

 

(２)土砂災害 

長雨または大雨注意報が発表され土砂災害が発生することが予想されるときで、災害対策連絡 

本部長が設置の必要を認めるとき。 
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２.災害対策連絡本部の組織体制 

(ａ)災害対策連絡本部責任者は危機管理部長とし、部長不在時は危機管理課長が代行する。 

(ｂ)災害対策連絡本部は、本部責任者が召集する。 

(ｃ)召集する災害対策連絡本部員は、危機管理課全職員及び建設部土木課長とする。 

(ｄ)設置場所は、危機管理部長室または危機管理課内とする。 

 

組 織 構 成 

 

 
 

 
 

 

 

 

３.災害対策連絡本部の廃止基準 

災害対策連絡本部は、災害対策連絡本部長が災害の危険性がないと判断した時、もしくは第一

配 備体制の災害対策警戒本部あるいは第二～第三配備体制の災害対策本部が新たに設置されたと

きは、廃止する。 

 

４.災害対策連絡本部の事務分掌 

災害対策連絡本部の事務分掌は、「本章 第２節 職員の動員配備計画」における阿南市災害対策 

警戒本部及び災害対策本部の事務分掌を準用し、実施する。 

 

第３ 災害対策警戒本部 

１.災害対策警戒本部設置基準(第一配備体制) 

災害対策警戒本部設置基準は、災害種別の区分によって、以下のとおりとする。 

 

(１)大雨・洪水・竜巻・暴風・高潮 

² 台風が本市を通過することが確実とされたとき。 

² 大雨警報及び他の警報が併せて発表され、災害の発生が予想されるとき。 

² 国及び県より水防警報(準備)が発表され、災害の発生が予想されるとき。 

² その他災害の発生が予想され、災害対策警戒本部長が設置の必要を認めるとき。 

 

(２)土砂災害 

大雨、洪水警報及び他の警報が併せて発表され、土砂災害の発生が予想されるとき。 

 

(３)大規模火災災害 

本市域内に火災が発生し延焼のおそれがあり、災害対策警戒本部長が設置の必要を認めるとき。 

 

(４)林野火災災害 

山林に火災が発生し延焼のおそれがあり、災害対策警戒本部長が設置の必要を認めるとき。 

 

(５)危険物災害等 

危険物等による災害が発生し、被害の拡大が予想され、災害対策警戒本部長が設置の必要を認 

めるとき。 

災害対策連絡本部長 
(危機管理部長)

危機管理部危機管理課 
全職員

建設部土木課長
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２.災害対策警戒本部の組織体制 

(ａ)災害対策警戒本部の総括責任者は本市副市長とする。副市長が不在の場合には、教育長、政策

監の順に代行する。 

(ｂ)災害対策警戒本部は本部総括責任者が招集する。 

(ｃ)招集する災害対策警戒本部員は、各部長、理事とする。 

(ｄ)設置場所は災害対策本部室とする。 

 

災害対策警戒本部組織構成 

 

「阿南市職員名簿」の阿南市災害対策本部組織表を参照 

 

※注 各部・各班の人材が不足する場合は、部長・班長の判断によって、職員を増員し、災害対策 

本部の班編成に移行可能な準備も考慮しておくことが必要である。
 

 

３.災害対策警戒本部の廃止基準 

災害対策警戒本部は、本市市域に上記災害の危険性がなくなったとき、もしくは災害対策本部

設置時に廃止する。 

 

４.災害対策警戒本部の事務分掌 

災害対策警戒本部の事務分掌は「本章 第２節 職員の動員配備計画」における阿南市災害対策

警戒本部及び災害対策本部の事務分掌を準用し、実施する。 

 

 

第４ 災害対策本部 

１.災害対策本部設置基準(第二配備体制・第三配備体制)  

災害対策本部は、以下基準の災害種別によって設置する。 

 

(１)大雨・洪水・竜巻・暴風・高潮 

²大雨特別警報及び他の警報が併せて発表され、重大な災害の発生が予想されるとき。 

²指定河川の水位が氾濫注意水位を超え、さらに水位上昇により大規模な被害の発生が予想さ

れるとき。 

²国及び県より水防警報(出動)が発表され、災害の発生が予想されるとき。 

²その他重大な災害発生が予想されるとき、災害対策本部長が設置の必要を認めるとき。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【メモ】
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(２)土砂災害 

大雨、洪水警報及び他の警報が併せて発表され、重大な土砂災害の発生が予想されるときとす

る。 

 

(３)大規模火災災害 

本市域内の延焼が拡大し、重大な災害になることが予想され、災害対策本部長が設置の必要を

認めるとき。 

 

(４)林野火災災害 

山林の延焼が拡大し、重大な災害になることが予想され、災害対策本部長が設置の必要を認め

るとき。 

 

(５)危険物災害等 

人的被害が拡大するおそれがあり、災害対策本部長が設置の必要を認めるとき。 

※ (１)及び(２)の自然災害では、本市域内に重大な災害が発生し、災害対策本部長が本市全体で対

処が必要と判断した場合、あるいは(３)～(５)のその他災害では、重大な災害に発展し、災害対策 

本部長が本市全体で対処が必要と判断した場合は、全員配備体制(第三配備体制)に移行する。 

 

 

２.災害対策本部の組織構成 

(ａ)災害対策本部長は市長とし、市長不在時は次図の意思決定で代行する。 

(ｂ)災害対策本部は本部総括責任者が召集する。 

(ｃ)召集する災害対策本部員は、各部長・理事とする。 

(ｄ)設置場所は、災害対策本部室とする。 

(ｅ)災害対策本部の組織構成は、「本章 第２節 職員の動員配備計画」参照。 

 

 

災害対策本部設置の意思決定者 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

３.災害対策本部の廃止 

災害対策本部長は、災害の危険がなくなった時、あるいは発災後の応急対策がほぼ完了し、復旧・ 

復興への足掛かりが可能となった時は、速やかに災害対策本部を廃止する。 

なお廃止通知は、「本章 本節 第６ ２.災害対策本部設置通知」に準じ、処理する。 

※上記意思決定者と連絡不可の場合、参集した部課長が危機管理部長と協議のうえで、災害 

対策本部活動を展開する。

副市長 教育長 政策監市長

(意思決定のサポート実施) (意思決定のサポート実施) (意思決定のサポート実施)

１ ２ ３ ４
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第５ 災害対策警戒本部または災害対策本部設置準備 

災害対策警戒本部または災害対策本部設置準備は、以下の手順により実施する。 

１.庁舎内にいる来庁者及び職員の安全を確認し、来庁者を安全な場所へ誘導する。 

 

２.庁舎の被害状況(建物・室内・電気・水道・通信機器)の把握、火気・危険物の点検を行う。 

→通信機器：総合情報通信ネットワークシステム、防災行政無線、電話、ＦＡＸ、 

 衛星携帯電話 

 

３.停電時は、自家用発電機による通信機器の機能確保を行う(確保できない時は、修理業者に連絡

する)。 

 

４.本部長の判断により、災害対策警戒本部あるいは災害対策本部を災害対策本部室に設営する。 

被害が激しく、災害対策本部室での設営が困難な場合は、阿南市文化会館(研修室)を代替施設と

して使用する。 

 

５.県との通信手段を確保し、災害対策本部の設置報告を行う。 

 

県への連絡先 

 

６.本部室にテレビ・パソコンを準備し、インターネットで防災機関や報道機関からの情報確保体

制を取る。なお報道機関には、記者会見の実施を伝える。この時広報責任者は取材ルールの取決

めを行う。 

 

７.本部室に本市域内地図・広域地図・災害状況掲示板等を準備する。

 

徳島県 危機管理環境部

１ 災害時情報共有システム起動 必要事項入力送信
 

２ 災害時情報共有システム不能の場合 

① NTT 回線 

電 話 088-621-2716 

F A X 088-621-2987 

② 総合情報通信ネットワークシステム 

電 話 ＊-2716 

7036100 

F A X 8099**2987

 

南部総合県民局 (地域
創生防災部 <美波>)

① NTT 回線 

電 話 0884-74-7273 

ＦＡＸ 0884-7７-3851 

② 総合情報通信ネットワークシステム 

電 話 ＊-0884-74-7273 

ＦＡＸ 8099**0884-74-9501 

衛星電話 7036106
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８.応急対策に従事する職員の食料・飲料水の調達、宿泊場所の確保を行う。 

 

 

第６ 災害対策本部の編成と連絡 

１.編成等 

災害対策本部の組織編成と本部会議開催要領は、以下のとおりとする。 

(１)本部長(市長)と副本部長(副市長・教育長・政策監) 

本部長は、災害対策本部を総括し、副本部長は本部長を補佐する。 

 

(２)対策本部会議 

対策本部会議は、本部長・副本部長・各部部長(理事含む)をもって構成し、応急対策等で 

的確・迅速な防災活動実施の基本方針を協議する。 

なお、その庶務は、総務部総括班が担当する。 

 

２.災害対策本部設置通知 

災害対策本部を設置した時は、直ちにその旨を通知・公表する。 

 

災害対策本部設置時の通知・公表 

※注１ 勤務時間外は自主参集もしくは NTT 電話等となる。 

 

第７ 支部の設置 

災害対策警戒本部または、災害対策本部設置時には、住民センター・公民館には支部を置き、所管 

区域内の災害対応が円滑に実施できるように、本部との連絡調整をとるものとする。 

 

第８ 現地災害対策本部の設置 

発災時、特に激甚な被害が集中した地域にあっては、支部の管轄区域を一単位として、現地災害対 

策本部を設置し、速やかな応急対策活動を行う場合があるが、当設置の判断と職員の配備について 

は、災害対策本部長が決定する。 

なお名称は、「阿南市○○現地災害対策本部」とし、現地災害対策本部長を置く。 

 

現地本部の事務分掌は、以下のとおりとする。 

² 担当区域内の被害状況、災害応急対策の進捗状況、及びこれらに関する情報の防災機関・本

部への連絡 

² 担当区域内での要望の把握・抽出と要望事項の本部への伝達、本部の行う災害応急対策への

担当区域内への広報 

 
通知及び公表先 通知及び公表の方法 責任者

 各部各班 庁内放送・電話(※注１)

総務部(総括班)

 本市市民 報道機関・本市ホームページ

 
徳島県

災害時情報共有システム、総合情報通信ネット 

ワークシステム、NTT 電話

 報道機関 口頭、文書、NTT 電話

 阿南警察署警備課 NTT 電話他
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² 支援に係る人員、物資の輸送及び供給に関する連絡調整 

² 担当区域内の指定避難所に関する事務 

² 本部長の現地視察等に関する日程等の連絡調整 

² その他必要な事務 

 

なお、現地災害対策本部長が担当区域内の災害応急対策がほぼ完了したと判断した場合、その旨

を災害対策本部長に連絡し、災害対策本部長が廃止を決定する。 

 

第９ 地域ごとの各組織との連絡 

災害対策本部設置後は、本市関係職員だけでの対応は人員・人材の不足に至る場合も想定される。

したがって、災害対策本部と地域内での各組織団体等との連携で、以下の応急対策活動の実施に努 

める。 

 

地域内組織との連携活動 

 

² 初動時の被害状況の把握・連絡と救出・救助 

² 火災発生時の初期消火活動 

² 避難指示時の避難誘導、避難者確認 

² 避難行動要支援者を含む要配慮者の保護、生活支援 

² 避難所運営マニュアルに基づく運営上のボランティア活動 

² 災害時保健衛生活動マニュアルに基づく、要配慮者への保健衛生活動 

² その他必要な活動 

 

 

第１０ 体制の整備 

第１ 方針 

県及び本市は、平常時からマニュアルの作成や職員の人材育成等に取り組み、災害発生後の迅 

速かつ円滑な応急対策を実施できる体制の整備に努めるものとする。 

第２ 内容 

１ 人材育成等 

(1) マニュアルの作成 

県、本市及び防災関係機関は、それぞれの機関の実情を踏まえ、災害時に講ずべき対策等を 

体系的に整理した応急活動のためのマニュアルを作成し、職員に周知するとともに、定期的に 

訓練を行い、活動手順、使用する資機材や装備の使用方法等の習熟、他の職員、機関等との連 

携等について徹底を図るものとする。 

(２) 人材の確保 

県、本市及びライフライン事業者は、発災後の円滑な応急対応、復旧・復興のため、災害対 

応経験者をリスト化するなど、災害時に活用できる人材を確保し、即応できる体制の整備に努 

めるものとする。また、県及び本市は、退職者(自衛隊等の国の機関の退職者も含む。)の活 

用や、民間の人材の任期付き雇用等の人材確保方策をあらかじめ整えるように努めるものとす 

る。

【メモ】
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第２節 職員の動員配備計画 
【各部各班】 

第１ 主旨 

本市は、災害の種別に応じた迅速かつ的確な職員の動員配備体制を、以下のとおりとする。 

 

 

第２ 災害種別の配備基準 

前節の活動配備体制を配備基準として表示すると、以下のとおりとなる。 

 

配備基準 

 

「阿南市職員防災初動マニュアル」内　１．職員の参集（４）配備基準 ①一般災害の配備基準を参

照 

  
第３ 動員体制 

災害対策連絡本部・災害対策警戒本部・災害対策本部別の動員体制は、以下のとおりとする。 

 

動　員　体　制 

 

「阿南市職員防災初動マニュアル」内　２．災害発生時の動員体制（１）本部体制を参照 

 

動員体制表 

 

「阿南市職員防災初動マニュアル」内　２．災害発生時の動員体制（２）部編成と所属先等を参照 

 

事務分掌表 

 

「阿南市職員防災初動マニュアル」　２．災害発生時の動員体制（３）各部事務分掌表を参照 

 

ただし、各体制をとる場合、動員の対象者については、本部長の判断により増減できるものと

する。 

 

第４ 職員の服務 

１.服務 

本市職員は「阿南市職員防災初動マニュアル」に記す各部・各班の分担任務を再確認・チェッ

クし、災害対策本部設営時の速やかな運営を図るとともに、以下事項の遵守に努める。 

 

遵守事項(１) 

² 平時から、災害に関する情報に留意し、発災時の準備・警戒・災害対策各本部の指示にし

たがう。 

² 本部立ち上げが想定される場合は、不急の行事・会議・出張等を中止する。 

² 定時の勤務時間が終了しても、上長の指示があるまで退庁しない。 

² 勤務場所を離れる場合は、上長と連絡を取り、所在地を明らかにする。 

² 冷静な行動を取り、市民への不安・誤解を与えないように留意する。 

² 家族の安否確認を行い、結果を上長に報告の後、退庁の必要がある時は許可を得る。 
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２.勤務時間外の参集 

勤務時間外の参集にあっては、以下事項の遵守に努める。 

 

遵守事項(２) 

² 平時から、発災時の自主参集基準、配備体制と担当任務内容を十分に習熟しておく。 

² 特別な場合(※注１)を除き、作業しやすい安全な服装で参集する(腕章着衣の必要)。 

※注１ 特別な場合とは、職員自身・家族・親族の身辺上の事故・災害をいう。 

² 参集途上で、災害発生の現場を発見した時は、直ちに本部・最寄りの支部に連絡する。 

² 参集途上では、周囲の被害状況を可能な限り把握し、登庁後、直ちにその内容を上長に報

告する。 

² 本庁参集が困難な場合は、最寄りの支部へ参集し、上長に連絡する。支部においては、支

部長の 

指示により各種支援を実施し、本庁参集可能後は速やかに各自配備体制箇所へ移動する。 
 

 

【メモ】
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第３節 防災関係機関応援計画 

【総括班】 

第 1 主旨 

災害時の応急・復旧対策において、他市町村・県及び指定行政機関等との応援協定に基づく応援

計画は、以下のとおりとなる。 

 

 

第 2 応援協力要請実施者 

災害の種別によって必要とされる関係機関等との応援要請は、本市災害対策本部長(※注１) が実

施する。 

※注１ 災害対策本部長は、以下本部長と称す。 

なお本部長不在で、緊急を要する時は、本部長指定の代理者が実施する。 

 

 

第 3 応援要請の基準 

本市自らが、本市市民の生命及び財産を保護する災害対策活動が困難な状況の場合、応援の要請

を 行うが、その詳細は以下のとおり。 

² 本市の災害対策機能が停止、もしくは停止に近い緊急時。 

² 本市の災害対策活動のみで不十分と判断される時。 

² 本市の災害対策活動よりも他の防災関係機関活動が迅速で、しかも効果的である場合。 

² その他特に必要と思われる時。 

 

 

第 4 応援協力の要請区分等 

１．県への応援要請等又は職員派遣の斡旋の要請 
本部長は、県に対し応援等を求める場合、又は指定地方行政機関等の職員派遣のあっせんを県に

求める場合には、知事に次の事項について、口頭又は電話をもって依頼し、事後速やかに文書を提

出するものとする。 
 

(１)災害救助法の適用 

² 災害発生の日時及び場所 

² 災害の原因及び被害の状況 

² 適用を要請する理由 

² 適用を必要とする期間 

² 今までに実施した救助措置と今後措置 

² その他必要な事項 

 

(２)被災者の他地区への移送要請 

² 移送要請の理由 

² 移送を必要とする被災者の数 

² 希望する移送先 

² 被災者の収容期間 
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(３)県への応援要請（徳島県職員災害応援隊等の出動要請を含む）又は災害応急対策の実施の要請

(法第 68 条) 

² 災害の状況及び応援（災害応急対策の実施）を求める理由 

² 応援を希望する物資・資機材・器具等の品名及び数量 

² 応援を必要とする活動内容（必要とする災害応急対策内容） 

² 応援（災害応急対策の実施）を必要とする場所 

² その他必要な事項 

 

(４)自衛隊災害派遣要請の要求(法第 68 条の２) 
第４節自衛隊派遣要請計画によるものとする。 

 
(５)指定地方行政機関、他の市町村、都道府県等の職員派遣の斡旋を求める場合(法第 30 条) 

² 派遣の斡旋を求める理由 

² 派遣の斡旋を求める職員の職種別人員数 

² 派遣を必要とする期間 

² 派遣される職員の給与その他の勤務条件 

² その他参考となるべき事項 

 

２.指定地方行政機関の長、他の市町村、都道府県等に対する職員の派遣要請(法第 29 条、地方自

治法第 252 条の 17) 

² 派遣を要請する理由 

² 派遣を要請する職員の職種別人員数 

² 派遣を必要とする期間 

² 派遣される職員の給与その他の勤務条件 

² その他必要な事項 

 

３.他の市町村への応援要請 

本部長は、本市の応急対策を実施するため必要があると認めるときは、他の市町村長等に対し応

援要請を行うものとする。(法第 67 条) 
² 災害の状況及び応援（災害応急対策の実施）を求める理由 

² 応援を必要とする活動内容（必要とする災害応急対策内容） 

² 応援を希望する物資・資機材・器具等の品名及び数量 

² 応援（災害応急対策の実施）を必要とする場所 

² その他必要な事項 

 

４.緊急災害対策派遣隊(ＴＥＣ－ＦＯＲＣＥ)等の要請 

災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、本市は四国地方整備局へ緊急災害対策 

派遣隊(ＴＥＣ－ＦＯＲＣＥ)の派遣を要請することができる。緊急災害対策派遣隊は、次に掲げ 

る事務をつかさどる。 

² 被災地における被害状況調査に関する地方公共団体等への支援に関すること。 

² 被災地における被害拡大防止に関する地方公共団体等への支援に関すること。 

² 被災地の早期復旧を図るため必要となる地方公共団体等への支援に関すること。 

² 前３号に掲げるもののほか、緊急災害対策派遣隊が円滑かつ迅速に技術的支援を実施する 

ために必要な事務
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第 5 応援受入れ体制の整備 

応援要請受入れ時は、以下の体制整備を図る。 

 

１.派遣部隊の受入れ準備 

総括班(危機管理課・総務課)は、受入れ窓口として、以下の準備を行い、民間団体等への支援 要

請も含め、関係各班に連絡する。 

² 派遣部隊の到着場所 

² 宿泊場所の確保 

² 受入れ関係班との調整及び派遣部事務室の設置 

² 食料・飲料水等の物資の確保 

² その他受入れに必要な準備 

 

２.派遣部隊の受入れ手続 

受入れ関係各班は、下記内容を記録し、総括班を通じて本部長に報告する。 

² 派遣部隊の団体名称 

² 派遣人員数 

² 実施要請の業務内容 

² 業務実施場所 

² 派遣部隊の責任者名と連絡先 

 

 

第 6 広域応援部隊受入れ計画 

１.徳島県広域防災活動計画(平成３０年３月.徳島県) 

南部１地域の拠点でもある本市の広域応援部隊の派遣規模等は、「地震・津波災害対策編 第２

章第１６節 広域応援計画」に提示した。 

 

２.物資の調達 

本市の広域物資輸送拠点は南部健康運動公園屋内多目的練習場、地域内輸送拠点は那賀川支所、 

南部健康運動公園屋内多目的練習場の２箇所であるが、南部１地域として供給される支援物資予定 

量は、以下のとおりである。 

なお、上記箇所から本市域内各避難所への輸送は、原則として本市対策本部が担当する。 

 

広域物資輸送拠点への支援物資(南部１地域) 

 
 

３.活動拠点の選定及び開設 

(１)活動拠点の選定 

活動拠点は、被災者・被災箇所の最も効率的な場所で、かつ災害被害のない場所でなければな 

らず、また応援部隊の宿泊施設(食事・炊事施設含む)や活動車両のスペースがある場所でなければ

ならない。 

 

 
食糧 (万食)

調理粉乳 
(トン)

毛布 
(枚)

小児用おむつ 
(枚)

大人用おむつ 
(枚)

簡易トイレ 
(回)

生理用品 
(枚)

 59.36 0.16 63,740 28,703 6,597 707,677 23,897
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(２)管理者への要請 

管理者には事前要請を行い、承諾のもとで使用するものとするが、この時、施設の開錠他立ち 

入り禁止区域設定解除等を依頼する。 

 

(３)設営 

設営は、応援部隊が実施し、総括班は必要とする燃料確保(補充)策を考慮するとともに、 部隊

を補助する。 

 

４.活動拠点候補地一覧 

活動拠点候補地は、以下のとおりである。 

 

活動拠点候補地一覧 

 
 

 

第 7 各関係機関の協力及び経費負担 

１.各関係機関協力 

² 他機関・他班から応援を求められた場合は、担当班の実務遂行に支障のない範囲で協力を 

図る。 

² 各機関の業務内容は、本部の事務分掌によるが、協力方法は各計画の進捗内容によるもの 

とする。 

²   各機関協力は、本部連絡会議の定めるところによる。 

 

２.協定の締結 

ア 平常時から国、県及び本市関係機関間や、企業等との間で協定を締結するなど、連携強化を 進

めることにより、災害時に各主体が迅速かつ効果的な災害応急対策等が行えるように努める も

のとし、協定締結などの連携強化に当たっては、訓練等を通じて、発災時の連絡先、要請手 続

等の確認を行うなど、実効性の確保に留意するものとする。 

イ 民間事業者に委託可能な災害対策に係る業務(被災情報の整理、支援物資の管理・輸送、避 

難者の運送等)については、あらかじめ、県及び本市は、民間事業者との間で協定を締結して お

く、輸送拠点として活用可能な民間事業者の管理する施設を把握しておくなど協力体制を構 築

し、民間事業者のノウハウや能力等を活用するものとする。 

ウ 県は、広域行政主体として、地域社会の迅速な復旧を図るため、多様なライフライン事業者 を

 区 分 名 称 管 理 者 名 使用部隊等

 
陸上

J パワー＆ 

よんでん Wa ンダーランド

電源開発(株) 

四国電力(株) 警察・消防・自衛隊

 〃 那賀川支所 阿南市 阿南市職員等

 
〃 南部健康運動公園 

(南部１地域拠点)
徳島県 警察・自衛隊

 ※注 桑野川防災ステーション(阿南市富岡町)は、国土交通省那賀川河川事務所が、那賀川・桑野川 の災害対

策活動の基地とした施設である。 

また県南部圏域の災害対応機能強化のため設置された徳島県立南部防災館(海部郡海陽町)は、 大規模災

害時には防災活動拠点となる。
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一堂に会して災害時の連携体制の確認等を行うなど相互協力体制を構築しておくよう努める も

のとする。 

 

３.経費負担 

² 国・県あるいは他市町村から応援協力を受けた職員給与・経費の負担は、災害対策基本法 

または協定書規定の定めによるものとする。 

² 指定公共機関等の協力にともなう経費の負担は、その都度、若しくは事前協議によって 

定める。 

 

第８ 公共的団体等との協力体制の確立 

県及び本市並びに関係防災機関は、それぞれの所掌事務又は業務に関係する公共的団体及び防災

組織に対して、災害時の応急対策等に対する積極的協力が得られるよう協力体制を整えておくもの

とする。 

 

(1) 公共的団体 

日赤奉仕団、医師会及び歯科医師会、農業協同組合、徳島県水難救済会、森林組合、中小企業

等 協同組合、商工会議所、商工会、青年団、婦人会、アマチュア無線クラブ等。 

(2) 協力体制の確立 

県の各部局並びに本市は、それぞれの所掌事務に関する公共的団体とあらかじめ協議しておき、

災害時における協力業務、協力の方法等を明らかにしておき、災害時において積極的な協力が得

られるようにしておくものとする。これらの団体の協力業務として考えられるものは、次のとお

りである。 

ア   異常現象、危険な場所等を発見したときに、関係機関に連絡すること 

イ 災害時における広報等に協力すること 

ウ 出火の防止、初期消火に協力すること 

エ 避難誘導、避難場所での救助に協力すること 

オ 被災者の救助業務に協力すること 

カ 炊出し、救助物資の調達配分に協力すること 

キ 被害状況の調査に協力すること 

(3) 応援に係る新型コロナウイルス感染症を含む感染症対策 

応援職員の派遣に当たっては、「ワクチン・検査パッケージ」制度を適用し、派遣職員の健康 管

理やマスク着用等を徹底するものとする。また、地方公共団体は、会議室のレイアウトの工夫 や

テレビ会議の活用など、応援職員等の執務スペースの適切な空間の確保に配慮するものとす る。 
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第４節 自衛隊派遣要請計画 

【総括班】 

第 1 主旨 

災害応急対策の実施にあって、本市での対応が不可能あるいは困難と考えられる時で、自衛隊組

織 活動が有効と考えられる場合は、県知事に対し、自衛隊派遣の要請を行う。 

 

第 2 要請要領 

１.要請の手順 

本部長が、自衛隊派遣の必要性があると判断したとき、知事に下記事項記載のうえ、要請を行

う。 

この時、緊急を要し、文書要請のいとまがないときは、電話または口頭をもって県に依頼し、事 

後速やかに依頼文書を提出する。 

 

派遣要請依頼書記載事項 

 

ａ.災害の状況及び派遣を要請する理由 

ｂ.派遣を必要とする期間 

ｃ.派遣を希望する人員、航空機、その他の概数 

ｄ.派遣を希望する区域及び活動内容 

ｅ.その他参考となるべき事項 

 

 

２.緊急要請 

県との通信途絶等で、知事に対して上記依頼ができない時は、直接最寄りの自衛隊に通報し、 

事後速やかに知事に文書提出を行う。 

 

 

【要請自衛隊】 

² 海上自衛隊第２４航空隊司令 ----------- 小松島市和田島町洲端４－３ 

TEL(0885)37-2111.内線 213 

² 海上自衛隊徳島教育航空群司令 --------- 板野郡松茂町住吉字住吉開拓３８ 

TEL(088)699-5111.内線 3213 

² 陸上自衛隊第１４旅団長 --------------- 香川県善通寺市南町２－１－１ 

TEL(0887)62-2311. 

内線 2２３５または２２０８ 

² 陸上自衛隊 --------------------------- 阿南市那賀川町小延４１３－１ 

徳島駐屯地司令(訓練班) TEL(0884)42-0991. 

内線 230 または 302  
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第 3 災害対策用ヘリポートの設置 

１.災害対策用ヘリポート 

本市は、災害対策用ヘリコプターの降着場を定め、市長は県に通知しておかなければならない。 

 

２.選定要領 

降着場の選定要領は、以下のとおりである。 

² 地表面は平坦で、よく整地・整理がされていること。 

² 回転翼の回転によって、砂塵等が上がらない場所であること。 

² 所要の地積があること。 

² 周辺に風圧の影響を受けるものがないこと。
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

降(発)着点付近の基準 

【通報系統】

発生現場

原則 

 

緊急時 
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３.ヘリポート設置上の留意点 

(１)ヘリポート標示 

² 上空から確認できる風向標示の旗をたてるか、もしくは発煙筒を燃やす。 

² 着陸地点に石灰・白布で H または○標示を行う。 

² 夜間に備え、簡易照明施設を用意する。 

 

(２)危険防止 

² 降(発)着時は風圧等による危険防止のため、関係者以外は接近させない。 

² 降(発)着地点に物品等異物を置かない。 

² 現地に自衛隊員が不在の場合、安全確保のために監視員を配置する。
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ヘリポート降(発)着場一覧 
場外離着陸場  

 

阿南市消防署 
辰巳工業団地 阿南光高等学校(宝田) 
阿南光高等学校(新野) 阿南中学校 
阿南第一中学校 阿南第二中学校 加
茂谷中学校 徳島駐屯地グラウンド 
かもだ岬温泉 横見那賀川河川敷 
大野那賀川河川敷 阿南市民グラウ
ンド 伊島運動広場 
桑野川河川防災ステーション 持井
橋河川敷 
羽ノ浦町民グラウンド 
四電ワンダーランド 
阿南カントリークラブ 南部ふるさ
とふれあい運動公園 津乃峰地区防
災公園 椿町寺前ゲートボール場 阿
南医療センター 伊島小・中学校 
新野西小学校 コート・ベール徳島

辰己町１ー３３ 
辰己町１ー２ 
宝田町今市中新開１０－６ 
新野町室ノ久保１２ 
見能林町南勘高１ 
長生町西方５８９－１ 
内原町竹の内口１４３－１ 
加茂町南不け１ 
那賀川町小延４１３－１ 
椿町船瀬６０－２ 
横見町長岡後２－１地先 
中大野町大坪 
新野町馬見２ 
伊島町前島 
富岡町地先 
上大野町北豊年地先 羽ノ浦町宮倉沢田８２ 
福井町舟端１ 
橘町江ノ浦８８ 
橘町土井崎３９－１ 
津乃峰町西分２１３番１ 
椿町寺前７３番地１ 
宝田町川原 6番地 1 
伊島町瀬戸３番地２ 
新野町友常１番地 
那賀川町みどり台１番地１

阿南市消防本部 王子製紙(株)富岡
工場 徳島県教育委員会教育総務
課 〃 阿南中学校長 阿南第一中学
校長 阿南第二中学校長 加茂谷中
学校長 徳島駐屯地業務隊長 阿南
市 阿南市公園緑地課 阿南市スポ
ーツ振興課 阿南市スポーツ振興
課 伊島漁協 国土交通省 那賀川河
川事務所 国土交通省 那賀川河川
事務所 阿南市スポーツ振興課 四
国電力株式会社Ｊパワー＆ よん
でんWaンダーランド 阿南カン
トリークラブ 阿南市スポーツ振

興課 阿南市公園緑地課 

伊島小学校長 阿南市

２２－１１２０ 
２２－２２１１ 

(０８８)６２１－３１１５ 
〃 

２２－０５３９ 
２２－１４０４ 
２６－０２０３ 
２５－００１２ 
４２－０９９１ 
２１－３０３０ 
２２－９２９３ 
２２－３３９４ 
２２－３３９４ 
３３－１２７１ 
２２－６４６１ 
２２－６４６１ 
２２－３３９４ 

３４－３２５１ 

２７－１８１４ 
２２－３３９４ 
２２－９２９３ 

中型 

中型 
中型 
中型 
中型 
中型 
中型 
大型 
大型 
大型 
大型 
中型 
大型 
中型 
中型 
中型 

中型 

大型 
中型

避難場所・活動拠
点 

〃 ・ 〃 
避難場所 避難場所・

活動拠点 
〃 ・ 〃 
〃 ・ 〃 
避難場所 
－ 
〃 
－ 
－ 

避難場所 
－ 

避難場所 
－ 避難場所・活動拠

点 
活動拠点 
－ 

避難場所 
避難場所 
避難場所 
ー 
ー 

避難場所 
ー

〇 

〇 
〇

〇 
〇

場 所 所 在 地 管 理 者 連 絡 先 他 用途
防災ヘリ ドクター 

ヘリ 
着陸可能な 

ヘリコプター機種
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第５節 情報通信 

【総括班】 

第１ 主旨 

本市は、災害による被害の未然防止や減災対策を目的として、気象情報及び災害発生のおそれの

ある異常な自然現象等を、予め定めた伝達系路によって、迅速かつ的確に防災関係機関及び本市市

民に周知する。 

 

第２ 気象に関する特別警報・警報・注意報・情報の伝達系統 

(1)気象に関する特別警報・警報の場合 
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(2)気象に関する注意報・情報の伝達系統 
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第３ 水防計画(那賀川)の伝達 

(3)那賀川指定河川洪水予報の伝達系統 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 19 時 30 分～翌 09 時 30 分の時間帯に、NHK 徳島放送局が無人となった場合は松山放送局

へ自動転送される。  
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第４ 火災気象通報の伝達系統 

１.火災の予防上危険な気象状況の伝達系統 

火災の予防上危険な気象状況は、以下のとおりで伝達される。 

 

 

２.火災警報の伝達系統 

火災警報は、上記伝達系統(１)に基づく通報を受けたとき、あるいは気象の状況が火災予防上 

危険な場合、以下のとおりで伝達される。 

伝達系統(２)
      

伝達系統(１)

県 阿南市 住民連絡 通知
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第６節 情報及び被害状況等の収集報告計画 
【総括班、まちづくり推進班】 

第１ 主旨 

災害の発生にともなう被害状況等の情報収集及び報告は、以下のとおりとする。 

 

 

第２ 情報の収集及び報告 

１.方針 

本市は、それぞれの所掌事務または業務に関して、積極的に職員を動員し、関係機関の協力を得 

ながら、災害応急対策活動実施に必要となる情報や被害状況等の収集にあたる。 

 

２.情報の収集・伝達 

本市は、人的被害の状況、建築物の被害状況、火災・土砂災害の発生状況等の情報を収集し、

被害規模に関する情報を含め、把握できた範囲から直ちに県へ連絡する。 

ただし、通信の途絶等で県に連絡できないときは、消防庁へ連絡する。 

 

３.情報の内容 

収集・伝達すべき情報の内容は以下のとおりであるが、人的被害や本市市民の生命・身体の 

保護に関連あるものを優先項目とする。 

 

² 緊急要請事項 

² 災害発生状況(原因・発生日時・発生した場所あるいは地域) 

² 被害状況 

² 災害応急対策実施状況 

² 道路交通状況(道路被害・交通規制の状況等) 

² 水道・電気・ガス等生活関連施設の被害状況と確保対策 

² 避難状況 

² 医療救護活動状況 

² 住民の動静 

² その他応急対策の実施に必要となる事項 

 

なお、その他の防災関係機関で収集・伝達すべき情報は、以下のとおりとなる。 

 

² 被害状況 

² 災害応急対策実施状況 

² 復旧見込み等 

 

４.情報の収集方法 

本市は、固定電話・携帯電話・各種無線設備・衛星携帯電話を活用し、情報連絡員を被災地等に 

派遣することにより、迅速かつ的確に災害状況を把握する。 

また、県、本市、防災関係機関は、効果的・効率的な防災対策を行うため、ＡＩ、ＩｏＴ、クラ 

ウドコンピューティング技術、ＳＮＳの活用など、災害対策業務のデジタル化を促進する必要が

あ る。デジタル化に当たっては、災害対応に必要な情報項目等の標準化やシステムを活用したデ

ータ 収集・分析・加工・共有の体制整備を図る必要がある。 

なお、広報資料の収集は、以下のとおりとする。 

² 状況に応じ、職員の現地派遣によって災害現場写真を撮る。 

→　ただし、撮影者は、自らの安全性配慮の基に実施する。 
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² 現地災害対策本部開設の場合は、現地担当者が災害現場写真を撮る。 

→　上記と同様に自らの安全性配慮の基での実施となる。 

 

５.異常な現象発見者の通報 

(１)災害が発生するおそれがある異常な現象を発見した者は、遅滞なくその旨を市長若しくは 警察

官または海上保安官に通報しなければならない。 

 

(２)通報を受けた警察官または海上保安官は、その旨を速やかに市長に通報しなければならない。 

 

(３)(１)または(２)により通報を受けた市長は、その旨を遅滞なく次の機関に通報するとともに、住

民その他関係の公私団体に周知させるとともに、とるべき必要な措置を指示するものとする。 

・ 徳島地方気象台 

・ 徳島県知事(災害対策本部が設置されているときは同県本部長) 

・ 阿南警察署、南部総合県民局その他の関係機関 

 

第３ 報告の基準 

内閣総理大臣(消防庁経由)に報告すべき災害は次のとおりであり、報告にあたっては、火災・災 害

等即報要領により行うものとする。 

(１) 災害救助法の適用基準に合致するもの 

(２) 本市が災害対策本部を設置したもの 

(３) 災害が２都道府県以上にまたがるもので１の都道府県における被害は軽微であっても、全国的

に見た場合に同一災害で大きな被害を生じているもの 

(４) がけ崩れ、地すべり、土石流等により、人的被害または住家被害を生じたもの 

(５) 河川の溢水・破堤または高潮等により、人的被害または住家被害を生じたもの

(６) 雪崩等により、人的被害または住家被害を生じたもの 

(７) 道路の凍結または雪崩等により、孤立集落を生じたもの 

(８) 上記各基準に該当しない災害であっても、報道機関に取りあげられる等、社会的影響度が高い

と認められるもの 

 

なお「火災・災害等即報要領」(昭和 59 年 10 月 15 日付消防災第 267 号)に基づく災害以外の 

火災等即報及び救急・救助事故即報についても報告するものとする。 

→　火災・災害等即報要領は資料編 No.５１参照 

 

第４ 報告責任者 

災害にともなう被害状況の調査結果は災害対策の基本でもあり、災害対策本部長(市長)は、あらか

じめ被害状況報告責任者を定め、集計結果を速やかに知事に報告する。 

なお知事への報告ができない場合は内閣総理大臣(消防庁経由)に直接報告し、報告後速やかにそ 

の内容を知事に連絡する。 
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第５ 報告の種別 

被害状況の報告の種別は、以下のとおりとする。 

 

１.災害即報 

被害が発生したとき、直ちにおこなう報告 

２.中間報告 

発生報告の後に、被害状況が変化するたびに行う報告 

３.確定報告 

応急措置が完了し、当被害結果が明らかになったときの報告 

 

 

第６ 報告の方法 

(１) 原則として災害時情報共有システムへの入力による(ただし、システム障害等により入力できな

い場合は、徳島県総合情報通信ネットワークシステム、電話、ＦＡＸなどあらゆる手段により

報告する)。 

(２) 災害即報及び中間報告は原則として別紙様式の内容を電話または徳島県総合情報通信ネットワ

ークシステムにより速やかに報告するものとし、不通の場合には可能な最短方法で報告するも

のとする。 

(３)確定報告は必ず別紙様式により文書で報告するものとする。 

→　災害中間報告・災害確定報告の様式は資料編 No.５２参照 
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第７ 本市の対応 

(１)市長は、知事に対する被害状況の報告ができない場合は、内閣総理大臣(消防庁経由)に対し直

接報告するものとし、報告後速やかにその内容について知事に対し連絡するものとする。 

(２)災害発生に伴い、消防機関へ１１９通報が殺到した場合、直ちに県及び国(消防庁)に報告する

ものとする。 

(３)「火災・災害等即報要領」に基づく直接即報基準に該当する火災・災害等を覚知したときは、 

第一報を県に対してだけでなく、消防庁に対しても、覚知後 30 分以内で可能な限り早く、分か

る範囲で報告する。 

 

 

第８ 連絡窓口 

上記に記した連絡窓口は、以下のとおりである。 

 

 

連絡窓口 

 

消 

防 

庁

平日 
9：00～17：45 

応急対策室

TEL 03-5253-7527

 FAX 03-5253-7537

 
衛星系 TEL *-0-048-500-90-49013

 
平日以外 

宿直室

TEL 03-5253-7777

 FAX 03-5253-7553

 
衛星系 TEL *-0-048-500-90-49103

 

徳 

島 

県

危 機 管 理 部

TEL 088-621-2716

 FAX 088-621-2987

 
総合情報通信ネット 

ワークシステム

TEL *-2716

 FAX  8099**2987
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第７節 災害情報広報計画 

【総務部、情報部、対策部】 

第１ 主旨 

災害時における本市市民の人心の安定と災害応急対策活動を円滑、かつ効果的に実施するための 

災害情報広報は、以下のとおりとする。 

県、本市及び防災関係機関は、被災者のニーズを十分把握し、災害の状況に関する情報、安否情 

報、ライフラインや交通施設等公共施設等の復旧状況、医療機関、スーパーマーケット、ガソリンス

タンド等の生活関連情報、それぞれの機関が講じている施策に関する情報、交通規制、被災者生活支

援に関する情報等、被災者等に役立つ正確かつきめ細やかな情報を適切に提供するものとす る。な

お、その際、高齢者、女性、障がい者等要配慮者、在宅での避難者、応急仮設住宅として供与される

賃貸住宅への避難者、所在を把握できる広域避難者、在日外国人、訪日外国人に配慮した伝達を行う

ものとする。 

また、被災者のおかれている生活環境、居住環境等が多様であることにかんがみ、情報を提供す 

る際に活用する媒体に配慮し、ホームページやアプリケーション等の多様な手段の整備に努めるも 

のとする。特に、停電や通信障害発生時は情報を得る手段が限られていることから、被災者生活支 

援に関する情報についてはチラシの張り出し、配布等の紙媒体や広報車でも情報提供を行うなど、 

適切に情報提供がなされるものとする。 

 

第２ 被害情報の収集と広報機関 

被害情報の収集は、情報部、対策部が行い、総括班に連絡する。 

また総括班は、被害状況を取りまとめ、秘書広報班に伝達し、秘書広報班は他班の応援を得て、本

市市民への広報を行う。 

 

第３ 広報の方法 

秘書広報班が行う本市市民への広報手段は、以下のとおりとする。 

 

² 防災行政無線(同報系) 

² 広報車(下記参照) 

² インターネットのホームページ 

² 報道機関(下記参照)
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広報車一覧 
平成 31 年 4 月 1 日現在 

 

 
本庁・支所 管理 車の種類 台数

 

阿南市役所

危機管理課 軽四乗用自動車 １台

 税務課 軽四乗用自動車 1 台

 農林水産課 軽四貨物自動車 １台

 選挙管理委員会 軽四貨物自動車 １台

 スポーツ振興課 軽四貨物自動車 １台

 
水道課

軽四貨物自動車 
小型貨物自動車

６台 
５台

 
合計 1６台
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報道機関一覧 

 
 

第４ 本市が実施する広報の内容 

本市が実施する広報活動において重点をおくべき事項は、次のとおりとする。 

 

(１)災害時における本市市民の注意事項 

(２)災害にかかる気象情報、被害状況の周知 

(３)災害対策本部が実施しつつある災害対策の概要 

(４)避難時の災害に適した指定緊急避難場所の選択、指定緊急避難場所への移動がかえって危険をと

もなう場合等の避難方法についての周知 

(５)高齢者等避難、避難指示、緊急安全確保の発令及び避難所での心得 

(６)指定避難所の開設状況や混雑状況 

(７)災害復旧の見通し 

(８)電気・ガス・水道供給の状況 

(９)その他必要事項 

 

第５ 放送の要請 

本部長は、緊急を要する場合で、全ての通信機能がマヒし通信手段に困難をきたしたときは、『避 

難情報の放送に係る申し合わせ、平成１８年７月』で定めた協定により、放送局に放送を要請する。 

→　『避難情報の放送に係る申し合わせ』は資料編 No.５７参照 

 

 名 称 媒 体 所 在 地 電 話 番 号

 

NHK 徳島放送局 
四国放送株式会社 
株式会社ケーブルテレビあなん 
徳島県南メディアネットワーク株式会社 
徳島新聞社 
株式会社 FM 徳島 
市政記者室

テレビ・ラジオ 

〃・〃 

CATV 

CATV 

新聞 コミュニテ

ィ FM テレビ・

新聞

徳島市寺島本町東 1T 目２８番地 
徳島市中徳島町２T 目 5 番地 2 
阿南市宝田町今市イシン坊 27 番地

1 
阿南市日開野町谷田 485 番地 1 
徳島市中徳島町２T 目 5 番地 2 
徳島市幸町１T 目 6 
阿南市富岡町トノ町 12 番地 3

088-626-5975 
088-655-7560 
0884-23-0330 
0884-22-1728 
088-655-7373 
088-656-2111 
0884-22-0049
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第８節 災害救助法適用計画 

【各部各班】 

第１ 主旨 

災害に際し、食料品その他生活必需品の欠乏・住居そう失・傷病等で苦しむ被災者に対し、その保 

護と安心感の回復、及び社会秩序の保全を図るために実施する災害救助法の適用は、本計画の定めに 

よる。 

 

第２ 実施責任者 

災害救助法適用による救助は知事が行い、市長がこれを補助する。ただし、知事が救助に関する権

限の一部を委任した場合は、市長が行う。 

 

第３ 救助の種類 

災害救助法による救助の種類は、おおむね以下の事項となる。 

 

² 収容施設(避難所、応急仮設住宅)の供与 

² 炊き出しその他による食料品の給与 

² 飲料水の供給 

² 被服・寝具その他生活必需品の給与・貸与 

² 医療及び助産 

² 救助・救出 

² 住居の応急修理(※注１) 

² 学用品の給与 

² 遺体の捜索及び処理 

² 障害物の除去 

<生業に必要な資金、器具または資材の給与・貸与については、災害援護貸付金等の各種貸し　

付け制度が充実したことから、現在は運用していない。> 

 

※注１ 住居の応急修理 

建物・宅地等の安全性判断は、専門家の判断が必要となる。 

 

 

【メモ】
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第４ 災害救助法運用基準 

災害救助法施行令第１条の定めにより、本市については、次のいずれかに該当した場合に適用さ 

れる。 

 

１ 災害が発生した段階での災害救助法の適用(法第２条第１項) 

(１)適用基準１ 

本市人口は、令和６年１２月末現在で６７、９５４人であるため、住家の滅失世帯数が８０世

帯以上の場合に適用対象となる。 

 

発動基準１ 

 

(２)適用基準２ 

徳島県内の被災世帯が 1、000 世帯以上で、本市域内住家の滅失世帯数が４０世帯以上で適用

対 象となる。

 

発動基準２－１ 

 

 

 

 

 

  

 都道府県区域内の人口 住家滅失の世帯数

 1,000,000 人未満 1,000

 1,000,000 人～2,000,000 未満 1,500

 2,000,000 人～3,000,000 未満 2,000

 3,000,000 人以上 2,500

該当 

徳島県人口 727、281人(令和２年２月１日現在) 
徳島県ＨＰ 徳島県推計人口より

市町村区域内の人口 住家滅失の世帯数

5,000人未満 30

5,000人～15,000人未満 40

15,000人～30,000未満 50

30,000人～50,000未満 60

50,000人～100,000人未満 80

100,000人～300,000人未満 100

300,000人以上 150

該当
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発動基準 2-2

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

(３)適用基準３ 

徳島県内の被災世帯が 5、000 世帯以上で、本市被災世帯が多数である場合に適用対象とな

る。 

発動基準３ 

 
(４)適用基準４ 

多数の者が生命あるいは身体に危害を受け、または受けるおそれが生じた場合に適用対象とな

る。 

(５)災害状況認定基準 

住家被害の認定基準は以下のとおりである。 

災害状況認定基準 

 
滅 失 (１)

住家が滅失したもので、具体的には住家の損壊・焼失もしくは流出した部分の床面積が、 
当住家の延床面積の７０％以上に達した程度のもの、または住家の主要構造部の被害額が 
その住家の時価５０％以上に達した程度のもの。

 
住家の半壊 ・半焼

(２)

住家の損壊がはなはだしいが、補修すれば再使用できる程度である場合、具体的には損壊 
部分がその住家の延床面積の２０％以上７０％未満のもの、または住家の主要構造部の 被
害額がその住家の時価２０％以上５０％未満のもの。

 
住家の 床上浸水・
土砂の 推積(３)

上記(１)(２)に該当しないものであって、浸水がその床に達した程度である場合、 
または土砂・竹林等堆積により一時的に居住することができない状態になったもの。

 世 帯 生計を一にしている実際の生活単位。

 
住 家

現実に居住のために使用している建物をいう。ただし耐火構造物の集合住宅等で、各部屋 
が遮断・独立しており、日常生活に必要な設備を個々に有しているものについては、 それ
ぞれ１住家として扱う。

 ※注 滅失住家とは、住家の滅失世帯を基準としており、半壊住家は以下のように算定される。 
 
　　　　　　　　　＝ ＝　　　　　　　　　　　＝ 
 

 市町村区域内の人口 住家滅失の世帯数

 5,000 人未満 15

 5,000 人～15,000 人未満 20

 15,0000 人～30,000 人未満 25

 30,000 人～50,000 人未満 30

 50,000 人～100,000 人未満 40

 100,000 人～300,000 人未満 50

 300,000 人以上 75

該当 

都道府県区域内の人口 住家滅失の世帯数

1,000,000人未満 5,000

1,000,000人～2,000,000人未満 7,000

2,000,000人～3,000,000人未満 9,000

3,000,000人以上 12,000

該当

滅失住家 
１世帯

全壊(全焼・流出) 
住家１世帯

半壊(半焼) 
住家２世帯

床上浸水 
３世帯
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２ 災害が発生するおそれ段階での災害救助法の適用(法第２条第２項) 

災害が発生するおそれがある場合において、災害対策基本法の規定する「特定災害対策本部」、

「非常災害対策本部」又は「緊急災害対策本部」が設置され、当該本部の所管区域が告示されたと

き、当該所管区域内の市町村の区域内において、当該災害により被害を受けるおそれがあり、現に

救助を必要とする者がいるとき。 

 

第５ 災害救助法の適用手続 

市長は、本市における災害が前述の適用基準のいずれかに該当するか、もしくは該当する見込み

がある場合、直ちにその旨を以下の内容にしたがって、県知事に報告する。 

なお、事態が急迫して、県知事による救助実施を待つことができない時には、施行令第８条の規定

により、災害救助法による救助に着手することができる。 

ただし、この場合も後日文書をもって知事に報告しなければならない。 

 

 

適用手続内容 

 

(１)災害発生の日時・場所 

(２)災害の原因及び被害状況 

(３)適用を要請する理由 

(４)適用を必要とする期間 

(５)既にとった救助措置及び今後とろうとする措置 

(６)その他必要な事項 

 

 

第６ 災害救助法による救助の程度・方法・期間、及び実費弁償の基準 

災害救助法適用時の救助の程度・方法・期間等は、資料編 No.９の「災害救助法による救助の程 

度、方法及び期間」早見表に参照したが、特別な事情がある時には期間延長が許される場合がある。
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第９節 消防活動範囲 
【総務部、警防部】 

第１ 主旨 

災害の拡大を防止するための消防活動について、本市が実施すべき対策は以下のとおりである。 

なお、活動従事者は、自らの安全性に配慮したうえで、被害拡大防止対策を図る。 

 

 

第２ 基本方針 

大規模火災を防御するためには、消防機関のみならず、本市市民や事業所職員も、出火防止や初期 

消火に努める必要がある。 

この観点から、消防活動の基本方針を以下のとおりとする。 

 

１.消火活動 

(１)本市市民・自主防災組織・自衛消防隊等は、自らの生命と財産を守るため、出火防止と初期消 火

活動を実施する。 

 

(２)本市消防本部警防班は、関係防災機関と連携を保ちつつ、同時多発火災も考慮し、明確な部隊 指

揮・部隊運用の消防活動を展開する。 

 

２.人命救助・救急活動 

大規模災害にあっては、道路通行不能箇所等の活動障害も発生する可能性がある。 

したがって、消防の人員・資機材活用で、優先的に人命救助・救急活動を実施する。 

 

３.安全避難の確保 

火災発生件数が多く、延焼火災の鎮圧が困難と予想される地域は、住民の安全確保を優先させ

た 活動を図る。 
 

 

【メモ】
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第３ 初動体制の確立 

１.災害対策本部の初動対応 

(１)通信及び情報収集体制の確立 

通信施設の機能試験及び非常電源の点検を実施し、情報収集体制を確立させる。 

 

(２)特別配備体制の確立 

有線電話・携帯電話、あるいはその他の方法で職員の非常招集を指令し、特別配備体制の確

立を図る。 

この時、招集伝達経路が不通の時は、阿南市消防警防規程第 101 条(１)～(４)に基づき、 

自主参集するものとする。 

 

(３)出火防止措置及び庁舎等の被害状況の確認 

庁舎内の火気使用場所の点検と火気始末を行い、庁舎及び付属施設の被害状況を確認する。 

 

２.警防班の初期対応 

災害の規模により、以下の第１次・第２次行動を行い、無線により情報管制課に報告する。 

(１)第１次行動 

² 初動体制の確保 ― 　消防車両等に救援資機材・消火用ホース等を積載し、車両前で待機 

する。 

² 車両の安全確保 ― 　消防車両の出動障害を避けるため、署所の立地条件・施設構造を考　　　　　　　　　 

慮のうえ、消防車両等を安全な場所に移動させる。 

² 災害状況の調査 ― 庁舎付近の火災発生状況、あるいは周辺道路の通行障害状況を調べ 

　　　　　　　　　る。 

 

(２)第２次行動 

² 資機材の確保 ― 携帯用非常電源と非常用燃料を確保する。 

² 災害状況の把握 ― 火災の発生・建物の倒壊・道路等の被害状況を知り、救急・救護等 

の情報収集に努める。 

３.出火防止の広報 

避難施設箇所も含む本市地域内の火気始末・出火防止等の広報を実施する。 

特に、避難行動要支援者等を含めた要配慮者に配慮した広報を行う。 

 

【メモ】
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第４ 情報の収集 

情報の収集は、以下の情報収集系統による。 

情報収集系統 

 

 

 
 
 
 

第５ 火災防御活動 

１.初期対応後の火災防御活動 

(１)一般防御活動 

消防隊は、第一次～第二次行動(初期対応)後、直ちに消防車両を出動させ、本市域内の木造家屋

密集地等の警戒活動と火災の発見に努め、火災早期鎮圧と延焼拡大の防止を図る。 

また火勢の状況によって、応援隊を要請する。 

 

(２)市街地優先防御 

本市市街地の火災防御活動を優先し、事業所火災に対しては、本市市街地への延焼拡大のおそ

れがある時に、局部防御実施と事業所の自衛消防隊活用を図る。 

 

(３)重点防御 

現状の消防力で鎮圧が困難と想定される火災においては、延焼拡大の危険性が高い地域、及び

人命の保護と本市市民の財産に重大な影響を及ぼすおそれのある施設を重点防御箇所とする。 

 

(４)集中防御 

多発火災で、現有消防力をはるかに上回る時は、河川・広幅員道路・耐火建築物を防御線と設 

定し、集中的な防御活動を行う。 
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２.消防隊の運用 

(１)部隊指揮 

² 消防長の指揮によって、本市域内の消防活動を実施する。 

² 初動期における消防隊運用は、消防長が決定し、迅速な消防活動を実施する。 

 

(２)部隊運用 

² 出動部隊数は制限し、必要最小限の部隊で運用する。 

² 参集職員で予備隊を組織し、増強隊としての運用を図る。 

² 消防団との連携を密に取り、総合的な部隊運用体制の確立を図る。 

 

３.消防団の活動 

(１)活動範囲 

消防団の活動範囲は、原則として分団区域とするが、消防団本部あるいは災害対策本部からの 

指示及び隣接区域の火災発生状況(被害発生状況)によっては、応援活動体制での支援を行う。 

 

(２)任務 

任務の内容は以下のとおり。 

² 消火活動及び各消防隊との連携 

² 人命救助・救出及び避難誘導 

² 中継送水等の相互応援 

² 飛火警戒と残火処理 

² その他命令による業務 

 

 

 

【メモ】



- 188 - 

第６ 救助・救急活動 

１.救助・救急活動方針 

原則として、救助・救急活動は、消防隊、救助隊及び救急隊で実施するが、消防長の指揮の も

とに、防災関係機関との連携による救助活動も実施する。 

なお、避難行動要支援者等の要配慮者の救助は、要支援者名簿活用によって実施する。 

 

２.活動の具体化 

(１)救助活動 

² 正確な情報収集と冷静な分析で、人命の危険性が高いと判断された箇所(住居)からの救助 

活動を行う。 

また現場では、自力脱出不能者を優先救助する。 

² 要救助者の安全に留意し、状況によっては重機等を活用する。 

² 長時間に渡る救助活動では、交替要員を配備する。 

 

(２)救急活動 

² 傷病者トリアージによって、順次救急搬送を実施する。 

² 搬送は、避難所内の応急救護所、あるいは医療機関とする。 

なお、負傷者が多数の場合の応急救護所への搬送は、状況により付近住民あるいは自主防災 

組織等の協力を求める。 

² 医療機関には、診療・収容可否の確認によって、傷病者の状況提供を行い搬送場所を決定す 

る。 

 

 

第７ 緊急消防援助隊の受入れ 

１.徳島県広域消防相互応援協定の活用 

大規模火災発生時の鎮圧と多数の人命救助を要する時、『徳島県広域消防相互応援協定』をもっ

て、要請を行うものとし、この時の応援消防隊の受入れ場所を以下のとおりとする。 

〔阿南光高等学校グラウンド………阿南市宝田町今市中新開１０－６〕 

なお、要請時の連絡方法は、消防無線県内共通波を使用するものとするが、通信困難な場合は、 

伝達要員を確保し、要請の連絡を取る。 

 

２.大部隊の一次集結場所 

避難者等で混乱・パニック状況にある場合の大部隊の一次集結場所は以下のとおりとし、災害

規 模・被害の内容等の区分によって、的確に振り分け・選定を行う。 

なお、総合指揮所は、災害対策本部もしくは災害対策本部近隣地として、自衛隊・応援消防隊と 

の調整を図るものとする。 
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集結予定場所 

 
 

３.応援消防隊の指揮 

応援消防隊が一次集結場所へ結集した時は、消防長は応援要請の事案(消火、救助・救急等)ご 

とに任務を振り分け、応援消防隊の指揮を執る。 

４.事業所の自衛消防隊への応援協力要請 

消防機関が行う消火活動、救助・救急活動等で、被災から免れた事業所の自衛消防隊他、応急

活動に要する重機・資機材を保有する事業所には、災害対策本部長が応援協力要請を行う。 

→　　 資料編№３５　災害時における協定に基づき実施 

  

 

 

 場 所 所 在 地 T E L 備 考

 阿南第一中学校 長生町西方５８９－１ ２２－１４０４

 阿南第二中学校 内原町竹の内１４３－１ ２６－０２０３

 阿南中学校 見能林町南勘高１ ２２－０５３９

 那賀川中学校 那賀川町苅屋３７０－１ ４２－００５８

 情報文化センター 羽ノ浦町中庄上ナカレ１６－３ ４４－５０００

 羽ノ浦グラウンド 羽ノ浦町宮倉沢田８２

 ※その他の広域避難場所で、避難者に支障のない場所、あるいは大規模災害時における応援消防隊等 

の集結場所及び野営場所に関する協定で規定した場所も予定地とする。

【メモ】
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第１０節 水防計画 

【総務部、情報部、対策部、警防部】 

第１ 主旨 

本計画は、水防法(昭和２４年法律第１９３号)第４条の規定により、水防上必要な監視・警戒・ 

通信・連絡・輸送、ダムあるいは水門・樋門等の操作、水防管理機関・水防管理団体等の運用を図る 

もので、阿南市水防計画及び徳島県水防計画に基づき、以下のとおりとする。 

 

第２ 実施責任者と義務 

上記の主旨に基づき、本市は該当区域における水防活動を十分にはたすべき責任を有し、本市住

民は市長または消防長より出動を命じられた場合は、協力しなければならない。 

 

第３ 水防体制 

１.水防体制 

洪水または高潮に対する危険性が高まったとき、市長は水防活動を迅速かつ積極的に行うため 

に、水防本部を設置する。 

２.水防本部の組織 

設置される水防本部の組織とその事務分掌は、本計画に定める災害対策本部の組織と事務分掌 

を準用する。 

 

第４ 河川水位基準等 

河川水位基準(那賀川・桑野川・福井川)、あるいは河川水位用語の説明は、「第２章 第７節 水害

予防計画」にその詳細を記した。 

 

【メモ】
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第５ 水防法に定める水防警報 

国直轄管理河川及び県管理河川においては、各管理者が水防警報の内容について、水防管理者 

(国→県→市)に通知する。 

 

１.水防警報の種類・内容 

各管理者が通知する水防警報の種類・内容は、以下のとおりとなる。 

 

水防警報の種類・内容 

 
 

２.国土交通省直轄管理河川 

(１)発令段階基準 

直轄河川である那賀川・桑野川の警報発令段階と基準は、以下のとおりである。 

 

警報発令段階と基準 

上記以外に、出動してから解除するまでの間、水防情報を適宜通知する。  

 
種 類 内 容

 
待 機 状況に応じて直ちに水防機関が出動できるように待機する必要がある旨を警告するもの。

 
準 備

水防に関する情報連絡、水防資器材の整備、水門機能等の点検等に努めるとともに、水防機関に出
動 の準備をさせる必要がある旨を警告するもの。

 
出 動 水防機関が出動する必要がある旨を警告するもの。

 
解 除

水防活動を必要とする出水状況が解消した旨及び当該基準水位観測所名による一連の水防警報を解
除 する旨を通告するもの。

 水位情報 

(適宜)

水位の上昇下降、最高水位、水位見込み等水防活動上必要な情報の通知。 
(「出動」を発令してから「解除」するまでの間、適宜通知する。)

 
河川名

基準水
位 観測

所

発令段階

 第１段階 第２段階 第３段階 第４段階

 待 機 準 備 出 動 解 除

 
那賀川 古庄

氾濫注意水位以上に 
達すると予想される 

とき。

水位が水防団待機水 

位(3.5m)に達し、 な

お上昇のおそれが あ

るとき。

水位が氾濫注意水位 
(5.0m)に達し、な お

上昇のおそれがあ る

とき。

水防作業を必要とし 

なくなったとき。

 
桑野川 大原

氾濫注意水位以上に 
達すると予想される 

とき。

水位が水防団待機水 

位(3.4m)に達し、 な

お上昇のおそれが あ

るとき。

水位が氾濫注意水位 
(4.15m)に達し、 な

お上昇のおそれが あ

るとき。

水防作業を必要とし 

なくなったとき。
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(２)連絡系統 

発令される連絡系統は、以下のとおりである。 

 

那賀川水防警報 

 

  
 

 

３.県管理河川 

(１)発令段階と基準 

県が管理する桑野川の国管理区間以外の区間及び福井川の警報発令段階と基準は、以下のとお 

りである。 

 

警報発令段階と基準 

 

 
河川名

基準水位観測

所

発令段階

 第１段階 第２段階 第３段階 第４段階

 待機 準備 出動 解除

 

桑野川

内田橋
氾濫注意水位以上に達

す ると思われるとき。

水位が水防団待機水位 
(2.8m)に達し、なお 
上昇のおそれがあると 

き。

水位が氾濫注意水位 
(3.7m)に達し、なお 
上昇のおそれがあると 

き。

水防作業を必要としなく 

なったとき。

 
新野

氾濫注意水位以上に達

す ると思われるとき。

水位が水防団待機水位 
(1.3m)に達し、なお 
上昇のおそれがあると 

き。

水位が氾濫注意水位 
(2.0m)に達し、なお 
上昇のおそれがあると 

き。

水防作業を必要としなく 

なったとき。

 
福井川 大西

氾濫注意水位以上に達

す ると思われるとき。

水位が水防団待機水位 
(2.1m)に達し、なお 
上昇のおそれがあると 

き。

水位が氾濫注意水位 
(2.7m)に達し、なお 
上昇のおそれがあると 

き。

水防作業を必要としなく 

なったとき。
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(２)連絡系統 

発令される連絡系統は、以下のとおりである。 

 

県管理河川水防警報  

 
 

第６　避難判断水位情報 

洪水あるいは高潮等によって、住民に著しい被害を与えるおそれがあるものとして、国土交通大

臣及び県知事が指定した河川(「水位情報周知河川」という)については、避難判断水位(レベル３) 
を越えるときは、その水位状況を公表する。 

 

 

１.国土交通省直轄管理河川 

 

避難判断水位情報 

 
水系名 河川名

基準水位 観測所

避難判断水位 レ

ベル３(ｍ)

氾濫危険水位 レ

ベル４(ｍ)
水防管理団体

 那賀川 桑野川 大原(無堤) ※4.0 4.7 阿南市

 那賀川 桑野川 大原(有堤) 5.3 6.10 阿南市

 ※ タイムラインに準じる
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２.県管理河川 

 

避難判断水位情報 

※タイムラインに準じる  
 

 

３.避難判断水位到達情報連絡系統 

対象水位観測所水位が、避難判断水位あるいは氾濫危険水位を越えたとき(及び下回ったとき) 

の連絡系統は以下のとおりで、必要に応じ、一般に周知する。

 
水系名 河川名

基準水位 観測所

避難判断水位 レ

ベル３(ｍ)

氾濫危険水位 レ

ベル４(ｍ)
水防管理団体

 
那賀川 桑野川

内田橋 ※4.0 4.7 阿南市

 新野 2.0 3.1 〃

 福井川 福井川 大西 2.7 3.3 〃

 

   連絡系統 

南部総合県民局
阿南庁舎

水門等
操作責任者

阿南市 水防団・消防団

一般住民

　徳島地方気象台技術課
ＴＥＬ　088-622-3857
ＦＡＸ　088-652-9407

　徳島河川国道事務所
　河川調査課

ＴＥＬ　088-654-2211
ＦＡＸ　088-654-5512

　那賀川河川事務所
　調査課

ＴＥＬ　0884-22-6461
ＦＡＸ　0884-22-7062

「徳島県県土防災情報」
http://www1.road.pref.tokushima.jp/

　報道機関
　　　（ＮＨＫ・四国放送・ＦＭ徳島等）

　

県
　

　　　水防本部

ＴＥＬ
　088-621-2570
ＦＡＸ
　088-621-2870

　　災害対策警戒
　　（連絡）本部

ＴＥＬ
　088-621-2716
ＦＡＸ
　088-621-2987



- 195 - 

第１１節 救助計画 

【総務部、対策部、警防部】 

第 1 主旨 

災害により、生命・身体に危害を受けた者、あるいは行方不明の状態にある者に対する捜索・救助 

の実施は、以下のとおりとする。 

 

 

第 2 実施責任者 

被災者の救助及び捜索は、災害対策本部警防班が主体となり、県警察を含め、関係機関と連携をと 

り実施する。 

また海上における遭難者の救助(行方不明の捜索を含む)は、市長からの要請により、徳島海上保 安

部が実施するものとし、さらに、徳島県水難救済会等の協力も考慮する。 

 

 

第 3 救助対象者 

救助対象者は、おおむね以下のとおりとする。 

² 火災時に火中に取り残された者 

² 水害によって、水とともに流されたり、または孤立した地点に取り残された者 

² 倒壊家屋の下敷きになった者 

² がけ崩れ・土石流・地すべり等により生き埋めになった者 

² 交通事故も含めた大規模災害で救助を要する者 

 

 

 

第 4 救助体制の確保 

発災時の救助体制確保は、原則として以下の要領で実施する。 

² 災害が発生した場合、当該区域に居住する本市市民及び自主防災組織関係者は、住区周辺

の巡回を行い 倒壊家屋・火災発生の有無を調査する。 

² 火災発見時は、直ちに初期消火活動を行う。 

² 災害対策本部各部各班は、速やかに本市被害状況を調査し、救助対象の有無を把握する。 

² 消防団は、消防団長のもと、救助必要人員の把握と救助機器の確認を行い、救助隊を結成す  

る。 

² 特に被害が甚大な場合、市長が県に対して救助の応援を要請する。 

² 県は、日本レスキュー協会と『災害救助犬の出動に関する協定』を締結しているので、必  

要があるときは、県に日本レスキュー協会派遣の要請をする。 
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第 5 救助活動 

救助活動は、以下の要領で実施する。 

１.災害対策本部警防班は、関係機関等との相互協力によって、その管轄区域の救助方法を決定し、

各救助隊結成によって、救助活動を行う。 

２.各関係機関(消防・警察・自衛隊等)が同一現場で救助にあたる場合は、災害対策本部で調整を図

り、速やかにかつ迅速に救助活動を行う。 

３.救出した負傷者は、傷病の状況に適合した救急病院へ搬送する。 

４.各救助隊は、当初目的地での活動終了時、二次目的地への救助体制を図る。 

 

第 6 災害救助法適用時の措置 

災害救助法が適用されたときの救助措置は、知事(権限が委任された場合は市長)が実施するが、 費

用の対象等は、以下のとおりである。 

１.対象者 

(１)災害のため、現に生命・身体が危険な状態にある者 

(２)災害のため、生死不明の状態にある者 

２.期間 

災害発生の日から３日以内とする。 

３.費用 

(１)借上費 

舟艇、その他救助のために必要な機械・器具等の借上費 

(２)修繕費 

救助のために使用した機械器具の修繕費 

(３)燃料費 

救助に使用した燃料費 

４.惨事ストレス対策 

救出・救護活動を実施する各関係機関は、職員等の惨事ストレス対策の実施に努める。 

５.安否不明者等の氏名等の公表 

(１)安否不明者等については、全国的な公表基準が策定されるまでの間は、県において公表方針

を 策定し、迅速な捜索活動等に資するよう、その氏名等について情報の正確性に配慮して公表

するものとする。 

(２)本市は、要救助者の迅速な把握のため、安否不明者等について、関係機関の協力を得て、積

極的に情報収集を行うものとする。 

(３)県は、要救助者の迅速な把握による救助活動の効率化・円滑化のために必要と認めるとき

は、本市と連携の上、一連の手続きを整理したマニュアルを活用して安否不明者等の氏名等を

公表し、その安否情報を収集・精査することにより、速やかな安否不明者等の絞り込みに努め

るものとする。なお、県は、本市に公表する内容を事前に連絡するものとする。 
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第１２節 避難計画 

【各部各班】 

第 1 主旨 

大規模な災害時においては、多数の避難者発生が予想される。 

本計画は、このような事態に対処し、住民の生命、身体の安全を確保するため、市長その他関係法令 

の規程に基づく避難措置を発令した実施責任者が、必要に応じて避難に関する可能な限りの措置を 

とることを定める。 

また市長は、住民の迅速かつ円滑な避難を実現するとともに、高齢化の進展等を踏まえ高齢者等

の 要配慮者の避難支援対策を充実・強化する必要がある。 

したがって、本市では「避難情報の取組みに関するマニュアル 令和 3 年 5 月」を基に、避難指 

示のほか、地域住民に対して避難準備を呼びかけるとともに、要配慮者、特に避難行動要支援者に対 

して、その避難行動支援対策と対応しつつ、早めの段階で避難行動を開始することを求める高齢者等 

避難の伝達を行うものとする。 

また、本市では、危険の切迫性に応じて避難指示等の伝達文の内容を工夫すること、その対象者を 

明確にすること、避難指示等に対応する警戒レベルを明確にして対象者ごとに警戒レベルに対応し 

たとるべき避難行動がわかるように伝達することなどにより、住民の積極的な避難行動の喚起に努 

めるものとする。
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第 2 実施責任者及び基準 

避難措置に関する実施責任者と実施基準は、以下のとおりである。 

 

実施責任者と実施基準 

 
 

第 3 高齢者等避難の伝達・避難の指示 

本市は、災害が発生し、または発生するおそれがあり、人命の保護その他災害の拡大防止等を図る

ために、危険区域の居住者・滞在者等に、躊躇なく避難指示等を発令できるよう、平時から災害時に

おける優先すべき業務を絞り込むとともに、当該業務を遂行するための役割を分担するなど、全庁を

あげた体制の構築に努めるものとし、以下の方法により高齢者等避難の伝達・避難の指示を行う。 

 

１.避難の指示の判断 

(１)台風による大雨発生など事前に予測が可能な場合においては、大雨発生が予測されてから災害の

おそれがなくなるまで、住民に対して分かりやすく適切に情報を伝達する。 

また、住民に対する避難のための準備情報の提供や指示等を行うにあたり、対象地域の適切設

定等に留意するとともに、指示を夜間に発令する可能性がある場合には、避難行動をとりやすい

時間帯における高齢者等避難に努めるものとする。 

 

(２)災害が発生するおそれがあると認めるときは、計画された避難場所へ避難を求めるものとする。 

 

 

 
区分 実施責任者(関係法令) 措 置 実施の基準

 
高齢者等 

避難
市長

要配慮者への避難行 
動開始

避難行動に時間を要する者が避難を開始す
る 
段階で、災害発生の可能性が高まった時とす 
る。

 

避 
難 
指 
示

市長(災害対策基本法第６０条)
立退きの指示・立退 
き先指示

災害が発生し、又は発生のおそれがある場合 
で、特に必要と認められる時とする。

 知事( 〃 )
本市が災害対策基本法第６０条の執務を実
行 できない事態の時とする。

 
警察官 
(災害対策基本法第６１条) 
(警察官職務執行法４条)

立退きの指示・立退 
き先指示

市長が立退きを指示することができない事
態の時、あるいは市長から要求があった時と
する。

 
警告及び避難の措置

危険な事態となった時、あるいは特に緊急を 
要する場合で、危害を受けるおそれのある者 
に、必要な限度で避難の措置を取ることがで 

きる。

 海上保安官 
(災害対策基本法第６１条)

立退きの指示・立退 

き先指示

市長が避難のための、立退きを指示すること 
ができない事態の場合、あるいは市長から要 
求があった時とする。

 自衛官 
(災害対策基本法第６３条) 
(自衛隊法第９４条)

警告及び避難の措置

災害派遣を命じられた部隊の自衛官は、警察 
官がその場にいない時、危険な場所にいる住 
民に対し、必要な限度で避難の措置を取るこ 
とができる。

 区分 実施責任者(関係法令) 措 置 実施の基準

 

避( 難緊 指
急 示)

知事及びその命を受けた職員 
(水防法第２９条) 
(地すべり等防止法第２５条)

立退きの指示
洪水・高潮・地すべり等により、著しい危険

が切迫していると認められる時とする。

 水防管理官 
(水防法第２９条)

立退きの指示
洪水・高潮により、著しい危険が切迫してい 
ると認められる時とする。
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(３)災害の状況に応じて避難指示等を発令した上で、避難時の周囲の状況等により、近隣のより安全

な建物への「緊急的な待避」や「屋内安全確保」といった適切な避難行動を住民がとれるように努

めるものとする。 

 

(４)市長は、法に基づき、避難のための立退きを指示し、急を要すると認めるときは立退きを指示 す

るとともに、必要と認めるときはその立退き先を指示するものとし、状況に応じては、屋内での待

避等の緊急安全確保措置を指示する。これらについて速やか に県知事に報告する。 

 

(５)この場合において市長が避難のための立退き若しくは緊急安全確保措置を指示することができ

ないと認めるとき、または市長から要求があったときは、警察官または海上保安官は必要と認める

地域の居住者、滞在者、その他の者に対し避難のための立退き又は緊急安全確保措置を指示する

が、その旨を速やかに市長に通知しなけれ ばならない。 

　　また、当該災害による被害が甚大で、本市がその全部または大部分の事務を行うことができな 

い場合は、本市が実施すべき措置の全部または一部を県が代行する。 

 

(６)本市は避難指示または避難指示の対象地域、判断時期について徳島地方気象台及び県に助言を 

求めることができる。さらに、本市は、避難指示等の発令に当たり、必要に応じて気象防災アドバ

イザー等の専門家の技術的な助言等を活用し、適切に判断を行う。
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避難情報の区分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
２.洪水または高潮についての避難指示等 

(１)市長は必要に応じて、災害対策基本法に基づく避難のための立退きを指示する。 

 

(２)洪水または高潮により著しい危険が切迫している場合、知事あるいは知事の委任による県職

員、または水防管理者は、水防法に基づき、立退きを指示することができる。 

水防管理者が指示する場合においては、阿南警察署長にその旨を通知するものとする。 

 

３.地すべりによる避難指示等 

(１)市長は必要に応じて、災害対策基本法に基づく避難のための立退きを指示する。 

 

(２)地すべりにより著しい危険が切迫している場合、知事あるいは知事の委任による県職員は、危

険と想定される区域内の居住者に対し、立退きを指示するものとする。この場合、阿南警察署長

にその旨を通知するものとする。 

 

４.急傾斜地崩壊危険区域の避難指示等 

市長は、急傾斜地崩壊危険区域で、崩壊の危険性が切迫している場合は、避難の立退きを指示 

する。 

なお、この場合は、協力要請のために阿南警察署にその旨を通知する。 

 

 

 発令時の状況 住民に求める行動

 
高齢者等避難 

(要配慮者避難)

・要配慮者等、特に避難行動に時間を要
する者が避難行動を開始しなければな
らない段階であり、人的被害の発生す
る可能性が高まった状況

・要配慮者等、特に避難行動に時間を 
要する者は、計画された避難場所への 
避難行動を開始

 

避難指示

・前兆現象の発生や、現在の切迫した状
況から、人的被害の発生する危険性が
非常に高いと判断された状況 
 
・堤防の隣接地等、地域の特性等から人
的被害の発生する危険性が非常に高 い
と判断された状況 
 
・人的被害の発生した状況

・避難指示の発令後で避難中の住民は、
確実な避難行動を直ちに完了 
 
・指定緊急避難場所への避難が危険と
判断する場合、「緊急的な避難場所」へ
の避難や「屋内での安全確保措置」 を
とる。 
 
・未だ避難していない対象住民は、直ち
に避難行動に移るとともに、そのいと
まがない場合は生命を守る最低限の行
動をとる。

※ 自然現象のため不測の事態等も想定されることから、避難行動は、計画された避難場所等に避難 
することが必ずしも適切でなく、事態の切迫した状況等に応じて、自宅や隣接建物の２階等に 
避難することも考慮しなければならない。 
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第 4 警戒区域の設定 

市長は、災害の発生により住民等の生命、身体に対する危険を防止するため、特に危険性が切迫し

ている場合は、警戒区域を設定し、災害応急対策に従事する者以外の者に対して、当該区域への立入 

りの制限や、禁止をし、または退去を命じる。 

市長及びその職務を行う吏員が現場にいないとき、または市長の委任者からの要請を受けたとき、 

警察官・海上保安官は、市長の職権を代行することができる。この場合、直ちにその旨を市長に通知 

しなければならない。 

また、災害派遣を命ぜられた部隊等の自衛官は、市長、または、市長の職権を行うことができる者 

が現場に居ない場合に限り、市長の職権を代行することができる。この場合、直ちにその旨を市長に 

通知しなければならない。 

警戒区域の設定を行った者は、避難の指示と同様に、住民への周知及び関係機関への連絡を行う

も のとする。 

 

警戒区域設定の権限区分 

 
 

 

第 5 避難誘導について 

避難誘導の留意点は、以下のとおりとする。 

(１)避難誘導は、警察官・本市消防団員・本市職員・自主防災組織・避難行動支援者が連携して実施

する。 

 

(２)本市公共施設及び社会福祉施設等においては、各施設管理者が、児童・生徒・施設利用者等を安

全に避難誘導する。 

 

(３)誘導経路は安全確認を行い、危険箇所を避ける。また危険箇所がある場合は、標識・なわ張り

等を行い、事故防止に努める。 

 

 

 法 律 実 施 者 設 定 権 目 的

 災害対策基本法　第６３条第１項 市 長

災害時の一般的な警 

戒区域設定権

住民等の生命・身体 

の保護を目的とする

 〃 第７３条第１項
知事(市長がその全部または大部分の事務を 行

えない時)

 
〃 第６３条第２項

警察官(市長もしくは市長の委任者が現場に 
いない時に、前者から要求があった時)

 
〃 第６３条第３項

災害派遣を命じられた部隊の自衛官(市長 
もしくは市長の委任者が現場にいない時)

 水防法 第１４条第１項 水防団長・水防団員、他消防機関に属する者
水防上緊急の必要性 
がある場所での警戒 
区域の設定権

水防・消防活動関係 
者以外の者を現場か 
ら退かせ、すみやか 
な水防・消防活動を 

図る

 
〃 第１４条第２項

警察官(上記の者がいない時、もしくは上記 
の者から要求があった時)

 消防法 第２８条第１項 
　　　　　第３６条

消防吏員あるいは消防団員 火災現場及び水災を 
除く他の災害現場に 
おける警戒区域の設 

定権

 〃〃
警察官(上記の者がいない時、もしくは上記 
の者から要求があった時)
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(４)避難指示等の発令区域・タイミング、指定緊急避難場所、避難経路等の住民の避難誘導等警戒避

難体制をあらかじめ計画するものとする。その際、水害と土砂災害、複数河川の氾濫、台風等に

よる高潮と河川洪水との同時発生等、複合的な災害が発生することを考慮するよう努め るもの

とする。 

 

(５)被害の想定等により必要に応じて、近隣の市町村の協力を得て、指定緊急避難場所を近隣市町村

に設けるものとする。 

 

第 6 避難所の開設 

本市は、災害により、被災者を収容する必要があるとき、災害の種別・規模・位置等種々の状況を 

考慮し、安全かつ、適切な避難所を選定し、速やかに開設する。 

このとき、市長は避難所開設状況を、速やかに知事及び関係機関に報告する。 

 

１.一次避難場所(指定緊急避難場所等、資料編 No.1１参照) 

火災の発生、あるいは延焼等の危険性があり、一次的に避難する広場、公園、グラウンド等。 

 

２.二次避難所(指定避難所等、資料編 No.1２参照) 

上記災害の他、風水害で避難を余儀なくされ、施設建物内で寝泊まりする施設をいい、公民

館、 体育館等が対象となる。 

 

※災害対策基本法等の一部を改正する法律(平成２５年法律第５４号)の施行後(平成２６年４ 

月１日)において、一次避難場所を異常な現象の種類ごとに見直し、指定緊急避難場所として 

指定する。二次避難所を指定基準等により公共施設等を指定避難所として指定する。 

 

３.本市は、避難所に避難したホームレスについて、住民票の有無等に関わらず適切に受け入れる 

ものとする。また、本市は、地域の実情等について勘案しながら、あらかじめホームレスを受け 

入れる方策について定めるよう努めるものとする。 

 

４.避難所の追加開設 

本市は災害発生の状況に応じ、指定避難所だけでは施設が量的に不足する場合には、国や独立

行政 法人等が所有する研修施設、ホテル・旅館等の活用を含め、可能な限りの避難所を開設し、

ホーム ページやアプリケーション等の多様な手段を活用して周知するものとする。また、野外テ

ント、仮設物の撤去など、指定避難所以外にも多様な避難所の確保に努めるものとする。 

特に、要配慮者に配慮して、被災地域外にあるものを含め、旅館、ホテル等を実質的に福祉避難 

所として開設するよう努めるものとし、また新野シームレス民泊推進協議会の民泊施設等を災害 

時における一時的な避難所として使用する。 

それでも、収容人数が不足する場合は、知事又は隣接市町と協議して所要の措置を講ずるもの 

とする。 
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５.避難所の安全性 

本市は、避難所を開設する場合には、あらかじめ施設の安全性を確認するものとする。 

 

６.避難所開設の通知等 

本市は、避難所開設状況について、速やかに知事及び関係機関に報告又は通知するものとする。 

 

第 7 避難所の選定と収容 

本市は、避難所となる施設管理者の同意を得て、「指定避難所」を指定し(指定管理施設が指定避 

難所となっている場合には、指定管理者との間で事前に避難所運営に関する役割分担等を定めるよ 

う努めるものとする。)、住民への周知徹底に努め、避難行動要支援者を含む要配慮者に配慮して、

社 会福祉施設、あるいは旅館・ホテル等の事前協定による福祉避難所の指定(指定状況 資料編 No.３

５　一覧表参照)にも努める。 

また、周辺の避難所が被災した場合や、避難所の集約過程において、一定地域をカバーできる 拠

点避難所も選定する必要性がある。 

 

なお避難所の選定・収容所は、次項のとおりとする。 

² 洪水・高潮の場合は、低地・川沿い等以外の浸水被害のない高台 

² がけ崩れ・土石流・地すべり等・土砂災害の危険性が高い場合は、危険区域外の場所 

² 大規模火災の場合は、風向を考慮した飛び火の危険性がない場所 

² 避難経路の安全性が確保でき、かつ近傍の場所 

² トイレ・水道設備を有していること。 

² 救援物資輸送等に必要な空地があること。 

² 周辺に木造建築物が密集していないこと。 

 

拠点避難所としては以下の機能も有すことが必要である。 

² 建物の耐震化、ＬＥＤ太陽光照明灯など施設の安全性を確保 

² 雨水タンク、防災井戸、太陽光発電装置などライフラインの整備 

² 簡易トイレ、炊き出し用資材、テントなど避難生活等に必要な資機材等 

² ヘリポート 

 

第８ 避難所の運営 

１.避難所の運営・管理 

(１)避難所の運営は、関係機関の協力のもと、本市が適切に行い、運営に関する事項を定めるもの

と する。この際、スフィア・スタンダード(人道支援における国際基準)の理念を取り入れるよう

努 めるとともに、避難所における情報の伝達、食料、水等の配布、清掃等については、避難者、

住民、 自主防災組織、避難所運営について専門性を有した外部支援者等の協力が得られるように

努める。 

本市は、マニュアルの作成、訓練等を通じて、避難所の運営管理のために必要な知識等の普及啓 

発に努めるものとする。この際、住民等への普及に当たっては、住民等が主体的に避難所を運営で 

きるように配慮するよう努めるものとする。 

避難指示を行う場合及び住民が自発的に避難を開始した場合には、避難所総括の事務分掌に基 
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づく市民班は、速やかに「指定避難所一覧(資料編 No.１２参照)」により、所管部署に該当する避

難所の開設を指示するとともに、職員を配置させる。なお、施設の使用に当たっては、施設管理者

と緊密な連絡をとり、管理全体に十分留意する必要がある。運営面では、指定避難所(二次避難 所)

における情報の伝達、食料、飲料水等の配布、清掃、衛生面で、避難者及び自主防災組織等の 相

互協力が得られるように努める。 

 

(２)本市は、それぞれの避難所で受け入れている避難者の状況及び避難所で生活せず食料や水等を

受け取りに来ている被災者等（車中泊等の避難所外で生活する避難者を含む。）の状況を早期に把

握するよう努めるものとする。 

 

(３)本市は、避難者の状況を早期に把握し、避難時における生活環境を常に良好なものとする よ

う努めるとともに、避難の長期化等必要に応じてプライバシーの確保状況、段ボールベッド、パ

ーティション等の活用状況等の把握に努め、必要な措置を講じるよう努める。 
 

(４)本市は、避難所の運営における女性の参画を推進し、男女のニーズの違い等、 男女双方の視

点に立った配慮を行う。 

特に、女性用トイレの快適な環境、女性専用物干し場、更衣室、授乳室の設置や生理用品、女性 

用下着の女性による配布、男女ペアによる巡回警備や防犯ブザーの配布等避難場所における安全 

性の確保など、女性や子育て家庭のニーズに配慮した避難所の運営に努めるものとする。 

なお、食料や生活必需品の支給に当たっては、乳幼児、高齢者、障がい者、食物アレルギー者、 

女性等に配慮するものとする。 

 

　(５)本市は、性別に関係なく使えるスペースの確保や男女共用のユニバーサルトイレの設置など、

当事者の意見も参考に、性的マイノリティに配慮した避難所の運営に努めるものとする。 

 

(６)本市は指定避難所における女性や子供等に対する性暴力・DV の発生を防止するため、女 性

用と男性用のトイレを離れた場所に設置する、トイレ・更衣室・入浴施設等は昼夜問わず安心し 

て使用できる場所に設置する、照明を増設する、性暴力・DV についての注意喚起のためのポスタ 

ーを掲載するなど、女性や子供等の安全に配慮するよう努めるものとする。また、警察、病院、女 

性支援団体と連携の下、被害者への相談窓口情報の提供を行えるよう努めるものとする。 

 

(７)避難者の健全な住生活の早期確保のために、応急仮設住宅の迅速な提供や、拠点避難所への集 

約等により、指定避難所(二次避難所)の早期閉鎖に努めることを基本とする。また、本市は県 と

ともに、災害時における被災者用の住居として利用可能な公営住宅や空き家等を把握し、災害 時

に迅速に斡旋できるように努める。 

 

(８)本市及び各避難所の運営者は、避難所の良好な生活環境の継続的な確保のために、専門家、

ＮＰＯ、ボランティア等と の定期的な情報交換や避難生活支援に関する知見やノウハウを有する

地域の人材の確保・育成に努めるものとする。 
 

(９)本市は、避難所に避難したホームレスについて、住民票の有無等に関わらず適切に受け入れる 

ものとする。また、本市は、地域の実情等について勘案しながら、あらかじめホームレスを受け入 
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れる方策について定めるよう努めるものとする。 

 

(10)本市は、避難所における食物アレルギーを有する者のニーズの把握やアセスメントの実施、

食物アレルギーに配慮した食料の確保等に努めるものとする。 

 

２.避難所の状況把握等 

避難所の施設管理者は、自主防災組織内の各班長と協力し、避難者の日々の生活状況を把握す

る とともに、適切な運営管理を行う必要がある。 

〔状況把握〕 

² 避難者の住所・氏名・年齢等の個別調査、避難者総数、家族の安否 

² 避難者の傷病状況・健康状況 

² 不足用品 

² 衛生状況 

² 被災状況・復旧状況等の正確な情報 

〔運営委員会〕 

²   総務班…避難所の管理、災害対策本部との連絡調整、ボランティア受入れ体制のこと、記

録の保存 

² 避難者確認班…名簿の登録管理、問い合わせへの対応 

² 食料・物資班…食料・物資の調達・管理と配給、炊き出し・調理 

² 救護班…医療・介護活動、要配慮者の支援 

² 保健・衛生班…ゴミ・風呂・トイレ・掃除・衛生の管理、生活用水及びペット(※注１) 

の管理 

² 情報班…情報の収集、避難者への正確な広報と記録 

² 施設管理班…危険個所確認、防火、防犯 

²  

※注１ ペットの管理 

避難所でのペット受入れは、『災害時のペット対策ガイドライン、徳島県動物愛護管理センタ 

ー、平成２４年９月』を準用するが、受入れの可否は、運営委員会によって、以下のとおりの 

フローで実施する。 
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ペット受入れまでの流れ 

 
文教施設が指定避難所(二次避難所)となっている場合、出勤した教職員には、応急教育に支障 の

ない範囲で協力を要請する。 

 

４.本市市民及びボランティア団体等への支援要請 

被災を免れた本市市民には、避難者への支援要請を広報するほか、ボランティア活動について 

は、「第３章 第２９節 ボランティア団体等支援計画」参照に基づき、支援の要請を行う。 

 

５.避難所における感染症対策 

(１)県及び本市は、避難所における新型コロナウイルス感染症を含む感染症対策について、感 染

症患者が発生した場合の対応を含め、平常時から防災担当部局と保健福祉担当部局が連携 し

て、必要な措置を検討するよう努めるものとする。 

(２)本市は、発生するおそれがある災害や指定避難所の収容人員を勘案し、指定避難所以外の 避

難所(サブ避難所)の必要性の検討又は確保に努めるとともに、テント泊や車中泊等又は ホテ

ルや旅館等の活用について検討する。 

(３)本市は、「徳島県避難所運営マニュアル作成指針」等を参考に「避難所運営マニュアル」 

を作成するとともに、自主防災組織等と連携し、感染症対策を踏まえた実践的な避難所運営 

訓練の実施等に努めるものとする。 

(４)本市は、テント、パーティション、簡易トイレ、マスク、消毒液等の避難所における感染 症

対策に必要な物資・資機材を確保するよう努めるものとする。 

 

６．災害時快適トイレ計画の推進 
本市は、「災害時快適トイレ計画」及びアクションプランについて、市町村地域防災計画、避難

所整備、避難所運営マニュアルの改善等に活用するものとする。また、発災後は「徳島県避難所快

適トイレ・実践マニュアル」を活用し、トイレ環境の悪化を防ぐよう努めるものとする。 
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７．避難所におけるペットの同行避難対策 

本市は、ペットが同行避難できる避難所を開設するよう努めるとともに、開設できない場合は、

県や関係機関と連携してペットの同行避難ができる体制の整備に努めるものとする。 

 

第９ 広域避難 

県及び市町村は、災害の予測規模、避難者数等にかんがみ、当該市町村の区域外への広域的な避

難、指定避難所及び指定緊急避難場所の提供が必要であると判断した場合又は災害の規模、被災者

の避難、収容状況、避難の長期化等に鑑み、広域避難が必要であると判断した場合は、次のとおり

対応することとする。 
（１）本市は、避難所不足が生じた場合は、「徳島県広域避難ガイドライン」に定めるブロック制

及びマッチングに基づき、大規模災害発生当初から円滑かつ迅速に広域避難を実施するものと

する。 
（２）本市は、事前に想定していた各ブロック内での広域避難が実施できない場合等は、予備枠と

なっているブロックへの広域避難を実施するため、県へ応援要請できる。なお、県は市からの

要請に基づき、被災の状況によって避難先市町村となりうるブロックとのマッチングの再調整

を実施するものとする。 
（３）本市は、県外への広域避難及び避難場所、応急仮設住宅等への収容が必要であると判断した

場合は、必要に応じて国、関西広域連合又は他の都道府県に県を通じて広域避難に関する支援

を要請できる。 
また、災害の発生により県及び市がその事務を行うことができなくなった場合で、被災住民

の広域一時滞在及び県外広域一時滞在が必要な場合は、国が代わって施行する。 

（４）本市は、指定避難所及び指定緊急避難場所を指定する際に併せて広域避難の用にも供するこ

とについても定めるなど、他の市町村からの避難者を受け入れることができる施設等をあらか

じめ決定しておくよう努めるものとする。 

 

第 10 要配慮者への配慮 

指定避難所への収容は、要配慮者を優先させ、要配慮者に配慮した施設運営に努める。 

また避難者の健康管理に配慮し、必要に応じて保健師等の巡回健康相談等を実施する。 

なお要配慮者への応急対策計画の詳細は、「本章 第２４節 要配慮者応急対策計画」に記した。 

 

第 11 避難の周知徹底 

１.水防信号 

水防法第２０条第１項に基づく水防信号(昭和２５年県規則第２号)の水防信号は、以下のとお 

りである。 

 

第１信号 警戒水位(氾濫注意水位)に達したことを知らせる。 

第２信号 水防団員及び消防機関に属する者の全員が出動すべきことを知らせる。 

第３信号 当該水防管理団体の区域内に居住するものが出動すべきことを知らせる。 

第４信号 必要と認める区域内の居住者に避難のため立ち退くべきことを知らせる。 
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(備考) 

① 信号は適宜の時間継続すること。 

② 必要があれば警鐘信号及びサイレン信号を併用することができる。 

③ 危険が去った時は口頭伝達または町内放送施設を利用し、周知させるものとする。 

 

 

２.避難場所等の周知と早期避難 

本市は、円滑な避難の立退きを実施するため、本市市民に各種災害に対応した指定緊急避難場所

(一次避難場所)・経路他避難時の対処法等を周知させ、生命・身体の保護を図る。 

また、「自らの命は自らが守る」という自助の精神により、自主的な早期避難(事前避難)が 重要

であることの広報を行う。 

 

第 12  県知事に対する報告 

市長は、災害対策基本法に基づき、避難のための立退きを指示し、急を要すると想定されるときは 

立退きを指示するとともに、また指定緊急避難場所(一次避難場所)・指定避難所(二次避難所)を 指示

し、以降速やかに以下の事項を知事に報告する。 

² 避難指示または立退き先の指示の区分 

² 避難指示等発令の日時と危険対象区域 

² 対象となる世帯数と避難者数 

 

第 13  災害救助法適用時の対象者数 

災害救助法が適用された場合の避難所の設置については、知事(権限が委任された場合は市長)が 

行うものとするが、費用の対象等は次のとおりとする。 

 

１.対象者 

災害により現に被害を受けた者、または被害を受けるおそれのある者。 

２.期間 

災害発生の日から７日以内とする。 

３.費用 

(１)避難所の設置、維持及び管理のための賃金職員等雇上費、消耗器材費、建物の使用謝金、器物 の

使用謝金、借上費または購入費、光熱水費及び仮設便所等の設置費。 

 区分 警鐘信号 サイレン信号

 
第 1 信

号
○休止 ○休止 ○休止

約５秒 約 15 秒 約５秒 約 15 秒 約５秒 約 15 秒 

○－－ 休止○－－ 休止○－－ 休止

 
第 2 信

号
○○○ ○○○ ○○○

約５秒 約６秒 約５秒 約６秒 約５秒 約６秒 ○－－ 

休止○－－ 休止○－－ 休止

 
第 3 信

号
○○○○ ○○○○ ○○○○

約 10 秒 約５秒 約 10 秒 約５秒 約 10 秒 約５秒 

○－－ 休止○－－ 休止○－－ 休止

 第 4 信

号
乱打

約１分 約５秒 約１分 約５秒 ○－－ 休止○－－ 休

止
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(２)避難所が冬季(１０月１日から３月３１日)に設置された場合は、燃料費として別に定める額 を加

算。 

(３)高齢者・障がい者等であって避難所での生活において特別な配慮を必要とする者を収容する福 

祉避難所である場合は、当該地域の通常の実費を加算。 

 

第 14 避難所外避難者の支援対策 

避難者の様々な事情や目的、その意思に応じて避難所を選択することや避難所が自然発生する 

場合があることから、車中泊避難者及び指定避難所以外の施設や屋外に自然発生した避難所等への 

避難者(以下「避難所外避難者」という。)に対しても、食料・物資等の提供、情報の供給、避難所 等

への移動など必要な支援を行うものとする。 

 

１.避難所外避難者の把握のための周知状況調査 

本市は、避難所外避難者に対し、最寄りの公的避難所に現況を連絡するよう周知を行う。 

 

２.避難所外避難者の状況調査 

本市は、避難所外避難者の状況を調査し、避難所に滞在することができない被災者に対しても、 

食料等必要な物資の配付、保健師等による巡回健康相談の実施等保健医療サービスの提供、正確

な 情報の伝達等により、生活環境の確保が図られるよう努めるものとする。 

本市は、県に避難所外避難者の状況調査に協力を要請し、県は関係機関に支援を要請する。 

民生委員・児童委員、介護保険事業者、障がい福祉サービス事業者等は、避難所外の避難行動要 

支援者の所在や安否の確認に努め、把握した情報について本市に提供する。 

避難所外避難者の状況は、発災後３日以内に把握し、必要な支援を開始するよう努める。 

 

３.要配慮者に対する配慮 

本市は、指定避難所外に避難した要配慮者をできるだけ早く、指定避難所、福祉避難所、福祉施 

設または医療機関に移送する。 

 

４.新型コロナウイルス感染症を含む感染症の自宅療養者等に対する配慮 

県は、新型コロナウイルス感染症を含む感染症の自宅療養者等の被災に備えて、平常時から、県

及び本市町村の防災担当部局と連携の下、ハザードマップ等に基づき、自宅療養者等が危険エリ

アに居住しているか確認を行うよう努めるものとする。また、本市の防災担当部局との連携の下、

自宅療養者等の避難の確保に向けた具体的な検討・調整を行うとともに、必要に応じて、自宅療養

者等に対し、避難の確保に向けた情報を提供するものとする。 

 

５.支援の実施 

本市は、新たな避難先の提供(避難施設、テントなど)や食料・物資の供給、避難者の健康管理、

健康指導を県の支援も要請し、実施する。特に、車中泊等狭い場所で避難生活を送っている避難者

に対して、エコノミークラス症候群に対する注意喚起と、その予防法について積極的な情報提供

に努める。 
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第１３節 県消防防災ヘリコプター派遣要請計画 

【総括班、警防班】 

第１ 主旨 

大規模災害の発生で、災害応急対策の充実強化を図るには、広域的・機動的な県の消防防災ヘリコ 

プター活用は欠かせない。 

このことから、県消防防災ヘリコプターの派遣要請を以下のとおりとする。 

 

第２ 要請基準 

市長は、災害が発生し、住民の生命・身体・財産を保護するため、緊急を要すると想定されるとき 

は、県に対して、県消防防災ヘリコプターの出動を要請する。 

 

第３ 県消防防災ヘリコプターの活動内容 

災害時の県消防防災ヘリコプターの活動内容は、以下のとおりである。 

 

１.救急・救助活動 

医師・医療資機材、及び傷病者の搬送、行方不明者の捜索・救助を行う。 

 

２.災害応急活動 

被災状況の調査・情報収集、災害情報(警報含む)の伝達広報、救援物資・応急派遣人員等の搬 送

を行う。 

 

３.火災防御活動 

被災状況の調査・情報収集、避難誘導等の広報、消防隊員・消火資機材等の搬送、火災消火活動 

を行う。 

 

４.その他 

ヘリコプターによる対応が効果的である場合の活動を行う。 

 
 

 

【メモ】
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第 4 運航体制と出動要請手続 

県消防防災ヘリコプターの運航及び出動に関する必要な事項は、「徳島県消防防災ヘリコプター

運 航管理要綱」及び「徳島県消防防災ヘリコプター緊急運航要領」の定めによる。 

なお、県消防防災ヘリコプターの運航基地として、徳島阿波おどり空港内に徳島県消防防災航空

隊 事務所を置く。 

 

第 5 飛行場外離着陸場の確保 

本市は、災害時に県消防防災ヘリコプターの迅速な活動が実施できるように、拠点となる飛行場

外 離着陸場の整備に努めるが、ヘリポート施設一覧は、「本章 第４節 自衛隊派遣要請計画 第３ 災

害 対策用ヘリポートの設置」に記した。 

 

第６ 緊急運航の要請及び出動のフロー 

県に要請する場合の本市からの要請手順(フロー)は、以下のとおりである。 

 

要請手順(フロー) 
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第１４節 医療及び助産計画 

【総括班、医師班、医療衛生班、警防班】 

第１ 主旨 

災害によって、本市域内の医療機関では対応が困難となった場合の医療及び助産対策は本計画の

定 めによる。 

 

第２ 実施責任者 

被災者に対する医療・助産は、原則として本市が実施するが、対応が困難となった時は、隣接市町、 

県の医療機関の応援を要請する。 

なお、災害救助法が適用された時は、知事(権限を委任された時は市長)が実施責任者となる。 

 

第３ 医療救護体制 

１.医療救護所 
本市は、地域性・建物の耐震性・収容能力・機能性を考慮し、以下のとおりの医療救護所を開設する 

とともに本市市民に周知を図る。 

医療救護所 内訳 

 
 

２.医療救護班の編成 

本市は、阿南市医師会との間で締結した「災害・事故時等の医療救護に関する協定」に基づき、 

必要な医療救護班を派遣要請し、派遣された医療救護班は傷病者の治療を実施する。 

また、本市は、AMDA との間で締結した「大規模災害時における医療救護活動に関する協定」 

に基づき、医療救護班を派遣要請し、AMDA から派遣された医療救護班は阿南市医師会と協力

し、 医療救護活動を実施する。 

医療救護班は、阿南市医師会の協力により、医師１名、看護師２名、連絡員１名の４名をパーテ 

ィとするが、状況に応じて、阿南市医師会の判断で、パーティ編成を変更することも可能とする。 

なお、上記医師会での対応が困難な場合は、県に伝え、災害派遣医療チーム(DMAT)、日本医師

会災害医療チーム(ＪＭＡＴ)等の医療従事者派遣を要請する。 

 

要 請 内 容 

 

１.必要人数(パーティ数)　 ２.派遣要請期間 　３.派遣場所　 ４.その他必要事項 

 

なお、状況によっては、県及び日本赤十字社徳島県支部は、自らの判断で派遣される。 

 

 

 

 地区名 医療救護所 地区名 医療救護所

 富岡地区 

宝田地区 

中野島・長生地区 

大野・加茂谷地区 

見能林地区

富岡小学校 

宝田小学校 

阿南第一中学校 

阿南支援学校 

見能林小学校

桑野・橘地区 

新野地区 

福井・椿地区 

那賀川地区 

羽ノ浦地区

阿南第二中学校 

新野小学校 

福井小学校 

那賀川中学校 

羽ノ浦小学校

 ※注１ 使用施設は、医療救護に役立つ保健室他多目的スペースを用いる。なお指定期間は、 

平成１９年１１月１日より、上記施設の管理運営に支障が生じるまでとなっている。
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３.活動内容 

(１)医療救護所での活動 

医療救護所では、以下の活動を重点的に実施する。 

² 傷病者の傷病の程度判定(トリアージ)の実施※注１ 

² 後方医療救護機関へ傷病者の転送の要否と転送順位の決定 

² 重傷者の応急処置と中等症者に対する処置 

² 転送困難な傷病者と避難所等における軽症者の医療 

² 妊婦及び褥婦手当 

² 傷病記録及び災害対策本部への状況報告 

 

※注１ トリアージ時の留意点 

クラッシュ症候群の凝いがある傷病者も存在することから、問診が必要な場合もあることに 

留意しなければならない。 

 

(２)応援要請 

本市のみでの対応が困難な場合は、県及び隣接の市町に応援要請を行うが、この時、現地への 

進入経路・交通状況を支援チームが掌握できる事前協議が重要となる。 

 

４.災害救助法適用時の医療及び助産 

災害救助法に基づく医療及び助産は、原則として医療救護班が実施し、助産にあっては助産施

設機能のある医療機関に搬送する。 

(１)対象 

² 応急的に医療を施す必要のある者で、災害で医療の途を失った者。 

² 災害の発生日以前、または発災後７日以内に分娩した者で、助産の途を失った者(褥婦を含

む)。 

(２)医療及び助産の範囲 

² 診察 

² 薬剤または治療材料の支給 

² 処置・手術その他の治療及び施術と看護 

² 病院または診療所等への収容 

² 分娩の介助 

² 分娩前及び分娩後の処置 

² 脱脂綿・ガーゼその他の衛生材料の支給 

(３)期間 

² 医療の実施期間は、災害発生の日から１４日以内とする。 

² 助産の実施期間は、分娩した日から７日以内とする。 
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５.後方医療救護体制 

先に記した医療救護所で対応できない中等・重症者は、原則として救急医療圏ごとの２次救急

医 療機関(救急告示医療機関：阿南医療センター・原田病院)に収容し、当機関でも対応できない

重傷・重篤患者は、３次救急医療機関(徳島赤十字病院・県立中央病院・徳島大学病院・県立三好

病院)に収容する。 

なお本地域の医療救護所で対応可能な他市町からの傷病者についても、要請ある時は十分な 対

応を実施するものとする。 

 

６.県による調整 

県は、被災地内の災害医療活動を調整するため、災害拠点病院に現地災害医療コーディネータ

ー、 徳島大学病院に設置する徳島県周産期災害対策ネットワーク本部に災害時小児周産期リエゾ

ンを 置き、被災地外への患者輸送、受入医療機関の確保及び医療救護班の配置に係る調整等を行

う。 また、関西広域連合による広域医療体制等、広域的医療救護活動の調整を行う。 

 

第４ 応急医療需要の把握 

本市地域内の応急医療の把握手段は以下のとおりとする。 

² 要配慮者にあっては、指定避難場所と連絡を取り、安否確認を図り、応急医療必要者数を把 

握する。 

(この時、安否不明の避難行動要支援者については、要支援者名簿により住居の居所を把握し、 

支援者自身の健康状況を考慮し、救援・救出に向かう。) 

² 医療を必要とする状態の住民者数と傷病状況を把握する。 

² 市内医療機関の被害状況把握と応急医療対応可能か否かを確認する。 

² 避難者から、避難時の状況を知り、被災箇所地で取り残された傷病者の有無を把握する。 

 

第５ 傷病者の搬送 

傷病者の医療機関への搬送は、原則として本市対策本部が実施するが、本市で対応できない時は、

県・日本赤十字徳島県支部あるいはその他関係機関・県消防防災ヘリコプター等での要請支援により 

実施する。 

 

第６ 医薬品等の確保 

医薬品及び衛生材料は、「第２章 第１４節 第４ ４.医薬品等の備蓄」によるものの他、各病院の 

備蓄品を使用するものとし、不足時は本市域内医薬品取扱い業者あるいは県指定業者からの調達に

よる。 

血液の確保については県内の赤十字血液センターとの連携によるものとするが、これらの調達は 

市長が実施する。 

 

なお本市域内での人工透析機器を備えた２０床以上のベッド所有の病院、及び助産可能な診療所 

等は、次のとおりである。 
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人工透析及び助産が可能な本市域内病院 

 
 

第７ 挫滅症候群について 

クラッシュ症候群とも呼ばれる。瓦礫等で挫滅した筋肉から発生した毒性物質が、救出時の圧迫

開放で、血流によって全身に運ばれ、臓器に致命的な影響を与え、死亡その他重篤な症状になる。 

下記のような症状が見られたら、避難所や応急の医療救護所では困難となり、災害拠点病院か人

工透析可能な診療所・病院への搬送が必要となる。 

² ２時間以上挟まれていた。 

² パンパンに腫れ、点状出血(筋挫滅)がある。 

² 尿が茶褐色に変色(ミオグロビン尿)している。 

² 挟まれた部位の感覚がない(知覚マヒ)。 

² 挟まれた部位が動かない(運動マヒ)。 

 

この突然死に至る一刻を争う症状に対し、一般避難者の行える応急処置は、以下のとおりである。 

² 臓器に悪影響を及ぼすカリウムやミオグロビンの血中濃度を下げるため、大量の水(１リッ 

トル以上)を飲ませる。 

² 毒性物質の心臓・腎臓到達を防ぐため、挫滅部位より心臓側に止血帯法を行う。ただし、こ 

の行為は筋肉損傷・細胞壊死・神経マヒや損傷・知覚異常などのリスクをともなう。 
 

第 8 災害時コーディネーター(医療・保健衛生・介護福祉・薬務)の調整 

県は被災地での医療・保健衛生・介護福祉・薬務の各種支援を図るための災害時コーディネー 

ターを配置し、避難所・医療救護所等への人材・資機材の的確な配備計画を整備している。 

災害時コーディネーターの役割は以下のとおりであるが、本市も県との連携により、上記４分野

の 円滑な調整を図る。 

災害時コーディネーターの役割 

 

² 避難所における被災者ニーズと医療需要の把握 

² 医療救護所の設置運営の総合調整 

² 保健師活動の総合調整 

² 医療救護所への医薬品等の供給支援及び薬剤師派遣・要請 

² 介護士等の活動の総合調整 

² 県内・県外からの支援の受入れと配置調整

 
名 称 所 在 地 電話番号 

(0884)

人工 

透析
助産 備 考

 玉眞病院 阿南市宝田町荒井 20 23-0551 ○

 阿南医療センター 阿南市宝田町川原 6 番地１ 28-7777 ○ ○ 災害医療支援病院

 阿南川島クリニック 阿南市羽ノ浦町岩脇神代地 80 番 1 44-6556 ○
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第１５節 行方不明者・遺体の捜索及び収容・埋火葬計画 
【総括班、医師班・医療衛生班、警防班】 

第１ 主旨 

災害での死者の捜索・収容・埋火葬計画は以下のとおりとする。 

 

第２ 実施責任者 

遺体の捜索・収容・埋火葬は、市長が警察・消防機関及び日赤奉仕団等の協力を得て行うが、災害 

救助法適用時は、知事(権限を委任された場合は市長)が行う。 

 

第３ 行方不明者・死者の捜索 

１.実施方法 

(１)本市は、警察と協力して、行方不明者及び死亡していると推定される者の届出受理を行う。 

(２)本市は、救助・救出に必要な舟艇その他の機械器具を借上げて捜索活動を行う。 

(３)捜索にあっては、警防班を主体に、警察・自衛隊・海上保安部及び漁協・地域住民・ボランティ

ア等の協力のもとに実施する。 

 

２.応援の要請等 

災害対策本部主体で捜索が実施できない場合や、遺体の流出等が疑われ、他市町村に存在すると 

想定される時は、以下により応援要請を実施する。 

 

(１)県(危機管理環境部)に遺体捜索の応援を要請するが、緊急を要する場合には、隣接市町に応 援

を要請する。 

(２)応援要請時は、以下の事項を連絡(伝達)する。 

² 遺体が埋没または漂着していると思われる場所 

² 行方不明者数と各自の氏名・年齢・性別・容姿・特徴・持物等 

² 応援を要する人数、他舟艇等の必要機器数量 

² その他必要な事項 

３.災害救助法適用時の基準 

捜索期間は、災害発生の日から１０日までで、捜索に要した舟艇等の機器借上費・購入費・修繕 

費・燃料費等を通常の実費精算で支給する。 

 

第４ 遺体の調査処理 

遺体の仮安置所は、災害対策本部が決定し、医師が消防団その他奉仕団等の協力により処理を行 

う。検案には、阿南市那賀郡歯科医師会の協力を得る。 

この時、警察等関係機関の応援あるいは遺族の協力を求めることもある。 

² 遺体の洗浄・縫合・消毒 

² 検案(死因特定の医学的検査) 

 

災害救助法が適用された場合は、見分処理も災害発生の日から１０日までで、遺体の洗浄・縫合・ 

消毒・検案及び保存に要した費用は、通常の実費精算となる。 
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５ 遺体の埋火葬 

市長が必要と認めた時の埋火葬方法等は、以下のとおりとする。 

 

² 医療衛生班の葬斎場が主体となり、原則として火葬を行う。この時遺族への支給は棺・骨壺 

とする。 

² 事故死等による遺体については、警察機関から引継ぎを受けた後に埋火葬する。 

² 身元不明者は、警察その他関係機関に連絡し、調査にあたるとともに、遺品の保管等身元確 

認の特徴となる事項記録後に埋火葬を行う。 

² 被災地以外に漂着した遺体で、身元が判明しない者の埋火葬は、行旅死亡人としての取り扱 

いにする。 

 

災害救助法が適用された場合は、遺体埋火葬も災害発生の日から１０日までで、棺・骨壺・火葬

費・ 輸送費は通常の実費精算とする。 

 

火 葬 場 所 

 
 

 

第 6 海上漂流遺体の捜索 

災害時において、徳島県周辺海域に遺体が漂流する事態が発生したときは、本市は速やかに徳島

海 上保安部に応援要請を行う。 
 

 

 名 称 所 在 地 電話番号

 阿南市葬斎場 阿南市富岡町西池田 51-3 (0884)22-0623

 ※注 被災状況から判断して、上記火葬場所での対応では不可能な場合、隣接市町・県への応援を要請する。

【メモ】
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第１６節 障害物の除去計画 

【総括班、維持管理班、農地整備班、下水道班、土木班、農林水産班、水道班】 

第１ 主旨 

大規模災害発生後は、倒壊建築物(工作物)や山崩れ・がけ崩れ・土石流あるいは洪水等によって、 

道路・河川・住居等に運ばれた土砂・竹木等が、緊急応急対策の実施に困難をきたすことが考えら

れ る。 

住民の生命・財産を維持し、日常生活に著しい支障を及ぼさないために、以下のような障害物の除 

去計画を定める。 

 

第２ 実施責任者の区分 

障害物の内容によって、除去実施の責任者は以下のとおりとなる。 

 

工作物の除去区分 

 
 

 

第３ 機械機器の調達等 

市長は障害物の種類・規模によって、本市所有の機械機器のみでは十分な対応ができない場合、協 

定を交わした建設業者等の協力により、資機材を確保する。 

この時、重機運転等、人員の供給にあっては、次節の労務需給計画による。 

 

 

第４ 災害救助法適用時の費用等 

災害救助法が適用された場合の障害物除去は、知事(権限を委任された場合は市長)が実施する

が、 費用の対象等は、以下のとおりである。 

 

１.障害物除去の対象 

居室・炊事場等生活に欠くことのできない部分、あるいは玄関等に障害物が運び込まれ、居住で 

きず、かつ自らの資力では、当該障害物を除去できない者が対象者となる。 

 

２.費用 

対象となる費用は、ロープ・スコップその他除去に必要な機械・器具等の借上費または購入費、 

輸送費及び賃金職員雇上費等となる。

 内 容 実 施 責 任 者

 応急対策実施上の障害となる工作物 阿南市

 水防上障害となる工作物 水防管理者・消防庁

 道路、河川等の障害物 道路、河川の維持管理者

 山崩れ・崖崩れ・土石流等によって住家、及び住家付近に運ばれた障害物 阿南市(※注)

 その他施設、敷地内の障害物 施設、敷地内の所有者・管理者

 ※注 災害対策本部で困難な場合、知事に対して応援・協力を要請する。

 

３.実施期間 

災害発生の日から１０日以内が対象となる。 
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４.除去した障害物の集積と保管 

(１)居住者不明の除去障害物の集積場所は、本市域内の遊休地を選び、周辺の生活環境に配慮した

集積位置としなければならない。 

 

(２)除去障害物の保管方法は、盗難等の危険性を避けながら、保管日から１４日間、その工作物名 

簿を公示する。 

 

第５ 災害廃棄物の処分 

災害廃棄物の場合、どのような有害物質が含まれているか不明な場合が多く、遮水層や水処理施 

設のない場所での仮置き等は、環境対策上妥当とはいえない。 

したがって、本市既設の処分場を集積所として利用することが得策となるが、施設利用が困難な 

場合は、あらかじめ以降の適正処理策定とともに、仮置きヤード適地を選定しておくことが重要で 

ある。 
 

 

【メモ】
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第１７節 労務需給計画 
【各部各班】 

第１ 主旨 

災害応急対策実施上で、必要な労務者等の雇上げを以下のとおりとする。 

 

第２ 実施責任者 

労務者の雇上げは、多種に渡る職種が想定され、各々の応急対策機関の要請にしたがい、災害対

策本部長が実施する。 

 

第３ 支払いの基準 

賃金等の支払額は、通常の慣行料金以内を原則とするが、法令その他により、別に基準がある場

合はこの限りではない。 

 

第４ 従事命令または協力命令 

災害対策基本法・災害救助法他、以下の法律の定めるところにより、各執行者は従事命令または

協力命令を発することができる。 

 

従事命令・協力命令の執行者 

 
対象作業 命令区分 根拠となる法律 執行者

 
災害応急対策事業 (災害応急対策

全般)
従事命令

災害対策基本法第６５条第１項 
災害対策基本法第６５条第２項

市長・警察官・海上保安官

 
災害救助作業 

(災害救助法に基づく救助)

従事命令 災害救助法第２４条
知事  協力命令 災害救助法第２５条

 
災害応急対策事業 (災害救助を除

く応急措置)

従事命令 
協力命令

災害対策基本法第７１条第１項 知事、または委任を受けた市長

 災害救助対策事業 (災害応急対策

全般)
従事命令 警察官職務執行法第４条 警察官

 消防作業 従事命令 消防法第２９条第５項 消防吏員、消防団員

 水防作業 従事命令 水防法第２４条 水防管理者、消防団長、消防長
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第５ 労務者の雇用方法等 

１.労務供給方法は、阿南ハローワーク(ＴＥＬ０８８４－２２－２０１６)及び(社)徳島県建設業協

会阿南支部(ＴＥＬ０８８４－２２－００２３)で供給の要請を行う。 

 

２.土木・建築作業以外での労務作業内容は、概略次のとおりとなる。 

² 被災者の救助・救出に必要となる機械機器の操作者 

² 医療・助産対処時の患者・妊婦の移送 

² 飲料水供給のための運搬操作、浄水用医薬品の配布者 

² 救援物資の整理・輸送・配分 

² 遺体の捜索と処分 

² 家畜・へい獣の処分 

 

第６ その他 

１.医療、土木・建築作業関係者の雇上げ時は、従事内容に適した資機材器具持参が速やかな対応策 

となる。 

 

２.土木・建築の応急復旧作業は、事業規模に応じ、請負いあるいは委託作業とする。 

 

３.本労務需給計画は、非常時優先業務の継続実施が困難な場合での適用とする。 
 
 

 

【メモ】
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第１８節 給水計画 

【水道班】 

第１ 主旨 

災害のため飲料水の供給が困難になり、または水質汚染によって給水が確保できない場合の応急 

給水は、以下のとおりとする。 

 

第２ 実施責任者 

１.飲料水供給の実施は市長が行うが、災害救助法適用時は、知事(権限を委任された時は市長)が実施

する。 

 

２.本市において、飲料水供給が困難と判断された場合、市長は下記事項を知事に伝達し、供給要請 

を行う。 

² 供給人口 

² 供給水量 

² 供給期間 

² 供給場所 

² 必要とする給水用具(運搬車からの取水用具で、仮設水槽あるいはポリタンク等) 

 

第３ 確保水量 

本市が実施する被災者への応急給水は、以下のとおりの３段階で必要水量を決定する。 

 

１.第１段階(発災時から３日目まで) 

生命維持に必要な最低給水量の１人１日３リットルとする。 

 

２.第２段階(４日目から７日目まで) 

飲料水に加え、炊事用水、トイレ用水水量を増加させ、１人１日２０リットルとする。 

 

３.第３段階(８日目から発災後４週) 

飲料水・炊事用水・トイレ用水・風呂水・洗濯用水とし、目安は１人１日１００～２５０リット 

ルとする。 

 

第４ 飲料水の供給 

１.飲料水が汚染していると想定される場合は、浄水滅菌後に供給する。 

² 濾水器による場合、確保した水源井戸では、地表面から水面までの距離は約４ .０ｍ以下が 

望ましい。 

² 消毒は、塩素・さらし粉・次亜塩素酸ソーダを用い、外観等に異常がなく、かつ残留塩素検 

出の後に、濾水作業後の給水とする。 

² 登録済みの災害応急用井戸が飲料水として使用可能な場合は、積極的な運用を図る。 

 

２.被災地内での飲料水確保が困難な場合は、被災地に近い水源地を求める。 
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３.飲料水が防疫その他衛生上で浄水の必要がある時、在宅避難者への供給時には、浄水剤も配布す 

る。 

 

４.大規模災害時の当初では、供給時の混乱もあり、運搬給水方式よりも、拠点給水方式を優先させ 

る。 

² 運搬給水方式は、主に給水車・タンク車によって、避難所・医療施設・社会福祉施設・防災

拠点施設への応急給水を実施する方式である。 

² 拠点給水方式は、耐震性貯水槽・消火栓・配水池等の給水地点から、避難所等の拠点地に応

急給水を実施する方式である。 

 

第５ 水道施設の応急復旧 

医療施設等、民生安定と緊急を要するものから優先的に応急復旧を実施するが、その手順は以下

の とおりである。 

 

応急復旧の手順 
１. 被害状況の把握(管路網図とのチェック) 
 
 
２. 施設・管路被害箇所への職員配備及び本市域内水道工事事業者との応急施工 
 
 
３. 応援を必要とする時は、『日本水道協会徳島県支部水道被害相互応援要 

綱』に基づく応援要請の実施 
 
 

第６ 県への要請 

被害が甚大で、本市での対応が困難と想定される場合は、県への要請で、他市町村あるいは関係機 

関からの広域的な応援を受けるものとする。 

【メモ】
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第１９節 食料供給計画 

【総括班、保険年金班、福祉班、農林水産班、支部】 

第１ 主旨 

災害時における、被災者及び応急対策従事者への応急食料あるいは副食品の供給・炊き出し等は、 

以下のとおりとする。 

 

第２ 実施責任者 

食料等の供給・炊き出しは、市長が実施するが、災害救助法の適用を受けた時は、知事(権限を委

任された場合は市長)となる。 

この時、災害対策本部での直接実施が困難な場合は、県本部あるいは隣接市町に応援を要請する。 

 

第３ 応急食料 

市長は、本市において応急食料の調達が困難なときは、知事にその斡旋を要請するものとする。 

 

第４ 食料供給需要の把握 

下記の応急食料を必要とする対象者を参考に、避難者数、調理不能世帯者数、応急対策従事者数を 

把握する。 

この時、乳児数及び調理に配慮を要する避難者数、要配慮者数の把握にも努め、適切な調理品目を 

考慮する。 

² 避難所の収容者数 

² 住家被害で調理不能な世帯数(家族数) 

² 住家被害で、縁故避難を実施している世帯数(家族数) 

² 旅行者あるいは帰宅困難者で、食を得ることができない者 

² 災害応急対策従事者 

 

第５ 食料供給能力の把握 

１.調理関係施設の被害状況把握 

資料編 No.1２参照の調理設備を要する施設の被害状況を調査し、炊き出し・調理が可能かどう 

か把握する。 

 

２.公的備蓄・業者調達可能量の把握 

公的備蓄量確認と小売業者・卸売業者保有の食料を把握する。 

また協定済みの救援物資供給を利用する。 

なお応急食料品目は、本市備蓄の保存食(乾パン)と調達する米穀・副食調味料であるが、上述 の

ように調理に配慮を要する要配慮者等への品目は別途考慮しなければならない。 

 

第６ 食料供給活動の実施 

１.食料の調達 

(１)応急食料 

上述のとおり、炊き出しまでの間は、乾パンや備蓄品とする。 

 



- 225 - 

(２)米穀及び副食等 

小規模災害の場合は、小売業者または卸売業者の保有分で調達するものとする。 

災害救助法適用時の大規模災害にあっては、上記業者での保有分では不足すると想定され、こ 

の時は、知事に斡旋を依頼する。 

 

(３)物資供給支援 

資料編 No.３５一覧表にある協定に基づき、「生活協同組合とくしま生協」等からの生活支援

物資を受ける。 

 

２.食料の配給 

避難者への食料等の配給は、対策部(保険年金班)が担当する。 

また生活安定期前後からは、食料供給対象者を避難収容者に限定し、食料供給需要の明確化を 

図る。 

なお、避難所生活においては、個別の食品アレルギーなどは考慮されていない場合が多く、物 

資の提供に際しては、十分な配慮が必要である。 

このアレルギーを引き出す可能性のある食品(及び添加物)は以下のとおりである。 

 

 

アレルギーを引き出す可能性のある食品(及び添加物) 

エビ、カニ、小麦、そば、卵、乳、落花生 アワビ、イカ、イクラ、オレンジ、キウイフルー 

ツ、牛肉、クルミ、サケ、サバ、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、マツタケ、モモ、ヤマイモ、 リ

ンゴ、ゼラチン等 

 

対処法 

² アレルギーの有無を調査し、食事においては医師・栄養士等専門家の意見を聞き、対処す

る。 

² 避難者は食物アレルギーサインプレートをカバン・リュックなどに着けて、避難する。 

² 避難所内では、食物アレルギー災害時用ビブス(ゼッケン)を装着する。 

 
３.炊き出しの実施 

炊き出しの従事者は、指定避難所の場合では自主防災組織の給食給水班等が共助の精神をもっ 

て、また在宅避難者の場合では、在宅者が自助の精神をもって行う。 

なおこの時の食料応急供給の目安は、次のとおりである。 

 

供給対象の目安 

 
 

 

 目標とする供給量 備 考

 被災者に、炊き出しを行う必要があ
る 場合

精米２00ｇ/1 食・１人

災害救助法の適用を受け、県からの応急 
供給が実施されている期間中は、当目安は 
除外する。

 被災により、通常の供給が行えない

場 精米４00ｇ/1 日・１人

 
災害応急対策従事者 精米 300ｇ/1 食・１人
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４.被災地から避難した本市市民への対処 

(１)大規模な被害を受け、急遽本市域から避難した被災者にあっては、『罹災届出証明書』等の呈 

示で、１ヶ月当り精米１５ｋｇを限度に供給する。 

→　　　　資料編 No.４８ 罹災届出証明書 参照 

 

(２)避難者の市外滞留期間が長期にわたる場合は、正規の転入手続きによって本市からの供給は廃 

止する。 

 

第７ 液化石油ガスの供給等 

炊き出し等に必要なＬＰガス及びガス器具が不足している場合、これらの供給・斡旋は本部長が

実 施するが本市での対応が困難な時、県に以下事項を伝達し、調達の要請を行う。 

² 対象避難者数 

² 必要とするＬＰガスの量 

² 必要な器具の種類・数量 

² 供給期間 

² 供給地と配送ルート 
 
 

 

【メモ】
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第２０節 被服等生活必需品供給計画 
【総括班、会計班、商工政策班、福祉班、支部】 

第１ 主旨 

被災者に対する被服・寝具その他生活必需品の供給計画は次のとおりである。 

 

第２ 実施責任者 

被災者への被服・寝具その他生活必需品の給与・貸与は災害対策本部長が実施するが、本部での実 

施が困難な場合は、県あるいは他機関に調達を要請する。 

ただし、災害救助法適用後は、同法の規定により、知事(権限を委託された場合は市長)が行う。 

 

第３ 調達計画 

商工政策班は、供給・貸与が必要な物資を調査し、調達物資の内容・数量・供給地を会計班に伝 

達する(会計班は、速やかに調達を行う)。 

 

また、調達された物資は福祉班が避難所に運び、自主防災組織等の協力によって、被災者名簿登

録 者に配分する。 

なお仕分けについては、個人からの小口混載の支援物資も考えられることから、ボランティア等

の 協力を求めて、迅速かつ的確に実施する。 

◎物資調達・輸送調整等支援システム等の活用等 

(1) 県は、大規模な災害発生のおそれがある場合には、災害応急対策に係る重要施設の管理者に 

対して、あらかじめ、燃料備蓄の補給状況等、災害に備えた事前の準備状況の確認を行うよう 

努めるものとする。 

(2) 県及び本市は、大規模な災害発生のおそれがある場合、事前に物資調達・輸送調整等支援シ

ステム等を用いて備蓄状況の確認を行うとともに、あらかじめ登録されている物資の輸送拠点

を速やかに開設できるよう、物資の輸送拠点の管理者の連絡先や開設手続を関係者間で共有す

るなど、備蓄物資の提供を含め、速やかな物資支援のための準備に努めるものとする。 

 

第４ 生活必需品の種類 

生活必需品の品目の概略は以下のとおりとし、仕分け時のセレクト(選別)に注意する。 

² 寝具(毛布・布団・枕) 

² 被服(作業衣・婦人服・子供服・乳児服) 

² 肌着(シャツ・ズボン下等) 

² 身の回り品(タオル・靴・靴下・サンダル等) 

² 炊事用具(鍋・釜・炊飯器・包丁・まな板・コンロ・バケツ等) 

² 食器(茶わん・皿・はし等) 

² 日用品(石けん・歯ブラシ・歯みがき粉・ティッシュペーパー・ラップフィルム) 

² 光熱材料(マッチ・ローソク・ライター・固型燃料・木炭等) 

² 育児用品(粉ミルク・おむつ・衣料等) 

² 女性用品(生理用品) 
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第５ 配給後の措置 

上述のように、物資の配給は福祉班が実施するが、配給内容等は職員防災初動マニュアルの生活

物資等受入・配布簿及び生活物資等管理簿に記し、記録・保管する。 

 

 

第６ 物資輸送の交通手段 

通常の陸上輸送は、本市及び資料編 No.１７参照の民間輸送業者が有する貨物自動車により、ま

た、海上輸送は民間船舶によるが、緊急を要する場合は自衛隊・徳島海上保安部等の協力を求める。 

 

第 7 孤立集落等への対処 

交通及び通信等の途絶で、孤立状態にある被災者に対しては、孤立化の早期解消に努めながら、生

活必需品等物資の円滑な供給を実施する。 

また、在宅での帰宅困難者(避難トリアージ対象者)あるいは応急仮設住宅として供与した賃貸住宅

避難者や縁故避難により所在が把握できる本市域内に居住地を持つ避難者に対しても、物資提供を

図 る。
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第２１節 感染症予防計画 
【市民班、医師班、医療衛生班】 

第 1 主旨 

被災地内、及び被災地周辺で発生する感染症予防の対策計画は、以下のとおりとする。 

 

第 2 実施責任者 

感染症対策は、市長が『防疫組織』を編成・実施するが、被害が甚大で、広範囲にわたる感染症対 

策時は、県に応援を依頼する等の対策を実施する。 

なお特に知事が必要と認めたときは、『感染症法』の規定に基づき、予防・まん延防止・廃棄に必 

要な措置を講じる。 

 

第 3 感染症対策 

感染症対象区域は本市全域を対象とし、特に浸水被害住居・便所・給水施設等の感染症発生の疑

われる箇所とする。 

 

第 4 感染症対策の実施方法 

感染症対策の活動は、以下の方法による。 

１.阿南保健所との連携により、対策が必要な区域への広報・伝達を行う。 

 

２.疫学調査は阿南保健所が実施するが、本市はこれに協力しながら、情報の的確な把握に努め、必

要と認められる時は、健康診断を実施する。 

 

３.消毒等 

感染症予防のため、被災地及び避難所あるいは井戸等の消毒やねずみ族・昆虫等の駆除を実施

する。津波・浸水家屋での防疫のための消毒の目安は、次のとおりとする。 

(１)床上浸水家屋 

減水後に床下消毒を行う。床・壁は逆性石鹸で拭き、器物は消毒する。便所の消毒は、衛生

上の指導を行う。被災住居への支給品は、液体塩素系漂白剤及び、逆性石鹸等とする。 

(２)床下浸水家屋 

減水後に汚物を除去し、清掃・通風実施を居住者に広報する。清掃完了後の住区ごとに、順次

消石灰を配布し、散布指導を行う。支給品は、液体塩素系漂白剤及び、逆性石鹸等とする。 

 

４.感染症予防及び感染症患者には、医療に関する法律第 31 条第 2 項の規定により、生活用水の 

供給を行う。また感染症患者が発生した場合は、保健所に伝達し、感染症指定医療機関に搬送す

る。 

 

５.予防接種 

防疫上必要と考えられる場合は、臨時の予防接種を実施するとともに、避難所を含む被災地域 

内の感染症に係る予防教育と広報活動に努める。 
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第 5 防疫用資材 

防疫用資材は、以下を参考に一般販売店から緊急調達し、被災者等に配布する。 

² 噴霧器 

² 消石灰及び消毒薬品 

² 昆虫駆除薬剤 

² 検便用具 

² 防疫用薬品資材 

 

第 6 報告 

市長は、災害防疫実施要項(厚生労働省)により、阿南保健所を経由して、県知事に以下の事項を 

報告しなければならない。 

² 感染症被害状況 

² 防疫活動状況 

² 災害防疫に要した所要見込経費 

² その他必要な事項 

 

第７ 家畜防疫 

被災地の家畜防疫は県が行うものとし、家畜保健衛生所を中心に、獣医師会、農業共済組合、本市

等の協力を得て、必要な家畜防疫及び家畜診療体制を構築し、次により対処する。 

 

１ 実施責任者 

被災地における家畜防疫は、知事が関係機関と連携を図りながら実施する。 

 

２ 家畜の防疫 

被災地における家畜防疫活動は、必要に応じ、次の方法により行うものとする。 

(１)県は、家畜伝染病予防法に基づき、家畜の所有者に対し、消毒方法、清潔方法又はねずみ、昆 虫

等の駆除方法を実施するよう命じ、家畜の伝染病の発生予防に努める。 

(２)県は、家畜伝染予防法に基づき、家畜の所有者に対し、家畜防疫員の検査、注射、薬浴又は投 薬

を受けさせるよう命じ、伝染性疾病のまん延防止に努める。 

(３)県は、家畜伝染病が発生したときは、家畜伝染病予防法に基づき、通行の制限又は遮断、殺処 分

等の貿易措置を実施し、伝染病のまん延防止に努める。 

 

３ 家畜の診察 

被災地域のみでの家畜診療体制が不十分である場合、被災地域においても、十分な家畜診療体制 

を確保するため、獣医師会や農業共済組合等と連携し、被災地域以外からの人的・物的支援を実施す 

る。 
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第８ 参考 

本計画における防疫活動の法律等は、以下のとおりである。 

 

防疫区分と法律等 

 

 区分 実施方法 及び 法律

 
疫学調査

保健師が主体となって、在宅患者の聞き込み調査を実施する。感染者と所見された場合は、県 
の指示により、感染源・感染経路を調査する。

 健康診断 消化器疾患を重点に、本市地域住民について、県の指示のもとで検便調査を行う。

 消 毒 感染症法第２７条第２項と第２９条第２項の規定により、県の指示のもとで消毒を行う。

 ねずみ族・昆虫等 
の駆除

感染症法第２８条第２項の規定により、県の指示のもとで、指定区域内を対象に、ねずみ族・ 
昆虫等の駆除を行う。

 予防接種 予防接種法第６条の規定により、臨時の予防接種を行う。

 給 水 感染症予防法第３１条第２項の規定により、県の指示のもとで、生活用水の供給を行う。
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第２２節 保健衛生計画 

【医療衛生班】 

第 1 主旨 

本市は被災した本市市民の生命と生活環境の安全確保とともに、被災による二次的健康被害(災害

関連 疾患・災害関連死)を防ぐことが重要となる。 

したがって本市では、災害時の保健衛生活動を「阿南市災害時保健衛生活動マニュアル、平成 

２７年３月」を参考とし、被災者の心身状態と生活実態把握により、本市市民全ての健康と環境改善

に努 める。 

 

第２ 災害時(保健衛生)コーディネーター 

災害時コーディネーターは、総括コーディネーター(徳島県保健福祉部)と圏域コーディネー ター

(保健所)に区分され、各々の役割は以下のとおりとなっている。 

１.総括コーディネーター 

² 各圏域、各分野のコーディネーターからの情報を集約し、保健衛生ニーズのアセスメント 

と各フェーズに応じた対応の総合調整 

² 災害拠点病院、県医師会、歯科医師会、看護協会、薬剤師会、栄養士会との連絡調整 

² 圏域間の人材、資機(器)材の調整等による圏域支援 

² 国、他都道府県への人材・資機(器)材等の要請と調整 

 

２.圏域コーディネーター 

² 避難所等の公衆衛生、避難者の健康管理に係るアセスメントと対応の総合調整 

² 地域における医療・福祉・介護に係る被災者ニーズのアセスメント、関係部門への情報提 

供と支援要請 

² 震災復興に向けた本市保健医療復興計画策定の支援 

 

第３ 健康相談等 

医療衛生班は、圏域コーディネーターにコーディネート職員(保健衛生チーム)の協力を要請し、 

避難所等を巡回し、被災者の健康状態実態調査を行う他、保健指導や健康教育及び環境整備に努め 

る。 

また、在宅避難者にあっては、地域広報を行い、最寄りの指定避難所での相談指導を行う。 

 

第４ 栄養・衛生指導 

避難施設内での栄養指導・相談は、県及び栄養士会等関係団体の協力を得て、以下のとおり実施す 

る。 

² 乳幼児、妊産婦、産褥婦、要配慮者への栄養管理指導と相談 

² 糖尿病、腎臓病、心臓病、アレルギー疾患患者等の長期にわたる食事管理を必要とする者の 

栄養管理指導と相談 

² 避難所生活が長期にわたることの食生活上のケア 

² 男女のニーズの違いによる食生活管理の留意点 

² その他必要な指導・相談 
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また、本市は本市市民に対し、食品衛生等のための指導及び広報に努め、以下の事項について啓発

指導を行う。 

² 手洗い、消毒の励行 

² 食器、器具の消毒 

² 弁当等の消費期限の短い食品の早期喫食 

² 水道水以外の水を飲用とする場合の衛生対策 

 

第５ 派遣要請 

本市の被災規模が甚大で、医療衛生班主体での対応が困難と判断された場合は、県を通じて他市

町村へ管理栄養士・保健師の派遣を要請する。 

 

第６ 災害時保健衛生活動の体系 

保健衛生活動の役割体系は「阿南市災害時保健衛生活動マニュアル、平成２７年３月」によるもの 

とする。 

 

第７ トイレの確保対策 

県及び徳島県災害時相互応援連絡協議会は、避難所における仮設トイレの必要数及びその調達、

携帯用トイレの備蓄のあり方、衛生管理等の方針をまとめた「災害時快適トイレ計画」を平成２９年

３月に策定し、さらに計画を着実に推進するため、具体的なトイレ対策をまとめた「徳島県災害時快

適トイレ計画」及びアクションプランを平成２９年８月に策定し、令和 4 年 6 月には避難所におけ

るトイレの設置方法や衛生管理、トイレの快適性などの具体的な運営方法について「徳島県避難所快

適トイレ・実践マニュアル」を策定しました。 

本市は、「徳島件災害時快適トイレ計画」及びアクションプラン、「徳島県避難所快適トイレ・実

践マニュアル」について、阿南市地域防災計画、避難所整備、避難所運営等に活用するものとする。 

 

 

【メモ】
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第２３節 被災者のこころのケア 
【医師班、医療衛生班】 

第１ 主旨 

被災により、さまざまな精神症状に陥りやすい被災者へのこころのケアは、以下のとおりとする。 

 

第２ 被災者が陥りやすい精神症状 

災害後に誰にでも起こりうる変化(例) 

² 災害のことは考えたくないし、話したくない 

² こころが動かず、周囲の人との間に壁ができて、疎遠になったように感じる 

² 気分が高揚し、ハイな感じになる 

² 気持ちが落ち着かなくなる 

² 恐怖感・不安感におそわれる 

² 孤独感や無力感を感じる 

² 日常生活のリズムが乱れる、体調が整わない 

 

また、精神科医師への照会が必要なときは次のとおりである。 

² パニック発作や重い解離症状があるとき(健忘、遁走、離人等) 

² 希死念慮、自殺企図があるとき 

² フラッシュバック、生々しい悪夢が頻発するとき 

² 重度の抑うつ、不安状態があるとき 

² ＰＴＳＤの諸症状があり、生活に大きな影響を与えているとき(下記参照) 

 

(参考) 厚生労働省 外傷ストレス関連障害の病態と治療ガイドラインに関する研究班編 

２００１「心的トラウマの理解とケア」 

 

第３ 心的外傷後ストレス症候群(PTSD) 

PTSD の場合、以下のような症状が、長期間続くので、特に注意が必要である。 

 

² 災害時の悲惨なイメージ・思考・知覚をともない、著しい苦痛の回想・悪夢・幻覚が 持続

的によみがえる。 

² 外傷に関連する刺激回避により、一般的な反応(感情・感覚)が鈍くなる。 

² 覚醒亢進のため不眠となり、集中力低下と、驚愕反応が異常となる。 

 

第４ こころのケア 

前記の精神症状に対するこころのケアの内容を以下のとおりとする。 

 

² 精神科医師、臨床心理士、保健師等による精神保健に関する相談、カウンセリング、診察等

を行う。 

² 県、医療機関、関係諸機関等の応援による精神保健指導・相談 

² 避難所内でのやすらぎが与えられる被災者向けの講演・演芸会開催 

² プライバシーに配慮した相談電話の設置 

² 広報あなん及び情報広報誌等作成による、被災者に配慮した情報提供 

² 幼・小・中学校での児童・生徒に対する精神的カウンセリング 
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また、被災者への対応には、以下の諸点に配慮する。 

 

² 正常な生活に至る時期まで、物心両面にわたる人道的支援を継続する。 

² 希望を持ち、生活再建を目指して歩み始められる援助を行う。 

² 被災者の話を聞き、不安を軽減し、安心感をもたらす。無理に聴き出さず、容易に励まし 

たり、自分の考えを押し付けたりは控える。 

² 不安・苛立ち等の異常な事態における正常な反応と、不眠・興奮等の専門機関への 

つなぎが必要な状態について、正確なスクリーニングを行う。 

² プライバシーへの配慮は必須。避難所等多くの人がいる場所では、特に配慮が必要。 

² 多職種との連携を図り、支援者の応援要請を行う。 

² 被災者・支援者とも身の安全、生活の安全を確保する。 

² 公助として必要な支援を実施する。 

 

以上のような配慮を図るが、本市職員を含め、支援担当者等の精神的・肉体的ケアも忘れてはな

らない。 

 

第５ アニマルセラピー 

生理的・心理的・社会的な利点として、動物を使ったアニマルセラピーがある。 

避難所生活においては、動物と触れあうことで、その人に内在するストレスの低下や健康回復の

手段ともなる。 

ただ一方で、動物アレルギーを持つ避難者も存在するので、「本章 第１２節 避難計画」における 

『ペット受入れまでの流れ』に基づき、十分な検討のうえ実施することが重要である。 

 

第６ 災害時こころのケアチーム(ＤＰＡＴ) 

本市は、県で編成される精神科医師、看護師等による「災害時こころのケアチーム(ＤＰＡＴ)」 

ならびに関係機関等と密接な連携を行い、被災以前より精神科医療を受けている者への支援を行

い、 災害時における精神障がい者等に対する保護・医療サービスの確保を行うことにより、停止し

ている 地域精神科医療の機能を補完する。 

また、災害により新たに精神的不調をきたした者を早期発見し、重症化を防ぐとともに、

PTSD(心 的外傷後ストレス障害)を含む精神的不調に対する予防を行う。 

 

※注 ＤＰＡＴ(Disaster Psychiatric Assistance Team)：自然災害、航空機・列車事故、犯罪 事件

などの大規模災害等の後に被災者及び支援者に対して、精神科医療及び精神保健活動の 支援

を行うための専門的な研修・訓練を受けた「災害派遣精神医療チーム」をいう。 
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第２４節 要配慮者への支援対策の実施 
【市民班、地域支援班、医療衛生班、福祉班】 

第１ 主旨 

避難行動要支援者を含む要配慮者への応急対策計画は、以下のとおりとなる。 

 

第２ 社会福祉施設等の対策 

１.被災した社会福祉施設等は、あらかじめ定めた避難誘導方法により、速やかに利用者の避難を図 

り、安全確保を図る。 

 

２.被災地隣接の社会福祉施設等は、要支援度の高い被災者を優先し、緊急一時入所等の受入れに努 

める。 

 

３.被災した社会福祉施設等は、水・食料等の生活必需品と施設を維持するため必要とする職員数の 

把握に努め、職員派遣の有無や利用者受入れの可否等を判断し、福祉避難所等の連携のもとで、要 

支援者の支援を計画する。 

 

４.本市は、ライフラインの優先復旧や上記提供・支援を図り、被災した社会福祉施設の早期復旧を 

行う。 

 

５.社会福祉施設等はその機能に応じ、被災した要配慮者に対する支援のため、生活物資等の提供、 

職員の派遣や利用者の受入について、相互の連携を図るとともに、福祉避難所への支援等に努め

るものとする。 

 

※注 社会福祉施設等 

社会福祉施設等とは、社会福祉施設、介護老人保健施設及び病院をいう。 

 

 

第３ 障がい者及び高齢者対策 

１.本市は、被災した障がい者及び高齢者の迅速な把握に努める。 

 

２.本市は、携帯端末、パソコン、ファクシミリ等を活用し、また、報道機関との協力のもとに、新 

聞、ラジオ、文字放送等を利用することにより、被災した障がい者及び高齢者に対して、生活必 

需品や利用可能な施設及びサービスに関する情報等の提供を行う。 

 

３.本市は、被災した障がい者及び高齢者の生活に必要な車椅子、ストマ用装具、ポータブルトイレ、 

おむつ等の物資やガイドヘルパー、手話通訳者等のニーズを把握し、調達に努める。 

 

４.本市は、避難所や在宅における障がい者及び高齢者のニーズを把握し、ホームヘルパーの派遣や 

施設への緊急一時入所等必要な措置を講ずる。 
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第４ 児童に係る対策 

本市は、保護者のいない児童の速やかな発見と実態把握に努め、発見した場合には、親族による受 

入れの可能性を探るとともに、児童養護施設等への受入れや里親への委託等の保護を行うものと す

る。 

また、掲示板、広報誌等の活用、報道機関の協力等により、要保護児童を発見した際の保護及び児 

童相談所等に対する通報についての協力を呼びかけるとともに、育児関連用品の供給状況、利用可能 

な児童福祉サービスの状況等について情報提供を行うものとする。 

 

 

第５ 外国人に対する対策 

本市は、被災した外国人等の迅速な把握に努め、外国語による各種必要な情報の提供に努める。 

必要に応じて外国語による相談窓口を設け、生活相談の実施やニーズの把握に努めるとともに、

通訳の派遣等の必要な支援に努めるものとする。 

 

 

第６ 災害時(介護福祉)コーディネーターとの連携 

被災地域において介護職員等の活動が円滑に実施されるよう、県が配置する災害時コーディネー 

ターと連携を図る。



- 238 - 

第２５節 帰宅困難者対策計画 

【総括班、市民班、商工政策班】 

第１ 主旨 

『阿南市都市計画マスタープラン.平成 23 年 3 月.阿南市』による本市内の流出入就業者・通 学

者人口は、流出者数が６、８６１人、流入者数が８、０５４人である。 

したがって、大規模災害時の時間帯にもよるが、旅行者等も考慮し、約８、０００人程度の帰宅困

難者が想定される。 

なお、徳島県が発表した『被害想定の第二次報告』による帰宅困難者は６、０００人～６、１００ 

人であった。 

本市は、上記状況を踏まえ、帰宅困難者対策計画を以下のとおりとする。 

 

第２ 帰宅困難者対策 

帰宅困難者対策は、「第２章 第１８節 帰宅困難者対策計画」記述の防災対策(検討事項)を 実践し、

以下のとおりとする。 

 

(１)一時滞在施設の確保 

指定避難所への受入れ他、旅館・ホテルの借り上げ、公営住宅の空室利用等、一時的な避難所 

手配を行う。 

 

(２)適切な情報提供 

帰宅地等の被災情報、帰宅地までの交通情報、応急復旧対策情報等の適切な伝達提供を行う。 

 

(３)徒歩帰宅が可能な者については、被災状況の危険性有無を判断し、可能な限り帰宅させる等の対

処を行う。→災害時帰宅困難者支援ステーション及び帰宅困難者支援協力店の所在地を伝達す

る。 

 

(４)医療救護所等に収容された者は、傷病の状況によって、医療従事者が帰宅の可否を決定する。 

 

(５)帰宅困難者名簿の記録は、商工政策班が管理・保管する。 

 

(６)本市に住居を構える者が、本市以外で帰宅困難者となった者ときは、家族・親族からの通報を 待

って、避難先との交信を行う。 
 

 

【メモ】
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第２６節 廃棄物の処理計画 

【環境管理班、環境保全班、生活環境班】 

第１ 主旨 

被災地におけるごみ処理・し尿くみ取り・災害廃棄物処理の実施は、本計画及び「阿南市災害廃棄 

物処理計画.平成２８年３月」の定めるところによる。 

 

第２ 実施責任者 

被災地のごみ処理・し尿くみ取り・災害廃棄物処理は市が実施するが、市自ら処理することが困

難な場合は、県に委託することができる。 

 

第３ ごみ・し尿処理及び災害廃棄物処理 

１.ごみの収集処理 

(１)ごみ処理施設の被害状況を把握し、応急復旧に努めるとともに、開設避難所・応急仮設住宅での

分別方法・収集場所・収集日を広報し、収集処理を実施する。この時、ごみの減量化促進の啓発

も行う。 

 

(２)災害廃棄物の処理も、緊急性等を考慮し、関係機関の支援活動を通じ、円滑かつ迅速に処理す 

る。また災害ごみが多量に発生した場合の仮置場設置ヤードも確保する必要がある。なお、極力 

分別・再利用を図り、最終処分量の削減に努力しながら、アスベスト等の有害物質の処理も実施 

する。 

 

(３)災害廃棄物の仮置場を開設するときは、近接下流域に生活用水用の井戸がなく、かつ締まった 地

盤を選定し、地面及び捨て場上面にはブルーシート保護で雨水浸透を防ぐとともに、定期的に 

消毒を行う。 

また周囲には素掘り水路を施工し、ヤード内への雨水侵入を防ぐ。 

なお基本的には、既設の最終処分場(もしくは最終処分場跡地)が望ましい。 

 

阿南市のごみ処理施設 

 
 

２.し尿処理 

(１)公共下水道施設(農業集落排水施設・コミュニティプラント施設含む)・し尿処理施設の被害状

況を把握して、その応急復旧に努めるとともに、水洗便所の使用制限とその対処法を住民に広報

する。 

(２)上記処理施設が復旧し、し尿の計画的処理が可能となるまで、「徳島県避難所快適トイレ・実

践マニュアル」を基に住民に対し仮設トイレの提供等を考慮する。なお、指定避難所における仮

設トイレは、女性専用も含め、５０人／１基を目標と する。 

仮設トイレ撤去時は、消毒を行い更地とする。 

(３)仮設トイレの排出量も加え、本市市内の総排出量を想定し、処理が困難な場合は、県に支援を 要

請する。 

 

 
名 称 所 在 地 電 話 番 号

 エコパーク阿南 阿南市橘町小勝１番地５ (０８８４)４９－５８２３
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阿南市のし尿及び浄化槽汚泥処理施設 

 
 

３.災害廃棄物 

災害廃棄物の処理は「阿南市災害廃棄物処理計画.平成２８年３月」に基づき行うものとするが、 

その組織体制等は以下のとおりとする。 

² 本市は、災害廃棄物の処理に係る指針に基づき、円滑かつ迅速に災害廃棄物を処理できる 

よう、災害廃棄物の仮置場や仮設処理施設の設置及び管理・運営、一般廃棄物(避難所ごみ 

や仮設トイレのし尿等)の処理を含めた災害時の廃棄物の処理体制、周辺の地方公共団体と 

の連携・協力の在り方、住民等への啓発・広報等について、災害廃棄物計画において具体的

に示すものとする。 

また、適切な分別・再利用を図り、最終処分量の削減に努めるとともに、処理段階で発生

するエネルギーの利活用を推進し、脱炭素や環境汚染の未然防止のため、適切な措置等を講

ずるものとする。 

² 県及び本市は、津波被害等により大量の災害廃棄物の発生が見込まれる場合は、広域処理を

関係機関と検討する。 

² 県は本市と連携して、平常時より関係団体と緊密に連携し、円滑な処理体制の構築に努める。

また、本市は、ボランティア、ＮＰＯ等の支援を得て災害廃棄物等の処理を進める場合に

は、社会福祉協議会その他の機関と連携し、作業実施地区や作業内容を調整・分担する な

どして、効率的に災害廃棄物等の搬出を行うものとする。 

² 県及び本市は、国と連携して、災害廃棄物に関する情報、災害廃棄物処理支援ネットワー 

ク(Ｄ.Ｗａｓｔｅ－Ｎｅｔ)や地域ブロック協議会の取組等について、ホームページで公開

する等、周知に努めるものとする。 

² 県及び本市は、損壊家屋の解体を実施する場合には、解体業者、産業廃棄物処理業者、建 

設業者等と連携した解体体制を整備するとともに、必要に応じて速やかに他の地方公共団

体への協力要請を行うものとする。 

 

(１)組織体制 

本市の災害廃棄物処理を統括する組織として、環境管理班内に「災害廃棄物特別担当」を設置

し、 総括責任者は環境管理部長とする。 

総括責任者は総務担当、処理担当、広報担当、広域担当を配置し、それぞれ環境管理課の職員を 

リーダーに置く。また、担当者は環境管理課職員及び廃棄物処理業務経験者等から選任する。 

 

(２)情報収集・連絡 

災害時は、発災直後から「災害廃棄物特別担当」は、電話(固定、携帯)、防災無線(固定式、移動

 
名 称 所 在 地 電 話 番 号

 阿南市クリーンピュア 阿南市熊谷町定方 44 番地 (０８８４)２１－５３７４



- 241 - 

式)のほか、災害時情報共有システムにより情報収集を行うとともに、災害対策本部と連携し、災

害廃棄物に関する情報を一元管理する。 

また、被害状況や災害廃棄物の処理状況は時間経過とともに変化するため、定期的・継続的に情 

報収集を行い、常に被災状況の把握に努める。 

 

(３)処理スケジュール 

早期に復旧・復興を果たすため、災害廃棄物等の処理については３年間で終えることを目標と

し、これに即した処理スケジュールを平常時に策定しておく。 

災害発生後、全般的な被害状況を的確に把握するとともに、災害廃棄物等の発生量、処理施設

の 被害状況等を考慮した処理可能量などを踏まえ、予め策定した処理スケジュールの見直しを行

い、再構築する。 

処理においては、道路障害物や倒壊の危険性のある家屋の解体撤去、有害廃棄物・危険物の回

収、 腐敗性廃棄物の処理など緊急性の高いものを優先する。 

時間経過に伴い、処理施設の復旧や増設、動員可能人員、資機材の確保、広域処理の進捗など状 

況が変化することから、適宜見直しを行い円滑な進行管理に努める。 

 

処理スケジュール 

  
 

４.収集不能地域の処理 

孤立集落となって、くみ取り車・運搬車による収集ができない区域は、車両の搬入が可能な場

所に、ドラム缶あるいは樽を配置する。 

 

５.処理計画での留意点 

上記処理計画でのチェックリストは、以下のとおりである。 

² 災害ごみ・し尿処理量の予測と収集・運搬・処理方法を策定する。 

² 運搬・処理が本市で対応できないと予測される時は、県・隣接市町に応援を要請する。 

² 倒壊のおそれがある住居等では、解体撤去を行う。 

² 腐敗の早い可燃ごみは、早期に収集を行う。 

² 仮置き場の環境対策を考慮して開設する。 

² 可燃ごみ・不燃ごみ・粗大ごみ等の分別収集を行う。 

² がれき類の災害ごみ収集は、発災後１ヶ月以内を目標に実施する。 
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第２７節 応急仮設住宅の建設及び住宅の応急修理計画 

【住宅班、地域支援班、福祉班】 

第１ 主旨 

大規模災害時には、本市住居施設に甚大な被害が及び、応急仮設住宅建設対策が必要となる。 

この時、自らの資力では住居確保あるいは応急修理ができない住民も多数存在すると想定される。 

本計画は、この状況を考慮し、住居の応急修理と応急仮設住宅の建設計画等を以下のとおりとす 

る。 

 

第２ 実施責任者 

上記計画にあっては、市長が実施するものとするが、災害救助法適用時は知事(権限を委任された 

場合は市長)が行うものとする。 

 

第３ 住宅の応急修理 

１.修理の対象 

修理実施の対象は、以下のとおりとする。 

 

(１)住宅が半壊または半焼し、当面の日常生活を営むことができない者。 

 

(２)災害のために住家が半壊に準じる程度の損傷を受け、自らの資力では応急修理ができない者。 

 

２.修理の実施範囲と費用 

住宅の応急修理は、居室・炊事場・便所等の日常生活に欠くことのできない箇所とし、修理に 

要する費用は、災害救助法及び関係法令の定めるところによる。 

また、応急修理期間は、発災時から 1 ヶ月以内とする。 
 

第４ 応急仮設住宅の建設 

１.入居対象者及び入居予定者の選定 

(１)入居対象者及び入居予定者選定は市長が実施するが、この時地域支援班・福祉班を通じ、民生 

委員・児童委員等の意見や、被災者の資力生活状況を考慮のうえ決定する。 

 

(２)入居資格は下記の『応急住宅に収容する被災者の条件』を準拠する。 

 

応急住宅に収容する被災者の条件 

(１)住宅が全焼・全壊または流出した者で、現に居住する住居がない者 

(２)自らの資力では住宅確保が困難な者 

ａ.生活保護法の被保護者及び要保護者 

ｂ.特定の資産がない寡婦・母子世帯 

ｃ.特定の資産がない失業者 

ｄ.特定の資産がない老齢者・病弱者・障害者 

ｅ.特定の資産がない零細企業者 

ｆ.その他上記に準じる経済的弱者 

※注 選考にあたっては、要配慮者を優先させ、仮設住宅団地内での 

コミュニティ形成が可能な配置割りを考慮する(要配慮者を孤立化させない)。 

 

２.応急仮設住宅 

仮設住宅は、地域の実状、世帯構成等に応じて設定する。 
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３.建設用地 

建設予定地は、要配慮者にやさしい場所で、日常生活を送るうえで不便を強いられない以下の 

適地とする。 

² 本市・県・国等公共機関の所有地で、住宅建設に適した区域 

² その他 

 

４.住宅の建設及び修理資材の確保 

住宅の建設及び修理のための資材は、原則として請負業者が確保するものとするが、災害時に 

おける混乱等により確保することができないときは、県または本市が確保について斡旋を行うも 

のとする。 

 

５.着工期間等 

建設着工は、災害発生の日から２０日以内とし、供与期間は完成後２年以内とする。 

 

第５ 公営住宅等の斡旋 

１.空屋情報 

早期に入居が必要となる要配慮者のため、応急仮設住宅建築計画と併行して、以下の空屋情報

を 収集し、状況に応じ、斡旋を奨励する。 

²　市営住宅、県営住宅、 

²　民間の賃貸住宅 

²　企業社宅、保養所 

 

２.仮設住宅建設上のその他留意点 

² 被災戸数の把握により、供与する仮設住宅戸数と対象者決定の後に、広く本市市民に入居

希望者を募る。 

² 住宅の応急処理等も含め、当建設制度周知のための受付窓口を開設する。 

² 住民自ら確保した「みなし仮設」の対応を検討し、条件等を住民及び関係期間に周知する。 
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第２８節 義援金品受付・配分計画 

【市民班、総務・財政班、会計班、地域支援班、商工政策班、福祉班】 

第 1 主旨 

全国から寄せられた義援物品及び、知事あるいは日本赤十字社徳島県支部・(福)徳島県共同募金会

から委託された義援金品の配分は、以下のとおりとする。 

 

第 2 義援物品の取扱いに関する広報 

大規模災害で、必要とする物資等が不足している場合は、義援物品の募集を行うが、募集にあたっ

ては、被災者が必要とする物資のみとし、その内容・数量等のリストと送付場所は、新聞・ラジオ・ 

テレビ等報道機関の協力を得て、実施する。 

 

第 3 義援金品の受付 

１.義援金品の受付及び配分決定までの保管は、会計班が担当する。 

 

２.受付け時は、寄託者に領収書を交付するとともに市長の指定する預金口座に預け入れ、寄託者 

名・金額を記録する。 

 

３.義援物品の場合は、寄託者に領収書を交付し、一時保管として「文化会館」に収納する。なお文 

化会館での保管が困難な場合も想定し、代替保管場所も確保しておく。 

 

第 4 義援金品の配分 

市長は、寄せ集められた義援金品を、日赤奉仕団等各種団体の協力を得て配分するが、災害対策 

本部内で関係する本部員が被害の程度・対象者数等を考慮し、被災者に対し公平を期し、円滑に 配

分する。 
 
 

 

【メモ】
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第２９節 ボランティア団体等支援計画 
【生活福祉班】 

第 1 主旨 

様々な災害応急対策の的確な実施においては、ボランティアの参加・協力が不可欠である。 

したがって、県や(福)徳島県社会福祉協議会、(福)徳島県共同募金会、徳島県災害ボランティ 

ア連絡会、他関係団体との連携・協力を受けるための支援計画を以下のとおりとする。 

 

第 2 ボランティア団体等の協力 

本市及び防災関係機関等は、各種ＮＰＯ・ボランティア等からの協力申し入れにより、災害応急対 

策時の労務支援を依頼する。 

 

１.ボランティアの受入れ 

本市は、円滑なボランティア活動実施を図るため、地域支援班が阿南市社会福祉協議会及び近

隣市町に協力を求め、発災直後に必要となるボランティア活動内容・必要人員・活動場所等を精査

し、 各団体に情報提供を行う。また、災害の状況及びボランティアの活動予定を踏まえ、片付け

ごみなどの収集運搬を行うよう努める。 

 

２.ボランティア団体の活動 

本市がボランティア団体に依頼する活動内容は、以下のとおりとなる。 

² 災害・安否・生活情報の収集・伝達 

² 炊き出し、その他災害救助活動 

² 高齢者介護、看護補助、障がい者支援、被災児童保護 

² 災害廃棄物の撤去・清掃及び防疫活動 

² 災害応急対策物資・資材の輸送・配分 

² 応急復旧現場での軽易作業 

² 災害応急対策事務の補助 

² その他 

 

３.被災地におけるボランティア支援体制の確立 

災害規模が甚大な場合で、多数のボランティア団体を受入れる時は、速やかな現地本部及び救 

援本部を設置し、災害対策本部との連携を図りながら、ボランティア支援体制を確立する。 

この時、現地本部には、ボランティア・コーディネーターが必要となる。 

 

４.災害ボランティア現地本部開設 

災害ボランティア現地本部の運営組織は、次のとおりとする。 

また、新型コロナウイルス感染症を含む感染症の感染拡大の懸念がある状況においては、「新

型コロナウイルス感染が懸念される状況における災害ボランティアセンターの設置・運営等につ

いて～全社協ＶＣの考え方」等を参考に、感染症対策を踏まえた災害ボランティアセンターの運 

営に努める。 
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災害ボランティア現地本部組織 

 
 

５.災害ボランティアとの協働活動 

災害ボランティアとの協働活動では、以下のチェック項目も実施する。 

² ボランティアの移動手段、宿泊場所の確保を行う。 

² ボランティア活動時の安全性確保や被災者との接し方に関する注意事項の徹底を行う。 

² ボランティアと自治会、自主防災組織、消防団等との地域コミュニティを図る。 

 

６.ボランティアに係る委託事務 

本市が県又は県から事務の委託を受けた場合は、共助のボランティア活動と地方公共団体の実施

する救助の調整事務について、社会福祉協議会等が設置する災害ボランティアセンターに委託する

場合は、当該事務に必要な人件費及び旅費を災害救助法の国庫負担の対象とすることができる。

 責 任 者 開設・運営 オブザーバー スタッフ 開設予定本部

 

阿南市社会福祉協議会 

会長
阿南市社会福祉協議会

ボランティア・ コー

ディネーター

・社協職員 
・民生児童委員 
・災害ボランティア登録者 
・地元ボランティア団体 
・その他ボランティア

ひまわり会館
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第３０節 輸送計画 

【総括班、議会班、総務・財政班】 

第 1 主旨 

道路交通網に多大な被害が発生し、陸上輸送に大きな支障をきたす場合の輸送計画は、以下のと

おりとする。 

 

第 2 実施責任者 

緊急輸送は、その応急対策を実施する防災関係機関が実施する。 

また災害対策本部における活動車両の運用は、総務・財政班が担当するが、本市所有車両(貨物自

動車)で不足する場合は、(社)徳島県トラック協会県南支部、阿南合同タクシー組合、及び知事に応 

援を求めるものとする。 

 

第 3 緊急輸送等の対象 

緊急輸送の対象は以下のとおりである。 

² 医療・助産その他救護のため輸送を必要とする者 

² 医薬品・医療用資機材の運搬 

² 食料、飲料水等の救援物資の搬送 

² 応急用資機材の搬入・搬出 

² 災害応急対策要員の輸送 

² 情報通信・電力・ガス・水道施設保安要員 

² その他必要な輸送 

 

第 4 緊急輸送手段 

目的地までの交通被害状況により、緊急輸送手段を以下のとおりとする。 

² 貨物自動車、乗合自動車等の自動車輸送(バイク輸送含む) 

² JR による軌道輸送 

² 舟艇による海上輸送 

² 航空機による空路輸送 

² 人肩輸送 

 

◎物資調達・輸送調整等支援システム等の活用 

(1) 県、本市及び防災関係機関は、備蓄する物資等の供給や物資の調達・輸送に関し、物資調

達・輸送調整等支援システム等を活用し情報共有を図り、相互に協力するよう努めるものとす

る。 

(2) 県及び本市は、物資の備蓄・調達・輸送体制を整備するため、物資調達・輸送調整等シス 

テム等を活用し、あらかじめ、備蓄物資や物資拠点の登録に努めるものとする。 
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第 5 輸送力の確保 

１.確保・借上げの順位 

自動車の確保・借上げは、以下の順位とする。 

１本.市所有車両(貨物自動車) 

２.関係公共団体の車両 

３.輸送業者車両 

４.その他自家用車両等 

 

※注 本市所有車両及び協定締結による輸送業者車両は、資料編 No.１７、１８参照 

 

２.輸送の実施 

各対策担当課で輸送力確保の必要性があるときは、総務・財政班に下記事項を報告する。 

総務・財政班は、当事項を記録管理し、配車手配を行う。 

 

報告事項 

 

１.輸送区間または借上げ期間 

２.輸送目的、輸送内容、輸送量、車両台数(舟艇数等) 

３.発着場所及び日時 

４.その他 

 

 

３.物資等輸送のチェックリスト 

物資等の輸送あるいは供給対策上のチェックリストは以下のとおりである。 

² 避難者数・断水戸数等から、必要給水量・食料・生活用品数量を判断・調達し、避難所への 

輸送車両確保と輸送を実施する。 

² 物流業者と連携し、配送ルート・物資供給管理システムを構築し、緊急輸送実施機関に周知

する。 

² 県・隣接市町・応援協定締結都市(米子市・御坊市・島原市・合志市)に支援物資調達を要請

する。 

² 外部からの救援物資受入れ可否の判断を行い、多様な情報手段で被災地外に広報を行う。 

² 給水車・給水タンク等の応急給水時は、衛生管理を徹底する。 
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第３１節 道路確保計画 
【総括班、まちづくり推進班、土木班】 

第 1 主旨 

災害応急対策に従事する者、及び当対策に要する資機材等の緊急輸送を円滑に行うための不通 

箇所での通報連絡、交通規制に関する措置等の対策は、以下のとおりとする。 

 

第 2 予想される状況 

大規模な土石流発生や深層・斜面・法面崩壊、あるいは地すべり発生等では、路面の亀裂・陥

没・隆起が発生したり、沿道沿いでは、電柱・街路樹・看板施設構造物の倒壊・火災が発生、橋

梁・トン ネル等も大きな被害が予想される。 

陸上の緊急輸送道路・避難経路となる主要道路では、車両・通行者の殺到で、交通はマヒ状態とな 

り、またパニックに陥った運転者同士での交通事故も多発する。 

 

第 3 実施責任者 

上記のような事象発生で、交通上危険性が大きいと考えられる場合、あるいは主要道路確保のため 

の緊急対策道路工事の場合、本市市道は交通規制を実施し、市道以外は関係管理者と連絡を取り、交 

通規制を要請する。 

この実施責任者等は、以下のとおりである。 

 

交通規制の実施責任者 

 

 

 
区 分 実施責任者 内 容

 

交通規制

道路管理者
１.道路の破損・欠壊等で、交通が危険となった時

 ２.道路に関連工事で規制の必要がある時

 

警 察

１.災害応急対策に従事する者、または災害応急対策に必要な 
物資等の緊急輸送を確保するため、必要があると認められる 
場合→災害対策基本法第 76 条

 ２.道路上での危険防止、その他交通の安全と円滑を図るため、 
必要がある場合→道路交通法第４条第 1 項、同法第 5 条第 1 項

 
３.道路の損壊や火災の発生その他等により、道路において 

交通の危険が生じ、またはそのおそれがある場合→道路交通法

第 6 条第 4 項

 

措置命令

道路管理者等

１.車両その他の物件が緊急通行車両の通行の妨害となることに 
より災害応急対策の実施に著しい支障が生じるおそれがあ 
り、かつ、緊急通行車両の通行を確保するため緊急の必要が あ

ると認める場合。

 
災害派遣を命じられた 

自衛官・消防吏員

１.警察官がその場にいない時で、それぞれの機関の緊急通行 
車両の円滑な通行を確保する必要がある場合(ただし、当措 
置実施後は、所轄の警察署長に報告する)

公安委員会 
警 察 署 長 

警察官
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第 4 実施要領 

被災地への緊急輸送等で、必要とされる対処法は、以下のとおりである。 

 

１.災害地での交通処理 

(１)混乱時の交差点主要道路では、一般車両は近隣の公園や空地等退避可能な場所へ移動させ、緊 急

車両を優先させる。 

(２)運転者に対しては、ラジオ等の交通情報の受信に努め、現場の警察官の指示にしたがうよう、 広

報する。 

(３)本市市民に、交通障害となる家財道具の持ち出しを禁止する旨の通報を行う。 

(４)避難経路で、避難者と緊急通行車両が交錯した時は、避難者を優先させる。 

(５)特別な場合を除き、自動車による避難の自粛を求める。 

 

２.災害地周辺での交通処理 

(１)通行止め地点の手前に相当の距離を取り、要所に検問所を設ける。検問所地点では、緊急通行 車

両以外の車両通行禁止標識の設置とともに、周辺の災害状況、迂回路の有無等も明示し、交通 

秩序の維持を図る。 

(２)交通に支障をきたしている状況を速やかに把握し、仮設道路計画・復旧対策工事の実施を図

る。 

(３)災害応急対策の従事者及び緊急物資輸送車両については、県知事または県公安委員会が交付す 

る標章と緊急通行車両確認証明書を携行して、通行する(交付は阿南警察署長が行う)。 

→　　標章及び確認証明書様式は、資料編 No.５４、No.５５参照 

 

３.交通規制及び道路交通情報の周知 

道路被害に関する情報の本市市民への周知は、以下のとおりとする。 

(１)交通規制を行った場合は、適当な分岐点・迂回路線に標識板を設置し、速やかに広報車・報道等

による広報活動を通じて周知する。 

(２)不通箇所や復旧見込み等の道路交通情報は、広報車・チラシ・立看板等による伝達他報道機関を

通じて周知する。 

 

４.運転者の取るべき措置 

運転中に災害発生に関する気象・水象・地象の緊急警報を聞いたとき、運転者の取るべき措置

は、 以下のとおりとする。 

² 急ハンドル・急ブレーキを避け、安全な方法で道路の左側に停止させる。 

² 停止後は、カーラジオ等で気象情報や交通情報を聞き、その情報や周囲の状況に応じた行動 

を取る。 

² 避難するときは、できるだけ道路外の空地等に移動させておく。やむを得ず道路上に置いて 

避難するときは、上記のように道路の左側に寄せ、エンジンを止め、エンジンキーは付けた 

まま窓を閉め、ドアはロックしない。 

² やむを得ず車を利用するときは、道路の損壊・信号機の作動停止・道路上障害物に十分注意 

すること。 
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５.道路啓開 

² 路上の障害物の除去について、道路管理者、警察機関、消防機関、自衛隊等は状況に応じて 

協力して必要な措置をとるものとする。 

² 道路管理者は、放置された車両や立ち往生する車両等が発生した場合には、緊急通行車両の 

通行を確保するため緊急の必要があるときは、運転者等に対し車両の移動等の命令を行う

も のとする。運転者がいない場合等においては、道路管理者は、自ら車両の移動等を行う

もの とする。 

² 県公安委員会は、緊急通行車両以外の車両の通行禁止等を行うため必要があるときは、 道

路管理者に対し、緊急通行車両の通行を確保するための区間の指定、放置された車両や立 ち

往生する車両等の移動等について要請するものとする。 

² 道路管理者は、民間団体等との応援協定等にも基づき、道路啓開等(雪害における除雪を含 

む。)に必要な人員、資機材等の確保に努めるものとする。 

 

第 5 道路の応急復旧 

１.道路管理者は、災害応急対策に要する輸送が円滑に実施できるように、被害を受けた道路を速や

かに復旧するように努めるとともに、その復旧状況を関係機関に報告・説明する。 

２.道路管理者は、災害応急対策実施上で重要かつ緊急を要する場合は、その他の道路管理者の応援

協力、または知事に対し、自衛隊の派遣を要請する。 

３.県は指定市以外の市町村が管理する指定区域外の国道、県道又は自らが管理する道路と交通上密

接である市町村道について、本市から要請があり、かつ本市の公示の実施体制等の地域の実情を

勘案して、本市に代わって自らが災害復旧等に関する工事を行うことが適当であると認められる

ときは、その事務の遂行に支障のない範囲で、当該工事を行うことができる権限代行制度により、

支援を行う。 

 

第６ 交通マネジメント 

１.「徳島地区渋滞対策協議会(以下、「協議会」という。)」は、災害時における渋滞緩和や交通量抑

制により、復旧活動、経済活動及び日常生活への交通混乱の影響を最小限に留めることを目的に、

交通システムマネジメント及び交通需要マネジメントからなる交通マネジメント施策の 包括的な

検討・調整等を行う。 

２.県は、本市からの要請、又は自らが必要と認めた場合には、四国地方整備局徳島河川国道事務所

に協議会の開催を要請することができる。 

３.協議会において、協議・調整を図った交通マネジメント施策の実施にあたり、協議会の構成員は、

自己の業務に支障のない範囲において構成員間の相互協力を行う。 

４.協議会の構成員は、平時から、あらかじめ連携に必要な情報等を共有しておくとともに、連携強

化のための協議等を行うものとする。 

※交通需要マネジメント：自動車の効率的な利用や公共交通機関への利用転換など、交通行動の

変更を促して、発生交通量の抑制や集中の平準化などの交通需要の調整を行うことにより、道 

路交通の混雑を緩和していく取組。 

※交通システムマネジメント：道路の交通混雑が想定される箇所において実効性を伴う通行抑制 

や通行制限を実施することにより、円滑な交通を維持する取組。 
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第３２節 応急教育計画 

【教育総務班、学校教育班、学校給食班】 

第１ 主旨 

学校・教育施設の被害で、通常教育に支障をきたした場合の応急教育計画は、以下のとおりとす

る。 

 

第２ 実施責任者 

本市での応急教育計画は、教育総務班・学校教育班・学校給食班相互協力のもとで実施する。 

 

第３ 被害状況の把握 

上記担当班は、災害発生後、速やかに児童・生徒の安全性確保策を取りながら、教育関係施設及び 

その周辺と通学路の被害状況を学校長等を通じ、調査を実施する。 

また被害状況は、災害対策本部に報告し、災害対策本部は県に連絡する。 

 

第４ 児童・生徒の保護 

１.学校等施設内での対応 

(１)学校長等は、正確な災害情報の把握に努め、児童・生徒の不安解消を図りながら、的確な避難対

応を実施する。 

(２)教育施設及びその周辺と登下校路の危険箇所の点検及び避難経路の設定を行う。 

(３)児童・生徒は、教職員の指導のもとにＰＴＡ等の協力を得て、集団下校等により全員を帰宅させ

る。 

ただし障がいのある児童・生徒については、施設内で保護者(またはその関係者)に引きわたし

を行う。 

なお交通機関の利用者や留守家庭等で、帰宅できない者は、施設者側が保護する。 

(４)施設内での発災にあたっては、危険性を回避しながら、初期消火、救護・救出活動の対策活動に

努める。 

(５)災害が予想され、登校前に休校と決定した場合は、直ちにその旨を広報他確実な方法で、全児 

童・生徒(家族等)に連絡する。 

この時の休校措置は、各学校長の判断により実施する。 

 

２.教職員の対処、指導基準 

(１)災害時は、児童・生徒を教室等に集め、室内で安全な避難行動を取らせる。 

(２)学校担当者等は、学級名簿で氏名の確認を行い、身体異常の有無を聞き取りながら、学校長等 

施設管理者の指示によって、所定の避難場所へ誘導・退避させる。 

(３)障害のある児童・生徒にあっては、あらかじめ作成した介助体制組織計画に基づき、援助を行 

う。 

(４)児童・生徒の安全確保後は、学校長等の指示により、災害対策活動にあたる。 
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第５ 文教施設の災害応急対策 

１.甚大な施設被害を受けた場合の対応 

施設建物が全壊あるいは半壊等の被害となった場合、周辺地域社会の人々の協力を得ながら、 

残存建物あるいは近接した遊休建物の安全性を調査し、臨時的にこれら施設を利用して、応急教

育 を実施する。 

なお上記施設がない場合は、仮設建物を建築し、応急教育を実施する。 

 

２.軽微な施設被害を受けた場合の対応 

本市で直ちに復旧可能な被害施設の場合は、国庫負担事業の認定を待たずに応急復旧を行い、 

教育を継続させる。 

 

第６ 応急教育の実施 

１.教育施設の確保 

教育施設の被害により、授業が長期間の休校とならないように、学校教育班は、以下の効率的な 

施設利用を図る。 

² 対処可能な被害箇所・危険箇所は早急に修理を行う。 

² 被災を免れた学校施設との共用により、2 部制授業を行う。 

² 被害が甚大な校舎の場合、プレハブ校舎等の仮設建物を構築する。 

² 被災を免れた本市公共施設を利用する。 

² 教育施設が、指定避難所として開設されている場合、避難者代表者・自主防災組織 

リーダー等と十分な協議を行い、応急教育の確保に努める。 

 

２.教職員の確保 

学校教育班は、災害応急対策時の教職員確保を、次のとおりとする。 

² 教職員は、原則として各所属校区に参集するものとするが、交通途絶で所属校区に登校で

きない教職員は、最寄りの教育施設に参集する。 

² 各教育施設管理者は、施設内参集教職員の人数を学校教育班に報告し、学校教育班は災害

対策本部を通じて県に連絡する。 

² 通信の途絶または交通機関マヒ等で、所定の教職員が確保できない場合は、参集教職員での 

授業割り振りで、応急教育を行う。 

² 教職員の死傷者が多く、授業に支障をきたす場合、地域人材から教職員退職者または臨時 

任用経験者等の応急教育に従事可能な教員免許所有者の臨時雇用を行う。 

² その他県本部と連絡を密に取り、早期の通常教育復帰に努める。 

 

 

３.臨時休校等の措置 

応急教育実施が困難な場合、臨時休校の措置を取るが、代替手段としては夏休み・冬休み等 の

振り替え授業・補習授業によって、児童・生徒の教育環境悪化防止を図る。 
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第７ 教材・学用品の給与 

災害救助法適用時の被災児童・生徒への教材・学用品給与措置は、以下のとおりである。 

 

１.給与の対象 

住家の全壊・全焼・流出・半壊・半焼及び床上浸水で、教材・学用品を失くし、就学上支障があ

る時を対象とする。 

 

２.給与の実施 

知事(権限を委任された場合は市長)が、各学校長等の協力を得て、調達・支給を行う。 

 

３.給与の内容 

給与の内容は、以下のとおりとなる。 

² 『教科書の発行に関する臨時措置法、第２条』に規定する教科書 

² 教育委員会に届出または承認を受けて使用している教材 

² 文具類(ノート・鉛筆・消しゴム・クレヨン・絵の具・画筆・画用紙・下敷き・定規等) 

² 通学用品(運動具、雨傘、カバン、雨靴等) 

 

４.給与の時期 

給与時期は、教科書・教材にあっては、災害発生の日から１ヶ月以内、文具・通学用品にあって

は、災害発生の日から１５日以内となる。 

 

第８ 就学援助費の支給 

災害救助法適用時、あるいは同等の激甚災害で、経済的理由から就学困難となった児童・生徒に

は、市長が就学援助費(学用品関係費、医療費、給食費)を支給する。 

また既に準要保護に認定されている児童・生徒には、就学援助費の再支給を行う。 

 

第９ 学校給食の実施 

学校給食班による対応は、以下のとおりとする。 

 

１.施設・設備の応急対策 

学校給食に係る施設・設備の応急対策を実施し、稼働可能な状態への復旧に努める。 

 

２.配送ルートの確認 

学校給食配送車の通行可能なルートを確認する。 

 

３.物資の確保 

所要の食材の確保を図り、学校給食実施の継続に努める。 

 

第１０ 特記事項 

応急教育実施時には、教職員が児童・生徒の一挙手一投足に注意し、ストレスを持った子供に

は、保健師・スクールカウンセラー等の協力を得て、適切なカウンセリング指導を実施する必要が

ある。 

したがって、授業内容も明るい希望の持てる啓発教育を進める等の心の通った授業に努める。 
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第３３節 施設の応急対策計画 

【各部各班】 

第１ 主旨 

市民生活・社会経済活動に重要な役割をはたす公共土木施設・ライフライン関連施設・通信施設の 

管理者は、大規模災害発生後に、施設の緊急点検・調査を実施し、被災箇所の早急な機能回復を図る 

必要がある。 

また被害拡大を含む二次災害防止を図ることも重要である。 

本計画は、このことを踏まえ、以下の施設応急対策を実施する。 

 

第２ 公共土木施設 

１.河川・海岸施設 

(１)基本方針 

河川・海岸施設が、異常天然現象等で被災した場合、堤内地が浸水するなどの二次被害の危険性 

が高くなる。 

したがって、被害を受けた堤防・海岸施設の早急な応急復旧を図るものとする。 

 

(２)応急対策 

堤体・護岸の破壊等には、施設内部(深部)への雨水浸透防止策として、ビニールシート等で 

保護の後、速やかに復旧計画をたてて対策工事に着工する。また水門・樋門・排水機場施設等の 

被害においては、稼働できなくなるおそれもあるが、土のう積み・矢板仮設等での仮締切りで内 

水排除に努め、復旧対策実施を図る。 

 

(３)復旧計画 

公共土木施設災害復旧事業国庫負担法に基づき、速やかな復旧によって、公共の福祉を確保す

る。 

なお、災害査定実施前に着工の必要があるときは、事前の工法協議により、応急復旧を行う。 

 

２.道路施設 

(１)基本方針 

道路施設が被災した場合は、各道路管理者の連携のもとで、災害の種別に応じて緊急度の高い

路線からの復旧工事とする。 

また道路上での障害物除去は警察及び占用工作物管理者等の立会い・協力により、交通路の確

保を図る。 

特に、避難、救出、緊急物資の輸送、警察、消防などの活動に必要な路線は最優先して啓開、復

旧にあたる。 

 

(２)応急対策 

応急復旧は、通行の確保を主目的とし、復旧対策との整合性も考慮し、重量制限や片側通行など 

の制限を付して、仮復旧を実施する。 
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(３)復旧対策 

被災施設の地形・地質、地盤状況、重要度、構造規格等を考慮しながら、可能な限り通行止めは 

回避させ、本復旧に取りかかる。 

なお早期啓開を図る必要のある重点路線は、以下のとおりである。 

 

重点路線 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３.港湾施設 

(１)基本方針 

背後地住民の生命・財産を守り、緊急物資の海上輸送確保を図る計画を以下のとおりとする。 

 

(２)被害状況調査 

港湾施設は、一般的に軟弱な地盤上での建設が多く、異常天然現象等で以下のような被害 

(変状)が考えられる。 

² 防波堤、護岸、防潮堤、水門等の沈下・転倒・滑動、クラック破壊 

² 岸壁、物揚げ場等の傾斜、沈下、桟橋の挫折等 

² ふ頭用地、臨港道路等の損傷、陥没、亀裂 

² 岸壁、物揚げ場等の係留施設の破壊または荷物の積み卸しに重大な支障となる損壊 

² 船舶の乗り上げによる施設破壊 

² 航路標識、けい船浮標、浮桟橋の流出 

² 木材の流出等による航路・泊地等の機能障害 

 

(３)応急対策 

港湾施設は、水際線に近接し、先にも記したように軟弱地盤上での建設が多く、専門的知識が 

必要であることから、二次災害予防のためにも、早急な関係機関への協力を求め、施設の機能維持 

回復に努める。 

 

(４)復旧計画 

前述の「本節 第２ １.河川・海岸施設(３)復旧計画」に準ずる。 

 

災害拠点病院
福祉避難所

ヘリポート
港湾・漁港

避難場所 避難所 災害対策本部
救助・救援物資集積所

被災者
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第 3 鉄道施設 

鉄道事業者の応急対策計画は、「地震・津波災害対策編 第３章 第３４節 第３ 鉄道施設」を準用 

する。 

 

第 4 電力施設 

電力事業者の被災時における応急対策計画は、以下のとおりである。 

 

１.電力の供給計画 

電力供給力が不足の事態には、電力負荷の重要度に応じた系統構成とし、電力広域的運営推進

機関の指示等に基づく電力の緊急融通により、不足供給力の確保に努める。 

 

２.電気の保安 

電気事業責任者は、被災時において送電を継続することが危険と認められる場合、あるいは阿

南警察署、本市消防本部等関係機関から要請があった場合、送電停止等の適切な危険予防措置を

取 る。 

なお送電停止にあっては、被害状況や需要家に及ぼす影響を考慮し、停電範囲の縮少と時間短

縮に努め、実施後は、必要に応じ、技術員を現場に派遣し、電気施設保安に必要な措置を取る。 

また、漏電火災等の二次災害防止に必要な電気の安全措置に関する広報を行う。 

 

３.被災時の応急復旧 

災害が発生したときは、災害の規模、被災施設の状況に応じて、電力の早期供給を目指し、関係 

各所との緊密な連絡のもとに、電力施設の被害状況を速やかに調査・把握し、人員、資機材、機動 

力等を最大限に活用し、「四国電力防災業務計画」に定める復旧順位、復旧方法に基づき、復旧す 

る。 

 

(１)発変電設備 

仮設備等で早期の電力供給に努め、被災機器の復旧を図る。 

 

(２)送電設備 

被害の状況、線路の重要度等を考慮し、必要に応じ仮設備を実施し、被害線路の復旧を図る。 

 

(３)配電設備 

保安上支障のないかぎり、支持物、電線等の手持資材、既設設備の活用によって、仮復旧を行 

うとともに、他ルートから逆送、あるいは移動用ケーブル、発電機車等の利用により、速やかな 

復旧送電を図る。 

 

(４)通信設備 

災害によって通信回線が途絶した場合は、回線種別に応じ必要最小限の回線数を迂回ルートに 

よって確保する。 

また通信機械室、電源室等の浸水により、通信機器が使用不能となった場合は、極超短波、超 
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短波帯の移動無線設備等により、これら区間回線の構成に努める。 

支持物が倒壊、折損、流出した場合は、健全な建築物、樹木等により応急的処置を講じる。 

 

(５)燃料電池自動車等の活用 

県及び市町村は、水素燃料電池自動車、電気自動車、プラグインハイブリッド車などを「走る 

発電所」として、災害時の電源確保に積極的に活用する。 

 

第５ LP ガス供給施設 

被災時における LP ガス販売事業者の応急対策計画は、以下のとおりである。 

 

１.被災時の緊急対応 

(１)火災発生時 

火災発見者から通報があった場合、もしくは自らが発見した場合、直ちに発火燃焼源を確か 

め、周辺 LP ガス設備のバルブ閉止等で延焼防止に努める。 

 

(２)異常気象発生時 

被災により LP ガス設備が損壊または転倒した場合は、バルブ閉止等の緊急措置を講じる。 

 

２.LP ガス販売事業者及び一般社団法人徳島県エルピーガス協会の対応 

LP ガス販売事業者は、阿南警察署及び本市消防本部等関係機関に協力し、災害の鎮静に努め、 

鎮静後は全力で復旧に望むものとする。 

この時一般社団法人徳島県エルピーガス協会は、LP ガス販売事業者間の調整を行う。 

 

(１)広報活動 

消費者に対しては、安全が確認されるまで、ガス栓は閉止し、使用しない旨の広報を行う。 

 

(２)被災状況の把握 

一般社団法人徳島県エルピーガス協会の調整により、LP ガス事業者は消費先の安全点検を実 

施し、被害状況調査を実施する。 

 

(３)容器の回収(処分) 

災害によって、廃棄処分となった不要容器は、二次災害予防のため、速やかに回収に努め、

こ のことを各種メディアを活用して、消費者に認知させる。



- 259 - 

第６ 水道施設 

被災時における水道事業者の応急対策計画は、以下のとおりとする。 

 

１.復旧手順 

(１)応急対策人員 

発災後、直ちに応急対策人員を動員し、被害状況の把握に努める。 

 

(２)被害状況調査 

水道各施設(取水・導水・浄水・送水・配水・給水施設)ごとに、人員を配置し、管網図に被 害

状況を早急にかつ的確に記載し、速やかな復旧計画を立てる。 

 

(３)復旧計画 

対策に必要な人員体制、資機材調達内容を把握し、施設復旧の手順・方法と完成予定日を定

め、計画的な応急復旧対策を実施し、施設の被害状況、復旧見込み等を本市市民に広報する。 

 

(４)優先順位 

復旧にあたっては、緊急度の高い避難所・給水拠点・災害拠点病院・医療救護所・社会福祉施 

設等防災上重要な施設を優先させる。 

 

２.支援要請 

応急復旧の実施に必要な人員・資機材等が不足する場合、本部長は、近隣市町や県を通じ、広

域的な支援要請を行う。 

 

第７ 下水道施設 

下水道施設の応急対策計画は、以下のとおりとする。 

(農業集落排水施設、コミュニティプラント施設も同様とする。) 

 

１.復旧手順 

(１)応急対策人員 

上記の「第６ 水道施設(１)応急対策人員」に準じる。 

 

(２)被害状況調査 

各下水道施設ごとに、人員を配置し、管網図に被害状況を早急にかつ的確に記載し、速やかな

復 旧計画をたてる。 

 

(３)復旧計画 

本市は、各施設の被害状況に基づく復旧計画を策定し、管渠及びポンプ場の被害に対しては、下 

水の排除に支障のないよう応急措置を講じ、処理場の被害に対しては、処理機能の回復を図るべ

く応急措置を講じる。 

なお、復旧にあたっては、道路管理者、ガス・水道事業者等との協同に配慮するとともに、災害 
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時の的確な対応を図る。 

ａ) 管渠 

緊急輸送路を地上巡視し、下水道施設が起因する道路陥没等を早急に把握し、損傷状況に応 

じた応急復旧を実施する。 

ｂ)処理場・ポンプ場 

停電のため機能が停止した場合、ディーゼル発電機などの非常用発電機及びエンジン直結 

ポンプによってポンプ運転を行い、揚水不能の事態が起こらないよう対処する。 

各施設の点検を行い、施設の被害に対しては、箇所、程度に応じて応急措置を実施する。 

万一機能上重大な被害が発生した場合は、揚水機能の復旧を最優先する。また、並行して各 

施設の損壊箇所を直ちに処置し、流下機能の確保と回復を図る。 

 

(４)優先順位 

復旧にあたっては、生活環境保全対策上、重要施設箇所周辺を優先させる。 

 

２.支援要請 

上記の「第６ 水道施設 ２.支援要請」に準じる。 

 

３.災害広報 

本市は、各施設の被害状況及び復旧見込みについて、地域住民に広報し、下水道に関する不安 

解消に努める。また、必要に応じて、応急復旧工事が完成するまで、水洗便所等の使用を中止する 

よう周知する。 

 

第８ 通信設備 

被災時における西日本電信電話(株)徳島支店、及び(株)NTT ドコモ四国徳島支店の応急対策計画

は、以下のとおりである。 

 

１.応急対策 

被災時における通信電話サービスの基本的な考え方は、公共機関の通信確保とともに被災地域 

における通信の孤立化を防ぎ、一般公衆通信を確保することにある。 

 

(１)準備 

² 電源の確保 

² 予備電源設備、移動電源車の発動 

² 移動無線機、移動無線措置局の発動 

² 応急対策用車両、工具の点検 

² 応急対策用資機材の把握 

² 災害輸送対策 

² 復旧要員の確保 

² 通信設備の巡回点検 
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(２)体制 

災害の規模・状況等により、災害情報連絡室または災害対策本部を開設し、情報の収集・伝達及 

び応急対策・復旧計画等の総合調整を図るとともに、県・本市・指定行政機関と連絡を密に取る体 

制整備とする。 

 

(３)電気通信設備の応急措置 

² 交換措置・伝送路切替措置による市外回線網の回復を図る。 

² 可搬型無線機・応急復旧ケーブル布設により、必要限度の臨時市外中継回線を確保する。 

² 指定避難所・医療救護所等に、臨時電報電話取扱所を開設する。 

² 地域の孤立化を防ぐため、地域の主要場所と開設避難所に特設公衆電話を設置する。 

² 本市市街地の主要箇所に臨時公衆電話を設置する。 

² 通信の疎通が困難となった場合は、電気通信事業法に基づき、利用制限の規制措置を行う。 

² 災害に関する通信については、電気通信事業法に基づく非常緊急電報・非常緊急電話として、 

優先した通信を行う。 

 

(４)通信途絶時の広報内容 

² 被災区間あるいは被災場所 

² 回復見込み日時 

² 通信途絶・利用制限の理由、及び内容 

² 通信利用者への協力要請の内容 

² その他 

 

(５)『１７１』の開設 

被災地に向けた電話が輻輳する場合、安否情報確認の災害伝言用ダイヤル『１７１』、インター 

ネットによる災害用伝言板『Ｗｅｂ１７１』、携帯電話の「災害用伝言板」及び「災害用音声お届 

けサービス」を開設する。 

 

２.回復の復旧順位 

災害により電気通信設備に被害を受け、回線に故障が生じた場合は、通信の途絶の解消及び重

要 通信の確保に努めるとともに、被災状況に応じた措置により回線の復旧を図ることとするが、

復旧 順位は社会的影響等を勘案の上、次のような段階的復旧を実施する。 

(１)第１順位の復旧 

気象、水防、消防、災害救助、警察、防衛関、及び輸送、通信、電力の確保に関係する機関に設 

置されるもの 

 

(２)第２順位の復旧 

ガス、水道の確保に関係する機関、新聞、放送等報道機関に設置されるもの 

 

(３)第３順位の復旧 

第１順位、第２順位に該当しないもの 
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第９ 危険物施設 

各種危険物施設の応急対策計画は、以下のとおりとする。 

 

１.火薬類 

(１)応急措置 

火薬庫あるいは火薬類の所有者・占有者は以下の対策を実施する。 

² 貯蔵火薬類を安全な場所に移動させる余裕のある場合は、移動場所に見張人を配置させる。 

² 所有している場所が危険で、移動に余裕がない場合は、水中に沈める等の安全な措置を講じ 

る。 

² 火薬庫の窓等は目塗土で完全に密閉し、木造部は防火措置を取り、必要に応じ周辺住民に避 

難を警告する。 

² 吸質・変質・不発・半爆等のため、原性能あるいは原形を失くした火薬類は、安全に廃棄す 

るものとし、安定度に異常を呈した火薬類も廃棄する。 

 

(２)本市の措置 

本市は災害の予防に努め、災害の発生が予測されるときは、火災警戒区域を設定し、その区域内 

での火気使用制限と関係者以外の退去を命じ、区域内住民には避難・立退きの指示と要配慮者等

の 避難支援や救出・救護活動を実施する。 

 

２.高圧ガス 

高圧ガス製造・使用業者は、次の対策を実施する。 

(１)応急措置 

² 事業所内の火気取扱いを直ちに停止し、施設の異常有無の点検を実施する。 

² 施設・貯蔵所・充てん容器等が危険な状態になったときは、適切な災害発生防止のための措

置を図る。 

² 被害が発生し、または被害の発生が予測されるときは、直ちに関係機関に通報する。 

² 必要な場合は、従業員及び周辺住民に退避の警告を行う。 

 

(２)市の措置 

火薬類の措置に準じる。 

 

３.石油類・毒物及び劇物 

石油類・毒物及び劇物の応急対策計画は、以下のとおりとする。 

(１)応急措置 

² 施設内の使用火は完全に消火させ、施設内電源は保安経路を除き切断する。 

² 施設内の主要部の補強・保護を実施し、自然発火性物質に対する保安措置を強化する。 

² 施設内の消火設備を点検し、その性能を確認あるいは補修する。 
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(２)本市の措置 

²被害が広範囲にわたり、引火・爆発が発生、または発生のおそれがあるとき、施設関係者は

防災関係機関に連絡を取り、立入禁止区域の設定と、周辺住民の避難・立退きの指示を行

う。 

²火災発生時は、警防班が消火にあたるが、災害規模・危険物の種類によっては、消火用薬剤

の収集あるいは化学消防車の派遣等を関係機関に要請する。 

²流出・転倒あるいは浮上がったタンクは、使用停止を命じ、タンク内危険物の排出作業を実

施させる。 

²漏油した箇所、及びその周辺は、ロープ等で明示し、係員を配置させる。 

 

４.放射性物質 

放射性物質使用者の応急対策計画は、以下のとおりとなる。 

(１)応急措置 

²異常気象あるいは火災等で放射性障害が発生し、または発生するおそれのある場合は、当該

施設管理者等は、関係機関と緊密な連絡を取り、危険場所の認知及び、放射線量の 測定を

行い、汚染区域拡大の防止を図るものとする。 

²被ばく線量は、作業者は５年間で１００ｍＳｖ(ミリシーベルト)以下、かつ１年間で５ ０ｍ

Ｓｖ以下となる限度の作業量で、妊娠の可能性がある女性では、３ヶ月間で５ｍSｖ 以下、

妊娠中の女性は１ｍSｖ以下の被ばく線量限度とする。 

²大量放出またはそのおそれのある場合は、危険区域内所在地の避難誘導に当たるとともに、

立入り禁止区域を設定するものとする。 

²立入り禁止区域内にいた避難者等には、医療機関との連携により、ヨード剤を配給する。 

【メモ】
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²放射線による人体への影響は次のとおりで、被ばくの影響には十分な配慮が必要である。 

 

※注   放射線をあびてから、何年後かに障害が現れることがある。これを晩発効果といい、 被ばく

を受けた人の子孫に障害が現れることを遺伝的効果という。 

広島・長崎の被ばく者で、推定線量が３～１５Sv の場合には、白血病の発生には比例関 係が

見られた。放射線は、生体に対して、染色体異常や DNA 損傷などを引き起こすことが知られ

ている。 

 

²関連する法令やガイドライン 

放射線障害防止に関する法令やガイドラインは、以下のとおりである。 

・除染電離則(東日本大震災により生じた放射性物質で、汚染された土壌等を除染するための事業等

に係る電離放射線障害防止規則) 

・除染ガイドライン(除染等業務に従事する労働者の放射線障害防止のためのガイドライン) 

・特定線量下ガイドライン(特定線量下業務に従事する労働者の放射線障害防止のためのガイドライ

ン) 

 

※注 放射線障害が発生した現場に立ち入る作業責任者や労働者は、必要な健康診断を受け、事前に

特別教育を受ける必要があり、下記テキストでの講習を受けなければならない。 

・除染等業務特別教育テキスト改訂版(平成 24 年 7 月、厚生労働省電離放射線労働者 

健康対策室編) 

・特定線量下業務特別教育テキスト ( 〃 〃 ) 

１００％の人が死亡 

５０％の人が死亡 

１０％の人が全身悪心・嘔吐 

血中リンパ球の減少がある 

がんの増加は確認されない 

職業被ばく限度

急性潰瘍 

紅班、白内障 

不妊 

脱毛 

水晶体混濁

［全身被ばく］ 

7,000ｍSv > 

3,000～5,000ｍSv 

1,000ｍSv ≧ 

500ｍSv ≧ 

100ｍSv ≦ 

50ｍSv ≦ 

［局部被ばく］ 

10,000ｍSv 

5,000ｍSv 

2,500～6,000ｍSv 

3,000ｍSv 

500～2,000ｍSv
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第１０ 農業用施設 

被災時の農業用施設の応急対策は、以下のとおりとする。 

 

１.頭首工・取水施設・排水施設等 

施設管理者より、頭首工・取水施設・用排水路・水門・樋門・排水機場等施設の被害報告を受け 

た場合、人命を最優先し、避難指示の適確な判断と生活機能・経済活動の支障の有無を考慮し、本 

市施設にあっては、可能な限りの応急復旧を実施する。 

また県・国有施設にあっては、本市施設の被害状況を取りまとめ、県・国へ報告する。 

 

２.農業用ため池 

異常気象発生時の農業用ため池の施設管理者は、「第２章 第１０節 第８ 農業用ため池対策」に 

記す調査・点検項目にしたがい、緊急点検を実施し、本市に報告する。欠壊あるいは二次災害の危 

険性があると判断されたときは、下流域住民に速やかに連絡し、避難指示を行うとともに、以下の 

ような応急対策を実施するものとする。 

なお、調査・点検結果及び応急対策実施の有無等を県に報告する。 

 

３.緊急措置 

(１)堤頂部で、法線方向に亀裂が発生していると、すべり破壊を起こす危険性があり、亀裂閉塞を行

うとともに、雨水浸透防止の覆いを施す。 

 

(２)堤頂部で、横断方向に亀裂が発生し、遮水部深度まで達している場合は、漏水あるいは パイピン

グ(※注１)等による堤体破壊の危険性が高く、応急対策が必要となる。 

 

※注１ パイピング 

脆弱な地盤内で浸透水が集中するとパイプ状の水の通り道ができ、水とともに流動し た土

砂が地盤外へ吹き上げてくる現象をいう。 

 

(３)堤頂部に沈下が生じると、以降の降水で満水位を超え越流後に欠壊に至る可能性がある。余裕 高

が見込まれるかさ上げを行う。 

 

４.対策工 

対策工は、生活機能・経済に与える影響等を考慮し、県との協議によって、以下の対策を行う。 

² 基礎を通過するすべり破壊、軟弱地盤の沈下対策等を実施する。 

² 塑性のある遮水性材料を用い、幅広の堤体とする。 

² 沈下に備えて十分な余裕高を見込む。 

² 堤体排水がスムーズとなるように、下流側に十分な通水能力を持たせたため池構造とする。 

² 堤体浸食のない構造とする。 
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第３４節 集落の孤立化対策計画 
【総括班、市民班、地域支援班、土木班、警防班】 

第 1 主旨 

大規模な災害によって、交通や通信・ライフラインが途絶した孤立集落の応急対策は、本市・県及 

び防災関係機関が一体となり、孤立住民の安心・安全確保を図るため、以下の対策を実施する。 

 

第 2 孤立化した場合の対応 

１.本市の対応 

²孤立化した集落が発生、または発生したと想定される場合は、県に孤立集落の場所・世帯

数・要配慮者数等の被災情報を提供する。 

²孤立化集落内で、被災被害を受けず避難所の機能をはたすことが可能な施設が存在する と 

きは、当該施設を避難所として開設し、飲料水・食料品他必要とされる物資・備品の供給体 

制を図る。 

なお集落内のボランティアで、臨時避難所を開設したときは、集落内の自治会代表者(ある 

いは、自主防災組織の会長)と災害対策本部が連携を取る。 

²本市で可能な、交通・通信・ライフライン被害の早期の復旧対策を実施する。 

²その他、必要な対策について、関係機関との連携を図る。 

 

２.県の対応 

²本市からの孤立化情報提供時は、消防防災ヘリコプターや職員派遣等を実施し、被災状況の 

把握あるいは被災者の搬送等を行うとともに、消防・警察機関と連携を図り、適切な応急措 

置を実施する。 

²被災規模に応じて、自衛隊への災害派遣要請、災害時相互応援協定に基づく応援要請を実施 

する。 

²放送協定に基づく放送事業者への緊急情報伝達要請のほか、アマチュア無線連盟に対する 

緊急情報の収集・伝達要請を行う。 

 

３.電気通信事業者 

²孤立化集落との連絡手段確保のため、配置している衛星携帯電話を提供するとともに、 避難

所内に衛星対応の特設公衆電話を設置する。 

²被災した通信中継局、通信回線等の応急復旧に努める。 

 

４.道路管理者 

²災害時相互応援協定に基づき、建設業団体等の協力により、道路の応急復旧を実施するとと 

もに、交通規制状況の伝達を行う。 

 

５.阿南警察署 

² 孤立集落住民の安否確認・行方不明者の捜索・救出活動・交通規制等の実施を図る。 
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第３５節 海上災害対策計画 

【総括班、警防班】 

第 1 主旨 

大規模な災害による船舶の衝突・転覆・火災・爆発・浸水による救難救助対策及び流出油対策は、 

以下のとおりとする。 

 

第 2 海難救助対策 

１.海上事故情報等の連絡 

(１)海上事故の発生を知った場合、関係事業者は速やかに徳島海上保安部等の関係機関に通報する。 

 

(２)本市は、人的被害状況の情報とともに、被害規模の概括的情報を県に連絡する。 

 

(３)本市は、県に応急対策の活動状況、災害対策本部開設状況等を連絡し、応援要請の有無を連絡す

る。 

 

２.活動体制 

災害発生後、本市は速やかに職員の非常参集、情報収集連絡体制の確立及び災害対策本部開設

等の必要な措置を図る。 

 

３.捜索・救助・救急活動 

(１)海上災害等における捜索・救助・救急活動は、徳島海上保安部、あるいは民間団体と連携し、迅

速な措置を講じる。 

 

(２)大規模な救難事故にあっては、本章第３０節『輸送計画』を準用する。 

 

４.消火活動 

船舶等の火災を発見したときは、速やかに火災発生状況を把握し、徳島海上保安部あるいは関

係機関等に連絡する。 

ただし、岸壁部に係留された船舶にあっては、連絡と同時に初期消火活動も実施する。 

 

５.相互協力 

その他、徳島海上保安部あるいは関係機関から応援要請がある時に、余力のある場合は相互協

力体制を実施する。 

 

第３ 緊急輸送のための交通確保、緊急輸送活動 

本市は、被害の状況、緊急度・重要度を考慮し、陸上部においては警察機関・道路管理者と、海上 

部においては徳島海上保安部と連携し、交通規制、あるいは通行制限・禁止を行い、速やかな緊急

輸送活動に努める。 

なお、ここにいう緊急輸送とは、海上事故における傷病者、避難者の輸送、あるいは救助・救急に 

必要な医師・看護師、救援物資、防除資機材の輸送等をいう。 
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第４ 関係者への情報伝達 

１.海上災害情報の伝達 

徳島海上保安部は、危険物等流出現場周辺海域における船舶の航行制限・禁止等の危険防止措

置 や海上災害に関する情報を、関係者に周知・指導する。 

 

２.被災者の家族等への情報伝達 

本市は、被災者の家族等への情報を把握し、海上災害の状況や二次災害の危険性に関する情報、 

安否情報、各機関が活動中の施策に関する情報等、被災者家族が要求する情報提供に努める。 

 

３.市民等への的確な情報伝達 

本市は、災害発生地、及び発生地周辺の本市市民等に対し、海上災害の状況、安否情報、災害対

応状況等の情報を的確に伝達する。 

 

４.関係者等からの問い合わせに対する対応 

本市は、発災後速やかに、関係者等からの問い合わせに対応できる連絡体制整備に努めるとと

も に、情報の収集・整理を行う。 

 

第５ 流出油対策 

1.流出油等の事故が発生した場合、事故の原因者は、速やかに流出油の発生状況等を徳島海上保安 

部に連絡するとともに、拡散防止等の措置を講じる。 

 

２.海上での対処法、漂着の防止、流出油の回収処理にあっては、徳島海上保安部及び海上保安部内 

に事務局を持つ徳島県排出油等防除協議会、県、関係機関と連絡を取り、必要な応急対策を実施す 

る。 

 

３.被害規模によっては、沿岸部住民に広報活動の実施・警戒区域の設定を行い、火気使用上の留意 

点を知らせる。 

 

４.当対策における情報伝達図は、次頁のとおりである。
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［鳴門地区協議会］

［徳島地区協議会］

［小松島地区協議会］

［阿南地区協議会］

［海部地区協議会］

排１ 徳島海上保安部 ［会長］

0885-33-2244～46

0885-33-2245

昼間に同じ  （夜間）

排24 鳴門市

088-684-1711

088-684-1336

 （夜間）

排142 海上自衛隊　徳島教育航空群 排52 徳島市消防局

088-699-5111 088-656-1192

088-699-6111 088-656-1202

昼間に同じ  （夜間） 088-656-1190  （夜間）

排143 海上自衛隊　第24航空隊 排82 小松島市

0885-37-2111 0885-32-2227

0885-37-2111 0885-32-3522

昼間に同じ  （夜間）  （夜間）

排144 徳島地方気象台 排98 阿南市

088-626-0676 0884-22-9191

088-626-0680 0884-28-9884

088-622-3857  （夜間） 0884-22-1111  （夜間）

排124 海部消防組合消防本部

0884-72-0600

0884-72-0367

0884-72-0999  （夜間）

［副会長］
排5 徳島県 危機管理部 とくしまゼロ作戦課 排16 徳島県漁業協同組合連合会 排9 徳島県　農林水産部　水産課 排4 国土交通省　四国地方整備局　小松島港湾・空港整備事務所 排19 一般社団法人徳島県トラック協会

088-621-2297 088-636-0500 088-621-2471 0885-32-1090 088-632-8810

088-621-2987 088-636-0525 088-621-2863 0885-32-1125 088-632-4701

 （夜間）  （夜間）  （夜間）  （夜間） 088-632-8810  （夜間）

各　漁業協同組合 排2 国土交通省　四国地方整備局　徳島河川国道事務所 排21 海水油濁処理協力機構徳島支部

088-654-9266 0885-32-2764

088-654-9267 0885-33-2090

昼間に同じ  （夜間）  （夜間）

排15 徳島県警察本部 排3 国土交通省　四国地方整備局　那賀川河川事務所 排20 徳島県石油商業組合

088-622-3101 0884-22-6592 088-622-6406

088-621-2956 0884-22-9795 088-655-0248

昼間に同じ  （夜間）  （夜間） 昼間に同じ  （夜間）

排18 全日本内航船主海運組合　徳島県支部 排17 徳島県内航海運組合

0884-23-4710 088-664-4570

0884-42-3173 088-664-4571

 （夜間） 088-664-4570  （夜間）

情報伝達図（全域所属）

R2.4　現在

※オブザーバー  

  

  

  

 

     

※事故発生地区を除く。   

   

徳島県県庁内　部・局・課
及び

出先事務所等
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情報伝達図(阿南地区協議会) 



- 271 - 

第３６節 石油コンビナート災害応急対策計画 

【総括班、商工政策班、警防班】 

第１ 主旨 

石油コンビナート区域での大規模災害にあっては、被害軽減を図るために、『徳島県石油コンビナ 

ート等防災計画』の規定等により、以下のとおりで実施する。 

 

第２ 基本方針 

本計画は、以下の基本方針のもとに運用し、災害に対処するものとする。 

 

１.石油コンビナート等特別防災区域における災害防止は、第１次的責任を有する企業がまず自衛防

災組織によって防衛し、企業相互間の応援も受けながら初期消火等にあたり、被害拡大を防止す

る。 

 

２.消防機関その他の関係機関は通報に応じて、必要な装備・人員を動員し、応急措置を実施しなが

ら、防災本部は連絡調整にあたる。 

 

３.非常事態時等にあっては、市長は県・国・自衛隊をはじめ、近隣市町に応援の要請を図る。 

 

４.人命尊重を第一義とし、早期避難・救出・救護等住民の安全対策を優先させる。 

 

第３ 対象 

対象地区は、石油コンビナート等特別防災区域を指定する政令(昭和５１年政令第１９２号)に定 

める区域で、本市は、阿南市橘町幸野地内の四国電力(株)阿南発電所、新日本電工(株)徳島工場及び 

これらの関係企業等の区域である。 

 

第４ 災害応急対策計画 

計画の実施は、『徳島県石油コンビナート等防災計画.徳島県.平成２７年度修正』に準拠する。 
 

 

【メモ】
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第３７節 原子力災害応急対策計画 

【各部各班】 

第１ 基本方針 

原子力事業者から警戒事象または特定事象の通報があった場合の対応、あるいは原子力緊急事態 

宣言が発出された場合の緊急事態応急対策は以下のとおりであるが、原子力防災上必要と認められ 

るときも、当対策を適用する。 

 

※注 原子力緊急事態宣言 

原子力災害対策特別措置法第１５条に定める原子力緊急事態に至ったときの、内閣総理 大

臣による緊急事態宣言で、以下の事態で発出される。 

 

²　原子力事業所または関係都道府県の放射線測定設備により、事業所境界付近で、５００μ 

Sv/h を検出した。 

² 排気筒等通常放出場所、管理区域以外の場所、あるいは輸送容器から１ｍ離れた地点で、通 

常事象の１００倍の数値を検出した。 

² 臨界事故の発生となった。 

²　原子炉の運転中に、非常用炉心冷却装置の作動を必要とする原子炉冷却材の喪失が発生し

た場合において、すべての非常用炉心冷却装置の作動に失敗した。 

 

 

第２ 情報収集・連絡体制の整備等 

１.情報の収集・連絡体制の整備 

(１)四国電力株式会社からの連絡 

四国電力株式会社徳島支店は、伊方原子力発電所(愛媛県)において事故及び異常が発生した場 

合には、県にただちに連絡する。 

 

(２)関西電力株式会社等との情報伝達体制 

関西電力株式会社、日本原子力発電株式会社及び独立行政法人日本原子力研究開発機構は、高

浜、大飯、美浜、敦賀各原子力発電所(福井県)、高速増殖炉研究開発センター・もんじゅ(福井県)、 

及び原子炉廃止措置研究開発センター・ふげん(福井県)において事故及び異常が発生した場合に 

は、関係機関に連絡する。 

 

(３)その他の原子力発電所等の事故及び異常発生時の情報収集体制 

上記以外の原子力発電所・原子力関係施設に関する事故及び異常発生時には、必要に応じ、立地 

府県等から情報収集を行う。 

 

２.災害情報等の伝達 

県は、国、原子力事業者及び立地府県等から受けた通報・連絡事項を、必要に応じ本市を含む各

市町村等関係機関へ連絡する。 
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第３ 緊急事態応急体制の確立 

１.事故対策のための警戒体制 

(１)警戒体制 

本市は、警戒事象または特定事象発生の通報を受けた場合、速やかに職員の非常参集、情報の収 

集・連絡体制の確立等必要な体制をとるとともに、国、県、及び原子力事業者等関係機関と緊密な 

連携を図りつつ、事故対策のため、あらかじめ定められた警戒体制をとる。 

 

(２)情報の収集 

本市は、警戒事象または特定事象発生の通報を受けた場合、国、県との連携を図りつつ、事故の 

状況把握に努める。 

 

２.緊急時モニタリングの実施 

本市が実施すべき緊急時モニタリングは、県の緊急時モニタリングセンターへの参画・協力で

対 処する。 

 

３.飲食物の出荷制限、摂取制限等 

(１)スクリーニング検査 

本市は、原子力災害対策指針に基づいたスクリーニング基準を踏まえ、国及び県の放射性物質

による汚染状況の調査(飲料水、食品)に協力する。 

 

(２)飲食物の出荷制限、摂取制限等 

本市は、原子力災害対策指針に基づいたＯＩＬの値や、食品衛生法上の基準値を踏まえた国及

び県の指導・助言及び指示に基づき、飲食物の出荷制限、摂取制限及びこれらの解除を実施する。 

 

４.緊急時の保健医療体制の確立 

本市は、県が行う緊急時での本市市民等の健康管理、汚染検査、除染等緊急被ばく医療について

協力する。 
 

 

【メモ】
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第４ 市民への情報伝達 

本市は、同報無線や広報車、自主防災組織との連携等により、周辺住民等に対し、県に準じた以下 

の広報活動を行う。 

² 原子力災害の状況 

² 安否情報 

² 医療機関などの情報 

² 農畜水産物の安全性の確認 

² 他 

 

第５ 広域避難対策 

本市は、災害時相互応援協定締結市町村または県より、県境を越える広域避難の受入れ要請を 受

けたときに、受入れ協力が可能な体制の整備に努める。 

 

１.受入れ協議 

本市は、以下に記載する理由がある場合を除き、被災者を受入れ、一時滞在用の避難所等を提供 

する。 

² 本市も被災していること 

² 被災者の受入れに必要となる施設が確保できないこと 

² 地域の実状により要配慮者等特段の配慮が必要な被災者の支援に必要な体制が十分に整備 

できないこと 

² その他個別の災害における種々の状況を総合的に勘案してやむを得ない状況であると判断 

されること 

 

２.広域避難の受入れ 

県は、避難者を受入れるにあたり、避難元都道府県との調整や避難者の登録、情報提供等を行う 

窓口を設置するとともに、広域避難の受入れを実施する本市運営の避難所を支援する。 

なお、福井県嶺南地域に立地する原子力施設において万一事故等が発生し、広域避難が必要にな 

った場合は、関西広域連合が策定する「原子力災害に係る広域避難ガイドライン」に基づき、鳴門 

市、松茂町、北島町の１市２町が京都府舞鶴市の避難住民の受け入れを行うが、本市の場合は予備 

枠として受入れすることとなる。 

 

３.避難所の確保 

本市は、広域避難の受入れに使用できる避難所の確保に努めるとともに、必要に応じ、県と連携 

し、施設管理者への協力要請を行う。
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４.避難者生活の支援及び情報提供 

(１)避難者の生活支援 

本市及び県は、避難者の多様なニーズを把握し、必要な支援につなげるとともに、避難先の生 

活・医療・雇用情報等をとりまとめ、避難者に対し情報提供を行う。 

また、新型コロナウイルス感染症を含む感染症の流行下において、原子力災害が発生した場 

合、住民等の被ばくによるリスクとウイルスの感染拡大によるリスクの双方から、国民の生命・ 

健康を守ることを最優先とする。具体的には、避難又は一時移転を行う場合には、その過程又は 

避難先における感染拡大を防ぐため、避難所・避難車両等における感染者とそれ以外の者との分 

離、人と人との距離の確保、マスクの着用、手洗いなどの手指衛生等の感染対策を実施する。 

 

(２)避難者の情報提供 

本市及び県は、避難者に関する情報を活用し、避難者へ避難元市町村からの情報を提供する。 

 

５.二次避難先の検討 

県は、避難の長期化が見込まれる場合に備え、二次避難先として、旅館・ホテル、公営住宅、 

民間賃貸住宅等の活用について備える。 

 

第６ 中長期対策 

１.環境放射線モニタリングの実施と結果の公表 

県は、原子力緊急事態解除宣言後も、継続的に環境放射線モニタリングを行い、速やかに結果公 

表を行う。 

その後、平時における環境放射線モニタリング体制に移行する。 

 

２.各種制限措置の解除 

原子力災害応急対策として実施した、立入り制限、あるいは飲食物の出荷制限・摂取制限の解除 

にあっては、本市は県との連携の基で、国が派遣する専門家等の判断、国の指導・助言により実施 

し、関係機関に伝達する。 

 

３.市民等への的確な情報伝達活動 

県は、本県内の空間放射線量率が平時よりも高い場合は、相談窓口の運用を継続する。 

したがって、本市も引き続き、本市市民のニーズを把握し、原子力災害の状況、安否情報、医療

機関 情報、農畜水産物の安全性等の情報を、利用可能な様々な手段で、迅速かつ適切に提供する。 

 

４.風評被害等の影響の軽減 

本市は、国及び県と連携し、科学的根拠に基づく農林漁業、地場産業の産品等の適切な流通確保 

に向けた広報活動を行う。 

特に農林水産物については、放射性物質のモニタリング検査の方法及び検査結果、出荷制限、摂 

取制限等の情報発信に努める。 

 

５.避難者の生活支援継続と長期化への対応 

本市は、国及び県と連携し、避難者等の生活支援に向けて、住まいの確保、生活資金等の支給や、 

その迅速な処理のための仕組み構築に加え、生業や就労の回復による生活資金の継続的確保、コミ 

ュニティの維持回復、心身のケア等生活全般にわたって、きめ細かな支援に努める。 
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補足説明(用語) 

 

１.ＰＡＺ及びＵＰＺ 

原子力災害対策を重点的に実施すべき区域で、 

予防的防護措置を準備する区域を、ＰＡＺ(Precautionary Action Zone)、 

緊急防護措置を準備する区域を、ＵＰＺ(Urgent Protective action Planning Zone)、 

とし、原子力災害対策指針によって、区域の目安となる距離(半径)が規定されている。 

 

２.モニタリング 

原子力施設内や周辺地域における放射線の線量あるいは放射性物質の濃度を測定・監視する 

　　こと。放射性物質若しくは放射線の異常な放出又はそのおそれがある場合に実施する環境放射 

線モニタリングを緊急時モニタリングという。 

 

３.安定ヨウ素剤 

原子力発電所等の事故で、放射性ヨウ素が呼吸や飲食によって吸収されると、甲状腺に濃 

集し、甲状腺組織内で一定期間放射線を放出し続ける。 

その結果、甲状腺障害が起こるが、この障害を防ぐために服用する医療薬をいう。 

 

４.原子力被災者生活支援チーム 
　原子力災害で、原子力施設の応急措置あるいは避難区域の住民避難終了後に、環境大臣及び  
原子力利用省庁の担当大臣を長とした被災者の生活支援を行うチーム。
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第４章 災害復旧・復興計画 

 
 

第１節 復旧・復興の基本方針 

【各部各班】 

第１ 主旨 

大規模災害で、本市内が広範囲にわたり壊滅的被害を受け、社会経済活動に甚大な影響を及ぼし 

た場合、高次でかつ長期に渡る大規模事業となる。 

したがって、本計画においては、速やかな復旧・復興を図るため、県等の関係諸機関との協議を 基

に、早急な原状復旧を基本としつつ、本市の都市計画マスタープラン及び総合基本計画と整合性 の

取れた中長期的な計画復興を図った上で、復旧・復興の基本方針を定める。 

 

第２ 復旧・復興計画時の基本フレーム 

近年の大規模災害被災地域での原状復旧・復興計画状況を参考とし、復旧・復興計画の基本フレ 

ーム(骨組み)を以下のとおりとする。 

 

5 項の基本フレーム 

(ａ)被災者が主体となった自治的復旧・復興 

(ｂ)広域避難所生活～仮設住宅生活～恒久住宅生活に至る建設・転居が 

スムーズとなる生活復旧・復興 

(ｃ)本市地場産業・地域資源再生の活力復旧・復興 

(ｄ)隣接市町を含む広域支援チームとの協働による交流復旧・復興 

(ｅ)「阿南市総合計画２０２１▶２０２８」に沿った未来まちづくり復旧・復興 

【メモ】
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第２節 復旧・復興対策 

【各部各班】 

第１ 主旨 

「阿南市総合計画 2021▶2028～咲かせよう夢・未来計画 2028～」は、第 5 次阿南市総合計 

画の成果と課題を踏まえ、その取組や目標が本市市民にとって身近で、かつ実効性の高い計画として

策定している。 

6 分類の施策体系を定め、当総合計画と関連付けた復旧・復興計画とする。 

 

第２ 総合計画と復旧・復興施策(案) 

復旧・復興計画時の基本フレームと乖離せず、阿南市総合計画と互換性を持った復旧・復興施策

(案)は、以下のとおりとなる。 

復旧・復興施策(案)１－２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

復旧・復興施策(案)１－１ 

 
分類 阿南市総合計画 2021▶2028 復旧・復興施策(案)

５項の基本 フ

レーム No.

 
道 

路 

交 

通 

網

 

・ 

湾 

港 

の 

整 

備

・港湾施設整備・海岸保全整備への支援 
・本市市道の整備 
・阿南駅前広場及び駅周辺の骨格道路の整備推進 
・四国横断自動車道及び阿南安芸自動車道の整備促 　　

進 
・一般国道 55 号阿南道路と阿南インターチェンジ 
(仮称)を東西に結ぶ幹線道路の整備促進 
・地域活性化の拠点となる新たな「道の駅」の研究 
・本市市道の適正な管理・保全 
・管理橋りょうの計画的な修繕 
・持続性のある地域公共交通の確保維持

防災機能復旧再生を図った道路整備 (d)(e)

 リダンダンシーに配慮した、クシの歯

構造の交通ネットワーク整備
(d)(e)

 湾港インフラ整備の回復と更地(被災

跡地含む)の有効利用・臨海部発電施

設等の整備計画継続

(c)

 被災復旧時の防災機能強化を図った

生活道路の再生
(c)

 海上交通機能の早期回復と離島に居

住する本市市民の利便性追求
(a)

 
住 

宅 

他 

公 

営 

施 

設

・住宅の耐震化の推進 
・管理不全空き家の発生予防 
・居住誘導区域における防災対策の推進 
・住宅政策の総合的推進 
・公民館の適正な管理の推進 
・牛岐城趾公園や阿南西部公園の良好な維持管理 
・安全・安心に利用できる公園施設の整備・充実 
・計画的な維持管理、補修・更新による公園施設の長

寿命化

住民が主役の自治的な集団移転等の

整備促進(レッドゾーン考慮)
(a)(b)

 再液状化等土地地盤状況も考慮した

新築・改築(耐震施工)促進
(b)

 地域防災拠点施設の見直しと整備 (e)

 広域避難所閉鎖後の学校機能の早期

回復
(b)

 

水 

道 

施 

設 

整 

備

・水道施設の耐震化の推進による水道事業の基盤強 

化 
・水道資産の適正な管理体制の構築 
・非常時における業務継続体制の構築と住民連携の 

推進 
・徹底した水質管理による安全・安心な水の供給

上水道施設の早期回復 (e)

 
居住者ライフラインの安心・安全追求 (e)

 継続事業として実施 (e)

 環境と調和した都市づくりの復旧・復

興
(e)

 応急復旧にともなう点検整備と継続

事業 の実施
(a)(e)
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 分類 阿南市総合計画 2021▶2028 復旧・復興施策(案)
５項の基本 フレ

ーム No.

 

防 

災

 ・ 

消 

防 

体 

制 

の 

整 

備

 ・ 

充 

実

・阿南市国土強靭化地域計画の推進 
・防災施設の整備・確保と物資・資機材の充実 
・災害時応援受援計画の整備 
・治山対策の推進 
・各種訓練・イメージトレーニングの実施 
・事前復興ロードマップの整備 
・自主防災組織の育成・活動支援 
・ICT やＩｏＴなど最新技術を活用した情報伝達手段 
の研究 
・排水設備の整備 
・内水・外水浸水状況の検証と対策 
・想定最大規模の洪水ハザードマップの整備 
・高潮ハザードマップの整備 
・消防用施設及び車両等の充実 
・本市市民に対する応急手当普及活動の充実 
・阿南市火災予防査察規程に基づく査察の強化 
・消防団組織力の総合的強化 
・県下消防広域化の検討 
・救急隊員の技術・知識の高度化 
・救急要請時における「口頭指導」の充実 
・消防活動の迅速かつ持続継続可能な出動態勢の推 進

被災時の教訓を生かした更なる防災対策の

推進
(a) (e)

 被災時の教訓を生かした被災の立場に立っ

た防災施設整備の構築
(a) (e)

 避難場所・避難経路の見直しと修正 (a)(b)(c)

 被災時の教訓を生かした新たな自主防災組

織再編
(a)

 震災時要援護者の支援と介護度に応じた適

切な福祉施設の実施
(a)(d)

 余震発生後の二次・三次災害発生に備えた緊

急連絡・広報活動の早期施策
(a)(d)

 希望の持てる防災まちづくりの啓発、減災意

識への更なる啓発
(e)

 大規模災害発生後の施設の点検整備と施設

の見直し・補強
(e)

 被災状況を考慮した土地利用計画の変更・修

正(住民の意見反映)
(a)(e)

 心のケアを重視した福祉活動の展開と女性

の登用、広域支援チームとの協働
(a)(d)

 保 

健

 ・ 

医 

療

 ・ 

衛 

生 

環 

境 

の 

充 

実

・感染症対策の推進 
・成人・高齢者保健の充実 
・健康保持・増進と疾病の重症化予防 
・高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施 
・高齢者のための一般介護予防事業の充実 
・在宅医療・介護連携の推進 
・地域医療・救急医療体制の充実 
・医師確保のための阿南地域医療教育センター事業 
の支援 
・ごみ処理施設の適切な運営 
・感染症対策に配慮した総合防災訓練及び避難所運 営訓

練等の推進

広域に渡る被災箇所での様々な支援を生 
かした徳島県南部保健医療圏としての更 な

る医療体制の充実

(d)

 
施設の点検整備と継続事業の実施 (e)

 
復旧・復興時の特別措置法等に基づく適 
切な災害廃棄物等の処理

(e)

 

河 

川 

整 

備

・県が管理する福井川等の河川整備・改修への支援 
・ダム改造・再生への支援 
・那賀川・桑野川の無堤地区における築堤工事等、 
河川の整備改修事業の推進 
・国と連携した流域治水対策・事前防災対策の推進 
【那賀川流域治水プロジェクト】 
・河川流域の津波対策の推進 
・準用河川の適正な維持管理

地震・津波災害からの早期回復・復興 (e)
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第３ 計画的復興 

本市は、前述の復旧・復興施策(案)を基に、復興に関わる総合的措置を講じ、速やかな復興を 図る

ために、復興に関する事務等を行う組織(震災復興本部)を設置する。また、当該本部内にお ける復興

計画の策定を進める担当部署において、復興方針や復興計画に係る案の作成、既存計画(施 策)との

整合性の確保、庁内各部局の調整を行う。 

 

１.復興に関する調査 

「本編 第３章 災害応急対策計画」において、災害時における防災関係機関の情報連絡体制、 被

災状況及び人的被害の状況を速やかに把握するための体制等について定めているが、さらに 詳 細

に被災状況を把握し、市街地及び都市基盤施設の復旧・復興の基本方向の決定、住宅の復興対策、

生活支援対策など、復興対策及び復興対策に関わる応急対策を迅速・的確に行うため、復興に 関

する調査を行う。 

 

(１)建築物の被災状況に関する調査 

本市は、応急復旧対策、復興対策を効果的に行うために、全壊、半壊といった被災地全体の 建

築物の被災状況の調査を行い、その結果を整理して県に報告する。 

県は、本市の行う調査に対し職員の派遣を行うとともに、必要に応じて、国や他の自治体等の 

協力を得ながら、派遣要請等を行う。 

 

(２)都市基盤復興に係る調査 

²公園・緑地等の被災状況調査 

国、県、本市は、広域避難地、広域応援活動拠点、応急仮設住宅用地となる公園・緑地等の 

被害状況を調査する。 

²その他の都市基盤復興に係る調査 国、県、本市は、港湾・漁港・治山・海岸・下水道・廃棄

物処理施設等の被害調査や、災害 廃棄物の状況について調査する。 

 

(３)住宅の復興対策に関する調査 

本市は、住宅の復興対策を効果的に行うために、応急仮設住宅等の入居状況を仮設住宅の種類

別、 立地場所別に整理して県に報告する。 

県は、本市でとりまとめた結果と被災者の実態をもとにして、災害公営住宅の必要量及びその

他 必要となる住宅対策について把握する。 
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(４)生活再建支援に係る調査 

² 住家被害状況調査 

本市は、災害見舞金等を支給するために必要な罹災証明を発行するため、「全壊、焼失、 

半壊建物数及びデータ」等を基に、罹災証明の根拠となる住家の被害状況を把握するととも 

に、情報が不足している地域等については補足調査を行う。 

² 震災離職者に係る調査 

雇用対策のため、地域経済の被災状況を把握するとともに、被災離職者の調査を行い、離 

職者の特性等について把握する。 

² その他生活再建に係る調査 

本市及び県は、要配慮者の被災状況や地域における医療需要、医療機関の再開状況の把握、 

社会福祉施設の被災・復旧状況、社会教育施設等の被災状況等、その他の生活再建に必要と 

なる被災状況について調査する。 

 

(５)地域経済復興支援に係る調査 

本市及び県は、被災地全体の概要の把握に努め、特に中小企業の工場や商店街の商店等の被災 

状況等は、生活再建支援策と密接に関係するため、可能な限り綿密に調査を行う。 

² 事業所等の被害調査 

本市は、震災直後の緊急対応及び復興に向けての施策を検討するために、業種別、規模別 

被害額や工場、商店、農地・農林水産業施設等の被災について調査する。 

² 地域経済影響調査 

本市は、災害基盤施設の被害状況や事業者の物的被害状況、事業停止期間の把握、取引状況 

の調査等を行い、地域経済への影響を把握する。 

 

(６)復興の進捗状況モニタリング 

復興対策は長期にわたり、その進捗状況は発災から経過した時間や地域によって異なる。この 

ため、住宅、都市基盤、地域経済などの復興状況や被災者の生活再建の度合い、失業率、将来への 

意向等を復興状態等に応じて的確に調査し、必要に応じて復興対策や復興事業を修正する。 

 

２.復興方針及び復興計画の策定 

本市及び県は、大規模災害により地域が崩壊し、社会経済活動に甚大な障害が生じた場合に

は、被災地の再建は高度かつ複雑な大規模事業になることから、これを速やかに実施し、多くの

関係機 関の諸事業を調整しつつ計画的に復興を推進していくため、復興方針及び復興計画を策定

する。 

復興計画を策定する際には、復興方針の策定、復興計画の策定というステップを経て行う。 

 

(１)復興方針の策定 

本市市民、事業者、本市が一体となって、より効果的に復興事業を進めていくためには、復興に

関わる全ての人が地域のあるべき姿を共有することが必要となる。そこで、一日でも早い復興に

向け、復 興法に基づき、国が定める復興基本方針に即して、県は、復興方針を策定し、遅滞なく

公表すると ともに、本市に通知し、かつ、内閣総理大臣に報告する。 
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(２)復興計画の策定 

本市は、復興法に基づき、復興基本方針及び復興方針に即して、復興の具体の取組と事業をまと 

めた、阿南市未来まちづくり復興計画を策定する。復興計画の策定に当たっては、議会、本市市民、

各専門分野における学識経験者など、様々な意見を反映させる。 

また、復興施策や復興事業は広範な分野にわたり、内容も複雑多岐に及ぶため、多くの復興施策 

や復興事業の優先順位を明確化するとともに、各分野ごとの計画の整合も図る。 

具体的には、復興計画において規定する事項は次のとおりである。 

² 復興に関する基本理念 

² 復興の基本目標 

² 復興の方向性 

² 復興の計画期間 

² 復興計画の対象地域 

² 分野別の復興施策 

 環境・生活・衛生・廃棄物 

 保健・医療・福祉 

 経済・商工・観光・労働 

 農業・林業・水産業 

 公共土木施設 

 教育 

 防災・安全・安心 

² 復興に関する行財政運営 

² その他、復興法に規定する事項及び復興に関し必要な事項 

 

(３)復興方針及び復興計画策定のプロセス 

² 本市は、復興方針及び復興計画の策定にあたって、復興に関する事務等を行う組織(震災復

興本部)の長が、議会、本市市民、関係機関の意見の反映に努めるとともに、専門的な意見

を聴取するため、有識者等が委員となる阿南市災害復興まちづくり支援チーム(仮称)を招

集し、 復興方針(案)を諮問する。その後、阿南市災害復興まちづくり支援チーム(仮称)の答

申を踏まえ、復興方針を決定し、担当部署において復興計画(案)を作成する。 

² 復興計画に市民の意見を反映するとともに、議会や県、関係機関に対しても意見を求める。 

その後、意見を集約し、県復興計画等との整合を図り、復興計画(案)を策定する。 

² 阿南市災害復興まちづくり支援チーム(仮称)、震災復興本部会議の審議を経て、復興計画を

決定し、公表する。 

 

(４)復興方針及び復興計画の公表 

本市市民や各関係機関が協働・連携して復興対策を推進するため、新聞やインターネット等の

広報媒体により復興施策を具体的に公表する。 
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３.防災のまちづくり 

本市及び県は、復興のために市街地の整備改善が必要な場合には、被災市街地復興特別措置 法

等を活用するとともに、住民の早急な生活再建の観点から、防災まちづくりの方向について でき

るだけ速やかに住民のコンセンサスを得るように努め、土地区画整理事業、市街地再開発事業等

の実施により、合理的かつ健全な市街地の形成と都市機能の更新を図るものとする。 

また、それぞれのまちの災害特性に配慮した土地利用の誘導、開発抑制、移転の促進や避難に必 

要な施設の整備に加え、自然環境の機能を活用すること等により地域のレジリエンスを高める 

「Eco-DRR(生態系を活用した防災・減災)」及び「グリーンインフラ」の取組の推進など、総合

的な防災・減災対策を講じることにより、災害に強いまちの形成を図るものとする。 

被災地の復興計画の作成に際しては、地域のコミュニティが被災者の心の健康の維持を含め、 

被災地の物心両面にわたる復興に大きな役割を果たすことに鑑み、その維持・回復や再構築に十

分に配慮するとともに、復旧・復興のあらゆる場に女性や障がい者、高齢者等の要配慮者の参画を

促進するものとする。 

県は、建築物等の解体等による石綿の飛散を防止するため、必要に応じ事業者等に対し、大気 

汚染防止法に基づき適切に解体等を行うよう指導・助言するものとする。 

県及び本市は防災・まちづくり・建築等を担当する各部局の連携の下、地域防災計画や立地適 

正化計画等を踏まえ、災害の危険性等地域の実情に応じて、優先度の高い避難行動要支援者から

個別避難計画を作成するとともに、住宅に関する補助や融資等における優遇措置等の対象となる

立地を限定し、住宅を安全な立地に誘導するなど、まちづくりにおける安全性の確保を促進する

よう努めるものとする。
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第３節 公共施設災害復旧事業計画 
【各部各班】 

第１ 主旨 

被災した公共施設の災害復旧事業は、原型復旧を原則とし、被災施設を可能な限り改良復旧する

ものであり、また再度の災害発生を防止するために新設を行う事業計画を立てるものとする。 

したがって復旧計画は、施設の種類によって以下のとおりに区分される。 

 

第２ 災害復旧事業計画 

１.公共土木施設災害復旧事業計画 

(１)河川 

(２)海岸 

(３)砂防設備 

(４)林地荒廃防止施設 

(５)地すべり防止施設 

(６)急傾斜地崩壊防止施設 

(７)道路施設 

(８)港湾施設 

(９)漁港施設 

(１０）水道 

(１１)下水道施設 

(１２)公園施設 

 

２.農林水産業施設災害復旧事業計画 

(１)農地農業用施設 

(２)林業用施設 

(３)漁業用施設 

(４)共同利用施設 

 

３.教育施設災害復旧事業計画 

 

４.水道施設災害復旧事業計画 

 

５.内閣府及び厚生労働省所管補助施設災害復旧事業計画 

 

６.都市施設災害復旧事業計画 

 

７.住宅災害復旧事業計画 

 

８.社会福祉施設災害復旧事業計画 
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９.官庁建物等災害復旧事業計画 

 

１０.その他の公共施設災害復旧事業計画 

 

 

【メモ】
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第４節 災害復旧事業に伴う財政援助及び助成 

【各部各班】 

第 1 主旨 

災害復旧事業にともなう行政上の執行区分は、以下の３区分となる。 

²県知事及び本市長の災害報告提出資料、及び災害調査結果より妥当とされて実施する災害復

旧事業 

²災害事象に関連した法律・予算執行により、国が全部または一部を負担(補助)する災害復旧

事業 

²特別の財政援助等により、激甚災害の指定を受け実施する激甚災害事業 

 

これらの助成措置(補助)を含む財政援助内容は、以下のとおりであるが、新たな法改正で追加・ 

削除があったときは、速やかに改訂する。 

 

第２ 法律により一部負担または補助するもの 

１.公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法 

 

２.公立学校施設災害復旧国庫負担法 

 

３.公営住宅法 

 

４.土地区画整理法 

 

５.海岸法 

 

６.感染症予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 

 

７.廃棄物の処理及び清掃に関する法律 

 

８.予防接種法 

 

９.都市災害復旧事業国庫補助に関する基本方針 

 

１０.農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律 

 

１１.天災による被害農林漁業者等に関する暫定措置法 

 

１２.上下水道災害復旧費及び簡易水道施設災害復旧費補助金交付要綱 

 

１３.防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律 

 

【メモ】



- 287 - 

第３ 激甚災害に係る財政援助措置 

１.公共土木施設災害復旧事業等に関する特別の財政援助 

 

(１)公共土木施設災害復旧事業 

 

(２)公共土木施設災害関連事業 

 

(３)公立学校施設災害復旧事業 

 

(４)公営住宅等災害復旧事業 

 

(５)生活保護施設災害復旧事業 

 

(６)児童福祉施設災害復旧事業 

 

(７)老人福祉施設災害復旧事業 

 

(８)障害者支援施設等災害復旧事業 

 

(９)婦人保護施設災害復旧事業 

 

(１０)感染症医療機関災害復旧事業 

 

(１１)感染症予防事業 

 

(１２)堆積土砂排除事業(公共的施設区域内、公共的施設区域外) 

 

(１３)湛水排除事業 

 

２.農林水産業に関する特別の助成 

(１)農地等の災害復旧事業に係る補助の特別措置 

 

(２)農林水産業共同利用施設災害復旧事業費の補助の特例 

 

(３)開拓者等の施設の災害復旧事業に対する補助 

 

(４)天災による被害農林漁業者に対する資金の融通に関する暫定措置の特例 

 

(５)森林組合等の行う堆積土砂の排除事業に対する補助 

 

(６)土地改良区等の行う湛水排除事業に対する補助 

 

(７)共同利用小型漁船の建造費の補助 

 

(８)森林災害復旧事業に対する補助 
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３.中小企業に対する特別の助成 

(１)中小企業信用保険法による災害関係保証の特例 

 

(２)事業共同組合等の施設の災害復旧事業に対する補助 

 

(３)中小企業者に対する商工組合中央金庫の融資に関する特例 

 

 

４.その他の財政援助措置 

 

(１)公立社会教育施設災害復旧事業に対する補助 

 

(２)私立学校施設災害復旧事業に対する補助 

 

(３)市町村が施行する感染症予防事業に関する負担の特例 

 

(４)母子福祉資金に関する国の貸付けの特例 

 

(５)水防資機材費の補助の特例 

 

(６)被災者公営住宅建設事業に対する補助の特例 

 

(７)産業労働者住宅建設資金融通の特例 

 

(８)公共土木施設、公立学校施設、農地農業用施設及び林道の小災害復旧事業に対する特別の財政

援助 

 

(９)雇用保険法による求職者給付の支給に関する特例 

 

【メモ】



- 289 - 

第５節 被災者の生活確保 

【総括班、税務班、会計班、市民班、地域支援班、商工政策班】 

第１ 主旨 

災害時には、多数の人々が生命または身体に危害を受け、あるいは住居、家財等が損壊するなど 

悲惨な状況が予想される。 

本計画では、被災者の生活確保に関する各種措置を講ずることにより本市市民の自力復興等を促

進し、生活安定の早期回復を図る。 

県及び本市は、被災者が、個々の課題に適した支援制度を活用し、早期の生活再建に取り組むこ

とができるよう、庁内の関係部局や民間団体（社会福祉協議会、士業団体、ＮＰＯ等）と連携し、

平時から、災害時における民間団体との連携・支援のあり方について検討するとともに、災害ケー

スマネジメント（一人ひとりの被災者の状況を把握した上で、関係者が連携して、被災者に対する

きめ細やかな支援を継続的に実施する取組）の実施に向けた被災者の状況・ニーズについての情報

集約や、一元的な相談窓口の設置・運営等、迅速な支援ができる体制の構築に努める。 

 

第２ 被災者生活再建支援金の支給 

県は、『被災者生活再建支援法』に基づき、都道府県が相互扶助の観点から拠出した基金を活用し 

て、次の基準に該当する自然災害の被災者に対して、被災者生活再建支援金の支給を行う。 

 

１.適用基準 

(１)対象となる自然災害 

² 災害救助法施行令第１条第１項第１号または第２号のいずれかに該当する被害が発生した

市町村における自然災害 

² １０世帯以上の住宅が全壊する被害が発生した市町村における自然災害 

² １００世帯以上の住宅が全壊する被害が発生した都道府県における自然災害 

² ５世帯以上の住宅が全壊する被害が発生した市町村であって、上記に規定する区域に隣接

する市町村における自然災害  

 

(２)支給対象世帯 

² 住宅が全壊した世帯(「全壊世帯」) 

² 住宅が半壊、又は住宅の敷地に被害が生じ、その他やむを得ず解体した世帯(「解体世帯」) 

² 災害による危険な状態が継続し、住宅に居住不能な状態が長期間継続している世帯(長期 

避難世帯) 

² 住宅が半壊し、大規模な補修を行わなければ居住することが困難な世帯(大規模半壊世帯) 

² 住宅が半壊し、相当規模の補修を行わなければ居住することが困難な世帯(中規模半壊世帯)  



- 290 - 

２.支援金の支給額 

 

 

※世帯人数が 1 人の場合は、各該当欄の金額の３／４の額  
３.支援金の支給申請 

(１)申請窓口市町村 

　　 各市町村が指定した窓口 

 

(２)申請時の添付資料 

基礎支援金：罹災証明、住民票等 

加算支援金：契約書(住宅の購入、賃借等)等 

 

(３)申請期間 

基礎支援金：災害発生日から１３月以内 

加算支援金：災害発生日から３７月以内

 
被災世帯の区分 

(損害割合)

基礎支援金 加算支援金
計  住宅の被害程度 住宅の再建方法

 (１)全壊 

(５０％以上) 

(２)解体 

(３)長期避難

１００万円

建設・購入 ２００万円 ３００万円

 補修 １００万円 ２００万円

 賃借(公営住宅を除く) ５０万円 １５０万円

 
(４)大規模半壊 

(４０％台)
５０万円

建設・購入 ２００万円 ２５０万円

 補修 １００万円 １５０万円

 賃借(公営住宅を除く) ５０万円 １００万円

 
(５)中規模半壊 

(３０％台)
－

建設・購入 １００万円 １００万円

 補修 ５０万円 ５０万円

 賃借(公営住宅を除く) ２５万円 ２５万円

【メモ】
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第３ 災害弔慰金等の支給、貸付け 

本市は、災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和４８年法律第８２号)及び阿南市災害弔慰金の支

給等に関する条例(昭和４９年条例第３２号)の規定に基づき、災害弔慰金及び災害障害見舞金の支

給並びに災害援護資金の貸付けを行う。 

 

１.災害弔慰金の支給 

(１)支給対象者 

政令で定める災害により死亡した本市市民の遺族 

 

(２)弔慰金の額 

生計を主として維持していた場合 ５００万円以内 

その他の場合 ２５０万円以内 

ただし、既に災害障害見舞金の支給を受けている場合は、その額を差し引いた額を支給する。 

 

２.災害障害見舞金の支給 

(１)支給対象者 

本市市民が災害による負傷あるいは疾病にかかり、治ったとき(その症状が固定したときを含

む）に精神または身体に著しい障害を受けた本市市民に支給する。 

 

(２)災害障害見舞金の額 

生計を主として維持していた場合 ２５０万円 

その他の場合 １２５万円 

 

３.災害援護資金の貸付け 

(１)貸付け対象 

災害救助法が適用された災害により被害を受けた世帯の世帯主 

(所得制限有) 

 

(２)災害援護資金の貸付け条件 

² 貸付け限度額 

世帯主の１ヶ月以上の負傷かつ住居または家財の損害　１５０万円～３５０万円 

世帯主の負傷、家財、住居等の被害の程度により異なる。 

² 償還期間 

１０年(据え置き期間を含む)とする。 

² 貸付利率 

年３％(借置期間は無利子) 

² 借置期間 

３年(特別な事情のある場合は５年)とする。 

² 償還方法 

年賦または半年賦 

² 申込先 

本市が指定する窓口 
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第４ 雇用機会の確保 

１.計画目標 

ハローワーク阿南(以下「安定所」という。)その他の職業安定機関は、被災による離職者等に対

し、職業の斡旋により職業の安定を図るほか、安定所は激甚災害における求職者給付の支給の 

特例措置法または災害時における求職者給付の支給に関する特例措置に基づく基本手当の支給

に より生活の安定・確保を図る。 

 

２.現況 

安定所では、求職及び求人の申込みを受け、職業紹介を行うほか雇用保険法の規定による失業 

給付を行っている。 

 

３.対策 

本市は、徳島労働局に対して被災者への職業の斡旋について要請し、被災者の生活基盤の安定 

を支援する。 

 

第５ 市税等の減免等 

１.市税 

本市は、被災した納税義務者または特別徴収義務者に対し、地方税法(昭和２５年法律第２２６

号)、または災害による市税の緩和措置として、期限の延長、徴収猶予、減免等それぞれの事態に

応じて適切な措置を講じる。 

 

２.国民健康保険税 

本市は、被災した保険税の納付義務者に対し、阿南市国民健康保険税条例(昭和３４年条例第１

１号)により、国民健康保険税の減免等の措置を講じる。 

 

３.介護保険料 

本市は被災した保険料の納付義務者に対し、阿南市介護保険条例(平成１２年条例第２号)により

介護保険料の減免措置を講じる。 

 

４.その他使用料等の減免 

大規模な災害の場合には、本市市民の生活への影響等を考慮し、使用料等については、それぞれ

の条例、 規則等で定める減免規定に基づき必要に応じて適切な減免措置を講じる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【メモ】
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第６ 応急融資計画  

本市は、災害により被害を受けたものに対し、生活の安定、住宅や事業の復旧のために必要な

資金の融通または斡旋を行う。 

 

１.生活福祉資金(災害援護基金) 

(１)貸付対象 

低所得世帯で、資金の貸付けと必要な援助指導を受けることによって自立更生でき、他からの

融資を受けることが困難な世帯 

 

(２)貸付限度額     １５０万円以内 

 

(３)貸付条件 

² 据置期間 ６ヶ月以内とする。 

² 償還期間 ７年以内とする。 

² 利 　  子 無利子(連帯保証人有)または年１.５%(連帯保証人なし、措置期間中は無利子) 

² 保 証 人    原則として本市内の者 

² 償還方法   年賦、半年賦及び月賦による元利均等償還 

 

(４)申込方法 

原則として本市発行の罹災届出証明書を添付し民生委員、あるいは本市社会福祉協議会へ申し

込む。 

 

２.災害復興住宅資金 

自然災害により、住宅の被害を受けたものに対し、(独)住宅金融支援機構が指定した災害に つ

いて、住宅復旧のための補修並びに住宅の建設・購入に要する資金の貸付けを行う。 

 

３.災害対策資金 

(１)融資対象 

県内において、１年以上継続して同一事業を営んでいる中小企業者であって、事務所及び主要な

事業用資産が天災地変により全壊、半壊、流出、浸水またはこれらに準ずる損害を受けたもの。 

 

(２)融資条件 

² 資金使途　設備資金または運転資金 

² 融資金額  ・設備資金 ５，０００万円以内  ・運転資金 ３，０００万円以内 

² 融資期間  ・設備資金 １０年以内とする。  ・運転資金　5 年以内とする。 

² 融資利率    年２.１５％(平成３１年 4 月 1 日現在) 

² 保証料年    ０.８５％以内 

² 担保及び保証人　取扱金融機関及び保証協会の取扱うところによる 

(３)申込先     取扱金融機関及び徳島県信用保証協会 
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４.農林漁業関係融資 

(１)日本政策金融公庫資金 

 
 

(２)天災資金 

『天災による被害農林漁業者に対する資金の融資に関する暫定措置法』いわゆる天災融資法が 

適用された場合、農協、森林組合、漁協等を通じて融資する。 

 

(３)県単農業災害対策特別資金 

県が融資要綱で指定する災害により被害を受けた農業者が、天災資金を要綱で定めた利率以 

内で借受ける場合に、当該資金の融資機関に対して県及び本市で利子補給を行い、もって被害 

農業者の負担の軽減を図る。 

 

(４)県単林漁業災害対策特別資金 

県が告示により指定した災害によって損失を受けた林漁業者に対し、再生産等に必要な経営

資金または林漁業施設の復旧に必要な施設資金の融資の融通を円滑にする措置を講じて経営の

安定に資する。 

 

５.勤労者ライフサイクル資金(災害費) 

(１)融資対象 

次のすべての要件を満たしている者 

 

² 県内に住所を有している者 

² 県内の事業所に 1 年以上勤務している者 

² 労働金庫の借入条件を満たし、(社)日本労働者信用基金協会の保証を受けられる者 

² 申込時現在の年齢が６０歳以下の者 

² 災害により、本人または二親等以内の親族の家屋、家財等に損害が発生した者 

 

 ² 農業関係資金 農業基盤整備資金 

農林漁業施設資金 

農林漁業セーフティネット資金

 ² 林業関係資金
林業基盤整備資金 

農林漁業施設資金 

農林漁業セーフティネット資金

 ² 漁業関係資金
漁業基盤整備資金 

農林漁業施設資金 

漁船資金 

農林漁業セーフティネット資金
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(２)融資条件 

² 資金用途　災害により、本人または扶養家族の家屋、家財等に損害が発生し、それを 

　　　　　復旧または購入するために必要な経費。 

² 融資金額　５００万円以内 

² 融資期間　１０年以内とする。 

² 融資利率　年１.５０％(令和元年８月１日現在) 

² 保証料　　労働金庫正会員 年０.７％ 

労働金庫その他会員 年１.２％ 

 

※ 詳細は窓口にて確認のこと 

 

(３)申込先　県内の四国労働金庫各支店 

 

第 7 生活相談 

本市は、災害により被害を受けた市民が速やかに再起更生できるよう、市役所内等に相談窓口を 

開設する。相談窓口においては、市民の早急な生活再建を図るための生活相談、弔慰金の支給及び 

援護資金の相談を受けるとともに、本市の未来まちづくり復旧・復興計画の情報提供を行う。 

また、徳島県は徳島県士業ネットワーク推進協議会と「大規模災害等発生時における相談業務の 

支援に関する協定書」を締結しており、本市において対応が困難な場合は、県に要請するものとす 

る。 

 

第８ 安否情報の提供 

本市は、被災者の安否について住民等から照会があったときは、被災者等の権利利益を不当に侵

害することのないよう配慮しつつ、消防、救助等人命に関わるような災害発生直後の緊急性の高い応

急措置に支障を及ぼさない範囲で、可能な限り安否情報を回答するよう努めるものとする。 

この場合において、県、市町村は、安否情報の適切な提供のために必要と認めるときは、関係地方

公共団体、消防機関、都道府県警察等と協力し、被災者に関する情報の収集に努めることとする。 

なお、被災者の中に、配偶者からの暴力等を受け加害者から追跡されて危害を受ける恐れがある

者等が含まれる場合は、その加害者等に居所が知られることのないよう当該被災者の個人情報の管

理を徹底するよう努めるものとする。 

 

第９ 罹災証明書の交付 

１. 体制の整備 

(１)本市は、災害時に罹災証明書の交付が遅延なく行われるよう、住家被害の調査や罹災証明書 の

交付の担当部局を定め、住家被害調査の担当者の育成、他の地方公共団体や民間団体との応 

援協定の締結、応援の受入れ体制の構築等を計画的に進めるなど、罹災証明書の交付に必要

な業務の実施体制の整備に努めるものとする。 
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(２)本市は、住家被害の調査や罹災証明書の交付の担当部局と応急危険度判定担当部局とが非常 

時の情報共有体制についてあらかじめ検討し、必要に応じて、発災後に応急危険度判定の判

定実施計画や判定結果を活用した住家被害の調査・判定を早期に実施できるよう努めるもの

とする。 

(３)本市は、効率的な罹災証明書の交付のため、当該業務を支援するシステムの活用について検 討

するものとする。 

(４)県は、本市に対し、住家被害調査の担当者のための研修機会の拡充等により、災害時の住 家

被害調査の迅速化を図るものとする。また、他の都道府県や民間団体との協定の締結等によ 

り、応援体制の強化を図るものとする。 

 

２.災害時の対応 

(１)本市は、災害の状況を迅速かつ的確に把握するとともに、各種の支援措置を早期に実施するた

め、遅滞なく、住家等の被害の程度を調査し、被災者に罹災証明書を交付する。 

(２)本市は、住家等の被害の程度を調査する際、必要に応じて、航空写真、被災者が撮影した住家

の写真、応急危険度判定の判定結果等を活用するなど、適切な手法により実施するものとす 

る。 

(３)県は、災害による住家等の被害の程度の調査や罹災証明書の交付について、被害の規模と比較

して被災市町村の体制・資機材のみでは不足すると見込まれる場合には、当該市町村に対し

必要な支援を行うとともに、被害が複数の市町村にわたる場合には、調査・判定方法にばらつ

きが生じることのないよう、定期的に、各市町村における課題の共有や対応の検討、各市 町

村へのノウハウの提供等を行うことにより、被災市町村間の調整を図るものとする。 

(４)県は、発災後速やかに住家被害の調査や罹災証明書の交付に係る事務の市町村向け説明会を実

施するとともに、その実施に当たっては、ビデオ会議システムを活用し、各市町村に映像配信

を行うなど、より多くの市町村担当者の参加が可能となるような工夫をするよう努めるもの

とする。 

 

第１０ 被災者台帳の作成等 

本市は、必要に応じて、個々の被災者の被害の状況や各種の支援措置の実施状況、配慮を要する 

事項等を一元的に集約した被災者台帳を作成し、被災者の援護の総合的かつ効率的な実施

に努める ものとする。また、被災者支援業務の迅速化・効率化のため、被災者台帳の作成にデジ

タル技術を活用するよう努めるものとする。 

 

第 11 資金の安定供給体制の構築 

本市は、財務会計システム等が機能しなくなった場合においても公金の支払事務に支障が生じな 

いようあらかじめ支払事務マニュアルの策定などの対策を行うものとする。


